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は しが き

本報告書は、科学研 究費補助金(基 盤研究C)「 わが国の国際教育協力 の理念及び政策

の歴史的系譜に関す る研究」(平成20～22年 度、課題番号20530790)の 最終研究成果であ

る。

2002年6月 、カナ ダのカナナスキスにおいて主要国首脳会議(サ ミット)が開催 された。

ここでは、開発途上 国向けの教育支援 がその主要議題 の一つ として取 り上げ られた。 日本

国政府 は、小泉首相がそれ に出席するのを機会に、教育分野に対す るわが国の支援 の基本

理念 とそれを実施す る際の重点項 目をまとめた政策文書 「成長 のた めの基礎教育イニシア

テ ィブ」(BEGIN:Basic Education for Growth Initiative)を 国内外 に公表 した。 この文書

は、わが国にお ける国際教育協力の理念 と政策の歴史的変遷 とい う視 点からみるな らば、

画期的な意義を有す るものであ り、わが国の国際教育協力事業がまぎれ もな く一つの到達

点 に至 ったことを意味 している。 また、Education for All(EFA)事 業、および国連 ミレニア

ム開発 目標(MDGs)の 達成 目標年次である2015年 が迫 り、その最終局面に入 ったことを見

据 えて、日本政府は、2010年9月 に、新たに包括的な国際教育協力の理念 と政策 を提示す

る 「日本の教育協力政策2011-2015」 を発表 した。

わが国の国際教育協力の歴史は、 日本が コロンボ ・プランへの加盟を認め られ、アジア

諸国向けの技術協力 を開始 した1954(昭 和29)年 にさかのぼる。また、同年、文部省 も、

開発途 上国への技術協力を主眼に、国費留学生招致プ ログラムを開始 した。さらに1960年

代 のユネス コ主導の 「カラチ ・プラン」への支援 を通 じて、国際教育協力へ の取 り組みに

拍車がかかった。それ から約半世紀が過 ぎた。 この間、わが国の国際教育協力の理念 と政

策 は時代 とともにかな りの変遷 を経験 してきた。その歩みは、おお よそ次の5つ の時期に

区分す ることができよう。

(1)開 発途上国向けの技術協力事業開始の時期(1954～1964年)

(2)教 育協力への使命感の 自覚 と体系的取 り組み模 索の時期(1965～1973年)

(3)国 際協力事業団(JICA)創 設 と二元的教育協力実施体制の時期(1974～1989年)

(4)EFA世 界会議以降の政策見直 しと関係機関の連携強化推進の時期(1990～1995年)

(5)文 部省 国際教育協力懇談会による具体的政策提言 と実施の時期(1996年 ～)

時期 によっては、関係者 の関心や意欲 にも変遷 と浮沈 が見 られた。教育協力の意義その

ものへの疑念 が生 じ、 とりわけ基礎教育への介入には消極論が優位の時期 もあった。 しか

し、 この間の歴史的経緯 については、政策担 当者、研究者、協力事業実践者 の間でもよく

知 られ ていないのが実情である。本報告書は、わが国の国際教育協力 の軌跡 をた どりなが

らその理念 と政策の歴史的系譜 を明 らかにす ることを目的 とす る。 国際教育協力をめぐっ
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て急速に事業が拡大 し、またこれ に関与す る関係者 が多彩になっている今 日、その将来像

を見据えるためにも、歴史的経験に裏付 けされた認識 と知識 を国際教育協力 関係者の間で

共有することが不可欠であると考えるか らである。

本報告 書では、第一部 として、わが国の国際教育協力事業に関する通史的 な記述 を試み

た。第一章は、上記の時期 区分では(1)の 部分 にあたる時期、すなわち、戦後復興 とともに

開始 されるわが国の教育協力事業の草創期 か ら、文部省 関係者の間で も国際教育協力への

関心が高ま りをみせた1960年 代末までの時期 を検討 の対象 とする。第二章では、(2)の時期、

すわなち、1970年 代初頭に、わが国で国際教育協力論議が急速 な高ま りをみせた背景 とそ

の議論の方向性 を分析 している。 このため、本来、第三章は、(3)の時期 、すなわち、開発

途上国向けの国際教育協力の主体が、文部省サイ ドか ら外務省 ・JICA側 へ と実質的 に移行

してゆ く時期にあて られ るはずである。 しかしなが ら、本研究においては、JICA側 に事業

に関す る資料収集が充分にできなかったとい う限界 もあ り、 この時期 について、独立 した

章 を設けることはできなかった。そのため、第三章は、す こし時期 を先送 りして、(4)と(5)

の時期、すなわち1990年 のEFA世 界会議以降における文部科学省サイ ドにおける国際教

育協力へ の関心の復活 と取 り組みの活発化についての記述 にあてた。第四章 と第五章は、

それ ぞれ、文部科学省がかかわる個別的 な事業 として注 目される、外国人教員研修留学生

制度 による現職教員の受入れについての歴史 と現状 、お よび、青年海外協力 隊 「現職教員

特別参加制度」を分析 している。

第二部 は、資料編 として、わが国の国際教育協力政策にかかわる主要政策文書 を合計14

点 を収集 し、その要点を抄録 として、あ るいは、 ドキュメン ト全文 を再録 してい る。 とり

わけ、1970年 代以前 の資料に関しては、従来、ほ とん ど紹介 されたことのない ものであ り、

わが国にお ける国際教育協力論議 のルーツを知る うえで貴重な歴 史的文献で ある と考え ら

れ るか らである。

＜研 究組織 ＞

研究代表者 斉藤 泰雄(国 立教育政策研 究所 国際研究 ・協力部 総括研 究官)

＜研 究経費 ＞

平成20年 度900千 円

平成21年 度800千 円

平成22年 度600千 円

計2，300千 円
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第一章 わが国の国際教育協力の理念及び政策の歴史的系譜:

草創期から1960年 代まで

は じめに

本章では、戦後復興 とともに開始 され るわが国の教育協力事業の草創期か ら、文部省関

係者 の間でもアジア地域 を中心 とした開発途上国向けの国際教育協力への関心 と論議が し

だいに高まって くる1960年 代末までの時期 を検討 の対象 とす る。

Ⅰ.戦 後 における教育文化の国際交流 ・協力事業の開始

1951(昭 和26)年6月21日 、第六回ユネ スコ総会において、わが国のユネスコ加 盟が正

式 に承認 された。 これは、サンフランシス コ平和条約締結 と国連加盟以前 のことであ り、

戦後わが国が国際機 関に加盟を認め られ た ものとしては最初 のものであった。当時まだ終

戦の混乱 を引きず っていた外務省に代わ り、ユネス コ加盟 を推進 した文部省関係者に とっ

て、ユネスコ加盟 にかけた期待や思い入れ は、今 日か らは想像 しがたいほ どの大きな もの

であった。後 に 日本ユネスコ国内委員会事務総長 をつ とめた西田亀久夫は、当時、官民一

体 となって推進 されたユネ スコ運動の状況 を次のよ うにふ りかえる。「わが国のユネス コ活

動 は、 日本の国際社会への復帰をめざして、まず、民間運動 として発足 したことを第一 の

特徴 としてあげたい。 このこ とは、ま さに 日本の敗戦 とい う特異な事情の反映である。戦

争 に対す る痛烈な悔悟の情 と、国際社会 にお ける禁治産状態の無念 さを正当に克服す る唯

一 の道 は
、1946年 に発 足 した国際連合教 育科学文化機 関(ユネスコ)の掲げ る恒久平和運動

へ全面的 に帰依することであった。それは、ある意味では純粋 に精神的な平和運動 といえ

る。 きわめて内省的 に 日本人の心の中に平和 の信念 を築きあげる とともに、みずか らをき

び しく鍛練 して世界 の問題 を見る 目を養お うとす るものであった。世界の 中で、ユネス コ

運動 をこれほ ど人間の心の問題 として受 け止 めた国 はまれであろ う」(西 田 昭和47年29

頁)。

翌1952年 には、国内法 として 「ユネス コ活動に関す る法律」 を成立 させ た。 これを根

拠 に教育 ・文化 ・科学分野 の代表者、学識経験者、政界等 を代表す る合計60人 の委員 か

らなる日本ユネス コ国内委員会が発足す る。 またそ の事務 を担 当す るために事務総長以下

専任スタッフ60人 をこえる規模の国内委員会事務局が設置 された。事務局 は、文部省 の

所轄機 関と して文部省庁舎 内に置かれ ることになった。 かつて事務局次長 を経験 した こと

のある木田宏によれ ば、四つ の課(企 画 、連絡 、調査、普及)か ら構成 され一つの局 にも相

当す る規模 を誇 るそれは 「世界一立派な事務局」(木田 オー ラル ヒス トリー下巻2003年

76頁)で あったとい う。
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ユネ スコの事業は、学術交流、国際的な科学的調査研 究の推進、東西文化価値相互理解

事業計画な ど多岐 にわたったが、教育の分野 においてわが国の活動の中心 とされた もの は、

ユ ネ ス コが 国際 理 解 教 育 を推 進 す るた め に 開 始 してい た 協 同 学 校 プ ロジ ェ ク ト

(Associated School Project)へ の参加 であった。文部省 は、このプ ロジェク トに参加す る実

験校 を指定 し支援する活動を積極的 に展開 した。 当時 は、協同 学校による国際理解教 育の

推進 は知的交流活動 としての色彩が強 く、必ず しも開発途上国への教育協力を意識 した も

のではなかった。

わが国において、明確 に教育の国際協力を意図 して提案 され、最初に導入 され た事業は、

国費外国人留学生招致制度であった。これは、1954(昭 和29)年 に開始 された。文部省の 『学

制九十年史』は、当時の様子を次のよ うに記述 してい る。「平和条約の発 効後、欧米諸国か

らわが国 に留学 を希望する者 が多 くなった。一方 、このころから、東南アジア ・中近東諸

国への経済協力、技術協力に対す る国民の関心が とみに高ま り、その一環 として、 この地

域か ら留学生を招致することの緊要性が識者の間に強 く叫ばれ るに至った」(文部省 昭和

39年567頁)。 日本ユネスコ国内委員会は、1953年 に2回 にわたって、外 国人留学生(技

術留学生、技術実習生を含む)の受入れ体制の強化、奨学資金 の提供 を関係大臣に対 して建

議 していた(国 立教育研究所1971年15頁)。 おそ らく、 こうした留学生受入れ体制 の整

備を主張 した関係 者の中には、戦前期 における中国(清 朝)や 戦 中期 のアジア地域 か らの外

国人留学生(南 方特別留学生)の 受入れの経験注)、侵略や植民地支配のための 「文化工作」

「文化宣伝」(石 附1989年63頁)と しての色彩が濃 かったわが国の留学生政策の反省に

立ちなが ら、新 しい留学生制度 を構築 しよ うとす る意志 があった と推測 され る。

1954年 、 「国費外国人留学生実施要項」が作成 され 、その制度が開始 された。招 致する

留学生は、外国の大学を卒業 してか らわが国の大学学部、大学院等において研究を行 う「研

究留学生」と、高校卒業後わが国の大学学部に留学す る 「学部留学生」の二種類 とされた。

研 究留学生 は、一部は、欧米諸国からも招致 され るが、学部留学生の場合、その対象はア

ジア諸国のみに限定 されていた。1962年 、当時の文部省 で、留学生関係 の事務 を所掌 して

いた調査局国際文化課長であった佐藤薫は、国費留学生招致プ ログラムの特色 を次の よう

に説 明 してい る。「わが国はアジアの一員 であることの 自覚 と責任感か ら、昭和27、28年

か ら、それぞれの要請 に応 じ、経済援助、技術援助 をはじめるに至 った。 この経済援助 、

技術援助 の一環 として、あるい は経済援助 にさきがける人づ くりの一つの協力方策 として、

とりあげ られたのが留学生招致である。… この学部留学生招致制度は、わが国が、世界

諸国にさきがけて実施 した独 自の ものであるが、その狙い とする所は、大学等 の数が少な

いア ジア諸 国の、国づ くりの指導者養成に協力 しようとする ところにある」(佐藤 昭和37

年233頁)。1954年 、最初の留学生23人 を受 け入れたのを皮切 りに、国費留学生は、 し

だい にその数を増 していった。1956年7月 、文部省 の中央教育審議会 も 『教育 ・学術 ・

文化 に関す る国際交流の促進 について』 を答 申 し、こ うした動きを促進す ることを提言 し
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た。

1954年 にはまた、わが国の技術協力の歴史 において重要な出発 点 とな る事態が生 じた。

それ は、同年10月 、 日本の 「コロンボ ・プラン」への加 盟が正式に承認 された ことであ

る。 コロンボ ・プ ラン とは、1950年 、セイ ロンの首都 コロンボで開催 された英連邦の外

相 会議 において発足 したアジアの旧英領植民地の経済開発 を支援す るた めの国際的技術

援助プ ログラムであった。後に、米国やその他 の先進国 も援助国 としてこれに加盟 し、ま

た援助 対象 国もアジア地域全体 に拡大 された。 この コロンボ ・プランへの加盟 は、敗 戦、

戦後混乱期において、米国その他の国際機 関か らの救済 ・援助 を受 けなが ら経済復興を遂

げつつ あったわが国が、一転 して、国際社会において、援助国側の仲間入 りを認 められた

ことを意 味 していた。技術協 関係者 は、その意義 を次の ように述べ る。 「この コロンボ ・

プランへの加盟に より、わが国の援助 国 としての地位が初めて国際的に名実 ともに認 めら

れたわけで、これは国際的地位 が低かった当時のわが国にとって画期的な ことであった」

(海外技術協力事業団 昭和48年7頁)。

コロンボ ・プランへの加盟に より、わが国は、被援助国 と二国間協定を結 び、アジア地

域か ら研修員受入れ と専門家派遣 の事業を開始 した。 こ うした技術協力事業 を運営す るた

めに、社団法人 「アジア協会」が設立 され、同協会に政府 か ら事 業実施 の委託 がな された。

1957年 には、わが国独 自で、中近東、アフ リカを対象 とした 「中近東 アフ リカ技術協力計

画」が策定 され る。1960年 には、ラテンアメ リカを対象 とした 「中南米技術協力計画」が

実施に移 された。 また、 この頃か ら、技術協力は、研修 生受入れ、専門家派遣に加 えて、

途上国の開発計画作成を支援す る 「開発調査事業」、相手国との共同で技術訓練のための施

設 を設置 ・運営す る 「海外技術訓練センター事業」、「機材供与事業」へ と活動 を拡大 して

いった。このような援助 地域の拡大、事業 の多様化を うけて、しだいに技術協力を総合的、

効率的に実施す る体制の一元化 を求める声が高ま り、1962(昭 和37)年 、これ らの事業を統

合する形で、特殊法人 「海外技術協力事業団」(OTCA)が 設立 され るにいたる。

こ うした二国間協定に基づ く開発途上国への技術 協力 の中には、教育分野に関係す るも

のが含 まれていた。研修生受入れ を主要業種分野別 で見ると、農水産 関係が最多で、これ

に続 いて、軽工業、行政、運輸、郵政な どの分野が多い。 しか し、昭和30年 代 までの実

績を見 ると、教育分野 とされ るものが軽 工業 と行政 とほぼ肩 を並べ る程 の順位 で出現 して

い る。この教育分野の研修 生の多 くは、「日米合同計画」によるもの とされ てい る。これは、

当時、米国がアジア諸国向 けに行 う援助事業 に対 して 日本が第三国研 修 として研修員受入

れの便宜供与 を行っていた事業 である。研修内容は不明であるが、おそ らく英語教育では

ないか と推測 され る。 この 日米合 同計画 は1964年 をもって終了 し、 この後は、教育分野

の研修員の数は少な くな り、研修員全体の2～3%と い うレベル となる(海外技術協力事業

団 昭和48年pp.176-179)。 また、専門家派遣 の実績 でみる と、1957年 以降、毎年1～5

人が 「教 育分野」 として分類 されてい る。その業務 内容は明らかではないが、そのほ とん
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どが 「日本語教育」の専門家であった と見なされる。

1965年 には、米国の 「平和部隊」活動に着想 を得て、「日本青年海外協力隊」が発 足 し、

海外技術協力事業団にその事務局が置 かれる。 この年 、最初の隊員48名 をアジア とアフ

リカの国に送 り出 した。協力隊は数年後 にその規模 を毎年100～200人 台にまで拡大 して

いった。 この協力隊の業種の中にも、農業、水産業、建設、軽工業などと並んで、「教育訓

練分野」が含まれている。 その内実 をみると、その大多数 は、スポー ツ隊員であ り、その

他 に 日本語教育、そ して、アフ リカのタンザニアでの数学教育 と理科教育隊員が見 られ た

(海外技術協力事業団 昭和48年152-153頁)。

Ⅱ.カ ラチ ・プランの発足 と教育協 力への意識の高 ま り

1950年 代後半になると、しだいにユネス コの組織的性格や活動 の優先課題 に変化が生 じ

は じめた。第 二次世界大戦後 に相 次いで独立 したアジアや アフ リカの多くの国がユネスコ

に加盟す るよ うにな るか らである。新興国 として国民国家 の樹立をめ ざす これ らの国は、

国づ くりの基礎 として教育に強い期待を寄せていた。 これ らの国の指導者たちは、ナ ショ

ナ リズム形成や国民統合 の推進な どの観 点か ら基礎的 な初等教育の普及 に意欲 をもや した。

人的、技術的な資源 を欠 くこれ らの国は、教育問題 をあつか う唯一の国際機 関であるユネ

スコに支援 を求めることになる。 こうして、開発途上地域 の教育問題への取 り組みがユネ

スコの最優先課題の一つ として浮上するよ うになる。

国連が、1960年 代を 「国連開発の十年」と名付 け、開発途上国の支援 に本格的に り出 し

たのに呼応 して、ユネス コは、アジア、アフ リカ、アラブ諸国、ラテ ンア メリカの各地域

ごとに、地域教育発展計画 を構想 し提唱 した。アジアで も、ユネス コの主導 の下で、1960

年1月 に、パ キスタンのカラチ に、日本を含むアジア17か 国の政府代表が集 ま り、この地

域の教育 問題 を討議 し、大規模 な地域教育発展計画を作成す るための会議が開催 された。

ここで採択 されたのが、 「アジア地域初等教育発展計画｣、 通称 「カラチ ・プラン」 と呼ば

れるものである。それは、1980年 までの20年 間をかけて、 この地域に、少 なくとも七年

間の普遍 的な無償義務教育制度 を確立することを 目指す とい うものであった。 当時のア ジ

ア諸 国の教育発展状況か ら見れば、きわめて野心的な長期教育発展計画であった(UNESCO

1960)。 翌1961年 、ユネスコは、こ うした活動 の連絡、調整を行 うために、タイのバ ンコ

クにユネ スコ ・アジア地域事務所 を開設 した。

日本は、当時すでに九年 間の義務教 育を完成 させてお り、カラチ ・プランの対象国では

なかった。ユネスコやア ジア各国 は、わが国に対 してカ ラチ ・プランの遂行へ の協力 と支

援 を要請 した。前述のよ うに、ユネス コ活動を高 く評価 し、その政策にきわめて忠実であ

った当時の政府 、文部省は、この要請に真剣 に対応す る姿勢 をみせた。文部省は、ただ ち

に、二つの行動 を開始 した。一つ は、東南アジア、中近東地域各国の教育事情 を調査す る
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調査 団の派遣であ り、 もう一つは、予定 されていた第一回の 「アジア地域ユネ スコ加盟国

文部大臣会議」を東京に招致す るこ とであった。

教育事情調査団 は、1960(昭 和35)年11月 か ら翌61年4月 にかけて、四班に分かれ

て東南アジア、 中近東に派遣 された。各班 の派遣先は、東南アジア第一班(カ ンボ ジア、

マラヤ、イン ドネシア、タイ)、 第 二班(ビ ルマ、イン ド)、第三班(フ ィリピン、ベ トナ

ム、パキスタン、セイ ロン)中 近東班(ア フガニスタン、イ ラン、イラク、 トル コ、エジ

プ ト)で あった。各班は、学者、文部省職員(課 長 、課長補佐 クラス)な ど5～6人 で構成

され､35～40日 間の 日程で各班が四か国ほ どの調査にあたった。調査団の 目的は、(1)そ

れぞれの国の一般事情、教育事情、諸外国 との経済協力お よび教育協力の実情について、

(2)その実態 に応 じて、当該 国に対 してわが国 として どの ような教育協力をすべきか、を調

査報告す るとされ た。開発途上国の教育事情 を調査 し、 さらにわが国の教育協力の可能性

を さぐる とい う趣 旨の調査団の派遣 は、文部省 として もおそ らくこれが初 めてのことであ

った。1961年4月 に東南アジア調査団第一班(カ ンボジア、マ ラヤ、イン ドネ シア、タイ)

の報告書がまず提出 された。 この報告が他班の報告のひな型になった。

ここには、わが国では最初のものとい える国際教育協力論 が披瀝 されてい る。い くつか

の印象的なフレーズを紹介 しよう。「私たちは、今回の旅行で、現代文明の恩恵 を殆 ど受け

ず、 しかも、それを不幸 とも思っていないのではないか と思われ る数多 くの民衆 に接 して

きたのであるが、その際、私たちの胸 にこたえた ことは、 日本民族 は真に幸福 な民族 であ

る とい うことと同時に、同 じくアジアの民族 であ りなが らこの不幸を不幸 とも思 っていな

いのではないか と思われる人たちに、真の幸福 とい うもの味わせてあげ、そ して、 ともど

もに人類文化の向上につ とめたい とい うことであった。このよ うな気持 ちと態度が、教育

協力 のバ ックボー ンになって こそ、は じめて教育協力は大なる実を結ぶのではなかろ うか」、

「施策は、それぞれ の民族 の魂をつかむ ものでなければな らない と思 う。東南アジア地域

諸 国家に対 して、 自由 ・共産両陣営は、 ともに経済協力、教育協力 面で莫大な財力 をつぎ

込 んでいるので あるが、それにも拘 らず、若干の例外 を除いては、それ らは、必ず しも当

該民族の心をつかんでいる とは思われなかった。従 って、わが国の経済協力な り教育協力

な りを真 に成功 させ るためには、あくまで誠 実に、そ して相手国の立場 とプライ ドを十分

に尊重 し、若 しくもそれ を傷つけることのない よ うに努めなけれ ばな らない と思 う。か く

て こそ両民族の魂の琴線が触れ合 う協力が可能 になるので はなか ろ うか」(教育事情調査団

報告書 昭和36年1-3頁)。 や がてわが国の国際教育協力論 のきわだった特色 の一つ とな

る、素朴 なまでの理想主義的な態度 、も う一方での相手国 に対す る謙虚 な姿勢 が、その草

創期 においてすでに姿を現 していることが注 目され る。

さらに、方策 を推進するためには、まず国内体制 を整備することが先決条件 であるとし

て、次のよ うな点を指摘する。①対外教育協力審議会の設置、②低 開発国関係教育資料室

の設置、③短期視察者招致体制の整備、④ 国費留学生の受入れ体制 の整備、⑤ イン ドネシ
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ア賠償留学生等の教育補導体制 の整備 、⑥私費留学生教育補導体制の整備、⑦留学生世話

団体の強化、育成、⑧ 学者 ・技術者等招致体制 の整備 、⑨学者 ・技術者等現地派遣体制の

整備、⑩ 中級技能者研修方式の検討、⑪教材教具提供方式の検討、⑫学術文献資料提供方

式の検討 、⑬対外教育協力 関係文部省機構 の整備。特に、③④⑩⑪ に関 しては先方の要望

が強い とす る。また、関連す る国外体制の整備 として、①文化アタ ッシェの設置、② 日本

文化セ ンターの設置、③ 日本語学校の整備、④ 日本人学校の整備 をあげる。 後に議論 され

ることになる政策メニューのアイデ ィアもすでにここにほ とん ど出揃 ってい る。

文部大臣会議は、1962(昭 和37)年4月2日 か ら11日 まで、東京(上 野、文化会館)に お

いて、アジア18か 国か ら文部大臣お よび経済企画担当大 臣が参加 して開催 された。 この

会議の 目的は、(1)カラチ ・プランの各国での進展状況のチェ ック、(2)当面 の事業計画案の

検討、(3)そのための外部援助の状況 とその調整の討議、さらに、(4)初等教育の拡充普及計

画 としてスター トしたカラチ ・プランを総含的教育計画および社会 ・経済発 達のための総

合的国内計画 とい うよ り包括的な枠組み との関連 の中で再検討することにあるとされた。

最後の項 目は、この頃か ら経済成長 における教育の役割の重要性が認識 され るよ うにな り、

いわゆる教育計画論、教育投資論が台頭 して きたことに関連 している。この会議が、最終

的には、ユネスコとECAFE(国 連ア ジア極東経済委員会)の 共同開催 とな り、文部大臣の

みでな く経済企画担 当閣僚が参加 したのもこうした理由による。 日本か らは、荒木文相以

下、内藤事務次官、経済企画庁の大来佐武郎 ら8入 の代表団が参加 した。

当時、文部省調査局長 として、この文部大臣会議 を実質的に切 り回 した天城勲 は、会議

の報告に関連 してアジアの教育発展 に対す る日本の立場 と役割 に関 して、当時次のよ うな

発言 をおこなってい る。「その種教育に関す る国際会議 が 日本 で開催 され たのは、戦前戦後

を通 じてもちろん初 めてのこ とであ り、今後 のアジアの教育発展 とわが国の使命 を考えあ

わせ る とき、その意義はきわめて大き く深いものが ある と考え られ る」、「会議においては、

しば しば 日本の事情が討議の資 とされ、 日本 の代表も進んで今 日までの教育発展の経験 と

成果 を述べて協力 した。アジア各国にとってこのカラチ計画の発展は容易な らざる難事業

である。 た とえ外部援助をえて発展 の速度を早め るご とができて も、お よそ一国の教育発

展 はそ の国 家 と国民 の教 育へ の熱 意 と努 力 な しには と うてい 実現 す るこ とはで きな

い。… 今 日の 日本の教育発展 と、それ をささえている諸条件 はた しかに他 のアジア諸 国

に比 して恵 まれている。経験、知識、技術は もとより、物的 にも財政的 にも援助を期待 さ

れる立場にあるといえ よう。ただ この場合、援助 を求める側 においてはたんなる要求 であ

ってはな らず、援助 を提供す る 日本 の態度 もじゅうぶん先方の事情 と意向 をくんで謙虚 な

ものでなければならない。戦後の教育再建 にわれわれは貴重な経験 を得ている。 一国の教

育は根本的 には国民精神の基底 に連 なる国民 自身のものである。 この ことをじゅ うぶん 自

覚 した上で、われわれ は可能なかぎ り、援助の努力をいたすべきもの と考 える」(天 城 昭

和37年30頁)。
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当時 、先進諸国に追いつ くことを最大の 目標に して、もっぱ ら欧米 の教育動向に関心を

集 中させてきたわが国 は、カラチ ・プランへの関与により、おそ らくは じめてアジア諸国

の教育に 目を向け、そ の問題 の深刻 さを認識 したのではないだろ うか。 同時に、アジアに

おいて唯一例外的 ともい える発展 をみせ ていたわが国の教育の発展 を振 り返 り、明治維新

以来の教育政策 の歩み を肯定的に再認識す る契機 となったのではないか。 このことは、わ

が国の文教 関係者 にあ る種の 自覚 と、教育協力にたいする素朴 な使命感を生み出す ことに

なったと考 えられ る。同 じ1962年11月 には、文部省 は、前例のない型破 りの 白書 『日本

の成長 と教育』 を発表 し、わが国 における経済成長 と教育 との関連 を歴史的 な視点 から解

明 しよ うとする試 みを行った。英語版 の作成 もあり、 この 白書は国内外 でも大 きな反響を

生み出す もの となった。1962年 の文部省の 『学制 九十年史』には、すでにわが国の国際教

育協力へ の関与 に対す る気運の盛 り上が りを示す次のよ うな積極的な記述が見 られ ている。

「明治以来のわが国における急速 な教育の普及 ・発展 と、社会経済の著 しい発達、成長 と

い う事実は、これ らの諸国(ア ジア)に とって貴重な参考 となるもので あり、わが国の歴史

的経験 と近代的知識 ・技術 を生か していかにこれ らの諸国の教育の発展 に協力 してい くか

は、現在わが国教育界に課 された最 も大きな課題 の一つであ るといえよ う」(文部省 昭和

39年556頁)

1964年3月 、文部省の総合広報誌 『文部時報』 のある記事 は、文部省の遂行 している

国際教育協力活動を次のよ うに報告 している。「新 しい国つ くりに懸命 の努力 を続 けつつあ

るアジア諸国への各般の協力は、二十世紀の世 界的使命で あ り、 とくにわが国がアジアの

一員であることにかんがみ、国つ くりの基本 たる人つ く りには、文部省 としても、従来で

きるだけの協力 を してきた。昭和39年 度において も、 コロンボ計画、中近東 ・アフ リカ

技術援助計画、北東 アジア技術援助計画 、 日米合同第三国技術援助計画 に関 し、大学教授

等の現地へ の派遣、研修生、視察団の受入れ等 で、文部省 が協力す ることはもちろんであ

るが、昭和38年 の教育テ レビ技術者集 団研修 に引きつづ き、外務省、郵政省 、海 外技術

協力事業 団、 日本放送協会、文部省等の共催 で、東京 で実施す る教育 ラジオ技能者集団研

修は、各国よ り多大の期待 をもって迎 えられてい る。なお、文部省 としては、本年度か ら

人つ くりへの協力施策の基本 ともい うべき、アジア地域 か らの留学生 の招致 に、従前に倍

した努力を傾 けることになった」(佐 藤 昭和39年77・78頁)。 文部省は、 この年か ら国

費留学生招致の人数 を年間100人 か ら200人 へ と倍増する とともに、新たに調査局内に留

学生課 を設置 した。それ に しても、すでに1964年 の段 階で、文部省 関係者 の間でも 「国

つ くり」「人つ くり」といった当時 としては 目新 しい用語 が使用 されてい ることは興味深い

ものがある。

政府 開発援助 による技術協力関連事業では、1962年 に海外技術協力事業団(OTCA)が 設

立 され、その事業の拡充が行われ 、また1965年 には、 日本青年海外協力隊(JOCV)も 発足

し、教育分野での活動 も徐 々に拡 大する傾 向がみ られたが、この時期 、ODA関 係 者か ら、
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まとまった形 で教育援助に関連す る発言が行 われることはなかった。

Ⅲ.新 しい教育協力事業の開始と国際教育協力論議の高揚

1965(昭 和40)年11月 に、タイのバ ンコクで第 二回の文部大臣会議が開催 された。わが

国は中村梅吉文相 を首席 とする10人 の代表団を送 り込んだ。この会議で、日本代表団は、

アジア諸国に対す る協力 と支援 を積極 的に表 明した。事務方の代表をつ とめた調査局審議

官 の西田亀久夫に よれば、この会議 において も、「アジアにおいて、独力で近代化 をな しと

げ、世界的水準 までの教育発展 を成就 した 日本の存在は、アジア各国 に自信 と目標 を与 え

てきたことは間違い ない と思われ る … 日本の業績 への評価 は、当然 日本への期待 につ

ながっている。 アジアの国か ら日本 の経験にもとつ く協力 と援助 を期待す る声は、今後ま

す ます高まるであろ う」 とい う日本側関係者 の見解は変 わらなかった とい う。 しか しも う

一方で、 日本モデル論を暗黙 の前提 としたよ うな、経験 の提示だけでは効果に限界 のある

ことも しだい に認識 され るよ うになった。すなわち、「ア ジアの教育問題 を考えるわれわれ

の立場 は、 日本 の歴 史的体験 との対比において、政策上適切な助言 を提供す ることである

と考えてきた。 また、それ以上にわれわれが 自信 をもってな しうる貢献 もあるまい と思わ

れ た。 ところが、 この会議 でます ます明 らかに され たアジア各国の複雑な諸条件を深 く考

えれば考 えるほ ど、単純な歴 史的経験 だけでは どうにも答 えられ ない問題 が多い ことに気

がついた」(西 田 昭和40年52・53頁)と い う。政策ア ドバイス とい う知的な貢献を主体 に

教育協力 を構想 していたわが国にも、途上国の実情 に即 した より具体的、実践的な協力が

求 められ ることが認識 されたので ある。

バ ンコク会議に前後 して、教育協力活動 に、五つの新 しいメニューが追加 された。すな

わ ち、(1)理科教育協力事業、(2)教育指導者招致事業、(3)日本研究講座の寄贈、(4)ユ ネス

コ国際大学院 コースの開設、(5)ア ジア地域教育研 究調査事業計画 の開始、である。前者三

つは、 二国間協力事業であ り、後者 二つは、ユネスコを通 じた多国間協力事業であった。

第一の理科教育事業 は、アジア諸 国の理科教育振興のために、わが国から理科教育(物 理、

化学〉の専門家者を派遣す るもので、1966年 度 から、アジア、アフ リカ諸国か ら毎年5か

国を選び、それぞれ に専門家一名 を半年間派遣す る形で開始 され た。彼 らは、各国の中等

学校の現職教員、理科教員 を養成 してい る高等教育機 関等 に対 して、理科教育に関す る指

導 と助言 を行 った。 また、その指導に必要な器具、機材 の供与(各 国300万 円程度)を 行

った。経費は文部省が負担す るが、指導者 の派遣、機材の調達や発送等の業務 は、海外技

術協力事業団に委託 された。1968年 度か らは、農業教育専門家 も追加 された。

第二は、アジア、アフ リカ地域 から、教育政策立案の指導的立場にある人々を招致 して、

日本教育の現状 を実地に観察 し、調査する機会を提供 しよ うとす る事業 である。 この事業

も1966年 度か ら、 とりあえず 五か国か ら、一人ずつ を一カ月間招致す ることで開始 され
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た。

第三は、アジアの主要な大学 に、わが国か ら日本語研究講座 を寄贈 し、わが国か ら教授

お よび講師数人 を派遣 して、 日本語教育 、わが国の文化、経済、社会等に関す る研 究 と教

育を行 う事業である。外務省 が予算を計上 し、派遣者 の選考 と推薦 を文部省が行 う形で事

業が開始 された。1965年 のタイのタマサー ト大学を皮切 りに、1971年 まで に七つの大学

に講座が寄贈 された。 ただ し、この事業 は、派遣 される講座担 当者の人材不足、選考難な

どによ り、は じめか らかな りの混乱に直面 した ことも否定できない。

第四は、開発途上国が必要 としてい る高水準の技術者の養成研修 を支援す るために、わ

が国がユネスコに協力 して開始 した事業 であ り、1965年 以降、東京工業大学に化学 ・化学

工学の大学院 コースを開設 した。開発途上国か ら若手研究者(毎 年14人)を 受け入れ、英語

によ り授 業を行 ない、一年間の高度の学問的研修 を提供す るものである。研修生 に対 して

わが国か ら往復航空費 と滞在 学資金等が提供 された。

第五 は、アジア地域にお ける教育研究活動の強化、地域 の教育研究機 関間でのネ ッ トワ

ー ク作 りをめざしていたユネスコの依頼 を受 けて、1967年 度か ら国立教育研 究所 において

開始 された事業であ る。 この事業計画 に基づ き、以後毎年 、国立教育研究所 において、ア

ジア諸国か らの参加 者を集 めて、教育研 究調査専門家会議 、学校 カ リキュラムに関する教

育研究調査 ワークシ ョップ、理科 ・数学教育等に関するセ ミナーや ワークシ ョップが定期

開催 され ることにな る。 ちなみに、国立教育研 究所 には、 この時期、主 としてアジア地域

への教育協力 を研究面か ら支援す るこ とを想定 して、教育計画研 究室(1965年)、 アジア教

育研究室(1966年)、 上記 の教育研究協力事業 を実施運 営す る 「ア ジア地域教育研修室」

(1967年)が 相次いで設置 されている(国立教育研究所1999年113頁)注)。

このよ うな事業の開始 とともに、1960年 代後半か ら70年 にかけて文部省関係者の間 で

も、わが国の国際教育協力への関心 とその在 り方 をめぐる論議が急速な高ま りをみた。 こ

の時期 の 『文部 時報』を見 ると、国際教 育協力に関連す る論稿や座談会が集 中的 といって

いい くらい頻繁 に掲載 されている。主なものをひろい出 してみ る。年次 は年号表記 とする。

・ベ ン ・デ ューク(国 際基督教大学助教授)「 アジアの教育におけ る日本の役割」昭和39

年7月

・〈座談会 〉 「日本の海外技術協力 と教育」 昭和40年7月

・西 田亀久夫(調 査局審議官)「 バンコソク会議 と日本 の立場」昭和41年2月

・三角哲生(調 査局国際文化課長)「 教 育学術文化 の国際交流の推進」昭和41年3月

・西 田亀久夫(大 臣官房審議官)「 教育 ・学術の国際交流の問題点」昭和41年5月

・〈座談会 〉 「教育 ・学術 ・文化 の国際交流の現状 と問題点」昭和42年6月

・本岡 武(京 都大学教授)「 発展途上国にたいす る教育協力 と日本 の役割」昭和42年6

月
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・「海外 に派遣 された教師の体験談」昭和43年12月

・笹岡太一(ユ ネス コ国内委員会事務局教育課長)「 わが国の海外教育協力事業」昭和43

年12月

・大臣官房調査課 「欧米諸国の海外教育協力の概要」 昭和43年12月

・〈座談会 〉 「アジアの教育発展 と日本」昭和44年9月

・新井郁夫(国 立教育研究所)「 アジア地域教育 の現状 と問題点」昭和44年9月

・吉川孔敏(大 学学術局留学生課長)「 日本の 二国間教育協力の現状]昭 和44年9月

・本岡 武(京 都大学教授)「 経済社会 の発展 と国際協力 ――教育の国際協力」昭和44年

9月

・林 伝一郎(初 中教育局教科調査官)「 開発途上国に対する教育援助 について」昭和45

年6月

・伊藤 良二(前 ユネス コ国内委員会事務総長)「 教育における国際協力」昭和47年1月

・〈座 談会 〉 「アジアの教育協力」昭和47年1月

た とえば、最初のべ ン ・デュークは、おそ らく、文部省 か らの依頼による寄稿であろ う

が、米国人の立場か ら、近々、 日本がアジアの教育への支援 に乗 りだす こ とを期待 され る

立場にあることを指摘す るとともに、文部省関係者に対 してその自覚 と心構 えを次のよ う

に求めてい る。

「第 二次大戦以降、極東のほ とん どの非共産主義国は、アメリカの援助を求 めてき

た。い ろいろな援助計画の下に、米国はアジア全体の教育を直接 ・間接 に援助す るた

めに巨額の費用を投 じた。残念 な ことに、この援助 はすでに減少 をみせは じめてい る。

冷戦が継続 してい るた めに軍事援助が教育 などのよ うなものへ の援助 に対 して優先

権を もち、教育援助 は必然的に減少 して来た。 これ らの国はその教育上の必要を満た

すのに入用な援助 を新 しくどこに求 めるのことができ るのか。 日本は、世界の大工業

国の一つであ り、アジアにおいて欧米の生活 水準にまでも近づ こ うとする唯一の工業

先進国である。アジアでは 日本だけが進んだ教育制度 を維持 してい る。 この 日本 こそ

あきらかに新 しい援助の源 泉であ りその担い手ではないか。 日本 は今後10年 か20年

の うちに、アジアの他 の諸 国へ経済的 ・技術的 ・専門的な相当の援助 を与えるよ うに

とい う国際的な 申し入れ をそ の歴 史上いまだかって経験 した ことのないよ うな規模

で受 け入れ るこ とにな りそ うである。そ して、きっ と、その要求のい ちばん強いのは

教育の分野においてであろう」。

「考えな くてはな らないだい じなこ とは、日本がアジアに教育援助 を与 えることがで

きるかど うかである。経験豊かな人材 、資材 、資金 を手 に入れ るこ とができるが、問

題 は 日本が海外援助 を喜んで行 うや否や である。現在 のところこの国の教育界の指導

者たちは、その うちにきっと海外か ら教育援助 の依頼が くるようになるとい うことに
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じゅ うぶんに気がついていない らしい。他 の省はアジアの大多数 の国に対す る日本 の

対外援助計画に関係 しているが、文部省では海外教育援助については具体的にはまだ

あま り話 し合われていない との ことである」(デ ュー ク 昭和39年51-52頁)。

これ らの論稿 は、差 し迫 った近未 来の課題 として、わが国 の国際教育協力(特 にアジア

諸国向け〉に関連 して、その本質論 、特色、特に配慮すべき点、優先的対象分野、技術 的 ・

資金的課題 、援助人材の不足や待遇の問題 な どさま ざまな角度か ら手探 りで検討 してお り、

きわめて興味深いものである。 これ ら初期の教育協力論議 の中か ら特 に印象 の深い言葉を

い くつか引用 しよう。

「効果的に実施 された教育協力 は、国際的な協力事業の中でもっ とも永続的な友好

関係 を作 るのに役立つであ ろ う。 どのよ うな恩恵的援助 も、それに対す る感謝 の気持

と同程度 の自尊心の痛み を引き起 こす ものである。そ して、その ような恩恵か ら脱却

を希求す るあま り、恩恵 を与 える者 への倒錯 した恨み と自己軽侮 を招来す る例 も少 な

くない。 ところが、教 育協力 の仕事 は、究極においては、与えるのではな く相 手の 中

にある力 を引きだすこ とである。いかなる援助 も必要 でな くなる ように援助す ること

で ある。そ こには、師表への尊敬 と信頼はあっても、 自尊 と独立への傷は生 じない。

もっ とも純粋な人間の性 情を通 じてのつなが りがある」、「教育協力の も う一つの効果

は、その幾何級数的拡 大力に よって、多 くの国民の中に進歩への強い指向性 を生み出

し、自力繁栄 の活力 を刺激す ることである。このことは、他のすべての援助――経 済 ・

技術 ・医療 ・食糧に関す る援助が、その永続的な効果を収めるため基礎条件である。

いかなる環境的条件の改善 も、それ に相応す る主体的条件の改善な しにはその効果 を

生 じない。教育協力 はその後者 に関する努力なのである。」(西田 昭和41年 ・47頁)。

「今後 、わが国は発展途上国、とくに東南アジア諸国への教育協力に全面的に とり

かかるべきではなかろ うか。その場合、教育の現場 にとりくむ ことがなによ り重要で

ある。 もちろんそれはけっ して容易ではない。 とくにわが国 にそれ だけの熱意のある

教育者、また、とうぜ んに現地語 をあやつれ ることが，必要であるが、それだ けの能力

をそなえ うる教育者 をえ られるか問題 である」、「技術協力 の場合、相手国の要請をま

って援助 する とい う受動的態度 では、なかなか うまくゆかない。… 相 手国 の実態

を よく研 究 し、『要請 を要請す る』 との積極 的態度にでなけれ ばな らない。 したがっ

て、現在 、わが国に とってなによ りも必要なのは、発展途上国の教育の実態 とその問

題 を正 しく究明す ることにある。 しか し、・残 念 なが ら、こういった調査研究がひ じょ

うにおくれてお り、そのた め教育協力 に積極的大規模 にの りだ しえない との事実を じ

ゅうぶんに反省 しなけれ ばならない」(本 岡 昭和42年47頁)。

「『発展途上国への教育協力』の機が十分に熟 している現段階に思い をいた し、以
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下、経験 に基づいた私見を列挙 し識者の参 考に供 したい。第一に、偵察 によって、

援助対象 となる地域 とプ ロジェク トと援助 の額の大枠 に、大局的な見当をつけ、そ

の上に立 って 『教育協力 を行 う』 とい う政府の態度が前向 きに決定 されてい るこ と

が何 よ りも先行す る条件 である。第二 に、発展途 上国のよきパー トナー としての立

場か ら、その 自立のための教育発展計画に協力す るのである、 とい う基本姿勢 が堅

持 され なけれ ばな らない。かつての、父権 的な、恩恵的な、植民地的援助 の発想 は

払拭 され るべ きであって、正 しい意 味での国際協力 とはい えない。第三 に、教育の

協力は、協力 を うける国の綜合的な長期国家発展計画の内に組入れ られ た教育計画

への協力 ・援助 でなけれ ばな らない。第四に、協力すべ き教 育のプロジェク トとは、

開発 と発展 に役 立つ ものである と同時に、実現可能なプ ロジェク トでなけれ ばな ら

ない。第五 に、 と りあげ るべ き協力プロジ ェク トは、原則 として協力す る側 がもっ

とも得意 とす る部門であることが肝要である(①教育の方法 と技術、とくに教育工学、

②理科教育、③職業訓練 をふ くめた技術教育、④出版技術)。 第六 に、協力が終了 し

たある段階において、『プ ロジェク トの実施 を評価す る』仕事が非 常に重要である。

最後に、経済交流 と結びついた教 育の協力 ・援助 が考 え られ る。 しか しなが ら、資

本投下 と教育協力 との結びつ きは、とか く協力す る側 の強 い発言力 を招 来 し、やや

もする と、発展途上国のナシ ョナ リズムの反発 を招き易い ケースでもあるので、将

来の基本的な方向 としては、世界の趨勢にそって、人類共 同社会への橋 渡 しの役割

を演ず る国際機 関を通 じた協力へ強 く傾斜す るこ とが望ま しい」(伊藤 昭和47年

6-8頁)。

今 日の視点か ら見て もす ぐれた見識 が披瀝 され てお り、当時 の関係者 の意欲 と志 の高

さが感 じられ る言葉で ある。 ここで、今回の調査で再発見 した、本主題 とも関係す る一つ

のユニー クな論稿を紹介 しよ う。それは、1968年 に、当時、京都大学教育学部教授 であっ

た相良惟一の提示 した 「国際教育行政試論 」(相 良1968年)で ある。

IV.相 良惟一の 「国際教育行政試論」

相良の議論 は、教育行政学研究者 として、伝統的な国家教 育主権論 をベー スに教育事項

に対する外部か らの不干渉論が支配的で あることを認識 しつつ、 自らのユネ スコ教育事業

へ の関与の経験(彼 はカラチ ・プ ランを採択 した1960年 のユネスコ ・ア ジア地域会議への

参加 者であった)や 、 当時ユネ スコ主催の特別政府間会議 が 「教員 の地位 に関す る勧告」

(1966年)を 採択 し、国際祉会にその実施 に訴 え、わが国で も大きな論議を呼んでいたこ と

な ど新 しい動向を踏まえなが ら、両者 を相容れない ものと見ることを否 定 し、両立の可能

性を理論的に探 ろ うとした独創的な提案で あった。
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相 良は、まず 、国家の教 育主権論の 由来 と影響 を次のよ う論 じる。 「第二次世界 大戦勃

発 以前の時期においては、各 国はその国の国民に対す る教育すなわち国民教育を純粋 の主

権事項、あるいは国内管轄権 に完全に専属す る事項 と考えていた。 このことは、当時の時

代思潮であるところの極端な国家主義、あるいは強度かつ偏狭な民族主義のあ らわれであ

った といえよ う」(137頁)「 かつて、教育 に関す る事項は、これ に関 して国際的に話 し合

いをもつ とか、処理す ることな どは思い もお よばない ことであった」(139頁)。 これに対

し、現在は、国際主義を基礎的な理念 とする社会になってい るとその変化を指摘す る。「国

際主義 とは、国家をこえる社会すなわち国際社会の存在 を承認す るものであ り、この国際

社会 のメンバーである各国家 は、それ ぞれ主権 を保持 し、尊重 され るが、その国家主権は、

いついかなる場合にあっても絶対不可侵、絶対優位 である とい うものではない」 とい う。

さらにまた、相 良は、教育 とい う行為 それ 自体に、国際性すなわち国際的性格 を見いだ

す ことができるとい う。「教育や文化 は、人間の精神的所産 として、す ぐれて価値的、理念

的なものであ り、あるいは、それ は価値や理念 の具現化 ともいってよい。 しかるに、その

よ うな価値や理念は、各国、各民族 に固有の ものとい うよ りも、む しろ時代や場所 を超越

した普遍人類的なものである。… ユネ スコの ごとき、教育問題 を単 に一国内の問題 とし

てのみ把握せず 、最近においては教員の地位 についての勧告 を行 ない、その実施を求める

な ど、教育 に関す る種 々の国際的処理を行ないつつある。… このよ うな教育 に関 しての

国際的措置にでてい るゆえんは、教育 とい う事象それ 自体が、一国、一民族固有の もの と

い うよ りも、国際的 に処理可能であ り、またそのことが望まれ ることであるとい う考えか

ら来てい ると思われ る」(138頁 〉。このために、「国内管轄権 に属す る事項すなわち内政事

項 とは、教育に関す る限 りきわめて限定的に考 えるべ きである」(139頁)と 主張す る。

こ うした議論 をベ一スに、相良は、教育アンダ ッチ ャブル論 を排 し、国際社会(国 際機

関)に よる各国への教育への介入 ・国際的処理 をある程度、可能かつ望ま しい ものとみ な し、

また条約(文 化協定)な どを通 じて二国間での教育交流(援 助)も 可能になるとい う。相良は、

国内の教 育行政 との対比 において、それ を 「国際教育行政」の名 で呼び 、その基本原理 と

して、(1)国 際主義、(2)内 政不干渉主義(の 限定)、(3)分 権主義(ユ ネス コの地域事務所体

制、本部 と各国国内委員会の上 下関係の否 定)、(4)人 権尊重主義(本 来、人権の確立 ・尊重

とい うことはまず国内の問題 として処理 され ることが必要であるが、それ と同時に国際的

処理 も重要な課題である)、(5)助長主義(非 権力行使型 の助長奨励 を本質 とす る)を あげた。

なお、 ここで、相良は、国際祉会による国家 の教育への介入 ・関与が、教 育の内的事項

にまでお よぶか否かの議論 も展開す る。 とい うのも、当時は、文部省 ・自民党 と 日教組 ・

社会党 との間の厳 しい政治的、イデオ ロギー的対立 を背景に、教育行政 における内的事項 ・

外的事項 峻別論 が大きな論争 となっていたか らである。当時、文部省 に批判的な教育行政

関係者 の間では、教育の 目的、内容 、方法 とい うような内的事項については、直接教育 に

たず さわるもの(校 長 、教員等)が 自主的にこれを定 めることがで きるのであ り、これへ の
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公権力の介入 は、教育基本法第10条 が規 定す る 「不 当な支配」にあたる と主張 していた(市

川1975年)。 これに対 して、相良を含めて文部省サイ ドに近い学者は、 こ うした内外事

項峻別論 を否定 し、内的事項 も教育行政の対象 となると主張 していた。相 良は、「(ユネス

スコによる.国際理解教育の推進 を事例 に)い わゆる内的事項に関 して も国際的 に行政 とし

て取 り上げ られ るものが少な くなく、国際教育行政は この領域にまで順次お よんできてい

る」(148頁)と 述べる。 これ は、後に見 る、対外経済協力審議会や外務省経済協力局の教

育援助論でのきわめて慎重な姿勢 とは明 らかに異 なる ものであった。国際教育行政 とい う

その名称の是非は ともか く、40年 も前にすでに この種の議論 がな されていた ことは驚 きで

ある。今 日における教育の 「オナーシ ソプ」「パー トナーシ ソプ」論議に も通 じる卓見であ

り、再評価 され るべき論稿であると思われ る。

V.「 対外経済協力審議会」における教育協力諭

いっぽ う、戦後復興 とともには じま り15年 ほどの年月を重ねていたわが国の経済協力

政策 はこの時期一つの転換点 を迎えつつ合 った。前述 のよ うに、 コロンボ ・プランへ の加

盟によ り技術協力が開始 されたが、ほぼ同時に、戦後処理 として東南プ ジア諸国 との賠償 ・

経済協力協定が調印 された。1954年 の ビル マを皮切 りに、フィ リピン、イ ン ドネシア、ベ

トナムと協定が締結 され、対 日賠償請求権を放棄 したカンボ ジア、 ラオスのほか、タイ、

マ レー シア、韓国等に対 しては、無償援助等が開始 された。外務省の 「ODA50年 の成果

と歩み」によれば、こうした賠償 ・経済協力 は、「アジア諸国の発展及び社 会福祉 の増進 の

支援 を目的 とした もので した。 しか し同時に、調達 される物資 、役務 の対象 を 日本製品に

限定 した資金 をアジア諸 国に供与す るこ とによ り、 日本 の産業 に とっての市場確保 を後押

しす るとの効果があ りま した」(外務省2004年33頁)と い う。1958年 には、イン ドに対

してわが国最初の円借款供与が行われ、これ により本格的 な経済協力が開始 された。「これ

は、賠償 とい う戦後処理 の問題 とは関係な く行われ、 日本が譲許的 な条件 での資金協力 を

開始 したとい う意味で画期的な意義を持つもので した。 当時、 日本 の経済 にとって輸 出振

興は最重要課題で したが、タイ ドの有償資金の供与は 日本の輸出促進 とい う効果 もあ り、

1960年 代 を通 じて積極 的に供与 され ることにな りま した」 とい う。1960年 には、援助供

与国側の調整組織である 「開発援助 グループ」(DAG)に 加盟が認 め られ、DAGがOECDの

「開発援助委員会」(DAC)に 改組 される とその加盟国 となった。1961年 には、円借款の実

施機関 として海外経済協力基金(OECF)も 発足す る。

目本の経済は戦後復興の段階を脱 し高度成長期をむかえていた。東南アジア諸国への 日

本 の経済進出は 目覚 ましいものがあ り、大 きな貿易黒字を計上す るようになった。政府 の

国際援助関係 の予算 も急速 に拡大 した。 しか しなが ら、わが国の経済進出に席巻 されつつ

あった東南アジア諸国は、輸出振興 と結びついた ヒモつき円借款 を主体 とす るわが国の経
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済協力の在 り方に対 して、苛立 ちと不満 を募 らせていた。反 日感 情を潜在 させ た 「手 コノ

ミック ・アニマル」 とい う呼称が 日本人の代名詞 とな り、国際的にも広ま りつつあった。

ある論者 は、当時の 日本 の経済援助 を次の ように評 していた。「これ までの協力の仕方には

大 きな問題があった。 それは何か とい うと、経 済援助 によって 日本が一方的 にも うけた と

い う印象を発展途上国に与 えた とい うことで あり、事実、 これ までの 日本のや り方 は、そ

う思われても仕 方のないものであった」(衛藤　昭和48年p.6)。 一般無償資金協力 は1969

年 には じまったばか りであ り、また技術協力の伸び も限 られた ものであった。1969年 、

DACは 対 日年次審査 において、円借款 のア ンタイ ド化 の勧告 を行っている。日本の経済協

力は国内外か らその見直 しを迫 られ ていたのである。

佐藤栄作首相は、1969年10月 、新 しい経済協力の在 り方を審議す るための諮問機関 と

して 「対外経済協力審議会」を設置 した。1970年7月 、同審議会は、政府 に対 して技術

協力の拡充をもとめる中間報告 を提出 した。 ここで注 目され ることは、技術協力の新 しい

分野 として、特に、医療援助 な どと並んで 「学術 、文化、教育援助の拡大」 に言及 してい

たことである。審議会 は、さらに審議を進 め、1971年7月 、『開発途上.国 に対す る技術協

力の拡充強化のための施策 について』 を政府 に報告 した。その要点、 とりわけ教育協力に

関連す る部分を紹介 しよ う。

対外開発協力の中での技術協力の位置について次 のよ うに述べ る。「1970年 代 を迎えて、

国際的には、『政府 開発援助』を強化す る方向にあ り、なかでも、多国間援助 の拡充の方向

へ、ひ も付 き資金援助 の廃止 の方向へ と進んでいる。わが国 として も、『政府 開発援助』を

強化 してい くとともに、協力の効果を高めるため、技術協力を これか らのわが国の対外開

発協力の重要な柱 とし、資金協力、特 に無償の資金供 与、超 ソフ ト・ローン供 与 と一体化

した経済協力 を推進する等、新 しい対外 開発協力の構想 が必要である。・・・わが国の協力

が、過芸 において、ともすれ ば、輸出振興に結びついているかの ごとく評価 され てきたが、

今後 、教育、文化 、医療等の面における協力 を一層積極的 に行 うことによって、わが国の

対外 開発 協力の内容 を豊かに して行かなければならない」(2－3頁)。

中間報告では、 もっ と率直に 「このよ うに して、わが国の経済協力についての従来のイメ

ージ ・チェンジをす ることもできよう」 と述べていた。

技術協力報告 書で は、 「教育、学術研 究、文化の協力 について」 に一章をあて、教育協

力についても紙数 をさき、かな り踏み込んだ見解 の表 明 と政策提言を行ってい る。「教育協

力の分野においては、直接開発につながるマ ンパ ワー養成 のための協力 も重要 であるが、

このほか、一国の自立発展の基盤 を培い、社会、文化水準の向上を促す ための相手国の要

請に応 じた一般的国民教育へ の協 力、文盲をな くす ための普通教育、成人教育 の普及 、マ

ス コミを通 じての大衆 の知識への関心 と水準の向上等 に対す る広範な協力の分野があるこ

とが忘れ られてはな らない。ただ し、開発途上国の教育主権 とナシ ョナ リズムにかかわる

問題 でもあるので、特 に、一般的国民教 育への協力 については、能 う限 り慎重 に行 うべき
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こ とはい うまで もない。 なお、経済協力プロジェク トと緊密 に連携 して、 システム として

総合 的に実施す ることがその成果を高め ることになる と考え られ る。・・・また、教育協力

において も、二国間方式 と国際機 関を通ず る多国間方式 とがあるが、それぞれ の長所 を考

慮 しつつ、なるべ く重複 をさけ、両者 の協力を適 時適切 に組み合わせ て行 う必要があ る」(対

外経 済協力審議会 昭和46年50-51頁)。 続いて、教育協力分野での具体的 な提言 とし

て次のよ うなものを列記 している。項 目のみを示そ う。

(1)留 学生の受入れ による教育協力 の強化 ①留学需要に対応 した教育協力、②受入

体制の整備、③学位 の授与について、④帰国留学生に対す るアフター ・ケアー

(2)開 発途上国現地における教育協力の拡充

①開発途上国の物理、化学、農業等の中等教育の教員研修 を行 っているが、生物、

工業等協力分野の拡大、派遣期間の延長、増員等 を考える必要が ある。

②開発途上国の教育計画に即応 し、施設、設備、専門家等 をパ ッケージ した教育研

修セ ンター を設置 して協力す ることがきわめて効果的 と考えられ る。

③専門家の派遣 のみでなく、相手国側において協力 し、共に指導 している人材 を養

成 しなければ協力が真に相手国に定着 し、結実 しないであろ う。このよ うな協力

者の養成 を促進するため、これ らの人材 の養成教育 の機 関に対す る協力 を継続的

に行 うことが必要である。

④指導的人材 の育成 に資す るた め、現地の大学生 に対 し奨学金 の供 与等 を行 ない、

その中か らわが国に招致す る大学院生を選 ぶよ うにす ることも有効な もの と考

えられ る。なお、開発途上国の教育指導者、教育者 の招致等を一段 と積極的 に進

めるべ きである。

⑤現地 におけ る一般 的国民教育の振 興 に対す る協力 を推 進す るため現地語教科 書

等の教材の開発 と提供(印 刷等へ の協力等を含 む)、学校施設 、設備 の提供等 を進

める等の施策を図 るべきである。

(3)日 本語、現地語等の教育の振興

教育協力論 を見 るかぎ り、文部省 関係者 か らの意見聴取が あった ことが推測 され る。理

科教育協力や現地教育指導者 の招致な ど文部省が導入済の施策に言及がな され、その一層

の拡充を提言 しているだけでなく、や がて文部省 関係者 か ら提起 されることになる教育研

修セ ンター の構想や教科 書等の開発 と提供(印 刷等への協力)が す でに言及 され ているか ら

であ る。また、文部省関係者の教育協力論 において指摘 されていた相手国の教育主権 とナ

シ ョナ リズムに対する慎重 な配慮が、ここに明確に論及 されてい るこ とも注 目され る。

Ⅵ． 「ア ジア教育協力研究協議会」の設置
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対外経済協力審議会の技術 協力報告がな されたの と同 じ月 の7月12日 、文部省内に正

式に 「アジア教育協力研 究協議会」設置 された。協議会の委員 として以下のよ うな19人 が

任命 された。

市村真一(京 都大学東南アジア研究セ ンター所長)、岩村 忍(元 京都大学東南アジア研

究セ ンター所長)、 牛尾治朗(ウ シオ電機社長)、 衛藤瀋吉(東 大教授)、 岡 正雄(東 京

外語 大学アジア ・アフ リカ言語文化研究所長)、 岡津守彦(東 大教授)、 小川芳男(日 本

国際教育協会理事長)、 小倉武一(ア ジア経済研究所長)、 加川隆明(外 務省 情報文化局

文化事業部長)、 木村宗男(早 稲 田大学教授)、 黒 田音四郎(国 際学友会理事長)、 沢木正

男(外 務省経済協力局長)、 田付景一(海 外技術協力事業団理事長)、堤 清二(西 武百貨

店社長)、西川五郎(東 京教育大学教授)、平塚益徳(国 立教育研究所所長)、藤井丙午(新

日本製鉄副社長)、 藤瀬五郎(日 本放送協会顧問)、 前田陽一(東 大教授)

委員の陣容をみ ると、文部省 ・大学関係者の他 に、外務省(局 長級 二人、海外技術協力

事業団)、通産省(ア ジア経済研 究所)、 民間企業経営者、マスコミな どさまざまな分野 を代

表す る委員か ら構成 されている。 また、協議会には、タスク ・フォース的な機能 を果たす

幹 事会が置かれ、次 のよ うな関係職員がそれを構成 した。文化庁 の国際文化課が事務局 と

してその庶務 を担当 した。

総理府対外経済協力担 当参事官、外務省 アジア局地域政策課長、経済協力局技術協力

課長、同 技術協力企画調整室長 、情報文化局文化事業部文化第一課長、同 文化第二

課長、文部省大臣官房審議宮(奥 田真丈)、 同 調査課長(森 和夫)、 大学学術局留学

生課長(植木 浩)、 同 国際学術課長(七 田基弘)、 日本ユネ スコ国内委員会事務局総務

課長(笹 岡太一)、 同 教育課長(曾 田規知正)、 文化庁 次長(安 達健 二)、 同 長官官房

国際文化課長(沢 田 徹)、 海外技術協力事業団海外事業部長 、アジア経済研 究所経済

成長調査部長

幹事会にも、各省 の課長以上の実務者が顔 をそろえている。こ うした陣容 をみるかぎ り、

この協議会は、文部省 の主導で設置 され たものであるが、その内実 は、関係 諸官庁を巻 き

込んだ 日本国全体、ま さにオール ・ジャパ ン体制で今後のアジア諸国への教育協力の在 り

方を協議 しよ うとす る意欲的なものであ り、審議機 関 としての実質的地位 もかな り高い も

のであったことが明 らかである。ちなみに、当時の事務次官は村 山松雄 であったが、同次

官は一月前に就任 したばか りであ り、おそ らく委員の選定 ・委嘱等 は、前任者 の天城勲に

よって準備 された もの と推測 され る。第一回会合 は、8月17日 に開催 され 、平塚益徳 ・国

立教育研 究所所長 を協議会の議長に選出 した。ここで、昭和46年 度 中にアジア諸国に教育
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協力調査 団を派遣すること、それ らの成果 も参照 しなが ら、 日本 としての立場か ら開発途

上国に対す る教育協力のあ り方 を検討することが確認 された。

ところで、協議会の第一回の会合が開かれ る前 日の8月16日 、外務省 は、独 自に経 済協

力局か ら 「わが国教育協力の進 め方について」 と題す る文書 を発表 した。 ここには、機先

を制 して教育協力に関す る外務省の立場 を明確 に し、協議会での論議の主導権 を握ろ うと

する意図があったことは明 白である(Kamibeppu2002p．61)。 主 にわが国の外交政策上

の得失の観点、所管す る海外技術協力事業団 を通 じた技術協力の脈絡の中での教育協力 を

強 く意識 した ものであ り、協議会での論議 にもなにが しかのインパ ク トを与 えたもの と思

われ る。 この文書は、『派遣の手引き』の中に収録 され ている。

まず外務省 の推進 してきた経済協力 と教育協力 との関係 を次の ように述べる。 「これま

でわが国の経済協力は、わが国 自身の輸出市場の拡大あるいは海外 資源の確保 といった経

済的要因を主たる推進力 として進め られて来てお り、開発途上国 自体の開発に対する協力

とい う観点か ら見る場合 にも、個々のプ ロジェク トの経済効率に注 目して協力を行 うこと

が多かった。そのため、経済外的要因を含 んだ教育協力プ ロジェク トは、わが国の援助対

象 として とり上 げられ るこ とが少なかった」。 「今後わが国 としては、これ までわが国の経

済協力の供与に当って余 りも経済的観点が優先 していたこ とが一部東南アジア諸国におけ

る対 日批判 を招いたとの反省 もあ り、経済外的要因を十分考慮 に入れた援助を増大すべき

時期 に来ていると考え られ る。かかる観点 に立て ば、わが国の明治以来の経験 に立脚 しつ

つ、開発途 上国の国づ くりの基盤 を築 く事業に協力す る教育協力は最 も優先的 にと り上げ

るべき分野 であると思われる」。ここには、アジアで高ま りつつあった対 日批判、反 日感情

を強 く意識 して、こ うした批判 に対する緩衝材 として、ソフ トな教育協力 を位置づけよう

とす る外務省 の本音がかな り正直に示 されている。

ちなみに、外務省は、協議会の発足 とほぼ同 じ時期 に、情報文化局文化事業部を中心に

して独 自に 「東南 アジア文化使節団」の派遣を行なっている。 これは、従来ほ とんど関心

の外 に置かれていた東南アジア との文化交流の今後 のあ り方 を検討す ることが 目的であっ

た。外務省 はこの ミッシ ョンの訪問 と教育協力研 究協議会が派遣す る調査団の調査が重複

しない よ う要望 を出 している。使節団の報告の要点をごく簡単に紹介 しておこ う。「各国 と

のわが国 との接触はこれ まで経済面が中心であ り、文化面の接触は遥かに立ち遅れてい る。

そのため 日本 には欧米 と異な り、経済的利益 をのみ を官 民一体 となって追求 してい るとの

イメージも生 じている。よって本使節団 としては長期的な相互理解促進の見地か ら、(単な

るエ コノ ミック ・アニマル論へ の対症療法ではない。)、今 日の時期 を失せず、文化交流を

拡大す る必要 を痛感 し、次の ような意見を転出す ることに した」 として、い くつか提言を

行なっていた(外 務省文化事業部1973年437頁)。 外務省の定義す る文化交流には、

教育 ・学術交流 も含まれ、事実、留学生交流な ど関係 または重複す る部分 も多い。外務省

が経済協力局長のみな らず、文化事業部長 を委員 として送 り込む とい う厚い布陣を構えた
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理 由もこのへんにあるように思われ る。

協議会 の審議 の冒頭 に提 出され た外務省案は、教育協力 の対象分野を、正規の学校教育

以外 に、成人教育な どの社会教育 、職業 訓練をも含 めてできるかぎ り幅広 くとらえよ うと

す るところにそ の特色 の一つがある。そ して、こ うした分野別に今後わが国の教育協力 は

以下の ように進め られ るべ きであると提言す る。

(イ)初等 中等教 育に対す る協力 相手国の最 も重視す る分野に対す る協力 であ

り、従って効果 も大きいが、 この分野は相手方の民族的心情 を斟酌せず押 しつけがま

しい協力 を行 う場合には、相 手国側 の反発を招 きやすい分野で もあ り、実施 に当って

細心の注意 を要する分野で ある。わが国の場合 、言語的ハンデ ィキャップ もあるので、

教育設備 あるいは教科書、図書、教材、視聴覚教育機 材及び校舎等の無償供与な ど間

接的、側面的協力を行 うこ とが適 当であ り、かつ、かかる間接的 、側面的協力に限っ

ても、開発途上国側の援助需 要はきわめて大きい と考 えられ る分野である。 ただ し、

これまで多少の実績のある理科教育の分野な どではある程度の直接的協力 も可能であ

る。

(ロ)技術教育に対す る協力 わが国が これ まで実施 して来たもの又はこれか ら実

施 しようとす るものに韓国工業高校設立援助等若干 の例があ り、今後 とも、校舎、設

備、教材等 の無償供与あるいは種々の人的協力等によ り、政府ベースで の協力 を積極

的 に進めるべき分野である。

(ハ)高等教育 に対す る協力 この分野において も、わが国は従来か ら医療協力(イ

ン ドネシア大学 、ビルマ、 タイの ヴィールス研究所等)、農 業協力(ベ トナムのカン ト

ー大学)
、技術 訓練センター(タイ の電気通信 センター等)の形 で、大学、研究所 に対す

る協力 を行 なって来てお り、また、 日本研究助成及び 日本語普及事業の一環 として大

学 に対す る協力 を行なっている例 も多いが、今 後はその一層 の充実及び対象分野の拡

大 をはか るとともに、大学対大学ベ ースの協力の組織化、現地研修及び第三国研修 の

ための奨学金供与等 の措置を強化すべ きであろ う。

(ニ)社会教育に対する協力 この分野においては、 ヴィエ トナム教育テ レビ計画

が代表的なものであるが、多 くの開発途上国政府が学校教育 と並んでこの分野 を重視

してお り、 また、先進 国側に とってもこの分野は比較 的協力 しやす い部分であるこ と

にかんがみ、今後、教材、視聴覚教育教材 の無償供与、マスメデ ィアに対す る協力等

を通 じ、この分野に対す る協力 を増大すべ きであろ う。

(ホ)職業訓練 この分野は、狭義の教育協力 には入 らないが、従来か ら海外技術協

力事業団ベースその他 の技術協力 によ り多 くの実績 を有す るので、今後 ともその拡充

をはかる とともに、現地研修及び第三国研修の考 え方 を大幅 に とり入れ るこ とも考 え

るべ きであろ う。
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外務省案 においてもまた 「教育は援助対象国の主権 とナシ ョナ リズムにつなが るデ リ

ケー トな問題」 と して、特 に初等 中等教育分野への協力 には慎重な姿勢が示 されている。

これは、文部省関係者の認識 と共通 してい るよ うにも見えるが、この両者 の言葉 の使用 に

は微妙な差異があるよ うに思われ る。先 に、文部省の天城勲 の言葉 を紹介 した。「援助 を提

供す る 日本の態度 もじゅ うぶん先方の事情 と意向 をくんで謙虚 なものでなければならない。

戦後の教育再建 にわれわれ は貴重 な経験 を得 てい る。一国の教育 は根本的には国民精神 の

基底 に連なる国民 自身の ものである」。ここには 「戦後の教育再建 にわれわれ は貴重な経験

を得ている」 とい う言葉がは さまっている。 これは何を意味す るのか。天城 は別 のインタ

ビューでは、戦後、GHQのCIE(民 間情報教育局)の 指導の下で、教育改革、 とりわけ

教育委員会制度 の導入 を手 がけた時、 しば しば、米 国人担 当官 の米国方式万能 ともい うべ

きゴ リ押 しに悩 まされ、立腹 した とい う体験 を語 っている(天城勲2002年71頁)。 少な く

とも当時の文部省幹部職員 の中には、 自らの こうした体験 に基づ くある種の哲学的 な基盤

があったのではないかと想像 され る。 これに対 して、それか ら約10年 後外務省 の慎重配

慮論 には、先 の対外経済協力審議会での議論 とも共通するが、教育援助は推進 したい もの

の、当時のアジアでの対 日批判 の高ま りを恐れて、これ以上、相手国のナシ ョナ リズムや

反 日感 情を刺激す るよ うな火種 をできるか ぎり避 けたい とい うやや過敏 とも思える防御的

な外交的配慮 があったと推測す ることは可能 であ ると思われ る。 ともかく、一般的国民教

育(初 等教育)に 関す るかぎ り、あたかもア クセル とブ レー キを同時に踏む ような、あいま

い さを残す表現 となっている。

むすび

わが国の国際教育協力事業は、戦後復興、国際社会への復帰 を象徴す る 「コロンボ ・プ

ラン」へ の参加、国費留学生招致 プログラムの導入 とともに開始 された。やがて、60年 代

に入る と、ユネス コの推進す る 「カラチ ・プラン」への協力が教育関係者 に強 く意識 され

るよ うになる。 時あたか も、わが国の近代化成功 の要因のひ とつが、明治初期以来、わが

国が一貫 して追求 してきた基礎的な国民教育の普及拡充 にあった とい うことが広範に認識

された時代であった。文部省 関係者 の間でも、ある種 の素朴な使命感 として開発途上国へ

の教 育協力論が高まった。60年 代半ば以降は、教育協力 をめ ぐって もう一つ別の方向か ら

の議論が出現す る。それは、アジア諸国の反感、対 日イ メージの悪化が問題 とな りは じめ

た時であ り、対外経済協力審議会、外務省経済協力局が教育協力論 を論ず る時代 となった

のである。文部省が 中心 となって設置 された 「アジア教育協力研 究協議会」は、いわばオ

ール ・ジャパ ン体制で今後のわが国の教 育協力の在 り方 を検討 しようとす る画期的かつ意

欲的 なものであった。
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[注]

注1)第 二次世界大戦 中、 占領政策の一環 として導入 された ものであ り、大東亜省 が中心

とな り、 ビルマ、フィ リピン、マ レー、ジャワ、スマ トラ、ボルネオ、タイ、仏印

か ら、現地指導者や王族な ど有力者の子弟 を選抜 し、日本に留学 させ、「大東亜共栄

圏」の建設に貢献す る指導者 として育成す ることを目指す ものであった。昭和18、

19年 度 にそれぞれ100人 前後 、合計200人 あま りの青年 が来 日し、短期間の 日本

語教育を受けた後、主に各地の専 門学校 に配置 された。

注2) この時期、国立教育研究所 での教育協力に関連す る研究成果 には次の よ うな ものが

ある。

・阿部宗光、天野郁夫 『開発段階にあるアジア諸 国にお ける初等教育のWASTAGE(1)

近代 日本の初等義務教育にお けるWESTAGEの 研究』研 究紀要

第57集1967年4月

・阿部宗光、他 『開発段階にあるアジア諸国 にお ける初等教育のWASTAGE(2)ア ジ

ア 各国 の初等教育におけるWESTAGE』 研究紀要 第63集1968年9月

・新井郁男 『カラチ ・プランの成立理念 と構 造』 研究紀要 第77集1971年1月

・阿部宗光 『教育発展 に関す る地域計画 としてのカラチ ・プラン作成に関する考察』

研究紀要 第81集1972年1月

[参考 ・引用文献](本 文中で紹介 した 『文部時報』掲載論稿は除 く)

・天城 勲 「アジアにおける教育の発展」『文部時報』 昭和37年6月22-30頁

・天城 勲 「国際理解 と教育協力」『学校経営』 昭和48年2月5-12頁

・天城 勲 『オーラル ヒス トリー』(上 、下)政 策研究大学院大学2002年

・石附 実 『日本の対外教育』 東信堂1989年

・市川 昭午 『教育行政の理論 と構造』1975年 教育開発研究所

・岩村 忍 「教育協力のあるべき姿」 『文部時報』 昭和49年1月32-37頁

・衛藤瀋吉 「国際化時代の 日本」『文部時報』 昭和48年1月32-8頁

・海外技術協力事業団 『海外技術協力事業団10年 の歩み』 昭和48年

・外務省文化事業部編 『国際文化交流の現状 と展望』1972年

・外務省 『ODA政 府開発援助 白書― ― 日本のODA50年 の成果 と歩み』2004年 度版

・木田 宏 『オーラル ヒス トリー』(上 、下)政 策研究大学院大学2003年

・教育事情調査団 『カ ンボジア、マ ラヤ、イン ドネ シア、タイ教 育事情報告書』昭和36

年

・国立教育研究所紀要(別 冊)『 留学生教育の実態 と問題』1971年3月

・国立教育研究所 『国立教育研究所の五十年』1999年
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・国立教育政策研究所 『アジア ・太平洋地域 の教育協力―― 国立教育政策研究所の40年 の

歩み』2007年

・佐藤 薫 「教育文化 の国際交流」『文部時報』 昭和37年10月226-239頁

・佐藤 薫 「教育文化の国際交流」 『文部時報』 昭和39年3月74-81頁

・相 良惟 一 「国際教育行政試論」『京都大学教育学部紀要』第14号1968年136-149頁

・対外経済協力審議会 『技術援助のあ り方について』(中 間報告)1970年7月

・ 同上 『開発途上国に対す る技術協力の拡充強化のための施策 について』1971年7月

・田島重雄 「国際教育協力の展望」『文部時報』 昭和48年1月

・千葉杲弘 「ユネスコと国際教育協力」千葉他 『国際教育協力 を志す人 のために』

学文社2004年

・西田亀久夫 「日本のユネスコ活動の課題 」『文部時報』 昭和47年1月29-35頁

・西田亀久夫 『オー ラル ヒス トリー』 政策研究大学院大学2004年

・日本ユネ スコ国内委員会 『アジア文部大臣会議報告書 』 昭和38年3月

・文化庁長官官房 国際文化課 『アジア諸国に対す る教育協力――現状 と問題点』 昭和46

年5月

・文部省 『日本の成長 と教育』 昭和37年

・文部省 『学制九十年 史』 昭和39年

・文部省大臣官房調査課 『アジア教育協力調査団 ――派遣 の手引き』昭和46年11月

・文部省 『学制百年史』 昭和47年

・『文部省幹部職員名鑑 昭和46年 度』 文教ニュース社

・Kamibeppu T .，History of Japanese Policies in Education Aid to Developing Countries，

1950s-1990s．Routledge 2002

・UNESCO
，Report on the Regional Meeting of Representatives of Asian Member

 States on Primary and Compulsory Education，Karachi 1960

・UNESCO
，Conference of Ministers of Education and Ministers responsible for

 Economic Planning of Member States in Asia．Final Report．Bangkok 1965
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第二章1970年 代初頭における国際教育協力論の高揚 と論議

は じめに

本章では、1971(昭 和46)年7月 に文部省 内に設置 された 「アジア教育協力研究協議会」

の活動 と議論 を分析す る。 さらに、同協議会報告の公表の後、間 もなく設置 された中央教

育審議会 にお ける開発途上国への協力論 を検討する。 しか しなが ら、皮肉なことに、こう

した国際教育協力論の高揚 にもかかわ らず、少 なく とも文部省サイ ドの教育協力への関心

と取 り組 みは、この協議会の報告書が出された時を頂点 とす るかの ように、 この後 しば ら

く低迷 と混乱 の時期 を経験す ることになる。 ここでは、こ うした1970年 代初頭 における

国際教育協力論の高揚 と停滞の要因 と背景を さぐる。

Ⅰ．アジア教育協力研究協議会の活動と議論

ア ジア教育協力研 究協議会は、審議をは じめるとともに、アジア地域各国に、教育協力

調査団を派遣す ることを決 定 した。教育協力調査団は、1971年10～11月 にかけて東南ア

ジア六か国(マ レーシア、シンガポール、イン ドネ シア、タイ、ベ トナム、フィ リピン)に

派遣 された。調査団は、3～4人 で一班 を編成 し、各班 は、対象 国の教育事情に通 じた者、

地域研究 ・国際関係論 の専門家、それに文部省行政官 とい う組合せ とされた。合計6班 あ

わせて20人 が派遣 された。協議会の委員、幹事会のメンバーか らの も6人 が参加 した。

各国に3週 間ほ ど滞在 して現地調査を行 った。調査団は、調査団 としての報告書 『アジア

教育協力について』を提出 した。それは包括的議論 ともい うべき 「教育協力の問題点」 と

各国別調査班報告 とから構成 され るものであった。「教育協力 の問題点」は、具体的な施策

を提示す るとい うより、教育論的な視点、教育機関 としての現場感覚か ら、教育協力のあ

るべ き姿、計画や実施 にあたって留意すべき点を率 直な言葉 で次のよ うに指摘 している。

(1)相 手国の要請

教育協力においてまず第一に明確に しておかなければな らない点は、相 手国がその教育

領域の うち どの部門における協力 を最優先 しているか とい うことである。 さらには相手国

といっても政府 当局 と現場 とで重点のお き所がちが うこともあるか ら、この点 にも充分の

注意 も払 う必要がある。実施 に当って現場の意 向を無視 しては効率的な協力の実施は不可

能であろ う。

(2)相 手国 の ニー ド

「要請」と 「ニー ド」は区別 して考えなけれ ばな らない。要請は先方の判断に もとづ くも
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ので ある。ところが、当事者の判断が常に正鵠 を得てい るとはいえないこ とは、日常の経

験が教えて くれるところである。局外者 のほ うが当事者 よりもより客観的な見方ができる

こともある。相手国側 の要請は、常に必ず しも相手国のニー ドを尽 くしているわけではな

い とい う場合 もあ り得 る。国際協力における助言の意義はこのような点 にある と考え られ

る。

(3)相 手国の情況

教育にお ける国際協力には 自ら限界がある。その範囲は主 として学校教育にあるといえ

よ うが、その学校教育の範囲内において もまた限界が存在す る。一般的な学校教育システ

ム以外の教育すなわち社会教育、成人教育、技術教育、実用教育な どといわれるものにつ

いては、各国の特殊事情が反映 しているので極 めて複雑だ といわなければならない。それ

ゆえに、この方面における協力 には特 に慎重に臨むべ きだ と思われ る。また、これ らの各

種の教育は必ず しも行政管轄上において統一 されてい るわけではないので、その点の困難

も考慮す る必要がある。以上のように、相 手国の事情、情況 に応 じて協力方式 を立案すべ

きではあるが、各国に共通する協力対象 も存在す る。たとえば教員養成、理数科教育の充

実 、施設 の改善な どがそれ であろ う。

(4)当方の協力援助能力

今 回の調査中、ある国の教育開発担 当者 との会談 で 「どの教育分野において 日本 の協力

を期待す るか」 と質問 した ところが、即座 に 「あ らゆる分野において期待す る」 とい う答

が返ってきた。 これはジ ョー クではあったが、また極 めて率直な表現だとも受取 られた。

わが国の海外教育協力の能力 に限界があることはい うまでもない。限界の一つは資金の問

題 であるが、さらに重要なのは協力要員である。教 育協力 においては、む しろ人的協力が

主であ り、物的協力は従 でなければな らない。 ところが、わが国の場合、海外教育協力の

ための要員の適格者は極 めて少な く、 しか も現在で もなおその養成策はほとん ど講ぜ られ

ていない。

(5)二国間方式と多国間方式

この問題 の一般的な原則論は困難であ り、この二つの方式を予め規定 してお くことは実際

的ではない。相手国の実情、要請、社会的ニー ドを充分 に勘案 して、ケース ・バイ ・ケー

スでどち らの方式を採用す るか、両者の混合形式を とるかを決定すべきであろ う。

(6)実用教育の問題

東南アジア諸国にお ける実用(技術)教 育の重要性 および これ に対す る政府の要請 が強い

ことは疑 いのない事実である。今回の調査中にも、初中 レベル における理数教育の重視に

は強い印象を受けたが、 これが一般的な実用教育の強調 に繋がるものであることは明 らか

である。 もし実用教育 の面において協力す るとすれば、ユネスコ以外の国連専門機関、た

とえばFAOと の関係を考えなけれ ばな らない。保健 に関 しても同様 のごとがWHOに つい

ていえよう。
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(7)量か ら質へ

この二十年の間において、東南アジア諸国の教育はめざま しい発展 をとげた。識字率の

飛躍的な増大、就学者 の画期的な増大、その他数量的あるいは統計的表現が可能な範囲に

おける教育の発達 には驚 くべ きものが見 られる。 しか し質の面がこれ に伴なわなかったこ

ともまた否定できない事実である。文字は学習 したが、印刷物 の不足のため文字の学習の

意味がな くなって しまってい る。就学後の ドロップ ・アウ トが著 しい。生徒一人 当りの教

師の数が少ない。 カ リキュラムが不備 である。教材が欠乏 している。設備が あま りにも貧

弱である。 しか しこれ らの多 くの欠陥の うち特に重大で緊急な問題 は教師の質の点であろ

う。教育の質的改善はまず教師か ら始 まる。教育の実際に当た る教師の質的向上 は、設備

や器材の改善に優先 しなければな らない。

(8)大学 と研究

東南アジアの大学の大部分 においては、大学教師の任務のほとんど全部が教室における

学生の教育に占められていて、教師 自身の研究の時間および施設 ・設備等は著 しく貧弱で

ある。外 国留学 によって近代的な研究法 を学んで も、帰国後は研究 を続 けていけない。 こ

のよ うな情況では、学問研究 を自国で育ててい くことは不可能であろう。 この点は、受入

れ留学生 のアフター ・ケアー とも関連 をもつ問題 であろ う(文部省大臣官房調査課 昭和

47年11-15頁)。

(4)において指摘 された ように、わが国の海外教育協力の能力 に限界 があ ること、とり

わけ教育協力 のための要員、人材 の決定的な不足が改めて認識 された時、関係者 の意欲に

もかかわ らず、教育協力の困難 さも改めて認識せ られたのではないだろ うか と推測 され る。

外務省案 との相違 とい う点 で着 目され ることは、前者では、教育協力の対象分野を、学校

教育 システム以外の社会教育や職業訓練を含めて幅広 くとらえていたのに対 して、「(この

分野 は)各国の特殊事情が反映 してい るので極めて複雑だ といわな ければな らない。それ

ゆえに、この方面における協力 には特に慎重に臨むべきだと思われる」として、むしろ学

校教育を主体 とすべき と主張 していることである。教員養成 ・研修への支援 によって教員

の質 を向上 させることが最優先の課題であると提言す る。ちなみに、外務省案で強調 され

ていた 「教育主権 とナシ ョナ リズムへの細心の留意」とい うフ レーズは、調査団の報告 に

は盛 り込まれ てはいない。各国班の報告に示 された ように、調査団 と面談 をした各国の教

育省幹部か らは、日本の教育協力 を大いに歓迎す る とい う趣 旨の発言が相次いだ といわれ 、

日本側 が懸念 していたほ どの警戒感 は相手か ら示 されなかった とい う事情があったので

はないか と推測 され る。

Ⅱ．アジア教育協力研究協議会の最終報告書
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協議会 は、調査団の成果 をベースにさらに審議 を続 け、翌1972(昭 和47)年3月16

日に、事務 次官に対 して、最終報告書 『ア ジア諸国に対する教育協力のあ り方について』

を提出 した。す こし長 くなるが報告の要点を整理 しよう。

報告は、まず教育協力の概念や意義 を述べた後、「教育協力を進めるにあたっての基本的

留意事項」 として、次の四点 を指摘する。

(1)教 育協力 においては、相手国の言語 、文化 、歴史、国民の価値観な どとのかかわ りが

多いので、特に慎重な配慮 を要す る。

(2)相 手国の要請 をふまえつつ、教育的にも真に効果のある協力方策 を見出す ことが必要

である。特 にアジア各国においては、教育成長の基礎であ りなが ら、財政事情 などか

らふ じゅ うぶんな初等中等教育の分野 において、その発展に資 しうる協力方策 を把握

するよ う留意すべ きである。

(3)わ が国への協力要請の強い東南アジアにまず重点 を向けるべ きである。

(4)教 育協力は、人 とのつなが りにより、また人間の形成にかか わることなので、相手国

の関係者 との間に親密な人間関係を確立 し、相互の深い理解のもとに協力 を行 う。

ここでは、教育協力全般 を対象に、「特に慎重な配慮 を要す る」としているものの、その

表現は、以前に較べればだいぶ緩や かな ものとなっている。注 目され るのは、(2)で あ り、

明 らかに初等中等教育分野での協力 に果敢 に取 り組む姿勢を打ち出 していることである。

以下、報告 は、「教育協力 の施策の重点」を、初等 中等教育分野、高等教育分野、その他の

三つに分けて提示 した。

1.初 等 中等教育への協力

(1)この分野での協力においては、教育行政や教育内容の改善は基本的には、相手国の行

うべきところであるとの観点に立ち、教育の場での直接的援助 よりも、む しろ相手国

の教員の養成、現職教育、教育関係機材の供与等 を通 じて教育の質的改善を図る如き

間接協力をお こな うことに重点 をお くことが適切 である。

(2)方法 としては、相手国の教員 の現職教育等に対 し、実習指導や、カ リキュラム改善の

ための専門家を派遣 した り、教育実習用の機材 を供与す るな どの方法が行われ ている

が、協力の効果を高める うえか ら、 これ らの方法を総合的に組み合わせて行 うとか、

継続的に協力 してゆけるシステムを考 える必要があ り、このよ うな拠点 として、教育

研修セ ンターの設置供与 を行 うことも有効、適切 と考え られる。

(3)アジアの国の中には、初等中等教育分野での教育改善のための実験モデル校設立の動

きもあ り、 これ らに対 して協力 を行 うことも有効 とされ ている。

2.高 等教育へ協力
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(1)わが国 と相手国の大学相互の積極的な交流を促進 し、そのため政府は財政面その他に

よ り側面か ら援助す る方策を拡大す ることが適 当と考 えられる。

(2)従来わが国は、農業教育、医学教育 、化学 工学教育な どの分野での協力を行ってきて

い るが、今後 ともこの種の職業、技術面での人材養成に対す る協力の抜本的拡大が要

請 され よう。

(3)日本研究、日本語教育への協力が寄附講座な どによ り行われているが、この面での協

力方法の改善 をはか るとともに、国内での協力 ならびに研究体制 を強化す る必要があ

る。

(4)アジア諸国は、自国 に必要 とされ る人材養成のために、わが国の国費外国人留学生制

度を活用 してきてお り、今後特に大学院 レベル での国費留学生受入数の増加 をはか る

必要があろ う。

3.そ の他

(1)一般成人等 を対象 とす る識字教育な どの協力分野 については、従来か らユネス コ等の

国際機 関がかな りの援助実績 をあげていることに鑑 み、わが国 としては、このよ うな

国際機 関の事業を通 じて協力をはかってゆくのが良い と考えられ る。社会教育に対す

る協力分野については、今後相手国の要請に応 じて、いっそ う適切 な協力 を行 うべき

である。

(2)これ までにもアジアの文部省の次官、局長 クラスの教育指導者 を招致 し、効果 をあげ

ているが、 さらに、直接教育に携 わっている教職員 をわが国に招 き、国内の研修セン

ターその他の教育機 関で研究す る機会 を拡充 し、またその受入れ体制の整備 をはかる

ことが必要である。

(3)教育研究面で、ユネスコ事業に協力 して、国立教育研究所等 においてカ リキュラムや

指導法等に関す る研究の協力 を行 っているが、この面での協力拡充をはかることが必

要である。

(4)相手国の教育計画や教育事情について的確に把握で きるように、常時資料の収集、整

備 に努 める とともに、現地の実情調査 にも格段の努力 を払 う必 要がある。

初等中等教育の分野への協力に関 して、教育行政や教育内容 の改善は基本的に相手国の

行 うべき領域であると認 めつつ、「間接援助」に重点を置 くべきことを主張す る。同 じ 「間

接援助」で も、先の外務省案では、この言葉 がもっぱ ら 「インフラ整備 」の意味で使われ

ていたのに対 して、ここでは、「相手国の教員養成、現職教育(へ の支援)、 関係機材 の供与

を通 じて教育の質的改善をはかる」 ことが間接援助であるとされている。また総合的、継

続的な教育協力を行 うための拠点 として 「教育研修センター」のアイディアを提示 し、そ

れ を設置供与す るこ とが新機軸 とされてい る。

ところで、ここで、初等中等教育分野での協力の新規事業の 目玉の一つ として協議会が
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提示 した教育研修センター とは、どのよ うなもの としてイメー ジされていたのか。 報告 に

は上記の引用以上の説明はない。推測するにそれは、当時、海外技術協力事業団が事業の

柱の一つ として導入 していた 「海外技術協力センター」をイメー ジ して構想 されたのでは

ないだろ うか。海外技術協力セ ンター とは 「その設置にあたっては、わが国 と相手国 との

協定にもとづいて、わが国 よりセンターに必要な機会器具等 を無償供与するとともに、技

術指導専門家を派遣 し、 これ に対 し、相手国側 はセ ンターの土地、建物および現地人職員

の人件費その他の維持、運営 に必要な経費を負担 してセンターが設置運営 され る」 ものと

された。セ ンターは、一定期 間の活動後 に相手国に引き渡 され ることになる。1971年 まで

の時点で、農業、工業技術 、水産、畜産、医療な どの分野で全部の33の 技術訓練セ ンター

が設置供与 されていた(海 外技術協力事業団 昭和48年46頁)。 おそ らく、教育研修セン

ターは、その名称や コンポーネ ン トの組合せ方式か ら、この海外技術協力セ ンターの教育

版、 あるいは、これ らよりは規模 の小 さい ミニ ・センターのよ うなものとして構想 された

のではないか。

協議会の幹事会の一員 として調査団にも参加 した文部省の曾 田は、当時、センターに関

して次のような発言 を行 なっている。「援助の方式であ りますが、か りに理数科教育を援助

す るとすれば、カ リキュラム、教材、機材設備(教 育機器 を含む)、 教員再教育 など関連問

題の総合的解決を図らなければ効果が ありません。 このためには、総合 的な理科 ・数学教

育センター(研 究開発、研修 のほか、教材、機具等の開発 ・生産 も考え られ る)の 設立、運

営の援助を行ない、 これ を拠点 として実際の教室の授業の改善にまで及 ぼ してい く方式が

有効 と考えます」(曾 田 昭和47年27頁)。 ここか らは、文部省側 としては、理 ・数科に

特化 した形での研修セ ンターを構想 していたことが うかがえる。また、従来からの教育行

政官 、教育指導者の 日本招致だけでな く、現場教員の招致、国内の研修セ ンターでの研鑽

の機会の拡充な どの施策提言 もイメージが明確である。

一方
、高等教育分野では、①相手国 との大学相互間の交流の促進 と財政面か らの側面支

援 の拡大、②既存の農業教育、医学教育、化学工学教育など職業、技術面での人材養成 に

対す る協力 の拡充、③ 日本語 、 日本研 究講座の充実、④国費留学生制度の拡大、を提示 し

てい る。 ここでは既存の方式 の整備拡充が求 められてお り、初等中等教育分野ほ どには明

確 な新機軸 は打ち出され ていない。その他 として、①一般成人 を対象に した識字教育 は国

際機関を通 じて行 な うのが良い、社会教育は、相手国の要請 に応 じて対応 を、②教育指導

者招致事業 を、政府高官 のみでな く、教職員にも拡大 し、国内研修センター等での受入れ

体制を整備す る、③教育研 究面での協力の拡充、④ 開発途上国の教育事情についての調査

研究活動の拡充整備 、を指摘する。ここでは、②の文部省が二国間協力 として実施 してき

た途上国か らの教育指導者招致の対象の拡大、わが国での研修受入体制整備がかな り具体

的な提案 として打ち出 されてい るのが注 目され る。

報告では、さらに 「今後増大する傾向にある各国か らの教育協力 の要請 に適切 に対処 し、

28



協力を効 率的に実施 してゆ くにためには、まず国内体制 を整備することが急務である」 と

も指摘す る。特に、必要 とされ る国内体制の整備 として、①政府機関相互の連携の緊密化、

②協力担 当実施機 関の体制 の整備、③協力専門家の養成 ・確保、④協力予算の弾力的運用、

の四点をあげる。ここでは、特 に、③ に関連 しての報告の指摘 を紹介す る。「教育協力面で

の最も大きな課題のひ とつは、優れた協力専門家の養成確保 をはか ることであるが、その

た めには少な くとも国際語(英語 、フランス語)の ほか現地語 をも使用す る能力お よび相手

国 の諸般 の事情につ いての専門的知識をそ なえた専門家 の養成 をはか ることが急務であ

る。・・・なお、適当な教育協力専門家 を広 く国内か ら求めるためにも、一部 の協力分野で

行 なっているようなアジア地域の言語や事情に精通 した り、協力経験があるな どの専門家

候補者 の登録制度 も考 えることも有効であろ う。 また、よい専門家を確保す るには、協力

専 門家の現地での努力 をよ く認 め、帰国後も適切に処遇 ので きるよ うな配慮 も必要である」。

要す るに、「アジア教育協力研究協議会」の最終報告書は、全体的に見て、冒頭に提示 さ

れた外務省案 をかな り押 し戻 し、初等中等教育を中心 として教育援助を構想す る文部省側

の意向にかな り近づいた ところでまとめられた と言えよ う。上別府 も、本最終報告書に関

して 「そ こには文部省関係者 の見解が強 く反映 されていた」(Kamibeppu2002p.64)と 評

価 してい る。

Ⅲ.中 教審 「教育 ・学術 ・文化にお ける国際交流について」諮問 と国際教育協力事業の

拡大

協議会の報告から3か 月後 の1972(昭 和47)年6月 、文部大臣から、中央教育審議会 にた

い して 「教育 ・学術 ・文化 におけ る国際交流について」の諮問が行 なわれた。中教審 とし

ては、前年1971年6月 、 「第三の教育改革」を唱 える大規模 な教育改革 を提案 し、教育界

で大きな反響 と議論 を巻き起 こしていた、「今後 における学校教育の総合的な拡充整備のた

めの基本的施策 について」(い わゆる 「四六答 申」)に 続 くものであった。なお、この主題

での中教審諮問は、1956年7月 の答申以来、16年 ぶ り二回 目となるものであった。諮問の

趣 旨説明 によれば、「今 日のわが国の国際的地位 が、近年の著 しい経済成長 とあいまって飛

躍的に向上 し、国際社会においてわが国の果たすべき役割がますます増大 しているとい う

時代の推移」の中で、「この際、国際化時代に対応 して、国際社会 を生き、積極的に活躍 し

うる 日本人の育成 を図 るともに、他の分野 と比較 して著 しく立 ち遅れてい る教育 ・学術 ・

文化の国際交流活動 を飛躍的に拡充する」 ための施策 を審議す るこ とを求めるものであっ

た。厳密に言 えば、国際交流 とい う概念 と国際協力 とい う概念 には違 いがあるが、いずれ

も国際 とい う用語がキー ・タームになってお り、教育協力研究協議会の後の、文部省 とし

ての国際関連の施策の方向性 を見極める うえで、注 目され るものであった。 ちなみに、18

名 の委員の中には、前 田陽一(副 会長)、 平塚益徳、小川芳男、藤井丙午氏な ど先の協議会
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の委 員 で あ った人物 も含 まれ て いた 。

中教審 での審議 が進 む 中、文 部省 は、 これ と平行す る よ うな形 で、 国際 的 な教育 文化 関

係 事業 、 と りわ け、ユネ ス コ を通 じた多 国間的 教育 交流事 業 の拡 大 を進 める こ とに な る。

それ は、(1)巡 回指導 講 師団派 遣事 業 、(2)APEID事 業 へ の 協力 、(3)ユ ネ ス コ ・ア ジア文

化 セ ンター の設 立、(4)国 連 大 学本 部 の 日本招 致 で あった。

第一 の巡 回指 導講 師団派遣 とは 、ア ジア 地域諸 国 の教 育発展 の た めの新 しい施 策 で あ り、

ユ ネ ス コ と協力 して 、 日本 人 専門家3人 、ユネ ス コ専 門家2人 、 お よび 受入 国 の 専門家3

人 計8人 で巡回 指導講 師 団(Mobile Training Teams)を 編成 し、約6月 間 現 地 に派 遣 し、

教 員 お よび専 門技術者 を対象 に集 中的 、効 果 的 に研 修 を実施 す る事業 で あ る。 農業 教員研

修 チ ー ム と して1970年 に フィ リピンを対象 に実験的 に開始 され た。1971年 か ら正 規 の事

業 と して本 格 的 に導入 された 事業 であ る。71年 には 、農 業教 員研 修 チー ム を3か 国 に派遣

す る ともに、他 に新 しい教育 方法 として注 目され てい た プ ログ ラム学習 を指 導す るチー ム

が派 遣 され た。これ らのチー ムの 派遣 に必 要 な 日本 人 専門家 の給 与 、旅 費 、現 地教材 費 は、

わが国 か らユネ ス コ拠 出金 と して提 供 し、ユネ ス コの名 の下 で支 出 され る。 こ うした方 式

は、「形式 的 には 国際機 関 を通 ず る多 国 間協力 に よ り、実質 的 に はわ が国 と受 け入 れ 国 の特

徴 を生 かす 二 国間方 式の長所 を取 り入れ た もの で あ り、新 しい型 の発展 途 上国援 助 事業 と

して各 国 か ら注 目され た」(文 部 省 百年 史1117頁)と い う。

第 二 の 、APEID事 業 へ の協 力 で あ る。APEID(Asian Programme of Educational

 Innovation for Development)と は 、1971年5月 ～6月 に シンガ ポール で開 催 され た第 三回

ア ジア地域 ユ ネス コ加盟 国文 部大 臣会 議 で の勧 告 を受 けて 開始 され た地域 の新 しい事 業 で

あった。 カ ラチ ・プ ランの発 足 か ら10年 後 に開催 され た この会議 で は、10年 間 の量 的拡

張 の成 果 、教 育 のた めの資金 支 出 の努 力 等 を確 認す る と ともに、予想 を超 えて急 激 に増 大

す る学齢 児童 へ の対 応 の遅れ 、教 育 の質 の 問題 へ の 関心 の高 ま りな どの問題 に対 処す るた

めに 、や み くもに量的 拡張 を突 き進 む路 線 に代 わっ て、 ア ジア地域 全体 で 、各 国 にお ける

教 育 の成 功例 や失敗 の経験 を分 か ち合い 、 ノン ・フォー マル な学校 外教 育 を含 めて、教 育

の内容 ・方 法 の 革新 を試 み て教育 の効 率 と質 の 向上 を 目指 す 「開発 のた めの教 育 革 新 」

(Educational Innovation for Development)事 業 を開始す る こ とが不 可欠 で あ る とい うこ

とが 共通認識 とな った。APEIDは 、従 来 のユ ネス コの地域 活動 とは異 な り、参加 国 が共

同で企 画 ・実施 ・管理 ・評 価す る事業 で あ り、各国 のイ ニ シアチ ブ と自助努 力 、発 展 途上

国相 互の協 力 を前 面 に打 ち出す もので あ った。APEIDに 参加 す るか ど うかは 、各 国 の 自

主的 な決 定 に委 ね られ た。 ア ジ ア文 部 大 臣会議 の勧 告 を受 け、1972年 ユネ ス コ総 会 は 、

APEIDに よ る教 育革 新 を推 進 す るた めに 、バ ン コクの ア ジア地域 教 育事 務所 内に、 開発

の た め の ア ジ ア教 育 改 革 セ ン タ ー 」(Asian Center of Educational Innovation for

 Development，ACEID)を 創設 す るこ とを決議 した。参加 国 は、そ れぞれ の 国内 にユ ネ ス コ

に よって承認 され るAPEID協 同セ ンター(Associated Centers of APEID、ACs)を 指 定 し、
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そのセンターの活動 を通 じて協力活動を行 な うとされ た。当初は、イン ド、イン ドネシア、

イ ラン、日本、パキスタン、フィリピン、シンガポール、ス リランカの8か 国の12の 教育

機 関や組織が協同センター として認定 され た。 日本では、教育工学協同セ ンター協議会が

協同センター となった(国 立教育政策研究所200719頁)。

第三は、ユネス コ ・アジア文化セ ンターの設立である。わが国はすでに1969年 にユネス

コが発足 させ た開発途上国における図書開発事業に協力するために、 日本 の書籍 出版協会

の協力 を得て、「ユネスコ東京 出版セ ンター」を設立 し、アジア地域の出版 に関す る調査研

究、出版技術 の研修な どを行 なっていた。一方、ユネスコでは、1968年 の第15回 総会 こ

ろか ら、アジア地域の文化の相互理解 をはかるための文化セ ンターのよ うなものを設立す

る構想が浮かび上がっていた。ユネスコ本部か らの呼びかけに応 じて、 日本の国内委員会

はその構想の実現に向けて動 き出 した。 アジア文部大臣会議 におけるアジア文化センター

設立の勧告な ども うけ、1970年 の第16回 ユネ スコ総会で、ユネスコ側か らもセ ンター設

立準備 に向けての予算措置がなされた。 日本政府 も、1971年 度予算において、セ ンター設

立に向けて5，000万 円の国庫補助 を決定 し、そ うした活動を積極的に支援 した。こうして、

1971年4月 、 「ユネス コと協力 して、主 としてアジア地域諸 国の文化交流を促進する とと

もに、伝統文化の保存 ・活用 に協力 し、 もってこれ ら諸国の文化の振興 と相互理解に寄与

す ること」を 目的 として、外務省および文部省 の共管の財団法人 として 「ユネスコ ・アジ

ア文化センター」(Asian Cultural Centre for UNESCO略 称ACCU)が 設立 された。さき

に設 立されていたユネスコ東京出版セ ンターは、文化センターの設立に ともない、同セン

ターの中に吸収合併 され るこ とになった(ユ ネス コ ・アジア文化セ ンター2001年20-23

頁)。

第四は、国連大学本部の東京設置運動の推進である。1969年 、当時の ウ ・タン ト国連事

務総長 によ り国連大学設立の構想が示 され ると、わが国は、最初か らその設立に強い賛意

を示 し、国連 、ユネス コの場 などでその構想の審議 に参画す るとともに、大学本部を 日本

に誘致す る運動を官民が一体 となって積極的に展開 してきた。 文部省、 日本ユネスコ国内

委員会は、外務省 と共にその運動の先頭に立っていた。 日本政府 は、1973年6月 、国連事

務総長に対 して、大学本部を東京 に設立す るた めの資本的経費の全額負担 と国連大学基金

の対す る一億 ドルの拠 出を申 し出た。 これを受 けて、1973年12月 、国連総会 は、国連大

学憲章 を採択する とともに、大学本部を東京首都圏に設置す るこ とを決定 した。 この時か

ら、最終的に、1992年 、東京青山に国連大学 の恒久的な本部施設 が完成す るにいたるまで、

文部省 関係者 に とって、国連大学への協力は大 きな関心事 となった。

国費外 国人留学生 の受入れ、理科教育協力、教育指導者の招致 とい う既存の施策を見 る

と、1973(昭 和48)年 度の実績で、国費留学生招致事業では、新規受入れ数は、学部留学生

60人 、研究留学生380人 計440人 とい うレベル に到達 していた。教育指導者招致では毎

年5人 と変化はない。1972年 までの累積 実績では、韓国、 中華民国、タイ、マ レーシア、
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フィ リピン、イン ドネシア、イ ン ド、パ キスタン、イ ラン、イラク、ケニア、タンザニア、

ウガンダ、アフガニスタン、ネパール、ナイ ジェ リア、シンガポール、エチオ ピア、ベ ト

ナム、ス リランカ、ラオスか ら合計36人 の幹部教育行政官等 を招致 していた。理科等 の専

門 家派遣事業 に関 しては、従来か らの理科教育、農業教育に加 えて、新たに視聴覚教育(1972

年度)、 工業教育(1973年 度)へ と対象 を拡大 し、理科3か 国4人 、農業1か 国1人 、工業

1か 国1人 、視聴 覚2か 国2人 と派遣人数 も増大 されてい る(文部省 文教予算1973年)。

派遣や機材供与に係わる業務が海外技術 協力事業団に委託 されこ とにも変 りはなかった。

ただ し、アジア教育協力研 究協議会の報告 で提案 された 「教育研修セ ンター」「教員研修生

招致」等に関 しては、少な くとも文部省 の予算 を見る限 り、予算措置が検討 された形跡 は

み られ ない。

Ⅳ.中 央教育審議会答申の構造 と国際教育協力の位置づけ

中教審は、約2年 間の審議を経て、1974(昭 和49)年5月 に答 申を提出 した。答 申はまず、

従来の反省 をふまえてわが国の求めるべき国際交流 の基本理念を次のよ うに述べ る。「近代

国家の形成 の過程を顧み ると、わが国は欧米諸国の知識 ・技能を個別的に吸収す ることに

急であって諸外国に対す る総合的な理解やわが国に対す る諸外国の理解を求める努力に欠

けるところがあった。 この ような我が国の発展過程 における特異 な経緯は、地理的特殊事

情に より、異質文化との 日常的接触が困難であったこともあ り、往 々に して、国民一般の

国際理解や国際協調の精神 の欠如 をもた らし、独善的に して閉鎖的な行動様式 を生み、特

に、近年における海外活動 の拡大 に伴い、我が国に対す るいたず らな誤解 と不信 を招 く背

景 ともなっている。・・・・(現 在の)国 際社会 の要請 にこたえる意味か らも、目前の利害 に

とらわれることな く、各国国民 との友好 関係 の増進 を積極的に志向す る国際性豊かな 日本

人の育成 を図るとともに、進んで諸外国 との相互理解 を深め、相互の発展向上 に努めるこ

とが我が国に課せ られたきわめて重要な課題 として認識す る必要がある」(前 文)と す る。

審議会は、教育 ・学術 ・文化 の国際交流活動は、次のような 目標 の下に展開されなけれ

ばな らない、として次の四点を指摘する。(1)国際社会 の一員 としての 日本の責任 を自覚 し、

国際社会 において信頼 と尊敬を受けるに足る 日本人 を育成す る。(2)日本 についての外 国人

の理解 と、我が国民の諸外国 に対する理解 を深 める。(3)相 互の接触 から得 られ る理解 と刺

激 によって、教育 ・学術 ・文化におけるそれぞれの発展 ・向上を図る。(4)国 際的な協力事

業への積極的 な参加 を通 じて、人類共通の課題 の解決 に寄与す る。審議会は、 これ らの目

標 を達成す るために積極的 に推進すべき重点施策 と して、次の六点を設 定し、それぞれに

ついて具体的 な方策を提示 した。(1)国 際社会に生 きる 日本人の育成、(2)人 物等 の交流事

業の拡大、(3)交 流のための組織体制の整備、(4)宿 舎等外国人受入れ環境の整備、(5)発 展

途上国に対す る協力、(6)外 国人 に対す る日本語教育の振興。

32



答 申本文で、発展途上国に対す る協力の部分を見る と、「協力事業の実施 に当たっては、

特 にその継続性の確保 に留意 して、長期的観 点か ら計画的に推進する必要が ある」として、

以下のよ うな基本方針 を指摘す る。要す るに、①相 手国が何を必要 としてい るか を把握す

ることが極 めて重要、② 二国間協力 と多国間協力 は二者択一ではない、③教員、研究者の

派遣制度や事前研修制度 の確 立、④受入れ人物の処遇 の改善や宿舎等受入れ環境の整備、

⑤ 民間企業や団体の自主的な協力事業の推進の奨励、である。

本文の提案が、やや抽象的であったのに対 し、答 申附属書 においては、「教育協力 の推進」

の項 目の下に、推進すべき活動分野 を以下のよ うに具体的に列挙 している。

(1)理 科、農業、工業及び視聴覚教育 に関する専門家の派遣や機材供与 については、今

後 とも一層の充実 を図ること。

(2)学 習用具、教材及 び教育機器等の製作及び書籍印刷 についての技術協力や関連工場

施設の寄贈な とについても、相手国の要請 に応 じて実施 し得 るよ う検討す ること。

(3)相 手国の教員研修計画に協力す る意味で、要請に応 じて、我が国の負担において現

地に教員研修センターを建設 し、これ を相手国に寄贈す ることも検討す ること。

(4)相 手国の経済、社会の発展計画 を踏まえ、具体的な要請に基づ いて、工業、農業、

水産等の職業学校、その他 の教育施設 を建設 し、寄贈す ることを検討す ること。

(5)現 在実施 している 「アジア ・アフ リカ諸国教育指導者招致」事業を拡充 し、招致指

導者の増員及び招致対象者や対象国の拡大な どの措置を講ず ること。

(6)初 等中等学校教員 の研修のための招致計画を推進す ること。

(7)教 育政策の立案 に協力す るため、相手国の要請に応 じて専門家 を長期に派遣す るこ

とを考慮す ること。

(8)我 が国の協力事業の拡大に伴い、日本語を解せ る現地人 の協力専門家を養成す るこ

とが重要である。 このため帰国留学生の うち、適格者 を選考 し、養成す ることも検

討す ること。

(9)現 地で我が国の協力専門家の指導 を受 けた教員等を我が国 に招致 して、専門分野別

に設け られた短期研修 コースに参加 させ るとい うよ うなフォ ロー ・ア ップのための

施策を今後積極的 に拡充す ること。

(10)ア ジア地域の総合的 な教育協力構想 として、ユネスコが計画 してい る教育革新協同

事業計画の一環 としての教育工学部門の研究センター を早急に設立す ること。

(11)現 地農業教員 とプ ログラム学習担 当者の現職研修のため、我が国がユネス コ事業 と

協力 してアジア諸 国に派遣 してい る巡回講師団についても、派遣陣の充実、派遣地

域の拡大 も検討の上、この種事業の拡充に努 めること。

(12)ユ ネ スコと国立教 育研究所が共同で実施 しているア ジア地域教 育研究調査事業の

拡充 を図ること。

これ らの具体的な提案項 目の全体構成 を見れば、ここには、(i)す でに文部省 の事業 と
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して実施中のものの拡充 を求めるもの――(1)理 数科教育等 専門家派遣、(5)教 育指導者

招致、(10)APEID事 業 協力、(11)巡 回指導講師団、(12)ア ジア地域教育研究事業協力、

(ii)ア ジア教育協力研 究協議会報告 で提起 され た施策の追認す るもの――(3)教 員研修

センター、(6)初 等中等教員の招致、(iii)外務省経済局の教育協力案で強調 され ていた提

言――(2)教 材及び機器、書籍印刷技術協力、(4)中 等職業教育支援、(iv)今 回新たに追

加 された もの――(7)教 育政策ア ドバイザーの長期派遣、(8)帰 国留学生の活用、(9)フ ォ

ロー ・アップ研修、 と幅広い政策メニ ューが網羅 されていることが特色である。

また、附属書は、こうした協力事業推進のための国内体制整備 として、次のような提案

を行 なっている。す なわち、「協力専 門家 の養成 ・確保」 に関 しては、

(1)優 秀 な協力専門家 を派遣要員 として確保す るため、現地での協力実績が国内にお ける

教育研究上の業績 に結び付 くよ うに特別の考慮を払 うな ど、教員及び研究者派遣を容

易 にす るための措置について具体的に検討すること。

(2)教 育 ・学術 ・文化 に関す る協力専門家候補者の登録制度 を創設 し、各界か ら広 く優れ

た専門家を募 ること。

(3)海 外に派遣 され る協力専門家が所属す る民間諸機 関に対 しては、補償措置を別途検討

す ること。

(4)協 力専門家に対す る事前研修 として、語学や現地事情に関す る研修 コースを設 け、一

定の事前研修期間中、 これ ら派遣要員 が本務 を離れて研修に専念できるよ うな体制 を

確立す ること。

また 「発展途上国研修生の受入れ体制の整備」に関 しては、

(1)現 地において我が国の協力専門家の指導 を受けた研修生を我が国へ受 け入れ るに際 し

ては、処遇について留意す るほか、宿泊施設等、生活環境の整備 に努めること。

(2)発 展途上国か らの研修生の受入れ を容易 にす るた め、関係教育研究施設の充実、外国

語による研修 コースの増設等 の措置 を講ずること。

(3)各 都道府 県の教育センターな どにおいては、発展途上国か らの教育行政官及び教員の

受入れ を促進 し、各種の講座や研修会等 を企画 し、併せて我が国教員 との交流の機会

を提供すること。特に国立教育研究所が、 このような研修生等の受入れに関 して国内

のセンター的機能 を果たすために、その機構 を整備 し、積極的に協力体制 を確立する

こと。

などを明記 している。 国内体制の整備 に関 しても、具体的施策がかな り明確 に提示 され

てい る。要す るに、中央教育審議会の1974年 の 「教育 ・学術 ・文化における国際交流」答

申は、発展途上国 に対する協力 とい う側面に関する限 り、60年 代後半か ら70年 代初頭に

かけて関係者の間で議論 され共有 されつつあった認識 と構想 されつつあった一連の具体的

な施策を的確に集約 し、整理 している と言 えよう。 アジア教育協力研究協議会が文部事務
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次官の私的審議会 とされ 、その報告書の公表 ・広報 も限 られた範囲のものであった と推測

され るのに比べて、中教審 とい う、文部省 としては最高 レベル の公式の審議機関で、あ ら

ためて開発途上国に対す る教育協力 に関す る議論 と施策が採 り上げ られ、審議会答 申とし

て文書に明記 され、オー ソライズ され たことは、明 らかに一つの前進であった と言 えよう。

しか しなが ら、角度 を変えた視点か ら見 るな ら、中教審答 申にお ける、国際教育協力論

議には、大きな問題 も含まれていたことは否定できない。それは、国際交流絡み の文部省

の施策全体の中での位置づけに関す ることである。 この答 申は、文部省が従来取 り組んで

きた、あるいは取 り組むべき施策全体の中か ら、直接的間接的に国際交流に関連す る領域、

分野、事業、課題等を幅広 く拾いだ し、それ らを構造的に整理 し、さらに優先順位 をつ け

て、当面の重点施策 とす るよう提示 しているところに特色がある。 この全体像の中で、本

論 の主題 である開発途上国向けの国際教育協力は、(5)と して論及 されている。番 号を、あ

る程度の優先順位を示すもの とするな ら第五番 目とい うことになる。 これ は理 由のないこ

とではない。なぜな ら、先 に紹介 した本答 申での国際交流の諸 目標 でも示 された ように、

これ も番号を優先順位 として読むなら、まず優先 されるのは、(1)「 国際社会において信頼

と尊敬 を受けるに足る 日本人の育成」、(2)「 日本 についての外国人の理解 と、我が国民の

諸外国に対す る理解 を深 める」ことであ り、要す るに、 日本人お よび 日本国の利益 として

還元 され るよ うな成果 をもた らす ことが国際交流 の主要目的 とされ ているか らである。 こ

れ に対 して、(3)「 相 互の接触による相互 の発展」 とい う互恵主義や(4)「 国際的な協力事

業への参加」 とい う直接的還元を期待 しにくい 目標は、やや従属的な目標 とされてい るか

らである。い うなれ ば、国家利益優先志向の国際交流論、 ドメステ ィック志向の国際交流

論 が優位に立っていることになる。 こ うした脈絡 の中で、文部省が取 り組むべ き一連の国

際交流関係 の施策、事業の 「飛躍的な拡大」が提唱 され、国際交流活動がよ り多元化 し多

彩 にな り、当面す る政策課題 が一挙に提示 され る中にあって、アジア教育協力研 究協議会

において示 された ような開発途上国向けの国際教育協力への気運や意欲は、む しろ全体の

中に埋没 して しまって存在感 が薄れているとい う印象 も否 めない ものであった。

Ⅴ.施 策遂行の困難 とJICAと の離反

皮 肉なことに、文部省サイ ドの開発途上国向けの国際教育協力への関心 と意欲は、この

中教審の報告書が出 された時を頂点と して、この後、急速に後退 してゆくことになる。 そ

の理 由としては、上記のよ うに、 ドメステ ィック志向の国際的教育政策優先 の中で、海外

子女 ・帰国子女教育な どが緊急課題 として浮上 した ことな どもあるが、なによりも、文部

省 関係者 には、経験を積んだユネスコを通 じた多国間協力 とは異な り、これ までほ とん ど

実績 と経験のなかった二国間協定による援助 に関す る技術的 ノウハ ウの欠如 と、教育援助

活動 に実際に従事する援助人材の決定的不足の壁が立ちはだかった。 当時、文部省が専管
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す る二国間協力事業は、理科教育協力事業 と、教育指導者招聘事業の二つのみであったが、

前者では、予算措置や派遣専門家の選定 ・委嘱は文部省が行っているものの、派遣 に関す

る実務や供与機材の輸送等業務 は海外技術協力事業団に委託 していたのである。二国間事

業を省 内の どの部局が担 当す るのかさえはっき りとしていない状況であった とい う。

事業のイ メージが具体化すれ ばす るほ ど、文部省関係者 にも、教育協力の困難 も否応な

く意識 され るよ うになった。それは次のよ うな悲鳴 にも似た発言に表れ ている。

「教育援助 の本質的な難 しさにかかわる問題 は別 としても、一般的に言っで、われ

われ はアジア諸国の事情についてあま りにも知識 と理解が不足 しています。意志疎

通のための言語 に して も、英語 もおぼつか ない し、現地語 となれば片言す らしらな

い状態です。 もっと基本的には、英仏な どと較べて、あま りにも対外援助の経験が

な さすぎるとい う事実です。古来外の文化 を巧みに吸収同化 して、ひたす ら自国の

発展 を図ってきたわが国の地理 と歴史の故 に、急に欧米か らアジアに眼を向けても、

実態 もよ く見えなければ、対処の仕方 も分か らない とい う問題 があ ります。心の用

意もなけれ ば、必要な知識 ・技能 もはなはだ乏 しい とい うことです。事実、アジア

諸国 の教育援助 に役立て得 るわが方 の人材 は、真に必要な資質 と能力を考える時、

どの位動員 できるか疑問であると思われます」(曾 田1972年26頁)。

一方で
、この時期、外務省サイ ドでも、一つの大きな変化 が生 じていた。1974年8月

の国際協力事業団の誕生である。食糧の安定供給 と、原材料 とエネルギーの確保に責任 を

持つ農林省 と通産省は、それぞれ、途上国の農業開発支援 と資源 開発 を支援する独 自の海

外技術 協力のルー トを模索 していた。農林省系の 「海外農業開発財団」、通産省系の 「アジ

ア貿易開発協会」である。1973年 末、両省 は、これ らの機構を拡充 して、それぞれ 「海外

農林業開発公団」「海外貿易開発協力公団」を設立す る予算要求を大蔵省 に提 出 した。援助

外交一元化を主張す る外務省、予算措置 に抵抗す る大蔵省 を巻 き込んで、激 しい省庁間抗

争が起 こった。折か らの 「石油 シ ョック」による混乱の中、田中角栄首相 の強権発動 と政

治的妥協の産物 として、 これ らの事業、外務省所管の海外技術協力事業団、海外移住事業

団を寄せ集 めた巨大な二国間協力実施機関 「国際協力事業団」の設立構想 が急浮上する。

詳細 な経緯 と理由は、いまだ不分明な部分が多いが、この国際協力事業団創設のプ ロセ

スか ら文部省は排除 されていた。アジア教育 協力研究協議会においては、外務省、通産省 、

海外技術協力事業団か らの委員 をも加 えて教育援助論議 を行ない、また海外技術協力事業

団 との関係 においても、文部省 は利害関係者 でもあったが、外務、農林、通産 、大蔵 とい

う強力 な四省 問でのポス ト・権限争奪のパ ワー ・ポ リテ ィクスか らは じき出 され、その存

在感 はきわめて薄いものであった(Kamibeppu2002pp.69-73)。 国際協力事業団 と文部省

との組織間関係は、当初 から疎遠 で、両者 間での人的交流、技術的ノウハ ウの交換 もほと
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ん ど途絶 したままであった。JICAと の良好 な協力関係 を構築す ることにつまずいた文部

省 は、途上国向けの二国間教育協力事業の実施で大 きな弱点を背負 うことになる。文部省

が所管 してきた理科教育協力事業は、1976年 以降、実施委託 とい う形 ではなく、事業その

ものが完全 にJICAに 移管 され ることになる。 同時に、教育指導者招致事業 も拡大 される

ことな く文部省 予算項 目か ら消えていった。援助方式の 目玉 とされた教育(教 員)研 修セン

ター構想 は、予算化 を見ることな く、いつ しか立ち消 えとなってい った。

むす び

結果 として、政府部内にお ける教育援助の主体は、文部省か らアジア教育研究協議会の

場で主導権を競い合った外務省 ・JICAへ と移ってゆ くことになる。新 しく発足 したJICA

の教育援助プ ログラムは、初等教育への介入 にきわめて慎重な態度 を示 していた外務省の

立場を反映 して、高等教育、職業技術訓練分野が中心 とな る。 また、初等中等教育 に関連

しては、その援助 は、学校建築のよ うなインフラの整備 にその重点が置かれ ることとなる。

先のアジア教育協力研究協議会の最終報告書は、重点施策 を効果的 に実施すために必要

とされ る国内体制の整備 として、まず第一に、「政府機 関相互の連携 の緊密化」の重要性 を

指摘 していた。「協力を担当す る各省庁の相互の連携を さらに緊密化す るこ とが必要である

ので、相互に協力 して施策を練 り、実施等については、各省庁お よび省庁内の部局相互の

協力連携 が促進できるよ うな措置 を考慮す る必要があろ う」。 しか しなが ら、報告書では、

教育協力 に関 して省庁間連絡会議の常設、関係者 間での協議の場の設置などに踏み込む こ

とはなかった。JICA創 設後 の動きを見 ると、教育協力をめぐる 「政府機 関相互の連携の

緊密化」 とい う必要条件、キーワー ドは、前進す るとい うよ り、む しろ、逆に、離反の傾

向を強めることになってゆ く。それは、1970年 代後半か ら80年 代のわが国の教育協力を、

文部省 とJICAの 間での、ある種の分裂 と棲み分 け、やや特異な二元的な実施体制 と導 く

ことになった。
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第三章1990年 代以降文部科学省の国際教育協力事業への取組み

は じめに

1996(平 成8)年4月 、文部省内に学術 国際局長の私的諮問機関 として 「時代に即応 した

国際教育協力の在 り方 に関す る懇談会」が設置 され た。 この懇談会の報告を契機 に、文部

省における開発途上国向けの国際教育協力政策への取組みが再び本格 的に開始 され ること

になる。 国際教育協力懇談会は、以後、やや形 を変えながら2006(平 成18)年 までの10年

間に、四次にわたって設置 され、わが国の国際教育協力の在 り方 について審議 を行 ない、

一連 の政策提言 を行ってきた
。事実、1990年 代半ば以降の文部科学省の国際教育協力施策

の多 くは、同懇談会の報告 に基礎 を置 くものであった。同懇談会での審議 とい う形態 はこ

れ をもって終了する。本論 は、四次にわたる同懇談会報告 において提示 され た、わが国の

国際教育協力の理念、政策 の優先課題、具体的政策提言に関わる全体像 と論 点をあ らた め

て整理 しなが ら、主 として、文部科学省 サイ ドか ら見た、最近における国際教育協力事業

への取組み、わが国の国際教 育協力事業推進 におい て文部科学省の果 た してきた役割につ

いて検討す ることを 目的 とす る。

Ⅰ.25年 間の ミッシ ング ・リンク

前章 まで述べてきたよ うに、文部省に よる国際交流事業は長い歴史 を有 してお り、その

中には、国際教育協力の名称 の下で推進 されてきた事業 も存在 していた。 たとえば、1960

年にアジア地域のユネスコ加盟国会議で策定 されたアジア地域初等教育発展計画(通 称 「カ

ラチ ・プラン」)遂行へのわが国への支援要請はその契機の一つとなるものであった。1962(昭

和37)年 発行の 『学制 九十年史』においては、すでに 「明治以来のわが国における急速な教

育の普及 ・発展 と、社会経済の著 しい発達、成長 とい う事実は、 これ らの諸国(ア ジア)に

とって貴重な参考 となるものであ り、わが国の歴史的経験 と近代 的知識 ・技術 を生か して

いかにこれ らの諸国の教育の発展 に協力 してい くかは、現在 わが国教育界 に課 された最 も

大きな課題の一つであるとい えよ う」(文部省1962年556頁)と い う記述 も見 られ る。

1972(昭 和47)年 発行の 『学制百年史』において も、「学術 ・文化 の国際交流」の節において、

「アジア ・アフ リカ諸 国への教育協力 」の実績が簡潔 に紹介 されている(文部省1972年

1106-7頁)。 さらに、この百周年記念事業 と前後する、1970年 代初頭には、文部省内でも、

開発途上国への国際協力事業への関心 と意欲が高ま りをみせた。1971-72年 に文部省内に事

務次官の私的諮 問機 関 として 「アジア教育協力研 究協議会」(議長、平塚益徳 ・国立教育研

究所所長)が 設置 され、わが国の開発途 上国(主 としてアジア)向 けの国際的な教育協力の在

り方や取組 みが本格的 に議論 されたのもこの時期である。
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教育協力研究協議会は、1972年3月 に、わが国の国際教育協力の積極的拡充、実施体制

の整備 を柱 とした最終報告書 『アジア諸国に対す る教育協力のあ り方について』 を事務次

官 に提出 した。協議会の報告提出か ら3か 月後の6月 、文部大臣か ら、中央教育審議会(第

10期)に たい して 「教育 ・学術 ・文化 にお ける国際交流 について」の諮問が行 なわれた。18

名 の委員の中には、前 田陽一(副 会長)、平塚益徳 、小川 芳男、藤井丙午氏な ど先の協議会の

委員であった人物も含 まれていた。2年 後の1994年5月 の審議会答 申には、重点施策の一

つ として、 「発展途上国に対す る協力」 も掲げ られていた。答申付属書 の中では、 「教育協

力の推進」の項 目の下に、推進すべき活動分野をよ り詳細 に列挙 していた。 この意味で、

先のアジア教育協力協議会での審議の成果は、中教審答 申にもある程度反映 されていた と

言 えよう。 しか しなが ら、文部省が取 り組むべき一連の国際交流関係の施策 、事業の 「飛

躍的な拡大」が提唱 され、 当面す る政策課題が一挙 に提示 され る中にあって、アジア教育

協力研究協議会において示 された よ うな開発途上国向けの国際教 育協力への気運や意欲は、

む しろ全体の 中に埋没 して しまって存在感が薄れてい るとい う印象は否定できなかった。

この後、文部省が所管す る国際関係 ・国際交流事業は、学術 ・文化 ・スポーツ交流、留

学生 ・学者 交換、ユネスコ ・OECD関 連事業、国連大学本部の 日本誘致、海外子女教育、

日本語教育推進等 とより多彩 にな り拡充をみせ る。 しか しながら、その一方 で、答 申で提

示 された 「発展途上国に対す る協力」 は、ユネスコを通 じたアジア地域への教育協力事業

を除けば、推進力を失い、既存の二国間教育協力事業か らの撤退 がは じま り、新規事業の

構想 も立ち消えとなってゆく。

また、同時期1974年8月 に設 立された国際協力事業団(JICA)と 文部省 との、組織的な連

絡 ・交流体制 もほとん ど構築 され ることはな く、その関係 は疎遠なものであった。JICAの

教育分野 での支援事業 は、高等教育や職業訓練 、職業技術教育が中心であった。例えば、

1990年 代初頭に とげる、JICAの 教育援助の実績 を見ると、無償資金協力、専門家派遣、

プ ロジェク ト方式技術 協力 のすべての分野 において、高等教育案件が最多であ り、職業訓

練 がこれ に次いでいる。研修員受入れ事業に関 してのみ、職業訓練分野が最 も多 く、高等

教育分野がこれ に次いでいた。ちなみに、無償資金 による教育援助の内容 は、全23件 中、

15件 が学校施設建設案件であ り、その他8件 が教育機材整備案件 とい うイ ンフラ整備事業

であった(国 際協力事業団1994年 現状分析資料編107-113頁)。

文部省関係者 とJICAの 関係 は、長 らく、JICAの 実施する無償資金協力事業や技術協力

プ ロジェク トに、国立大学の教官(工学部、医学部、農 学部などが中心)が個別的に、専門家

あるいは調査団の一員 として関与 し、文部省は、やや消極 的にそれ を承認、 あるいは黙認

す る とい う形が主流であった。また、，当時は、援助関係者 の間で、初等 中等教 育援助 をタ

ブー視す る風潮 も根強いものが あった(斉 藤2008年)。 このため、JICAが 、基礎教育分

野での支援のために、文部省や国立大学教育学部関係者に、蓄積 してきた初等 ・中等教育

分野での技術 的知識 ・情報の提供 を要請することもほとん ど見られなか った。JICAの 所管
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す る青年海外協力隊事業 では、教育分野、特 に理数科教育な ど初等中等教育分野で活動す

る隊員 もしだいに増 えていたが、文部省や教育委員 会サイ ドがこれに関与す ることもほ と

んどなかった。

1965(昭 和40)年 まで、省内において、国際教育協力関係の事務 は、調査局国際文化課 が

所管 し、ユネ スコ国内委員会事務局関係者 がそれ を補完す るような体制にあった。組織改

革によ り、昭和41年 国際文化課 が文化局(昭 和43年 文化庁昇格)に移 され た。 また、昭和

49年 の組織改革によ り、ユネス コ国内委員会事務局が廃止 され、学術国際局にユネスコ国

際部が置かれ、また、文化庁に移 されていた国際文化課が国際教育文化課 の名で、ユネ ス

コ国際部 の下に編入 された。さらに昭和59年 の組織 改革で、ユネスコ国際部は廃止 され る

ことになる。 さらに、昭和63年 の改組 において、国際教育文化課は廃止 され、国際企画課

に教育文化交流室が置かれ ることになる(文部省 平成4年749-755頁)。 開発途上国への国

際教育協力に関す る事務 を省内のどの部局が所管す るのかとい う点から見ても、省内にお

ける国際教育協力事業の位置付 けは、安定 さを欠 き、組織体制 も縮小の方向に向かってい

た とい う印象は否めない。

1980年 代に入って、文部省独 自の動 きとして、一つだけ注 目され ることは、1980(昭 和

55)年 に、国費外国人留学生制度の中に、外国人教員研修留学生 とい う新 しい種類のプログ

ラムが追加 された ことであった。 これ は、開発途上国の初等中等学校の現職教員 を対象 と

す るものであ り、わが国の教員養成大学、教員養成学部において、1年 半の間、大学院 レベ

ルの特別研修 を受ける留学生制度であった。初年度は、東南 アジアのアセアン5カ 国か ら

40人 の教員 を対象 としてスター トするが、その後は毎年 のようにその人数 と受 け入れ対象

国 を増や してきた。

文部省 内に、国際教育協力をテーマ に掲 げたこの種 の調査研究協力者会議等が設置 され

るのは、1971年 の 「アジア教育協力研究協議会」以来、実に25年 ぶ りのことであった。

この間、文部省幹部職員 の世代交代 もあ り、四半世紀前 に省 内で行 われた国際教育協力 を

めぐる議論や政策提言は、ほ とん ど忘れ去 られた存在 であった。 この意味で、す こ し極端

な言い方が許 され るとするなら、文部省 の国際教育協力事業への取組みには、約25年 にお

よぶ空 白、 ミッシング ・リンクが存在す ることにな る。1996年 の懇談会の設置は、文部省

にとっては、事実上、開発途上国向けの国際教育協力 とい う 「新規事業」を立ち上げ るた

めのものであった と言えるかも しれない。

Ⅱ.ジ ョムテ ィエン会議以降の状況の変化

懇談会 の設置に先行 して、文部省の国際教育協力への取組みに転換 をもた らす契機 とな

るい くつか状況の変化があった。それは、1990(平 成2)年3月 にタイのジ ョムテ ィエンで開

催 され た 「万人のための教育世界会議」(WCEFA)で あった。周知の ように、そ こで採択 さ
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れ た 「世界宣言」は、基礎教育の重要性 をあ らためて確認する とともに、開発途上国が直

面す る困難な状況 を明 らかにし、国際社会 にたい して基礎教育分野への資金的 ・技術的支

援 を拡大することを広 く呼びかけるもの となった。 日本政府か らは、天城勲(文部省顧問、

ユネ スコ国内委員会会長)、 三角哲生(日 本ユネスコ国内委員会教育小委員会委員長)、 宮

本繁雄(国 立教育研究所企画調整部長)、 井上正幸(学 術国際局企画官)の 四人の代表 団

が派遣 され、黒田則博 ほか三人の学術国際局国際企画課職員がオブザーバー として会議 に

参加 した。天城氏は、会議 の開催準備そのものにも深 く関わっていた。世界の国際的教育

援助 の焦点は、 この会議以降、基礎教育の分野へ と移行す ることになった。

1.JICAに お ける基礎教育への関心の高ま り

国際協力事業団もまた、ジ ョムテ ィエン会議に職員(後 にJICA側 で教育援助を主導す る

責任者の一入 となる萱 島信子ほか一名)を オブザーバー として派遣 していた。 こうした国際

的潮流 を背景に、わが国の国際的教育援助 もなん らかの対応 をせ ま られ るこ とになった。

ジ ョムティエン会議の直後、JICAは 、「教育援助検討会」 とい う研究会を立 ち上 げた。そ

れ は 「今 後会議参加 国が各 々、新 たな教 育政策 な り行動計画 を作成 す るこ ととなろ う

が、・・・ 教育分野への外か らの支援 要請が高まってい くことは十分想像 され るこ とである」

(国際協力事業団1991年1頁)と い う認識 からであった とい う。 ここで注 目され ることは、

この検討会には、有識者、外務省 のみな らず、ジ ョムテ ィエン会議 に関与 した文部省関係

者にも参加が呼びかけ られた ことである。1990年6月 か ら翌年3月 まで8回 にわたって行

われた検討会では、文部省学術国際局国際企画課長 が 「文部省の教育協力実績」について

報告を した記録が残 されている。非公式 の検討会 とはい え、長 らく疎遠 な関係 にあった文

部省 とJICAと の間での関係構築 を模索す る動 きが出てきたもの といえよう。

この時期、JICAは 、は じめて教育分野を専門 とす る 「国際協力専門員」(内 海成治氏)を

採用 し、教育分野での国際協力事業へ の取組体制 を強化 しは じめる とともに、1991年 か ら

は 「教育専門家養成 コース」 を開設 し、教育援助 関係人材の育成に も着手する。

2.国 際開発援助人材 の養成へ の着手

文部省は、も う一つ別の方向か らも開発援助 ・国際協力事業 との関係 を深 めつつ あった。

それ は、開発援助人材 の養成 ・訓練を行 う機 関の設置に文部省が本格的 に乗 り出 した こと

である。従来、わが国の大学には、国際関係論や国際経済論、地域研究な どの学科や コー

スはみ られたが、国際援助や国際協力 に従事す る専 門的人材を養成す ることを主 目的 とし

た学科 はほとん ど存在 していなかった。わが国のODA予 算 ・事業が急速に拡大す る中、開

発援助人材 の不足を指摘す る声はますます高まっていた。

90年 代に入る と、文部省 は、こ うした社会的需要に応えるための方策に着手す る。まず、

1990(平 成2)年3月 、文部省 は、外務省 と共管の財 団法人 として、「国際開発 高等教育機構」
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(FASID)を 設立す る。同機構 は、わが国の高等教育機 関において開発援助関係 の教育 と研究

を振興す ることを目的 としていた。文部省 は、FASIDが 行 う、①開発援助関係の研究等 を

行 う大学院生に対す る講座 の提供、②開発人材養成海外実習調査事業にたい して、経費 を

補助 した。翌1991年 か らは、一部の国立大学か らの申請に応 じて、国際開発 ・国際協力に

関わ る人材 の育成 と学際的 な研究 を目的 とする大学 院コースの設置 を順 次、認可す ること

になる。1991年 の名古屋大学大学院国際開発研究科、埼玉大学大学院政策科 学研究科国際

開発研究 コース、1992年 の神戸大学大学院国際協力研 究科、1994年 の広島大学大学院国際

協力研究科、横浜国立大学大学院 国際開発研究科 と設 立が相次 ぐ。

3.JICA「 開発 と教 育 分野別援助研究会」報告

いっぽ う、JICAは 、先の教育援助検討会での議論 をベースに して、1992年9月 に、正

式 に 「開発 と教育 分野別援助研究会」を設置することになる。今後 のわが国の教育援助 の

基本方針、重点分野、実施方法等 を検討す ることが 目的 とされた。飯 田経夫 ・国際 日本文

化セ ンター教授 を座長 とした七人 の研究会委員には、先の検討会 の委員 でもあった国立教

育研 究所の渡辺良国際教育協力室長が含 まれ ていたが、 ここには、文部省本省関係者 の参

加 はなかった。この研究会でJICA側 タスクフォースの主査 をつ とめた内海成治の証言によ

れ ば、一年半におよぶ研究会の間に、文部省 関係者 か ら意 見聴取す る機会はなかった とい

う。公式、非公式に参加 の打診があったか否 かは不 明であるが、 この時点では、文部省 と

して、ジ ョムテ ィエ ン会議以降の国際的 な教 育援助 の潮流 にいか に対応 してゆ くかについ

て、省内でもまだ手探 りの状況がつづいていたのではないか と推測 され る。

1994(平 成6)年1月 に公表 された同研究会の報告書は、ジョムティエン会議以降のわが国

の国際教育協力の基本方針 を定め、その後の教育援助の方 向性 を決定づけた とい う意味 に

おいてきわめて重要な もの となった。報告書は、 Ⅰ.「開発 と教育に関す る基本認識 」 とし

て、開発 における教育の役割、途上国の教育の現状、国際機 関やわが国の教育援助 の実績

を検討 したのち、Ⅱ.「 教育援助の実施 に関する提言」 としてまず、基本方針 として、次の

三点を掲 げた。(1)教育援助 の拡大 を図る、(2)基礎教 育援助 を重視す る、(3)教 育開発 の段階

に応 じて援助を実施す る。特に、 ここに基礎教育重視 の方針 が打ち出 されたこ とは画期的

なことであった。

従来、JICAを 含 めてわが国の援助関係者の間には、途上国の基礎教育支援 をタブー視す

る風潮が根強くあ り、これ に介入することにきわめて慎重 な姿勢 を取 っていたからである。

ここに初めて基礎教育援助 重視の姿勢が明記 されたのである。 しか しなが ら、当時、研究

会での審議活動を裏方 として支 えていた内海 の証言によれ ば、1990年 のジ ョムテ ィエ ン会

議以降における世界的 な基礎教育援助重視 の傾 向を背景に、その方向への議論の収斂を期

待 していた事務局側 の予測 にもかかわ らず 、研 究会の審議過程では、委 員の間か らさえ、

基礎教育援助 に対 してかな り厳 しい抵抗や反対論 が出て、議論 は紛糾 した と言 う。約10年
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後、当時の様子 を回顧 して内海は次のよ うに述べている。 「この提言 を現時点で見ると、あ

ま りに当た り前 のことで、このよ うな提言 を作成す るために、(研 究会での議論 に)多 くの

人間が約1年 半 をかけた ことが信 じられないであろ う」 「基礎教育重視の方針 は非常に難 し

かった。JICAも 含めて当時 のODA関 係者 にとって基礎教育は一種のタブーだったからで

ある」 「現在では、ODA関 係者 で基礎教育 に支援 に疑問を呈す る人はいない。・・・まさに

昔 日の感 がある](内 海2005年64-65頁)。 この時点 において も、基礎教育援助禁忌論は

いまだに根強かったのである。

(3)の方針はこれを補完す るものであ る。基礎教育 を重視する とはい えこれに一方的に偏

るのではなく、従来から実施 してきた高等教育や職業訓練分野の援助 も、被援助国の状況

に応 じて引き続き実施 してゆ くことを約束 した ものであ り、JICAの 従来の援助実績 との整

合性 を図った もの と言える。教育援助 の重点分野 と して、①基礎教 育(具体的 には、理数科

教 育、女子教育、社会的弱者 に対す る教育、 ノン ・フォーマル教 育 と②理工系の高等教育

の二点を、重点内容 として、①教育行政の強化、②教師の養成 と質的向上、③カ リキュラ

ム、教科書、教材開発、④学校施設の整備 の四点を掲げてい る。

4.文 部省 とJICAの 関係改善のきざし

こ うした方針や重点事項 とともに、報告書で見落 とせ ない ことは、援助 の実施体制の整

備 と して、次の点を指摘 していることである。 「教育援助の拡充 には、優れ た教育援助専門

家の養成確保が緊急の課題 である。・・・ 潜在的には、教育行政 を担 当している行政官、教

員研修担当の指導主事や教員、海外 日本人学校教員経験者が、教 育援助専門家 として考え

られ る。 それゆえに、教育援助実施機 関は、文部省や地方 自治体の協力を得 て、 リソース

パー ソン ・リス トを継続的 に提供 して もらうな ど、彼 らが積極的に教育援助 に参加 できる

方法 を検討すべきである」、「教育援助要請 に対応 してい くには、教育援助 に関わる機関や

研究者、専門家を結ぶ国内のネ ッ トワークが形成 され る必要がある。 こ うしたネ ッ トワー

クは、研 究者や実践者 の交流の場であるばか りでなく、教育援助に関係す る各省お よび援

助実施機 関が定期的に意 見交換す る場 として活用 されねばな らない。そのためには大学等

との教育援助 に関す る共 同研 究、共同調査 、人材 の交流 ・活用 を含めた多元的 なコ ミュニ

ケー シ ョンの場 を創設する必要がある」(国 際協力事業団1994年39頁)。 これ は、明 らか

に、文部省、地方教育行政機関に対す るJICA側 か らの支援 ・協力要請 のメッセージ として

読 み取 るこ とがで きよ う。

基礎教育重視の教育援助 に転換 しよ うとしても、JICA側 には、基礎教育支援 に関す る技

術 的 ノウハ ウや人材の蓄積はほ とん どなかった。従来 の高等教育や職業訓練 プロジェク ト

のよ うに、必要に応 じて、医学、農学、工学等 を専門 とする国立大学教官 を一本釣 りの よ

うに リクルー トす る方式は基礎教育援助では使 えなない。 「教育援助 の実施の適格者の リク

ルー トは、難 しいことを通 り越 して、適格者 の数 自体が少なすぎて話にな らない」(内 海
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2001年89頁)と い う隘路 を切 り開くには、これまで疎遠であった文部省、教育委員会、教

育学部教官 などとの関係 を構築 し、その支援 と協力を求めることが不可欠であった。

文部省関係者 が、JICAに おいて進行中の議論 をどの程度認識 していたかは不 明である。

しか しなが ら、推測するに、公表 された最終報告書で提示 された、国際教育協力の定義や

意義づけ、基本方針 、重点分野 ・内容 に関 しては.特 に異論のあるものではなく、その基

本的立場 を共有す ることは十分に可能で あると読み取ったのではないだ ろうか。また、報

告書に示 された、文部省、教育委員会等 の役割 に対す る援助実施機関か らのか らの期待表

明 と支援協力要請は、文部省側で も好感 を持 って受 け止められたのではないか。それは、

文部省 との関係改善 を求める外務省 ・JICAサ イ ドか らの 「ひそかなラブコール」 ととらえ

られたか もしれ ない。

Ⅲ.「 国際教育協力の在 り方懇談会」 とその提言

ジ ョムテ ィエン会議以降、状況の推移 を見守 りなが ら、国際教育協力事業への機 会を う

かがっていた文部省 関係者 は、 こうした機運 の高ま りを逃 さず、ついに文部省 として本格

的に施策 に取 り組む体制 を整 える決断をす るにいた ったもの と推測 され る。決断か ら、行

動までの、動 きは迅速なものであった。それ はまず 、報告書発表 か ら半年後 に、文部省 と

JICAと の間で、幹部職員の人事交流がスター トす ることで始まった。1994(平 成6)年7月 、

学術 国際局国際学術調整官の渡辺一雄氏が国際協力事業団派遣事業部派遣第 二課長 として

出向する。JICA側 からも文部本省への出向希望があったが、最終的には、都 内の国立大学

本部事務局の幹部職ポス トに就任 した とい う。1974年 のJICA創 設 から20年 目のことであっ

た。同時に、OECF(当 時の海外経済協力基金)と の人事交流 も開かれた とい う。

それに続 いたのが、 「時代 に即応 した国際教育協力の在 り方に関す る懇談会」 とい う長

い名称を持つ国際教育協力懇談会の設置であった。それは、学術国際局長 の私的諮問機 関

として位置付 けられた。懇談会は、森 島昭夫 ・上智大学教授 を会長 として16人 の委員か ら

構成 された。本懇談会の設置 について、文部省はその趣 旨の次のよ うに述べてい る。

「開発途上国の社会経済開発 には優れた人材 の養成 ・確保 が極めて重要であ り、教育

の普及の程度や質の高 さが国際的に評価 され てい る我が国に対 し、 この分野における

積極的な国際貢献 を求める声が国の内外か ら高まっている。文部省では、 これ までも

外務省 ・国際協力事業団等を通 じ、途上国に対 し専門家 を派遣す るとともに、外国人

研修生を受 け入れ るなど、教育協力 に積極的に取 り組んで きている。 しか しなが ら、

教育協力を推進す るに当たっては、その中核 となるべき大学、地方公共団体等の実施

体制の整備 、開発援助人材の養成、 さらには、教育協力に対す る教育関係者の意識醸

成等多 くの課題が あり、今後増大することが見込まれる途上国か らの協力要請に適切
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に対応 できない状況 となっている。 これ らを踏 まえて、本懇談会では、文部省 ・教育

関係機 関等が有す る豊富な人的知的資源 を利用 し、途上国に対す る教育協力を効果

的 ・効率的に推進できるよ う、基本的方向、具体的方策等 について懇談を行 う」

設置規定によれば、その審議期間は、平成8年4月 か ら1年 間 とされた。 しか し、記録

を見ると、同懇談会 の会合はすでに平成7年 末 から始ま り、正式 の懇談会設置までに3回

の会議を重ね、JICAの 内海等か らヒア リングを行っている。逆に、4月 以降は、会合は一

回のみであり、会議は合計4回 、同年6月 には、すでに報告書を提出するにいたっている。

おそ らく、その理 由は、予算要求措置 を急 ぐ必要にあった と推測 され る。 「時代に即応 し

た」 とい う用語がい ささか皮肉に聞こえるほ どの 「即応」ぶ りで あった。

懇談会の審議事項の(1)に は 「教育協力の意義 ・必要性、重点地域 ・分野に関すること」

が挙げ られている。先のJICAの 研 究会においては、ま さに、こ うした基本的な理念め ぐっ

て しば しば議論が紛糾 し、一年半とい う長い時間をかけて議論が行 われた とい うが、本懇

談会では、この種の 「基本的方向」に関する議論が再び繰 り返 され た形跡 はみ られない。

報告書の柱の 「Ⅰ.増 大す る国際教育協力への要請」、 「Ⅱ.国 際教育協力の方向 と課題」

にお ける記述や認識は、先 のJICA最 終報告書で示 され たものをほ とんど踏襲す るものであ

る。 この点では、すでに関係者 の間で国際教育協力を積極的に推進す ること、その基本的

な方向性に関 して一定の合意が形成 されてい ることを暗黙 の前提にす るものである。 ここ

で、本報告でのユニークな点を探せ ば、 Ⅰの(3)「 我 が国にとっての意義」 として、 「教育

協力 を推進す るこ とは … 大学等教育関係機 関の国際性 を高め … 大学等 の教育研究

機能の活性化、学術研究の振興 に大きく寄与す る。 … 教員等の国際感覚 ・適応力 ・指

導力を養 い … 国際理解教育が進展することが期待 され る」 と して、国際教育協力か ら

わが国の大学や教育界への還元効果 の意義 を指摘 していることである。 また、Ⅱの(3)「教

育関係機 関の主体的 ・組織的取組みの意義」の項において、 「技術協力専門家の派遣やプ

ロジェク トへの参加 ・協力 については、今まで、 ともす ると個人べースで、場 当た り的に

対応 されることが多 く、組織 的な対応のための体制は確立 されていなかった。.国 際教育協

力についての大学、都道府県教育委員会等にお ける十分な認識、明確な位 置付 けが必要で

ある」 として、文部省 関係者 の従来の取組 みの問題を率直に指摘 し、大学に対 して、国際

教育協力 を重要な任務 として明確 に位置付 け、主体的に教育協力 に参画す ること」を求め

ている点に特色がある。

この意味で、懇談会報告の核心 となるものは、Ⅲ.「 国際教育協力推進 のための具体的

方策」である。 ここでは、 「特に文部省 ・大学等をは じめ とする教育機関においては、実

現可能なものか ら着実に着手 され ることを期待す る」 として、次の七点 を提案す る。(1)関

係機関の連携 ・協力の強化、(2)教 育協力のための事務、情報収集 ・活用体制の整備、(3)国

際協力セ ンター(仮称)の 設置、(4)教職員の派遣の促進、(5)開発途上国か らの研修員の受入
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れ体制 の整備 、(6)コ ンサル タン トの育成、(7)開 発援助人材 の養成等。

最初 に関係機 関の連携の強化 をあげる。 「教育協力の推進のためには、文部省、外務省 、

JICA、OECF、 大学等教育機 関、教育関係 団体 、地方公共団体等の関係機 関に よる緊密 な

連携 ・協力が必要である。関係機 関において、連絡会議等を設置 して、定期的に連絡調整 、

意見交換 を行 うこと等によ り、国内のネ ッ トワークを形成 してい くこと。 … 特 に、今

後 ますます重要性が増大す ると考えられ る初等 中等教育分野の協力 については、組織だっ

た情報 ・意見交換の場が従来存在 していなかったが、都道府県教 育委員会等の教育機 関 と

の連携 を含めた、ネ ッ トワークの形成が望まれ る」 とする。これ は、現在の時点に立 って

読 めば ごく当た り前の ことを指摘 してい るよ うにも見えるが、長 らく続 いてきたそれまで

の文部省 関係者 と援助実施機 関関係者 との疎遠な関係 を考慮す るなら、文部省サイ ドの審

議会か らこのよ うな姿勢が積極的に示 されたことは、かな り重い意味 をもつ画期的 なこと

であった。先のJICA報 告で提示 された文部省 関係者 にたいする支援 ・協力要請 、関係機 関

の間でのネ ッ トワー ク形成 とい う呼びか けに、文部省 として積極的 に応ずる ことを宣言 し

たもの と読むこともできよ う。

(2)は教育 協力のための事務、情報収集 ・活用体制の整備である。 ここでは、④ 「教育協

力への参画を希望す る機関、人材等についての実態調査 を行 うとともに … 教育協力 に

関す るデータバンクを設けて、関係機関に対 して情報 を提供すること」 として、教育協力

データベースの構築を提案 していることが 目新 しい ことである。 また、ここでは、 この項

目の下での言及にはやや違和感 があるが、② 「開発途 上国の教育政策 ・計画の立案の強化

のため、JICAの 専門家派遣制度等 を活用 して文部省職 員、大学教員等 をア ドバイザー とし

て派遣す る」 として文部省職員 の派遣にまで踏み込んでいることも注 目され る点である。

(3)は、国立大学に、国際協力センター(仮称)を 設置す るとい うきわめて具体的な提案で あ

る。前述の ように、この時までに文部省は、国立大学 に大学院国際開発(協 力)研 究科の設置

を進めていたが、さらにこれ とは別 に、いくつかの大学内に、国際協力の実践や事業推進

のネ ッ トワー クの拠 点的機能を持つ研究機構 を新設す るとい う野心的なイニシアテ ィブで

あった。 「医学、工学、農学、教育学、社会科学等 の教育協力の需要の高い問分や専門分

野において」 「開発途上国の現場における実践的協力 に焦点をあてつつ … 全国的な視

野に立 って、 … 実践的な調査 ・レビュー ・研究及び教育協力の企画 ・調整、教育協力

に関す るデータベー ス構築、派遣教職員や外国人研修生等 に対す る研修 の実施」 と対象分

野、機能、業務 まで明記 してお り、おそ らく、 この(3)事項 に関 しては、すでに事前 に省 内

の関係部局や大学関係者 とのす り合わせはかな り進んでいたもの と推測 され る。

(4)教職員の派遣の促進。① 「小 ・中 ・高等学校教員の国際教育協力への参加 は、帰国後

の教育活動に資するとい う観点か らも意義深い」 として、 「今後、教員 による教育協力の

参加が一層積極的かつ円滑に進む よう、文部省 、地方 自治体、国際協力事業団等 の関係機

関で検討 を進 める」 ことを求めている。②大学、研究所の研究者の場合には、 「出掛 けや
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すい環境 を作 る必要があ り、比較的長期間の派遣が可能 となるよ うな教育 ・研究上の配慮

がなされ るようにす るとともに、帰国後の処遇や業績 として充分に評価 され るよ うに配慮

する」 ことを求めている。③ 「日本人学校、青年海外協力 隊等で海外勤務経験 を持つ小 ・

中 ・高等学校 の教員を中心に、退職教員等を含めた教育協力に関心のある人材 を登録 ・活

用 してゆく」 ことを提案す る。 このように、 この項 目では、従来、国際教育協力にはほと

ん ど無縁 と考 えられてきた初等中等学校の教職員の派遣促進に大 きく踏 み込むものであっ

た ことに特色 がある。

(5)開発途 上国からの研修員の受入れ体制の整備では、①大学等での研修 プログラムの作成、

受入れ施設の整備 に加 えて、②地方 自治体の教育セ ンターでの研修員 の受入れ 、わが国の

教員等 との交流の機 会を提供す るこ とを提案す る。おそらく後者は、これ までほ とん ど実

績のないことであ り、地方教育委員会サイ ドにとっては、対応 は容易ではない と思われる

が、地方 自治体に教職員の派遣のみな らず、研修員受入れまで要請 していることは注 目さ

れる。

(6)コンサル タン トの育成。 「特に、教育分野については、我が国では、他の分野に比べ、

コンサル タン トが育っていないのが実情であ り、このことが教育協力 を積極的に展開す る

上か らも一つの隘路 となってい る」 とい う。おそ らくこれは、援助関係者 の認識であろ う

が、ODA事 業 におけ るコンサルタン トとい う業務 と職種にほとん ど予備知識のない、文部

省 関係者に とっては、民間企業が主体 のコンサル タン トの育成 に文部省 が どのよ うに関わ

るべ きなのかとい う点で も、文意 はあいまいである。

(7)開発援助人材の養成等。ここでは、主に、設置が進行中の大学院国際開発研究科等 の整

備 とともに、医学 ・工学 ・農学 ・教育学 ・社会科学等 の研究科 ・学部 において も開発援助

関係分野の整備拡充を図 るこ とを求めている。前者 においては、特に、学生 に対 して海外

での フィール ド・ワークやイ ンターンシップの機会を拡充す るなど、理論 と実践 を兼ね備

えた国際的に貢献 できる人材 を養成す ることが必要であることを指摘 しそのカ リキュラム

の改善 ・充実 を求 めてい る。

Ⅳ.第 一次国際教育協力懇談会 とその報告

次の国際教育協力懇談会は、2000(平 成12)年6月 に設置 された。その性格上、本懇談会

と先のものには連続性があ り、事務局 も引き続 き、学術 国際局国際企画課教育文化 交流室

が担当する。 しか しなが ら、今度は、文部大臣の裁定の規定によって設置 され、文部大臣

の私的諮問機 関とされた。 この意味では、この国際教育協力懇談会 と先 の学術国際局長の

諮問機関であった 「時代 に相応 した国際教育協力の在 り方 に関する懇談会」 とは、厳密 に

は、名称も異なる別組織 と位置付 け られ る。 それゆえに、 ここでは、本懇談会 を第一次国

際教育協力懇談会 と呼ぶ こととす る。 中根千枝 ・東京大学名誉教授 を座長 とす る10人 の委
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員は、国際協力事業団総裁、国際協力銀行副総裁、経済界代表、マスコミ関係者を含 めて、

よ り広範 な分野 の代表か ら構成 され ている。審議期 間は12月 末までの約半年間 とされ た。

6月6日 付 けで文部大臣によって裁定 され た審議会の設置趣 旨は、それ を簡潔 に次のよ う

に述べている。「ケルンサ ミッ ト及びG8教 育大臣会合 において確認 されたよ うに国際社会 ・

経済における教 育の役割の重要性が世界の共通認識 になってお り、また、ユネスコ等主催

の世界教育フォー ラム(本年4月)で も開発途上国の基礎教育支援 を強化す るこ ととされてい

る。そこで、これ までの我が国の開発途上国に対す る知的 ・人的国際貢献の経験 を踏 まえ、

今後の国際教育協力の在 り方 について有識者 による懇 談を行 う」。

懇談会設置のタイ ミング としては、前回の 「在 り方懇談会」か ら4年 がたち、また、同年

4月 には、ジ ョムテ ィエ ン会議後の10年 間でのEFA運 動の進捗状況 を評価す る 「世界教育フ

ォーラム」(ダカール会議)が 開催 され、2015年 を 目標 とした新たな 「行動の枠組 み」が設 定

された とい う時期にあたっていた。文部省は、同会議に対 し、有馬朗人(参議院議員、前文

部大臣)、大木正充(大 臣官房審議官 ・学術国際局担当)、渡辺 良(国 立教育研究所国際研究 ・

協力部長)の 三人の代表団、国際学術局国際企画課か ら三人の職員 をオブザーバー として

派遣 している。また、同 じく4月 には、G8の 教育大 臣会議が 日本 をホス ト国 として開催 され、

ここでは主と して教 育における情報通信技術(IT)の 活用が主要な議題 とされ た。 このた

め本懇談会は、まず 、教育協力におけるITの 位置付 けや 関連施策について他の事項 に先駆

けて議論を行ない、7月 半ばには、早々に 「IT革命 に対応 した教育協力 について(提言)」 を

行 った。

懇談会は合計10回 開催 され、同年11月 末に、『開発途上国へ の教育協力方策について』

報告を文相に提出 してい る。 ここではまず、今後の教育協力 を考える上で重要 な視 点 とし

て、①ODAに おける教育 ・人づ くり分野の比率の向上、②(援助 関係者や教育関係者の)教

育協力への理解お よび国際教育に関する教育の推進 、③IT革 命 とIT技 術 の活用、⑤教育協

力に関す る政策評価等 の確 立、 を挙げる。注 目点はここで もやは り、Ⅲ 「具体的提言」で

ある。ここでは、(1)教育協力のニーズの把握 、計画の策定及び必要な体制整備、(2)小、中、

高等学校関係者 による国際協力活動の推進、(3)大学 関係者 による国際協力活動 の推進、(4)

コンサルタン ト業務 における大学の機能 の活用、(5)開発援助人材 の育成体制の充実、(6)国

際的な遠隔教育プ ログラムの開発等、(7)外 国人留学生お よび研修員の受入れ体制の充実、

が提言 されてい る。

(1)は、国別の国際教育協力計画の策定 とそのための体制整備 であ る。 これは、在 り方懇

談会報告での提案 された、(1)関係機関の連携 ・協力 の強化 と、(2)情 報収集 ・活用体制の整

備 、を具体的に国別 の教育協力計画策定 に集約す るこ とを求めた ものと言 える。 「各国の教

育事情 とニーズを把握 し、計画 を策定することが必 要であ り」、「政府 と して、援助機関 と

協議 しつつ、国別援助方針等 を踏まえ、各 国の事情に即 した教育協力計画 を策定すべきで

ある」 とい う。そのために、地域研究の成果の活用、NGOや 民間企業 との連携 、必要 に応
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じた調査団の派遣、開発途上国の中央政府への教 育政策 ア ドバイザーの派遣 も有効である

とす る。

(2)は、先の報告では 「教職員 の派遣」 とされていた ものを、小 ・中 ・高等学校 関係者 に

よる国際教育協力の推進 と、対象を明確に して より詳細かつ具体的に提案 しているもので

ある、 ここでは、まず、①青年海外協力隊への現職教員の参加促進 を挙げる。 「開発途上国

か らの青年海外協力隊の教育分野への派遣要請の数が多いが、これ まで、現職教員の参加

は少な く、 この分野の隊員の多 くは教職未経験者 であった。現職教員の協力隊活動参加 を

求 めることで、途 上国の教育現場で、 よ り効果的な支援が期待できるとす る。 これまで、

現職教員の参加 を困難 にしていた原因には、約2年3ケ 月 となる協力隊の派遣スケジュー

ル と学校現場の活動スケジュールが合わず、年度途中での職場離脱 、あるいは復職 で人事

措置上 の問題が生 じ、また都道府県に よる派遣教員の給与の一部負担な どで派遣入数の限

界があった」 ことを指摘す る。 このため、報告 は、「青年海外協力隊への参加 を希望す る現

職教員については、できるかぎ り多 くの者が教員身分を有 したままで参加 できるよ う」、「今

後 は、JICA、 文部省及び都道府県教育委員会等が連携 し、対象を現職教員 に絞った特別な

制度 を設ける」(下線筆者)の ことを提案する。

また、ここでは、同 じ協力隊関連事項 と して、開発途上国での多様 な経験 をわが国の教

育 に役 立てることを期待 して、協力隊OBを 教員 として採用するために、「文部省か ら教育

委員会に対 し、協力隊への参加経験を教員採用選考において積極的に評価す るよう働 きか

ける」ことを求めてい る。次 に②JICAの シニア海外ボランテ ィアへ の現職 ・退職教員の参

加促進 、③教育委員会による専門家派遣等への協力 として、1)公立学校教員等のJICA専 門

家 としての派遣、2)技術協力プロジェク トへの都道府県教育委員会単位での主体的な取組み

(「一県一国支援」)と い うアィディアを提示す る。④ このため、大学関係者の人材データベ

ースの作成 と合 わせて
、小 ・中 ・高等学校教員の うち、開発途上国での教育協力活動 を希

望す る者 を体系的に登録す るための制度を創設す ることが望ま しい とする。JICAと 文部省

の関係が疎遠であったこともあ り、従来、教育委員会 レベルでのODAやJICAの 活動への

認知度はきわめて低い ものであった。ここでの提案は、JICAと の密接な連携の強化 を前提

に、都道府県教育委員会を巻 き込 んで、現場教員の積極的活用による国際教育協力 の推進

を図ろ うとす る意欲的かつ斬新なものであ り、まぎれ もな く、本報告での目玉となるもの

であった。

(3)大学関係者に よる国際協力活動の推進。 ここでは、①国際教育協力研究センター の整

備拡充お よび機能強化 を求 める。後述す るよ うに、この時 までに、す でに、教育、農学お

よび医学 の分野で同セ ンターが設置済であった。 引き続 きその拡充を推進す ることを求 め

る。この他 に、②援助機 関等 からの経費の受入れ等による人材の確保 、③退職教員の活用、

そのための援助人材デー タベースの作成 、④教員や研究者の国際協力活動 を学内で積極的

に評価す る姿勢 を強化す ることを提言す る。
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(4)コ ンサル タン ト業務にお ける大学 の機能の活用。前述のよ うに、「コンサル タン トの育

成」とい う提言 は、先の報告 にも見 られたが、その意味す るところは、あいまいであった。

ここでは じめて、その定義、役割、そ してその業務への大学の関与が具体的に提示 された

ことになる。①では 「ODAに おいて、 コンサル タン トは、援助機 関か らの委託 を受 けて、

各種 の調査や実施 に関す る業務 に従事 し、協力案件全体の円滑な実施 に重要な役割 を果た

す ものであ り、我 が国で も建設分野な どで多数の企業 コンサル タン トが活躍 している」が、

「教育 ・人づ く り分野 では、 コンサル タン ト業務 を行 う能力を備えた組織が我 が国では十

分 に育 っていない現状 にあ り … なるべ く早期 に育成 してい くことが期待 され、これに

大学教員等が協力 してゆくことが望まれる」 とす る。② では、 さらに具体化 して、大学の

特性 を活用 して、「大学 と援助機 関又はコンサル タン トの間で、開発援助 に関す る受託研 究

契約 を締結 し、大学が開発援助 に関す る調査、実施、評価等の各般 の業務に対 して組織 的

に対応す る」必要があるとして、大学 による受託研 究への取組みを促す。これ に関連 して、

③ 国立大学教員 によるコンサル タン ト業務 の兼業許可に関 して も明確 にゴーサインを出 し

ている。理工系や医薬系においては、企業等か らの受託研究は少な くない とされ るが、こ

れ まであま り経験がない開発援助の分野での委託研 究の推進の奨励、また報酬 を受 けての

コンサル タン ト業務の兼業認可 を明確にするなど一段 と踏み込んだ提案 といえよ う。

(5)開発援助人材 の育成体制 の充実。 ここでは、設置が一段落 した国際開発大学院に関 し

て、 「学生の国際的な業務分野への就職について も一定の成果 を上げてい るが、国際機 関で

活躍す る高度に実践的な援助人材 を多数輩出す るには至 ってお らず、国際協力以外の分野

に就職す る卒業生 も少なくない」 と現状分析 し、「開発途上国にお ける現地実習、国内の援

助機関における実務実習な どを行 うとともに、実務家や外国人教員 の活用等 により講師陣

の多様化 を図 りよ り実践的なのもとすることが望まれ る」 とす る。ま た、今後、政府開発

援助に関する評価事業が活発化することが予想 され る ことか ら、政策評価等に従事あ るい

は研究す る人材 を開発大学院で育成す ることを期待 している。

(6)国際的な遠隔教育プログラムの開発等。 これは、本懇談会 が先に提案 したIT革 命 に

対応 した教育協力の内容を再掲す るものである。(7)外 国人留学生及び研修員の受入れ体制

の充実は、①従来か らの文部省国費留学生制度 の一層の充実、② 円借款(留 学生借款)や 無償

資金協力(留 学生支援無償)等 による新たな留学生事業 に対応 しての、開発途上国のニーズに

合った多様 なコース、魅力 あるプログラムの整備等、③企業や官庁にお ける外国人留学生

イ ンター ンシップの機会の拡大、④派遣中の大学教員に よる留学生 ・研修員 の推薦 、⑤ 日

本留学 ・研修経験者 の現地援助事業への活用を求めている。

Ⅴ.第 二次 国際教育協力懇談会 とその提案

第二次国際教育協力懇談会は、2001(平 成13)年10月 に設置 され た。 これは第一次懇談

51



会報告か らわずか に一年あま り後のことであった。前回に引き続 き、中根千枝 ・東京大学

名誉教授 を座長 とし、複数 の委員 も留任す るな ど、第一次懇談会 との連続性を強 く感 じさ

せ るものであった。設置を取 り巻 く環境 としては、同年7月 に開催 され たジェノバ ・サミ

ッ トにおいてEFAの 実現をめざし開発途上国への教育支援について改めて言及 がな され、

また、この際に、小泉首相が 「米百俵の精神」 を紹介 しなが ら、国づ く りにお ける教育の

重要性 を訴 えたことが話題 となっていた。教育支援が主要議題 として取 り上 げられ ること

になった翌年のカナナスキス ・サ ミッ トに向けてわが国の国際教育協力の基本方針 をあら

ためて取 りまとめ るとい う作業 も予定 されていた。また外務省の 「第 二次ODA改 革懇談会」

が、「日本 の主体的、戦略的、体系性」のある協力の重要性 を指摘する中間報告を出すなど、

わが国のODAの 在 り方が改 めて問われていた。

第一次懇 談会提案の 目玉の一つであった現職教員の青年海外協力隊への参加促進は、す

でに、2001年4月 に、青年海外協力隊 「現職教員特別参加制度」 として発足 をみていた。

上記のよ うな背景 もあってか、第二次懇談会においては、当初か ら、わが国の強みを生か

した独 自の国際教育協力の可能性、 日本発の発信型 の教育協力を追求 しよ うとす る トーン

が支配的であったのが特色であった。懇談会は、前半で、改あてわが国の国際教 育協力の

基本理念を整理す るとともに、 「ダカール行動枠組み」への対応をにらんで、初等中等教育

を中心に集 中的に議論 して、基本方針 を策 定す る作業を行 う。2001年12月 に提出 された

中間報告では、まず、国際教育協力 の意義 を次のよ うに表現 した。以下、す こ し長 くなる

がここに引用 しよ う。なぜな ら、それ は、わが国の国際教育協力の理念 を、簡潔 かつ明瞭

に表明 したもので あり、1990年 代以降、さま ざまな場や機 関で論 じられてきた、わが国の

国際教育協力 の理念 をめ ぐる議論の一つの到達点を示す ものであると思われ るか らである。

「教育 は、家庭教育、学校教育、社会教育な どの さまざまな形 において、人間の一生

を通 じて実現 され るべきものであ り、人格形成 と、人権 、環境 、経 済産業等のあ らゆ

る領域 の基盤 を形成するものである。 とりわ け、最大の課題である貧 困に対 して教育

は、人間の潜在的な能力の開発 を促す ため、開発途上国が自らの努力 によって貧 困か

ら脱出 し持続的に発展 してい くための基盤づ く りに大きな役割 を果たす ことができる。

さらに教育は、人々に自ら考える力を与え、対話 を通 じて他者や他文化 を理解する力、

国際協調 の精神 を重ん じる態度を育む ことがで きる。

我が国は、戦後、教育を国づ く りの基本 とし、『米百俵』の精神をもって復興 してき

た。国民生活、経済活動のあ らゆる領域の基盤 となる教育に人的 ・物的資源 を傾注す

るかか る経験は、開発途上国、そ して、世界各地でみ られ る紛争地域での紛争解決後

の国づ くりにとっても大い に参考にな り得 る」。

「教員 が開発途上国において国際教 育協力 に従事す ることによって、 コ ミュニケー

シ ョン、異文化理解や概念化 の能力を身に付 け、国際化 のための素養 を児童 ・生徒に
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波及的に広めるならば、『内なる国際化』を促進 し、相互理解 と相互依存の必要性がま

すます高まる国際社会 に対応 できる 日本人 の形成 にも資す ることができる。

さらに、開発途上国 と我 が国 との間では、教 育を成立 させ ている歴史や社会文化が

大き く異 なることか ら、我 が国か ら派遣 された教員が、両国の教育経験 を比較す るこ

とによ り、我が国の教育の良い点を再認識 した り、国内の教 育に生かせ る点 を発見で

き る。 このた め、教育協力に参加 した教員は帰国後に 自身の経験を教育の現場に還元

できるよ うにな り、我が国の教育の質を直接的 に高めるとい う効果 もある」。

続いて、中間報告は、「わが国は、今後 、初等 中等教育分野 に対す る協力 を重点的に強化

し、ダカール行動枠組みの目標達成 に向けて協力 してい くことが重要であ る」 と指摘 し、

国際教育協力 の最優先課題 が初等 中等教育分野 にあることを明言す る。そ してそのために、

以下のような六点の 「新たな取組 み」が必要であるとす る。

(1)我 が国の教育経験 を生か した国際協力

(2)紛 争解決後 の国づ くりにおける国際教育協力

(3)協 力経験の蓄積 と伝達を行 うための教育 に関す る拠点システム

(4)国 際教育協力への国民参画(NGO、 教育関係団体 との連携 の強化)

(5)現 職教員の活用による 「日本人の心」が見える協力の促進

(6)学 校 を地域の教育拠点 とした効果 のある協力

わが国の教育経験、紛争後の教育復興、拠 点システ ム、国民参加 、現職教員活用 とい う

この後 の、国際教育協力施策の焦点 となるキー ・タームがここに出揃ってい る。ちなみに、

(6)の意味 は、従来か らの学校建設プ ロジェク トに、そこを拠点 とす るソフ トの協力(青年や

親 に対す る識字や ライフスキル に関す る幅広い教育活動 を併せて行 う)とい う提案である。

これ は後に 「住民参画型学校運営」プロジェク トと呼ばれることになる。

この後 、中間報告書 において、提言 された事項の うち、詳細な検討を要請 された二つの

項 目、すなわち 「わが国の教育経験の活用等」および 「途上 国協力への現職教員参加促進」

に関 して、ODA実 施関係者、文部科学省、教育NGOネ ッ トワーク、教育委員会な どから

構成 され るタスクフォースが設置 され 、それぞれの課題について約4か 月 にわたって集 中

的に制度設計 を検討す る作業を行 った。4月 に再開された後半の懇談会では、対象を狭義 の

国際教育協力に限定す ることなく、大学 による国際開発協力促進のた めの環境整備 を議論

す るとい う三段構 えの審議 となった。 懇談会会合は、合計10回 開催 され、翌2002(平 成

14)年7月 に最終報告書 を提出 している。

こ うした審議経過 を反映 して、最終報告書は、二部構成 となってお り、第一部は、 「ダカ

ール行動枠組み」へのわが国の対応 を中心 とした初等中等教 育分野での国際協力 とそのた
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めの国内体制の整備(拠 点システム)の提言、第二部は、大学における国際開発協力促進のた

めの方策 を幅広 く提言す る内容 となってい る。

第一部は、基本的に、中間報告を再掲す るものであるが、「我が国の教育経験を生かす」

と 「現職教員 の活用」に関 しては、タス クフォースでの検討 を踏 まえて、内容がよ り具体

化 されて形で提示 され る。「ダカール行動枠組 み」で掲げ られた 目標にそ って、我が国の教

育協力に活用で きる可能性が高い分野 として、幼稚園教育、理数科教育、環境教育 、家庭

科教育、健康教育(学校保健 ・学校給食を含む)、教員研修制度、学校施設(中 長期的 な施設

計画策定手法お よび、地域 コミュニティの拠点 としての学校施設)、障害児教育、職業教育、

女性教育 の十分野を指摘す る。 この他に、教育行政 、学校運営等の分野横断的課題 がある

とする。

さらに、これ らの分野 と課題 を、(1)開発途上国での教育経験の豊富 な分野(理 数科教育、

教員研修制度、職業教育、それ に教育行政、学校運営等の分野横 断的課題)、(2)協 力経験の

浅い分野(そ の他の分野)と に分類 し、両者 については異なる方策 をとるよう求める。 前者

では、「要請ごとの個別 的な対応 ではなく、分野や課題 ごとに共通 し活用できる経験 を取 り

ま とめ、共有化 し、派遣者な どに伝達 してお くことが重要である」 とす る。 当面は、開発

途上国か らのニー ズが引 き続 き高い、「理数科教育」、「教員研修制度」と 「分野横断的課題」

を中心 とす ることが適 当であるとする。後者 の分野では、「我が国の教育経験について、開

発途上国に必ず しも十分な情報や理解があるとは限 らない ことか ら、相 互に対話 ・検討を

重ね、… わが国の教育経験の有効性を実証 してゆく過程 が必 要である」 として、主 とし

て、我が国か らの情報発信や フィー ジビリティ調査 を行 うこ とを提案す る。

もう一つの焦点 とされ た、現職教員の活用 に関 しては、平成14年 度4月 に青年海外協力

隊 「現職教員特別派遣制度」が創設 されたものの、 「依然 とし応募数が十分ではない」 とい

う。現職教員参加 の更に促進 していくためには、 「広報活動 を更 に積極的 に行 ない、幅広 く

関係者の理解を求めることが必要であ り」、「また、派遣 され る現職教員に対 し、あ らか じ

め基本的な活動内容の提示、協力の事例集や共通 して活用できる教材等 の提供、派遣前研

修や派遣期間の中の指導 ・相談を行 うな どの、サポー ト体制を強化 していくことが重要で

ある」とす る。また、協力隊の年齢制限を超える40歳 以上の教員の派遣 、退職教員活用に

ついても検討を進めることを求める。

こ うした、わが国の教育経 験の活用及 び現職教員の活用を促進 してゆくためには、国内

の実施体制 として 「拠点 システム」が必要であ るとい う。これは 「あ らか じめ我が国の協

力経験やノ ウハ ウを国内で整備 してお くことに より、協力要請に前 もって備えてお くこと

を可能 とし、協力の質的、量的、 さらにはタイ ミングの観点 からも、開発途上国の要請に

対 して、的確に対応 してい こ うとす るのである」 と説明 され た。 「個別対応か ら体系的対応

へ」がそのスローガン とされ た。 このため 「国際教育協力に実績 のある広 島大学及び筑波

大学の 『教育開発国際協力セ ンター』を拠点システ ムの中核 としつつ、国立、公立、私立(大
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学)及 びNGO、 民間企業等か らな るネ ッ トワークを形成す る」とその構想 が示 された。拠 点

システムの具体的な機能 と活動 として、①我 が国の(経験の豊富な)主力 となる教育協力分野

を強化するための 「協力経験の共有化」、②派遣 され る現職教員の支援(共 有化 された協力経

験の伝達)、③協力経験 の浅い分野 の活動促進に対す る支援、を求めた。

紛争解決後 の国づ くりにおける国際教育協力では、すでに平成13年11月 末に文部省 内

に 「アフガニスタン復興 のための教育支援 プロジェク トチー ム」が設置 され、支援活動が

開始準備 され てお り、平成14年4月 の、ア ミン教育大臣来 日の際には、当面の支援策 とし

て、①教育専門家の派遣 、②わが国の女子 大学の コン ソーシアムによる女性教員研修、③

ユネスコを通 じて識字教育支援 、④学校募金 の支援、が提示 されていた。最終報告では、

アフガニスタン支援 を具体例に、紛争解決後の国際教育協力に 「引き続 き、積極的に検討 ・

実施 してゆ くことが必要で あること」 を指摘す る。

第 二部は、狭義の教育分野へ の支援 に限定せず 、大学にお ける国際開発 協力 の促進 に関

する方策を述べる、先の第一次懇談会で提起 された、(3)大 学関係者 による国際協力活動 の

推進、(4)コ ンサル タン ト業務 における大学の機能 の活用、の 二つの項 目を合わせて、 さら

に踏み込んだ提案 をした もの と言えよ う。

まず、現状 における問題 を次のように述べ る。 「大学による従来 の協力は、ほ とん どが大

学教員個人に よる協力であ り、無報酬、すなわち、大学に対す る人件費の補てん等がな く、

協力期間 中に授業や研究活動に欠員が生 じる状況 となってい る。 このため、大学側 にとっ

て長期間あ るいは頻繁な協力が困難 になっている。 このよ うな問題 を解決す るため、大学

が国際援助機関 との契約 に基づ き組織的に携わ り、人件費、間接経 費を得 て、欠員等の補

充に対応す ることが必要である」。報告書では、それ を 「大学教員個人による協力か ら、大

学組織 による協力への転換 」 と表現 している。 このよ うな国際援助機関 との契約 に基づ く

国際開発協力プ ロジェク トの実施は、大学 にとって 「資金的な利 点」のみな らず 、途上国

での調査 ・研究な ど 「研 究資源 としての魅力が大きい」。 さらに 「大学の国際的な認知度や

名声に も反映 され」、また、学生に対 して開発途上国 における実地経験 を通 じた教育を施す

ことが可能 となるため 「実践的な人材輩出 にも効果 が高い」 と大学への還元効果 を含 めて

その意義を強調す る。 しか しなが ら、現状では、 さま ざまな制約要 因があ り、 これを改善

す るために、国立大学のみな らず 、公立、私 立大学に も共通す る課題 と して、次の ような

点をあげる。①大学にお ける国際開発 協力活動 の基盤 の形成、② 国際援助機 関 との関係の

構築 と強化、③大学間及び大学 とコンサル タン ト企 業 ・海外大学 との連携促進 、④大学に

おける実務能力の向上、⑤分野別の国際開発協力戦略 の形成。

さらに、報告 は、具体的 に新 しい組織の設置の提案に進む。上記の①～④ は、わが国の

大学 と国際援助機関 との間、あるいはコンサル タン ト企業 ・国内外 の大学な どの連携機 関

との間を結び付 ける活動で あるため、これ らの間の結節点 とな り、両者の関係強化 を図 る

役割を果たす 「サポー トセ ンター」の創設が必要であるとす る。 また⑤ に関 しては、先に
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分野 ごと設置 され た既存の 「国際教育協力研究センター」にその役割 を期待す るが、 これ

もサポー トセ ンター と密接 に連携 して活動 を行 うことを期待 している。

さらに最後に、報告書は、 もう一つの組織の設置 を提案す る。 「大学には、その知的な資

源 を国際開発協力活動に活かす とい う役割のほか、学問的省察 を通 じ時々の政策 の妥当性

を吟味する学問の府 として、国内外の動向を的確に捉 えた上でODA政 策を客観的 に研究す

るとい う役割 も期待 されてい る」 とい う。 こうした期待に応えるため、我が国の大学にO

DA戦 略 に関す る研究 ・分析 を担 う独立 した 「国際開発戦略研究センター(仮 称)」 の設置

を検討すべきであるとす る。 この組織 については、第一次懇 談会、お よび 中間報告では触

れ られていなかったものであ り、懇談会後半の審議で急浮上 した構想であると思われ る

なお、2002年6月 に開催 されたカナナ スキス ・サ ミッ トの機 会に、小泉首相か ら発表 さ

れた 「成長 のための基礎教育イニシアティブ(BEGIN)」 においても、第二次懇談会の議論

が反映 されているとしてい る。

Ⅳ.第 三次国際教育協力懇談会 とその報告

第三次国際教育協力懇談会は、2006(平 成18)年2月 に設置 された。第二次懇談会報告か ら

約3年 半ぶ りのことであった。懇談会設置 の環境 としては、2000年 に設定 された、国連 ミレ

ニアム開発 目標や 「ダカール行動枠組み」の2015年 までの達成 が困難であるとい う見通 し

が明 らか とな り、また、わが国のODA予 算の削減傾 向の中で、 「選択 と集 中」 「量か ら質

への転換」とい った、わが国のODA予 算の効果的 ・効率的活用が求められている時であっ

た。2004年4月 には、国立大学の法人化がスター トしていた。懇談会は、木村孟 学位評価 ・

学位授与機構長 を座長 とす る11人 の委員 であ り、懇 談事項 は、(1)今後の国際教育協力のあ

り方、(2)国 際協力 における大学等が有する 「知」の活用、 とされた。項 目としては、第二

次懇談会報告の第一部、第 二部に対応 した懇談内容 になっている。

懇談会 は、約半年間の間に8回 の審議を行い、同年8月 に、 『大学発 知 のODA～ 知的

国際貢献に向けて～』 と題す る報告書を提出 した。報告書の題 目にも現れ てい るよ うに、

第三次懇談会 での焦点は、む しろ後者の 「大学 を中心 とした教育関係者の国際開発協力へ

の参画のあり方について審議する」 ことにあ り、前者 の国際教育協力 に関 しては、 これま

での報告に基づき 「実施 された施策の レビュー」することに限定 されていたのが特色であ

った。審議経過でも、(2)を先行 させていた。

報告書では、前者は、 Ⅱ.「 わが国の特色が生 きる戦略的な教育協力の推進」 に示 され

た。 まず、今後の教育協力の基本的な方向性について、次の ように記す る。 「基礎教育に

ついては、我が国が有する教育上 の知見 ・経験 の中でも国際的に比較優位 を有す る分野や

高い効果の見込まれる地域 ・国を選択 し、開発途上国の量的 ・質的向上や持続的発展 を促

す各種の ノウハ ウの蓄積 ・共有化や人的協力 ・交流を重視 した協力体制 の整備 ・充実 を進
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める」。 「アジア地域 を中心に、わが国の知見 ・経験が活かせ る高等教育 ・職業教育分野

における協力に戦略的に取 り組む」。 ここでは、 これまでの報告に見 られなかったい くつ

かの特色 があ る。前者では、教育協力の対象 として、 「国際的比較優位 を持つ分野や高い

効果の見込まれ る地域 ・国を選択 し」 として、これ までの、総花的 、包括的な援助方針 か

ら、比較優位や援助効果を基準とした選択的なアプ ローチが主張 されている。 また、後者

では、初等 中等教育就学率が向上 し、また、欧米諸国の大学の進出などが著 しいアジア地

域では、高等教育 ・職業教育分野における協力 に戦略的に取 り組む、として、ここには じ

めて、 「ポス ト基礎教育」分野への進出に言及 している。あえて 「戦略的」 とい う言葉が

挟 み込まれてい るこ とも、基礎教育分野では見 られないものであった。

具体的 な方策 として、次のことを提言す る。(1)基 礎教育分野における質的向上 ・持続的

発展 の促進、の項 目では、①教育関係者 を通 じた教育 ノウハ ウの提供、②理数科教育な ど

の我が国の教育上の知見 ・経験のオープン リソース化、③基礎 教育協力に携わ る国内関係

者相互のネ ッ トワー クの形成 、④南南協力への積極的貢献、の四点が指摘 されてい る。②

で上記の国際的な比較優位 を有する分野 として、理数科教育、教育行財政、学校改善 ・校

内研修な どが挙げ られてお り、第二次報告で、 「我が国の協力経験 の豊富な分野」 と呼 ば

れたもの とほぼ重なるものであることが分かる。 ここでは、④の南南協力への支援への言

及が唯一の目新 しい ものである。(2)高 等教育 ・職業教育分野における協力の拡充、では、

①息の長い協力 ・交流 を進 める戦略(ODA協 力 と恒 常的な大学間交流の リンク等)の 実現、②

高等教育 ・職業教育分野における知見 ・経験 の蓄積 ・共有化、③ アジア地域における高等

教育に関する相互理解 の促進 、を挙げてい るが、ここでの提案は、 わが国の大学 の国際展

開をもに らんで、協力のための環境整備 を求める段階に とどまってお り、 この分野での具

体的方策 にまで踏み込むものではない。

この他 に、(3)わが国教育協力関係者 の連携の促進等 では、①協力における連携 の促進 、

②国際開発協力人材の育成のための連携協力 、③ 国際機関 との連携 の促進、④初等 中等教

育現場における国際理解教育の充実、⑤地域 における外国人 のための日本語教育の充実、

を指摘す る。いずれ も、 「教育協力全般にわた り、限 られた リソースの中で効果的 ・効率的

な教育協力を進めため、関係者相互の緊密 な連携体制を整備す る」 ことを求めるものであ

り、既存 の方針や事業を再確認す るものにとどまる。

第三次懇談会報告 の中心は、Ⅲ.「我 が国の大学が有す る 『知』の活用」にあった。 これ

は、第二次懇談会報告 の第二部 「大学 にお ける国際開発協力の促進」において指摘 されて

いた、大学による国際開発協力への関与の促進、大学によるODA関 連プ ロジェク トの受託、

コンサルタン ト業務へ の進出等を、 さらに一層、具体的な形 で推 し進 めることを提案す る

ものと読む ことができる。

まず、大学の知 を活用する意義 ・大学が担 う役割について次の よ うに述べる。「貧 困 ・飢

餓、災害、地域紛争、感染症 といった地球的規模 の困難が課題解決 に向けて、先進各国は
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資金 面だけでな く、知的貢献が求められてい る … 我が国が国際社会において責任 ある

役割 を担い、知的貢献を果たすためには、知的源泉 として大 きな責務 を有す る大学を有効

活用 し、国際開発協力の質的向上に役立ててい くとい う視点が必要である。 このような国

際貢献は、教育、研究、社会貢献 とい う大学の役割の一翼 を担 う重要な取組であると言 え

る」 として格調高 く大学の使命を論ず る。ただ し、これ に続 けて 「特 に、 自然科学分野に

比べ競争的研究資金の種類が少ない といわれ る人文 ・社会科学分野においては、国際競争

開発への参画によ り、外部資金 を得て … 大学側 にとっても参画す ることの意義は大 き

い」 と、大学側の本音 とも言 える世俗的な意義付 けをす ることも忘れ ていない。

次 に取組 を期待す る環境整備 の方策 として、(1)大 学の知 を活か し得る体制の整備 、(2)大

学の国際協力活動への支援、(3)参画する大学に求め られる改善事項、(4)サポー トセ ンター

の抜本的改善の見直 し、の四点を指摘す る。(1)に 関 して、①大学の援助 リソース(研究成果

や高度人材要請機 能)に関す る見本市機能の創設、②知的ネ ッ トワークの形成、③プロジェ

ク ト・コーディネー ターの育成 ・確保 、を挙 げる。いずれの場合 も、 「サポー トセンターが

核 とな り」と記述 されてい るよ うに、第二次懇談会の報告を基に、すでに発足 していた 「国

際開発協力サポー トセ ンター」の拡充を体制整備 の鍵 としてい る。プ ロジェク ト・コーデ

ィネーター とい う新 しい職種の創設 に言及 してい るこ とが注 目され る。(2)の 大学への支援

に関 しては、②において、競争的研究資金における国際開発協力への配慮をあげ、 「競争的

研究資金は、その性格上学術的見地か ら選考 され るのが当然で あるが、開発途上国の開発

ニーズに対応 した研究に対 しては研究成果の社会的還元 とい う観点か らの配慮 も期待 され

る。特 に、地域研究等の中には、国際開発協 力を進 める上で有益な研 究も多 く、ODA予 算

による支援 を含 め、特段の配慮が期待 され る」 とまで踏 み込む。従来、あま り社会か ら注

目されず科学研究費補助金等の獲得 においても、苦慮 してきた開発途上国研究者や地域研

究者 にとっては、きわめて心強い朗報であろ う。表現においても、具体性 の点において も、

本報告で、最も重視 されてい ると思われ るのは、(4)のサポー トセンターの抜本的な見直 し、

であろ う。 「サポー トセ ンターは大学の国際協力プ ロジェク ト受託促進を 目的に、平成

15(2002)年 か ら活動を行 ってきたが、これに留ま らず、広 く大学の組織的な国際協力活動

に対す る支援を行 うこととす る。加 えて、NGOを 含 めた教育関係者が参画する国際協力活

動全般に対す る支援を行 う。そ の際、… 学術交流 に関連 した事業を実施 している機 関を

は じめ、種々の機 関との連携 ・協力 を強化す る」 とい う。 このため(1)で指摘 した新たな取

組 に加えて、以下の取組 を開始す るとする。

① 目利 き人材によるコンサルテーシ ョン。かれ らの役割 は 「援助機関や大学OBな どのシ

ニア人材 も活用 し、大学の有す る知的 な援助 リソースに関 し専門的な見地か ら技術的なア

ドバイスを実施す る」 ことにあるとす る。 「目利き人材」 とい う古典的な表現で 「援助機 関

や大学のOBな どのシニア人材」 としてそのイ メージまで示 している。

②大学相互の協力体制構築のためのコーデ ィネー ト。複数の大学等が参画す る国際協力
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活動におけるネ ッ トワーク化を促進す るため、サポー トセ ンターが コーデ ィネー ト機能 を

担 う。サポー トセンターについては、… 将来的には、大学関係者 による主体的な運営体

制の下、NGOや 経済界な ど援助関係 の多様な人材が集 う場所へ と移行 してい くことが望ま

れ る」 とさらなる機能拡張への期待をにじませてい る。

Ⅶ.体 制整備、予算措置、制度化 のへの動 き

こうした約10年 間にわたる国際教育協力 にかかわる懇 談会での審議、合計 四回の政策提

言を受けて、文部省は、順 次、体制の整備、予算措置、制度化への取組みを行って きた。

懇談会報告 の分析か ら明 らかなよ うに、懇談会で の審議事項は、当初 は、開発途上国の教

育分野、 とりわけ初等中等教育分野 を中心 とした支援 のあり方を検討す るとい う限定 され

たもの としてスター トするが 、しだいに、教育分野に限定せずに、わが国の大学の国際開

発協力への関与、ODA事 業への積極的な参画の可能性 を議論するものへ と焦 点を拡大 させ

てきた。 したがって、これ を受けての文部科学省 の政策的対応 も、狭義の国際教育協力方

策 ともよべる前者 と、大学等の国際開発協力促進策である後者 とに区分す ることができる。

広島大学 と筑波大学に設置 された 「教 育開発国際協力研究センター」は、おそ らく、両方

の機能の重なる部分に位置す るものであると考え られ る。以下、時系列的 に、文部省の主

な政策的取組みを整理 してみよ う。前述の ように、これ に先立 ち、すでに1994年 には、文

部省 とJICAお よびOECFと の間での幹部職員の人事交流がスター トしていた。2001年1月

の省庁再編によ り文部科学省 となった際 に、従来の国際企画課教育文化交流室は、国際課

国際交流政策室 とな り、さらに2002(平 成14)年1月 に 「国際協力政策室」と改称 されている。

(1)狭 義の国際教育協力推進 のための取組み

・1996年5月 『文部省のODA― ― 開発途上国の人造 り等への協力―― 』発行

・1997年4月 広島大学 「教育開発国際協力研 究セ ンター」設置

・2001年4月 青年海外協力隊 「現職教員特別参加制度」創設

・2001年11月 文部省アフガニスタン教育支援プ ロジェク ト発足

・2002年4月 筑波大学 「教育開発国際協力研究セ ンター」設置

・2002年6月 「成長 のための基礎教育イニシアテ ィブ(BEGIN)」 発表

・2003年4月 初等 中等教育等の協力強化のための 「拠点 システム」事業開始

・2004年3月 国際教育協力 日本 フォーラム(JEF)第 一回開催

・2005年2月 文部科学省拠点システム構築事業国内報告会開催

・2005年11月 リー フ レッ ト 「私たち学びたい 日本による教育分野の支援」発行(外 務省

との連名)

・2007年4月 「拠点システム」を 「国際協力イニシアティブ」教育協力拠点形成事業に再

編
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(2)大 学等の国際開発協力推進 のための取組み

・1999年4月 名 古屋大学 「農学国際教育協力研究セ ンター」設置

・2000年4月 東京大学 「医学教育国際協力研究セ ンター」設置

・2001年4月 豊橋技術科学大学 「工学教育国際教育研究センター」設置

・2002年4月 名古屋大学 「法政国際教育協力研 究セ ンター」設置

・2003年4月 国際開発協力サポー トセ ンター ・プ ロジェク ト発足

・2003年4月 政策研 究大学院大学 「国際開発戦略研 究セ ンター」設置

・2007年4月 「国際協力イニシアテ ィブ」開始

以上の ように、文部科学省は、第 二次懇談会報告 を受け、2003(平 成15)年 度か ら、初等

中等教育分野等の協力強化のため 「拠点システム」構築事業 と、大学 による開発援助機関

か らの援助 プロジェク ト委託活動を促進す るため 「国際協力サポー トセンター ・プ ロジェ

ク ト(SCP)」 事業を開始 した。 また、拠点システム事業の一環 として、広 く国内外か ら関係

者が一堂に会 して国際教育協力 のあ り方についての率直な意見交換、交流 を行 う場 として

「国際教育協力 日本フォーラム」(Japan Education Forum)が 開催 され ることとな り、2004

年3月 、国連大学において第一回フォーラムが開催 された。 これは、外務省、文部科学省、

広島大学、筑波大学の四者による共催 であった。2007(平 成19)年 には、第三次報告 を受 け、

従来の拠点 システ ム、サポー トセ ンター ・プロジェク ト、 さらに新規事業 として、開発援

助ニーズ(課 題や要望)と 我が国大学の援助 リソース(人 材や教育研究機能な ど)の 有機

的な結合 と分野別 の助言を効果的に行 うこ とを 目的に した 「分野別ネ ッ トワーク」形成構

想 を統合す る形で、「国際協力イニシアテ ィブ」を開始する。 このため、従来の拠点システ

ム事業は、 「国際協力イニシアテ ィブ」教育協力拠点形成事業 と呼ばれ るよ うになる。

教育協力拠点形成事業 は、大学、法人格 を持つNGO、 任意団体 を対象に した公募 により採

択 され る。 たとえば、平成20年 度の事業では、(1)教 育研究に関す るわが国の経験の活用、

(2)教 育研究に関す るわが国の経験の活用(ESD)、(3)青 年海外協力隊派遣現職教員の支援、

(4)教 育研究に関す るわが国の経験 の発信(ESD)(5)知 的支援 ネ ッ トワークの形成、(6)関連

情報の整備 ・管理の六分野の活動 にたい して公募が行われ、(1)13件 、(2)6件 、(3)5件 、(4)

4件 、(5)1件 、(6)1件 の課題 が採択 されてい る。合計20校 の国立 ・私立大学 、一つの教育

NGOが それぞれの課題について国際教育協力に係 るモデル形成事業を行っている。(6)の 関

連情報の整備 ・管理の事業は、筑波大学教育開発 国際協力研究セ ンターによる 「『国際協力

イニシアテ ィブ』教育協力拠点形成事業全体 に係 る成果品の収集 と管理」で ある。

むすび

ジ ョムテ ィエ ン会議以降、 とくに、1990年 代半ば以降におけ る文部科学省の国際教育
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協力事業への取組みは、確 実に、前進 してきたと言 えよう。全体で 四次にわたる国際教

育協力懇談会の審議は、文部科学省関係者 、地方教育委員会、学界、援助実施機 関、マ

ス コミ、経済界な どを代表す る多彩な委員 を集 め、わが国の国際教育協力の在 り方 をめ

ぐって、さま ざまな角度か ら論議 を重ねてきた。 これほ どの集 中的 な審議は、先例を見

ないものである。 こ うした審議 を経 て、少な くとも狭義の開発途上国の教育分野への支

援、特に、基礎教育分野支援 のた めに、当面、わが国 において実現可能性 のある と思わ

れ る政策メニ ューは、ほぼ出揃 った といえるのではないだろ うか。 また、この間に、文

部科学省 、大学 関係者 とJICAを は じめとする援助実施機 関関係者 との関係 は、大 きく改

善 され、相互交流の機会も拡 大 した。今や、相互に不可欠のステイ ク ・ホルダー とみな

しあ う関係 がほぼ定着 しつつ ある。 この間に、青年海外協力隊 「現職教員特別参加制度」

とい う、世界に類例 を見ないわが国独特の国際教育協力の形態が誕生 した ことは、特筆

されることであると思われ る。派遣現職教員の帰国報告会、教育協力拠点形成事業の国

内報告会 、国際教育協力 日本 フォーラム等の開催 も、定例化 され回数を重ねている。開

発援助人材 の育成機関 として設置 された大学院国際開発(協 力)研究科 には、開発途上国の

教育分野の開発支援 を視野 に入れて、教育学研究者 も教授スタ ッフに組み入れ られてい

る。 この10年 ほ どの間に、離陸期にあったわが国の国際教育協力事業は、広島大学 と筑

波大学の 「教育開発国際協力研究セ ンター」の精力的な活動を両翼の推進力 として、 よ

うや く安定飛行 に入 りつつ あると言 えるかもしれ ない。
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・ 「成長のための基礎教育イニシアテ ィブ(BEGIN)」 平成14年6月

・広島大学教育開発 国際協力研究センター設立10周 年記念事業報告書 平成18年12月

・文部省 『学制九十年 史』 昭和39年

・文部省 『学制 百年史』 昭和47年

・文部省 『教育 ・学術 ・文化 における国際交流』＜中央教育審議会答 申＞ 昭和49年

・文部省 『学制 百二十年史』 平成4年

・文部省 『文部省のODA― ― 開発途上国の人造 り等への協力』1996～1999年 版

・文部省学術国際局留学生課 『我が国の留学生制度の概要』 各年度版

・文部科学省 『文部科学 白書』 各年度版

・ 『文部科学省幹部職員名鑑』 各年度版 文教ニュース社

・国際協力イニシアテ ィブ教育協力拠 点事業ホームページ

initiative.criced.tsukuba.ac.jp

・文部科学省ホームページ 国際教育協力

www.mext.go.jp/a _menu/kokusai/kyouiku/main5_a9.htm
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第四章 外国人教員研修留学生制度による現職教員の受入れ

は じめに

わが国の国際教育協力事業について議論す る時、比較的長 い歴史を有するにもかかわ ら

ず、一部の大 学関係者を除いて あま り良く知 られてお らず、ともすると見落 とされがちな

ものに、外国人教員研修留学生制度 による開発途上国の現職教職員の研修事業がある。 こ

の教員研修留学生 プログラムは、国費外国人留学制度のなかにおける新 しいカテゴ リー と

して、1980年 に創設されたものである。これは、開発途上国の初等中等 学校の現職教員、

教員養成機 関の教員等 を対象 として、わが国の教員養成大 学、教員養成学部 において、1

年半の間、大学院 レベル の特別研修を提供す るという留学生制度 である。わが国の国費留

学生制度 は、元来 、開発途上国の人材育成支援を主要な 目的に発足 したのであ り、事 実、

国費留学生の大多数は開発途上国か らの留学生である。その意味で、留学制度全体が、広

い意味では、国際協力事業 と位置付け られ るかもしれないが、 この教員研修留学生プログ

ラムは、ターゲ ッ トを開発途上国の教育現場の現職教員 に絞 り込み、わが国の教員養成機

関で研修を行 うという独特なものであ り、まぎれもな く、開発途上国の教育分野での人材

開発 を支援す る教育協 力事業 と呼べるものである。 ここでは、その制度の歴史 と現状を明

らかにする。

Ⅰ.教 員研修留学生プログラムの発足 と発展

わが国の国費外国人留学生招致事業は、1954(昭 和29)年 に開始 され た。招致する留学生

は、外国の大学を卒業 してか らわが国の大学、大学院等 において研究 を行 う 「研究留学生」

と、高校卒業後わが 国の大学学部に留学する 「学部留学生」の二種類 とされた。研究留学

生は、一部は、欧米諸国か らも招致されるが、学部留学生の場合、その対 象はアジア諸国

のみに限定されていた。1962年 、文部省で、留学生関係 の事務を所掌 していた調査局国際

文化課長であった佐藤薫 は、当時の国費留学生招致 プログラムの特色を次 のよ うに説明し

て いる。「わが国はアジアの一員であることの自覚と責任感か ら、昭和27、28年 か ら、そ

れぞれの要請 に応 じ、経済援助、技術援助 をはじめるに至った。 この経済援助、技術援助

の一環 として、あるいは経済援助 にさきがける人づ くりの一つの協力方策 として、と りあ

げ られ たのが留学生招致である。… この学部留学生招致制度は、わが国が、世界諸 国に

さきが けて実施 した独自の もので あるが、その狙いとす る所 は、大学等の数が少ないアジ

ア諸国の、国づ くりの指導者養成に協力 しよ うとす るところにある」(佐藤 昭和37年233

頁)。1954年 、最初の留学生23人 を受入れたのを皮切 りに、国費留学生は、しだいにその

数を増 して いった。
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それ から25年 後の1979(昭 和54)年 、上記 の研究留学生、学部留学生の他に、新 しく、

「日本語 ・日本文化研修留学生」プ ログラムが追加 され た。これ は、「自国において、日本

語、 日本文化 を専攻する学部学生 を対象 に、 日本での研修 の機会を提供することを 目的に

する」 ものであった。期間は一年間 とされた。

教員研修留学生プ ログラムは、この翌年、1980年 に創設 された。ちなみに、さらにその

2年 後の1982年 には、 「高等専門学校留学生」と 「専修学校留学生」の二つのカテゴリー

が国費留学生制度 に追加 されてい る。1980年 前後に、わが国の国費留学生制度は、プ ログ

ラムの多様化 を推進 し、ほぼ今 日にいたる形態を整 えた といえる。 これ以降は、新 しい類

型 としては、2001(平 成13)年 に、「ヤング ・リー ダー ズ ・プログラム留学生」[若手行政

官等対象]が追加 されただけである。ちなみに、当時 の中曽根首相の諮問機 関 「21世 紀へ

の留学生政策懇談会」が 「留学生受入れ10万 人計画」の構想を うちだすのは、この直後

1983(昭 和58)年8月 のこ とであった。

時代背景 としては、1979年5月 に、フィリピンのマニラで開催 され た第五回国連貿易

開発会議(UNCTAD)に 出席 した当時の大平首相が、一般演説を行 ない、その中で、80年 代

に向 けて、わが国の国際協力の指針 にふれ、またその中で 「人づ くり」 の必要性 とそのた

めの協力 をわが国の援助政策の基本 とすることを表明 した ことが、こ うしたプログラムを

発 足させ る推進力 となった と言われている(高倉 他1988年p.85)。

教員研修留学生プ ログラムの創設 に際 して、 当時の文部省内で、その理念や制度設計に

ついて、 どのよ うな検討がな されたかを知 るための資料類 は、残念なが ら入手 できていな

い。当時の文部省 白書には、「さまざまな留学生の教育需要に応 じて国費留学生制度 の多様

化 を図ってお り、昭和54年 度 には 日本語 ・日本文化研修制度を、55年 には開発途上国の

現職教員等 を対象 とした教員研修留学生制度を創設 した」(文部省 昭和55年219頁)、 と

述べ られているのみである。研 究留学生(大 学院2年 以内)、学部留学生(5年 間)と い うそれ

ぞれの課程の履修年数 に対応 した既存 の留学生プログラムにたい して、研修留学生 とあえ

て 「研修」 を明示 し、期間を一年間にす るとい う短期の留学生プログラムは、すでに 日本

語 ・日本文化研修留学生プログラムで先例 ができていた。大学院 レベルの研修 なが ら、期

間一年半で、あくまで現職教員 としての職能成長を 目的 とする研修であ り、修 士号の取得

を 目的とす るものではない、 とい う制度設計は、それな りの合理性 と説得力 をもっていた

のではないか と推測 され る。教員研修留学生は、英語ではTeacher-Training Studentsと

表記 された。

1980年 初頭までには、各国の在外公館への募集要項の通知、また、最初の受入れ機関 と

なる大学 との連絡調整 などが進め られ ていたものと推測 される。 こ うして、1980年10月

に、東南アジアのASEAN五 カ国(タ イ、マ レー シア、イン ドネシア、フィリピン、シンガ

ポール)か ら40人 の教員研修生が来 日した。 日本側 の受け入れ大学は、筑波大学、千葉大

学、横浜国立大学、愛知教育大学、広島大学 の五校 であった。翌1981年 には、人数が60
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人 とな り、対象国 も前記アセアン諸国以外に、 ミャンマー、韓国、中国、メキシコ、ブラ

ジル と拡大 された。受 け入れ大学 も、静岡大学、神戸大学、岡山大学が加わ り八校 となっ

た(村 田他 昭和59年23頁)。

新規受入れ人数 は、その後 も、80人 、90人 、95人 、110人 、120人 、130人 、140人

と毎年、増加 され、1989(平 成元)年 には145人 となる。その後数年145人 が続 くが、平成

6年 には、155人 へ と増え、今 日まで毎年155人 体制 が続いている。受入れ大学 も、53校

にまで増加 している。募集対象国 ・地域は、現在では、84か 国の開発途上国 にまで広がっ

ている。制度発足以来、平成21年 度までの30年 間で、累計で4，000人 をこえる教職員が、

この教員研修留学生プ ログラムを通 じてわが国の大学で学んできたことになる。

Ⅱ.制 度設計

最新の2010年 度教員研修留学生の募集要項か ら、教員研修留学生の制度 と特色をみれば、

以下のよ うな ものである。

「応募者の資格お よび条件」

・対象:日 本政府 と国交を持つ国。ただ し、募集 時に、 日本 国籍 を有す る者は応募 の対

象 にな らない

・年齢:応 募時で35歳 未満。

・学歴:大 学又 は教員養成校 を卒業 した者であ り、 自国の初等 ・中等教育機 関の現職教

員及び教員養成校の教員 であ り、通算5年 以上の現職経験がある者。なお、現

職 の大学教員は対象 とは しない。

・日本語能力等:日 本語 を学習 し、かつ 日本語 で研 究指導を受けよ うとす る者。 また 日

本で研究に従事 し、生活 に適応す る能力 を有す ること。

・その他:帰 国後に復職 の うえ、学校教育に関する研 究成果 を、帰国後 も教職 において

活用できること。

「選考手続き」

大使館等の在外公館 に、募集要項(和 文、英文)及び 日本側 での受入れ大学が作成す る 『教

員研修留学生ガイ ドブ ック』(和 文、英文)が送 られる。応募者 は、 これに より、必要提 出

書類 を作成 し、公館窓 口に提出す る。在外公館は、 申請書類お よび面接等 に基づき、一次

選考を行 う。 この際、渡 日後の 日本語教育の参考 とす るため、 日本語及び英語 の筆記試験

を行 う。第一次選考合格者 は、在外公館 から文部科学省に推薦 される。文部科学省 は、第

一次選考合格者 について最終選考 を行 ない、採用者 を決 定する。

「大学へ の受入れ及び大学 における専門研修」

研修生の各大学への配置は、文部科学省が研修希望分野等を勘案の上、大学 と協議 して決

定する。この決定に対す る異議は認めないとい う。大学における研修 は、原則 として 日本
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語で行われ る。 日本語能力が不足す る留学生は、配置 された大学又 は文部科学省が指定す

る大学の 日本語研修 コースで 日本語教育 を受 ける。 日本語教育期間は、最初の6か 月間で

あるが、受入れ大学によっては研修 と平行 して、 日本語教育を実施す る場合が ある。研修

は、①一般 コース と②各大学の特色を活か した特定の分野 をあ らか じめ示 した特別プ ログ

ラムか らな り、主に学校経営(教育行財政、学校経営等)、教育方法(教授 ・学習 システム論、

教育課程、教育評価等)、 専門教科研究(数 学、物理、化学、体育等)、及び見学実習(授 業参

観、特別教育活動への参加、教育研究施設見学)等 か らなる。留学生 の希望研究テーマを考

慮 し、適宜柔軟な指導計画 を組むことも可能 としている。所定の課程を終了 した者には修

了証が与えられる。なお、この制度は学位 の取得 を目的 とす るものではない。したがって、

日本政府(文部科学省)奨 学金留学生 として本 プログラムの途中又は修了直後 に大学院の修

士課程、博士課程 に入学することはできない

「奨学金等」

教員研修留学生には、往復渡航費(航空券)が支給 され る他、毎月の奨学金(2009年 には月

額152，000万 円)が支給 され る。大学の入学金、授業料等は 日本政府 が負担す る。

募集要項を、大学院 レベル の研究留学生のもの と比較 してみると、現職教員の経歴、お

よび帰国後の教職への復帰等 の条件、期間が1年 半 と2年(た だ し、研究留学生 でも、正

規の修士課程ではない、研 究生、科 目履修生、聴講生 として在籍す る場合 は1年 半)の 違

いを除けば、両者に大きな相違はみ られない。原則 として半年間の 日本語予備教育の実施

も同 じであ り、毎月 の奨学金の同額 である。在外公館 での第一次選考の実施 も同 じである。

ただ し、研究留学生 には、在外公館 での第一次選考を経る者 の他に、各国の大学の学長か

ら文部科学省大臣に対 して直接推薦 を受 けつ ける大学推薦 とい う方式 もある。

Ⅲ.受 入れ校 とプログラム

2009年 度の教員研修留学生の受入れを表明 し、一般 コースおよび特定プログラムのガイ

ドブ ックを作成 してい る大学は以下の ようである。

「一般 コース」

大学名 過去の受入れ実績 新規受入れ定員

1.愛 知教育大学2004年 ～20名12名

2.秋 田大学2003年 ～5名5名

3.千 葉大学2008年 度8名 約20名

4.愛 媛大学2007年 度3名10名
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5.福 井 大学 毎年4～5名10名

6.福 岡教育 大学7名21名

7.福 島大学1993年 ～19名3名

8.岐 阜 大学 過 去5年 で10名5名

9.群 馬 大学2003年 ～7名13名

10.弘 前 大学1983年 ～50名5名

11.広 島大学1980年 ～279名30名

12.北 海道 教 育大 学 約10名

13.兵 庫教 育 大学2004年 ～19名10名

14.茨 城大 学2005年 ～2名3名

15.岩 手大 学9名3名

16.上 越教 育 大学2004年 ～6名10名

17.香 川大 学2006年 ～3名5名

18.鹿 児 島大学2年 に1名 程度3名

19.金 沢大 学2006年 ～8名6名

20.神 戸大 学 毎年2名 程度4名

21.高 知大学 若 干 名

22.熊 本大学2006年 ～10名33名

23.京 都 工芸 繊維 大学2名

24.京 都 教育 大 学2004年 ～30名8名

25.三 重大学2005年 ～3名7～9名

26.宮 城 教育 大 学2005年 ～13名8名

27.宮 崎 大学3名3名

28.長 崎 大学 過 去10年 で18名8名

29.奈 良女子 大学 過 去10年 で10名3名

30.奈 良教育 大学 過 去5年 で8名11名

31.鳴 門教育 大学2000年 ～48名 約10名

32.新 潟 大学2005年 ～3名10名

33.大 分 大学3名

34.岡 山大学1980年 ～177名12名

35.大 阪 大学2008年2名6名

36.大 阪教 育 大学12名

37.琉 球 大学1993年 ～14名8～9名

38.佐 賀大 学 過 去7名6名

39.埼 玉大 学2名
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40.滋 賀大学1名5名

41.島 根大学 過去5年11名10名

42.信 州大学2004年 ～3名3名

43.静 岡大学1982年 より受入れ7名

44.東 京学芸大学2008年10名20名

45.東 京外国語大学10名

46.鳥 取大学2002年 ～7名4名

47.富 山大学5名

48.筑 波大学1980年 ～263名10名

49.宇 都宮大学2008年6名10名

50.山 形大学2004年 ～3名5名

51.山 梨大学2001年 ～5名5名

52.横 浜国立大学 過去5年 で39名10名

53.和 歌 山大学2008年 度4名16名

「特定プ ログラム」

大学名 プ ログラムの特色 新規受入れ定員

1.愛 媛大学 日本型教 育の総合的研修 プログラム5名

2.北 海道教育大学(釧 路校)へ き地小規模校での教育に関す る研修 数名

3.茨 城大学 社会科 の教育研究方法の習得2名

4.京 都教育大学 連合教職大学院:現 職教員 とフィール ドワーク

で学ぶ 「日本の教育」6名

5.宮 城教育大学 ユネ スコ ・スクール と持続発展教育(ESD)研 修10名

6.奈 良教育大学 現職 日本語教員研修プログラム4名

＜出典 ＞ 教員留学生留学生ガク ドブ ック2009年 版

1980年 の発足時には、わずかに5校 のみであった受入れ校は、2009年 には、教員養成

学部を持つ全 国のほぼすべての国立大学、 さらに、京都工芸繊維大学(理 科教員研修)、 東

京外国語 大学(日 本語教員研修)、大阪大学(日本語教員研修)、神戸大学、奈 良女子大学、筑

波大学 と教員養成系の学部を持たない大学 もこれに加わ り、全部で53校 が教員研修留学

生の受入れ体制 を整 えてい る。各大学が用意する受入れのガイ ドブ ック(和文 と英文、同 じ

ものは文部科学省のホームページにも掲載 され る)の情報量は限 られているが、それぞれ の

大学は、 自校の伝統や特色、所在地の地域情報 、国際交流活動や留学生受入れの実績、研

修プ ログラムの概要、宿舎情報等 を記載 し、また、大学によっては、留学生受入れ の可能

性や実績 のある教官の氏名を明示 してい るものもある。応募者は、上記のガイ ドブ ックに
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より、留学を希望す る大学および研修 コースの種類 を選択 し、順番 を付 けて三つ選択 し、

申請書に添付する。

ちなみに、一般 コー ス と特定プログラムとの違 いについては、次のよ うに説明 されている。

「一つは、皆 さんが学校で教えている各教科 に関 して、研究テーマ を設定 し、一人の

教員の もとで研修 し，よ り専門的で深 い知識を身 につけることを 目的 とした一般 コー

スです。 も う一つは、特定の分野やテーマ を研修大学が設定 してお り、そのテーマに

ついて、複数の教員 と複数 の教員研修留学生が共同で、一定程度共通 した研修 を受け

る特定プログラムです。他 の教員研修留学生や教員 との議論 などを通 じて、一つの教

科 に限 らず幅広い知識 を身 につけるこ とを目的 としています」。

Ⅳ.研 修プ ログラムの構成

研修 の具体的プログラムについては、原則 として、来 日する10月 か ら最初 の半年間に

「日本語および 日本に関す る研修」 を行 うことは原則 とされているが、後半一年間の専門

教育研修の内容に関 しては、明確 な基準は定 められていない。最初か ら受入れ校 となった

筑波大学 は、その経験 を次のように述べている。「教員研修留学生制度は文部省の留学生プ

ログラムであるが、統一 され定式化 された指導計画が しめ され ているわけではな く、各受

け入れ大学が独 自に企画 し実施することが原則 とされて きている。… これまでは、国際

的な教員研修制度の一つの実験例 として、試行錯誤のなかでこのプログラムが実施 され る

ことが許 されて きた」(高倉 他1988年94頁)。

最初の半年間の 日本語教育に関 しては、大多数 の大学では、自校の留学生セ ンターや国際

交流センター等で行っているが、 日本語教育の面において充分な対応能力 を持たない十数

校の大学では、「文部科学省が指定す る大学で 日本語コースを受 ける」として、近隣の大学

に 日本語教育の コースの提供 を委ねている。 この場合、受入れ大学での研修は、実質的に

は後半の一年間 とい うことになる。 日本語教育は、この後 も、時間は減少す るが、研修生

の能力や希望に応 じて、各大学において継続的に提供 され る。専門教育に関 しては、各校

が独 自の内容 と指導方法を工夫 している。ほぼ共通するもの として、講義(日 本文化 ・日本

事情、 日本教育入門、 日本語教育用語解説、教育史等)、 演習、指導教員による個別指導、

附属校での授業観 察、教育施設 ・学校 見学、各種の交流会、研修旅行、ホームステ ィ等が

組み合わ されることが多い。授業等は、基本的に 日本語 で行われるが、一部の科 目につい

ては英語 で提供する、あるいは、個別指導 を英語で行 うなどと記載 している大学 もある。

また、多 くの大学で、研修の終わ りに、「修了論文」や 「最終 レポー ト」の作成が要求 され

る。大学によっては、研修を補助 し支援す るために、学生 ・院生や若手教員 をチューター

として配置する ところもある。
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2009年 度、「特定プログラム」は、六つの大学で行われ ている。いずれ も、一般 コース

も受入れている大学であ り、それ とは別枠で一定分野に特化 した研修プ ログラムを提供 し

ているのが特色である。愛媛大学は、「日本型教育の統合的研修プログラム」と銘打 ち 「幼

稚園か ら高等学校 、特別支援学校まで、幅広 く多岐 にわたる高度な専門教育を、教育現場

との密接な連携を生か しなが ら行 う。 日本の教育や文化について、多面的かつ実践的に高

度な内容を学ぶ ことができる」 とする。北海道教育大学釧路校は、へ き地小規模校での教

育の実践的課題について研修 を行 うユニー クなものである。茨城大学は、社会科教育法に、

また宮城教育大学は 「持続発展教育(ESD)」 に特化 したプ ログラムを提供する。京都教育

大学 は、連合教職大学院(京都教育大学が中心 となり、京都産業大学、京都女子大学、同志

社大学、同志社女子大学、佛教大学、立命館大学、龍谷大学の京都7大 学連合で設立)を基

盤 に、フィール ドワー クを重視 したプ ログラムを提供す るとい う。奈良教育大学は、 日本

語が外国語 として教え られている国で 日本語教育をしている中等学校教員のための研修を

めざす。

Ⅴ.研 修成果の報告

一年半の研修の成果 は
、多 くの大学の場合、修了論文、最終報告書の作成 とい う形で提

示 され る。以下のものは、最近、筑波大学で研修 を行 った研修生が提出 した最終報告書の

主題 の事例である。ちなみに、同大学では、これ らの報告書の他に、研修生の指導 にあた

った指導教員 ・チューター等 の感想や意見、研修生の手記等をまとめた 『外国人研修留学

生最終プ ログラム報告書』 を作成、発行 している。

[第24期(2003年10月 ～2005年3月)

(1)English Curriculum Management in Lower Secondary School:Comparing Between 

Thailand and Japan in the Period of Education Reform

(タイ 中等学校英語教員)

(2)Comparative Study on Leading Institutions that Grant Educational Provisions and 

Services to the Visually Impaired in Japan and Philippines

(フィ リピン 特別支援学校教員)

(3)韓 国にお ける学校カ ウンセ リングの課題―― 日本の学校 カウンセ リング体制を基に し

て――(韓 国 小学校教員)

(4)韓 国人 にお ける 日本語学習時の誤用傾 向(韓 国 中等学校 日本語教育教員)

(5)韓 国の 日本語教育にお けるコミュニケーシ ョン ・スキル教育

(韓国 中等 学校 日本語教育教員)

(6)Exploration of Elementary School Student's Beliefs Regarding Classroom
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(韓 国 小 学 校 教 員)

(7)中 国 の 終 身 教 育 体 制 構 想 に 関 す る 研 究 ――日本 の 生 涯 学 習 体 系 と の 比 較 を 通 して――

(中 国 教 育 省 生 涯 教 育 局)

(8)The Inciusion for Special Childrenin Japan(ブ ラ ジ ル 特 別 支 援 教 育 教 員)

[第26期(2005年10月 ～2007年3月)

(1)A Study of Parent-Teacher Relationships in Japanese School

(タ イ 中 等 学 校 英 語 教 員)

(2)The Deveiopment of English Instructional Activities Emphasizing Drama

 Techniques for Enhancing the Language Skills(タ イ 中 等 学 校 英 語 教 員)

(3)A Comparative Study on Lower Secondary School English Textbooks between

 Japan and Korea in the Perspective of Reading Material and its Activities

(韓 国 中 等 学 校 英 語 教 員)

(4)高 等 学 校 「経 済 」 教 育 課 程 の 韓 日 比 較 に 関 す る 研 究

(韓 国 中 等 学 校 社 会 科 教 員)

(5)A Study on the Application of TBLT to English Grammar Teaching in China

(中 国 外 国 語 学 校 教 員)

(6)マ レ ー シ ア に お け る 国 民 統 合 施 策 に つ い て(マ レ ー シ ア 中 等 学 校 教 員)

(7)Information Technology and its methodology in the Context of the New

 Technoiogies in the Global Forrnation of the Pupil of the Initial Grades of Basic

 Education in Brazilian Schools and Elementary Education，Japanese Schools

(ブ ラ ジ ル 中 等 学 校 教 員)

(8)The Process of Development and the Trend of Reformation in Japanese Educational

 System(メ キ シ コ 教 育 省)

(9)Study on Jugyo-Kenkyuu(授 業 研 究)for Improving Teaching and Learning

 Mathematics in Japan(モ ロ ッ コ 中 等 学 校 数 学 教 員)

(10)中 国 の 社 区 教 育 推 進 に お け る 学 校 の 役 割 ――地域 社 会 に 根 ざ し た 小 ・中 学 校 開 放 か ら

(中 国 教 育 省)

[第27期(2006年10月 ～2008年3月)]

(1)Leadership Behavior of Principal/Teacher morale in Relation to the School 

Organizational Chmate(イ ン ド 学 校 教 員)

(2)English Curriculum Management and Evaluation of Lower Secondary Schools that

 Emphasize on Science and Technology between Thailand and Japan

(タ イ 中 等 学 校 英 語 教 員)
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(3)中 学生の学校ス トレス，学校スキル と学校生活満足 との関連― ―韓国 ・日本 の比較を中

心に――(韓 国 中等学校 カウンセ ラー)

(4)朝 鮮語 と日本語 「行 く ・来 る」の対照研究― ―本動詞 と補助動詞 の用法――

(中国 中等学校 日本語教育教員)

(5)Contribution of Japanese Education in the Improvement of Early Stimulation

(ブラジル 特別支援教育教員)

(6)Integrating Geographic Information System and Other Teaching Methods during 

Geography Lessons in Junior High School in Japan

(リ トアニア 中等学校地理教員)

(7)A Study of School Management in Junior High Schools in Japan

(ウガンダ 中等学校英語教員)

(8)Japanese Lifelong Learning:A Model to Promote Morocco's Literacy Life Skills

(モロ ツコ 中等学校英語教員)

修了論文(フ ァイナル レポー ト)を 見ると、英語 で執筆するものが多数であるが、韓国

や 中国の漢字文化圏の教員では、やは り日本語能力が高く、 日本語論文の作成 に取 り組む

者が見 られ る。量的に も、英文、日本語 いずれ も、A4版15～25枚 程度のかな りの長 さの

もがほとんどである。テーマは、 日本の教育に関す るもの、あるいは、 自国の教育 と日本

のそれ を比較す るものな ど、 日本での滞在 と観察経験が反映 された ものとなっている。 ほ

とん どの ものは、 日本 での充実 した研修の成果 を うかがわせ るものであ り、研修の成果が

こうした冊子にま とめ られ ることは、研修生に とって も大きな励み とな り、また 目標 とな

るものであろ う。

Ⅳ.教 員研修留学生プログラムの評価 と課題

モデル となるような明確 な先例 もなく、いわば手さぐり状態で開始 された教員研修留学

生プ ログラムに関 しては、その発足当初か ら受 け入れ校 となった筑波大学や広 島大学な ど

において、プ ログラムや指導の実態、効 果、問題や改善点、研修生たちの評価、帰国後 の

本国での評価 ・待遇な どをめ ぐってい くつかの調査研究がな されてきた(村 田1983年 、村

田他1984年 、高倉他1988年 、 二宮1984年 、佐橋1989年)。 そ こでは、留学生の 日本

語能力の大きなバ ラツキ(事前 の日本語学習の有無や、漢字文化圏出身者 とそれ以外 の者)、

教授用語 と して英語 と日本語のバ ランス、担当指導教官の過重負担 とボランタ リズムに支

えられた指導体制、日本人学生 との接触や交流 の不足、「講義の内容 がよく理解できなかっ

た」 という苦情、修 了資格が修 了証にとどま り修士学位の取得につ なが らないことにたい

す る不満、留学生送 り出 し国 と受入れ大学 との交流の不足などの問題 が指摘 され、改善策
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が提案されている。

こうした さま ざまな問題 にもかかわ らず、帰国留学生等 に対す るア ンケー ト調査 によれ

ば、「仕事の改善」「日本の理解」「自国の理解」な どの観 点か ら留学の評価を聞いた質問に

対 して、85～90%の 者は、 「大変有益であった」 「す こし有益で あった」 と回答 してお り、

「余 り有益ではなかった」「全 く有益でなかった」と答 えたものは10%以 下に とどまった(高

倉他1988年99頁 〉。 「教員研修留学生プログラムに対する留学生の満足度は全体的に高

く、教育の国際交流プログラム としては高い評価 を与えることができよ う」(二宮1984年

33頁)と 結論づけている。 こうした初期 の調査研究 には、教員研修留学生プログラムの立

ち上げに取 り組 んだ関係者 の本 プログラムにか ける強い意欲 と改善に向けた努力を読み取

ることができる。

しか し、1990年 代以降になると、教員研修留学生をめ ぐる論議は、あま り聞かれ なくな

る。 これ は、ある意味では、プ ログラムが軌道 にの りは じめ、受入れや指導が 日常業務化

した ことを意 味するかもしれない。 だが、同時に、そ こには、本プログラムに対する関係

者 の意欲 と関心の低 下とい う事態 も否定できないよ うである。広島大学の二宮 らは、2003

年に、制度開始当初 か らす でに20年 以上の経験 を持つ広島大学の関係者にあらためて教

員研修留学生プ ログラムについて聞き取 り調査を行っている(二 宮他2003年)。 ここで

は、次のよ うな発言が聞かれ た。「研修 プログラムが始まった当時、このプログラムは我が

国の国費留学 プログラムの 『売 り』であった。それ も日本語 も学べ、 日本で研修を教員 に

対 して行 うとい うのは、非常に画期的 なものであった。大学 としても受入れに力が入 り、

組織 としても対応 しよ うとしていた。 しか し今 では、国費留学生はさほ ど珍 しくもなく、

学位 もとれ ない 『研修 』とい うことで、ないが しろにされ る傾 向が ある。『研修 』とい うの

がネ ックになっている」。 「当初 は、この研修プ ログラムに来 られ るこ とだけで もどの国に

おいても名誉なこ とであったが、類似 のプ ログラムで、 しかも学位が取れ るプログラムが

増加 してきた中、一年半 日本にいなが ら、学位が とれない とい うことに、帰ってか らの待

遇や留学そのものの価値の低下に留学生も不満を抱いていると考 えられる」。広島大学のよ

うに多数の外国人留学生を受入れてい る大学に とって、一グループ10人 ほ どの教員研修

留学生は、留学生グループ全体の中において埋没 してしま う傾向があると言 えるか もしれ

ない。事実、当初は、全学的な実施委員会 を設置 して取 り組んでいたのもが、 しだいに有

名無実化 してきた ことや 、当初は行われていた教育学部教官による特別講義が最近では行

われなくなってきた とい う。二宮 らは、こうした現状を踏まえ、「問題点の指摘 として多 く

挙げ られたのは、教官個人のボランタリー精神 と留学生の能力 に依存 してい るとい う構造

である。明確なプログラム 目標 も、積極的にプ ログラムを開発 し、実行 していく組織や制

度 も、実際提供す る具体的プ ログラム も欠いている状態で ある。抜本的な改革が求め られ

る」 と指摘する。

こうした現状を克服す るための改善方策 として、二宮 らは、(1)外国人教員研修 プログラ
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ムの修士学位特別 コース化、(2)修士学位 を取得 しない留学生のためのプ ログラム開発 、の

二点を提案す る。大学設置基準の改正によ り、修士課程の設置が弾力化 されてい る今 日、

一年 半の期間で
、あるい は、E-Learningや 帰 国後の指導の継続や夏季 コースの利用な ど

を組 み合わせ るこ とによって修士学位授与は可能になるはずであるとい う。 さらに言葉 の

問題 については、英語ので きる留学生 と英語 のできない留学生の集団に分けて大学配置を

行 う。英語ができない留学生を引き受 ける大学では、やは り日本語 を共通言語 とするため

にも、徹底 した日本語予備教育が必要で ある。英語のできる留学生の集団に対 しては、 日

本語 もさることなが ら、英語による専門な どの学習が可能 となるプログラムを編成す る」

ことを提案す る。長 らく本プ ログラムに携 わってきた関係者 だけに、傾聴 に値す る提言で

あると思われ る。

しか しながら、仮に修 士学位取得が可能なコースに転換 させ るとす るなら、修士論文 を必

修 とす るか否かは別 に して も、最低必要要件単位数を設定 し、厳格 なコース ・ワーク と単

位認 定を行 う必要がある。 日本語教育の コースをどのよ うに単位換算す るか、研修生が 日

本語 での講義や演習での試験=単 位認定 とい うシステ ムについてゆけるか どうか、また実

質一年間の期間で必要単位 を履修す ることが可能か どうか、学校訪問や授業観察 といった

活動が阻害 されることにな らないか、単位不足=未 修了者が出た ときの対処な ど慎重な検

討が求め られ よ う。 一方やは り、現職教員 としての実践的な能力や職能成長を追求 し、幅

広い 自由な研修活動を希望する者 も少な くないであろ う。先の二宮 らの提案で も、修士学

位 を 目指 さない研修生向けの別 コースの開発充実を併せて提案 していることは、 この意味

で理解 できるものである。 しか し、仮に、この二つのコースの選択が可能になった として

も、教員研修留学生 とい う特別カテ ゴリーの国費留学生プ ログラムの設置趣 旨か らすれば、

修士学位取得 コースの主流化は、制度 としての 自ら存在理 由を危 うくす る恐れがあること

も否定できない。

むす び

受け入れ態勢や研修上、 さま ざまな問題 をかかえなが らも、教員研修留学生制度に よる

開発途上国への教育協力は、基本的に、意義 を有 している。すでに30年 間にわたって、

累計4，000人 をこえる現職教員がわが国の大学 に滞在 し、教員 としての職能成長 を追求す

る活動に従事 してきた事実 には、大きな重 みがある。研究 とい う視点か らみれば、一年半

とい う期間は、中途半端で、修士学位 の取得 にもつながらない とい う不満はあるか もしれ

ないが、逆に、研修 とい う視 点を前面にだす とす るな ら、一年半はきわめて長期間の研修

と言 えるか もしれ ない。JICAの 招致による研修員受入れや他の技術研修 プログラム とは

比較にな らない長 さである。 また、研修が、 もっぱ ら大学 とい う教育 ・研 究機 関において

行 われ ることも他 には見 られない特色である。
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近年 になって、ますます、多 くの教員養成学部 ・教員養成大学、 さらには教員養成学部

を持たない大学が教員研修留学生の受入れに参入 してきている。年間155人 とい う新規受

入れ枠 が変わらない とするな ら、特定プログラムをふ くめて延べ59校 のプ ログラムが、

これ らの研修生の受入れを競い合 うとい うことになる。 とりわけさ独立法人化後の各大学

はそれぞれ特色のある魅力あふれた研修プログラムを策定す ることが可能になってお り、

またそれぞれ の工夫ある取 り組みが期待 されている といえよう。教員研修留学生 とい うお

そ らく他の国に類例をみないユニークな国際教育協力事業のよ りいっそ うの発展 を期待 し

たい。
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第五章 青年海外協力隊 「現職教員特別参加制度」の創設と実績

は じめに

本章は、わが国の開発途上国向け国際的教育協力活動推進 の一環 として平成13年 に導

入 された青年海外協力隊 「現職教員特別参加制度」 についてその制度的枠組み と現在まで

の歩み を整理す ることを 目的 とす る。 この制度は、国際協力機構(JICA)の 所管す る青年海

外協力隊事業への現職教員参加の一層 の促進 を目的 とす るものであ り、各都道府県教育委

員会 あるいは市町村教育委員会 の協力 と支援 の下に、教員 としての身分や給与 を保障 しな

が ら、二年間の期 限で、現職教員 を開発途上国に派遣 し、わが国での教職経験や専門的知

識を活か しなが ら、これ らの国の教育発展を支援す る活動に従事 できるようにす るもので

ある。 ここでは、制度発足までの経緯 、制度開始後 これまでの数年間の実績、派遣教員の

プロフィール、派遣隊員への支援事情、帰 国後の隊員の状況 について報告す る。

Ｉ.協 力隊事業 と 「現職参加」制度

国際協力機構(旧 国際協力事業団)の所管する青年海外協力隊(JOCV)事 業は、わが国で

最大のボランテ ィア事業である。1965年(昭 和40)の 制度発足以来、これ まで、約3万 人

の青年を、87か 国におよぶ開発途上国に派遣 してきた。開発途上国へ の草の根 レベルでの

技術協力を目的 とするものであるが、これ と同時に、わが国青年のボランテ ィア活動の促

進 とこれ を通 じた青年の育成 とい う側面をあわせ持つ事業である。制度発足 当初は、農業

分野を中心 としていたが、その後は活動分野を広げ、現在では、農林水産、加 工、保守操

作、土木建設、保健衛生、スポーツ、計画 ・行政、それに教育文化な ど8分 野、120種 類

の職種へ と活動分野 を広げている。教育文化部門は、これまでの派遣実績で、全体のなか

で最大の比率 を占める。 ここには、経済、統計、社会学、文化人類学、動植物学な どの学

問分野か ら、料理 、手工芸、家政、縫製、楽器演奏、美容師、写真 、映像、音響な ど多彩

な分野が含まれ るが、 この中には、小学校教諭、理数科教師、技術科教師、幼稚園教諭、

体育、音楽、養護、視聴覚教育、 日本語教師のよ うな狭義の教育分野に分類 され る職種 も

含まれ る。

青年海外協力隊へ の応募資格は、満20歳 以上満39歳 までの若者 であ り、応募者は、新

卒で職業経験の無い者、大学 ・大学院に在籍す る者、民間企業 ・地方 自治体 ・団体等での

勤務経験を持つ者な どさまざまである。選考試験(技 術的適性、語学、人物面接、健康状態

等)に 合格 した者は、約3か 月間の派遣前訓練を受けた後、途上国に二年間の期 間で派遣 さ

れる。往復渡航費、現地生活費、国内積立金、補償制度、現地支援費な どは国際協力機構

が負担する。
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協力隊の活動期間は、派遣前の訓練 を含 めて、約2年3か 月 となる。 この間、有職 の参

加者 のほ とんどは、仕事 を退職 して協力隊活動に従事す る。また、無職 の若者に とっては、

就職活動が少 なくとも2年 半ほど先送 りされ るこ とになる。協力隊事業そのものは、国に

とっても、参加 隊員個々人に とっても、意義深 いものであ り、途上国か らも高 く評価 され

ているが、 しば しば、協力隊事業 に関連する問題の一つ として指摘 され るこ とは、帰 国後

の隊員の処遇問題 である。協力隊事業は、ボランテ ィアによる自発的参加 の精神 を基本 と

す るため、帰国後の進路開拓については、参加者 自身の意志 と責任 で行 うとされている。

JICAも 、帰国者 を対象 に、研修やセ ミナー などさまざまな支援 事業を行って帰国後 の社

会生活が円滑に開始できるよ う支援す るが、帰国後の就職 問題 は、協力隊への参加 を阻害

す る大きな要因の一つ とされている。

もう一つの問題は、開発途上国か らの分野別の要請件数 と、 これに対応す る協力隊隊員

の確保 とのズレの問題 である。途上国か らの要請が多いが、これ に対応す る協力隊の応募

の割合が低 い職種、 とくに、要請国が、現場での実務経験 を有 していることを望んでいる

分野や職種 の場合、これ らの要望 を満 たす人材 を派遣す ることは困難になる。 これ らの職

種 で活躍 している人材は、ほ とん どが実社会で働 く技術者、保健 ・医療関係者 、教職員な

どである。 こうした人々の中にも、協力隊事業の理念に賛同 し、参加 を望む者 があった と

しても、民間企業において も、地方 自治体において も、ほぼ2年 半もの間、勤務先 を離れ

て協力隊事業に参加 させ ることは、制度上、社会慣行上、きわめて困難 なことであった。

こうした問題に対処 し、状況 を改善す るた めに採用 された方策のひ とつが、 「現職参加」

制度 である。 これは、官公庁、民間企 業、団体等 に勤務 している者が、休職等によ り所属

先に身分 を残 したまま協力隊事業に参加できるように した制度 である。まず 、1971年 、国

家公務員 について 「国際機 関等に派遣 され る一般職の国家公務員の処遇 に関す る法律」(国

家公務員派遣法)の成立により、一般職の国家公務員が 「派遣職員」と しての身分取 り扱い

を うけながら、協力隊に参加す る道が開かれた。 また、民間企業にたい しても、国際感覚

を身 につけた人材の育成 、企業の社会貢献活動な どの観 点から、ボランティア休暇や長期

有給休暇措置を利用 して社員 を協力隊活動に参加 させるよ う呼びか けがな された。

1987年 には、「外国の地方公共団体の機関等に派遣 され る一般職の地方公務員の処遇等

に関する法律」により地方公共 自治体職員にも現職参加 の道が確 立された。これ を うけて、

すべての都道府県が 「派遣 され る職員の処遇等に関する条例」(派 遣条例)を 定めてお り、

また、派遣実績のない地方 自治体を含 めて平成21年7月 現在、全国3252の 市町村(特別

区を含む)において、職員の派遣条例が制定 されている。この地方公務員の現職参加 を可能

にする法律 と派遣条例の制定によ り、現職参加の枠組は大きく拡大 されることになった。

「現職参加」制度で参加 した協力隊隊員 は、途上国の活動を終えると、元の職場 に復帰

す る。 これ らの職員は、協力隊の活動 を経験す る中で、語学力を含めた国際感覚を身につ

けた視野の広い人材 として本来の業務に与 える影響 も大 きく、周囲の職員 をも刺激するこ
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とになると期待 された。

い っぽ う、JICAは 、1973年 に、協力隊に参加 中、所属先 に生 じる損失を可能 なかぎ り

補てんす ることを 目的に、「所属先補てん制度」を導入 した。この措置は、勤務先が協力隊

に参加す る職員に対 して有給休暇措置 をとった場合 、同機構 が、その職員の人件費(基 本給

と賞与の八割)と 間接経費(社会保険料事業主負担相 当額お よび退職金引当金相 当額)を 補て

んす るものである。 この制度は、国家公務員を除 く地方公務員、団体職員、民間企業社員

等の所属先に対 して適用 された。

表1は 、最近における協力 隊の派遣実績 と、参加者の職業の有無を見たものである。最

後の累計蘭は、1965年(昭 和40)の 制度発足以来41年 間の累計 の数値 である。

表1青 年海外協力隊への参加者の類型

＜出典 ＞ 国際協力機構 『国家 ・地方公務員 の青年海外協力隊への現職参加』

平成18年38頁

これによれば、最近において、協力隊での派遣は、年間1，100人 前後 となっている。 こ

の うち、約半数を占める者 は、募集合格時に、大学等 の新卒者 を含 めて、無職 あるいはア

ルバイ ト、臨時職員等で定職 を持たない者 であったこ とがわかる。次に、全体の約35%の

者は、それ まで従事 していた職業を退職 して協力隊に参加 してい る。そ して、残 りの15

～17%の 者が上記 の現職参加によって協力隊に参加 してい ることになる。

また現職参加者の所属先別の内訳 をみ ると、少な くとも最近数年 においては、国家公務

員、政府機 関、自営業か らの協力隊参加 は、ほとん ど実績がな く、現職参加者の供給源 は、

地方 自治体 と民間企業 ・団体でほぼ全体が占められている。 両者の比率はほぼ半々である

が、最近は、地方自治体職員がやや多 くなる傾向がある。

平成20年 度までの青年海外協力隊の参加者 累計29，817人 の うち、現職参加者は5，752

人で ある。その うち 自治体職員(都道府 県職員、市町村職員)は 、2，416人 であ り、そのおお

まかな内訳は、一般職員、教育職員、警察職員 となってお り、それぞれ の比率は、都道府

県、市町村によって違いがみ られ るが、全体 としてみると、教 育職員が最 も多 く全体の59%

を占めている。地方 自治体職員の現職参加 による協力隊参加 の中核 は、公立学校 に勤務す

る教育職員である。
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Ⅱ.教 員の現職参加

上記の ように教員 を中心 とした地方自治体職員 の協力隊への現職参加 の法制度が整備 さ

れ るのは、1987年(昭 和62年)6月 のことであるが、これ以前も、各 自治体 のさまざまな

工夫 と支援 により、現職のまま協力隊員 として派遣 された教員 の事例は見いだすことがで

きる。記録上、確認 できるところでは、1965年 の協力隊制度発足のその年 にも、静岡県の

体育教員が、有給休暇制度 を利用 して、マ レー シアに派遣 されている。その後 も1970年

代末までは、毎年1～5人 程度 の教員が現職 で参加 した実績がある。1978年 にODA予 算

が大幅に増加 し、協力隊の派遣人数 が拡大 したのにともない、教員現職参加 も毎年10人

台 にのる。 この初期にあたる時期に、教員の現職派遣で先導的な試み をお こなった都道府

県は、北海 道、宮城、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、広島な どであった。昭和

40年 から平成17年 までの41年 間に、協力隊に現職参加 した教員の累計人数は、合 わせ

て1，194人 となってい る。図1は 、昭和55年 以降の現職参加教員の人数の推移 を表示 し

た ものである。

図1海 外青年協力隊に現職参加した教員の数の推移

＜出典＞国際協力機構 『国家 ・地方公務員の青年海外協力隊への現職参加』平成18年

所収の資料から作成

地方公務員派遣の制度化以降、平成9年 ぐらいまでの間は、年間35～55人 前後で推移

している。派遣実績 を持つ都道府県 もほぼ全国にわたるようになる。また、仙台市、横浜

市、川崎市 、名古屋市、神戸市、広 島市、福岡市などの大規模都 市を中心に、市町村独 自
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で教員現職派遣に取 り組む動 きも見 られた。

1980年(昭 和55)に は、青年海外協力隊全体の派遣人数は年間の410人 であったが、そ

の後、協力隊事業は、ますますその規模を拡大 し、1993年(平 成5年)に は、つい に年間1，000

人 を超 えるにいたった。こ うした全体状況の変化の中で見ると、協力隊全体 の中に占める

現職参加者の割合は、相対的に低 下 してきたといわれ ている。特に、教員の現職参加 が し

だいに頭打ちの状況になってきたことが懸念 されるよ うになってきた。

こうした状況を憂慮 して、1997年(平 成9)4月 、国際協力事業団(当時)の 協力隊担当理

事から、文部省学術国際局長宛 に、教員の現職派遣について文部省 のよ り一層 の理解 と協

力 を求める文書が提出 されている。 「教育職 員の青年海外協力隊への現職参加について(ご

依頼)」 と題す るこの文書の要点は次のよ うなものであった。

「… 現職 を保持 したまま協力隊に参加す る現職参加の割合は全体の約20%で 、

参加率はここ数年減少 してきてお ります。教育職員の方々にとっては、既 に各都道

府 県において派遣条例が整備 されてい るため比較的現職参加が し易い環境にあると

思いますが、過去5年 間(平 成3～7年 度)の 派遣隊員に占める自治体職員 の現職参

加 は約9%、 教育職員の割合 は5%と まだ少ないのが実情です。他方、協力隊員の

分野別の派遣状況 を見ます と、教育文化部 門への派遣が約36%を 占めてお り、これ

までの同分野への隊員派遣の推移や最近 の開発途上国における教育分野、特に、基

礎教育の分野への援助ニーズの高ま りを考 えます と、同分野への協力隊派遣要請が

今後益々増加 して くると思われ ます。 こういった途上国の援助ニーズに的確に応え

てい くためにも、同分野への要請に十分に応 えられ る知識 と経験 を有 した自治体教

育職員 の方に一人で も多 く現職参加 していただければと考 えてお ります」。

いっぽ う、こ うした要望を受 けた文部省側で も、対応は少 しずつ変わ りはじめていた。

文部省 の推進する国際的な教育協力事業は、長 らく、奨学金事業を含む留学生交流プログ

ラムやユネスコ等の国際機 関を通 じた教育 ・研 究協力を中心に してお り、開発途上国への

二国間の直接的な教育協力、 とりわけ基礎教育分野へ の協力活動は必ず しも政策的に優先

順位の高い もの とは されて こなかったか らであ る。 しか しなが ら、第三章で見たように、

1990年 の 「万人のための教育」世界会議以降の国際教育協力の国際的動向を受けて、文部

省側の態度 と取 り組みに も変化が見られていた。文部省は、平成7年12月 に、「時代に即

応 した国際教育協力の在 り方に関する懇談会」(森 島昭夫会長)を 設 置 し、「今後増大す る

ことが見込まれる開発途上国か らの協力要請に一層積極的に対応 してゆ くために」、「国際

教育協力 の意義、文部省 ・教育関係機関等が今後果たすべき役割 を改めて明確化す るとと

もに ・・・開発途上国に対する教 育協力 を効果的 ・効率的に推進 してゆ くための方途 につ

いて」検討審議す るよう要請 している。 ちなみに、文部省 に途上国への教育協力を主要な
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課題 とする審議機 関が設置 されたのは、1971年(昭 和46年)に 、事務次官裁定で設置 され

た 「アジア教育協力研究協議会」以来の ことであった。翌平成8年6月 に、懇談会 の報告

『時代に即応 した国際教育協力の推進について』が提 出された。 ここでは、文部省 が今後

推進すべ き政策 として、JICAやOECF(当 時の海外経済協力基金)等 の関係機関 との連携 ・

協力の促進、教育協力に関す るデータバ ンクの形成、国立大学への分野別の国際協力セン

ターの設置(こ れにより広島大学に 「教育開発国際協力研究センター」が設置 され ることに

なる)、教員研修生の受け入れ の体制整備、国際協力人材 の育成な どが提案 された。

先に紹介 した、国際教育事業団か らの現職教員派遣増加の要望は、この懇談会報告の翌

年 に出 された ことになるが、 この件に関 しては、 この数年後に新たに設置 され た 「国際教

育協力懇談会」(中根千枝座長)の 議題の一つ と取 り上げ られることになった。平成12年

11月 に提出 された同懇談会の報告 『開発途上国への教育協力方策について』 においては、

い くつかの具体的提言の中に 「小、中、高等学校関係者 による国際協力活動の推進」 をあ

げ、その中において、(1)青年海外協力隊への現職教員の参加促進、(2)シニア海外 ボランテ

ィアへの現職 ・退職教員の参加促進、(3)教 育委員会 による専門家派遣等への協力、(4)小 、

中、高等学校教員 の中で教育協力活動 を希望す る者等の教育援助人材デー タベースの充実、

を盛 り込んだ。

特 に、(1)の青年海外協力隊への現職教員の参加促進 については、その意義 と現状での問

題点 を次のよ うに指摘 してい る。

①教育関連分野における開発途上国か らの青年海外協力隊員派遣要請数 に比べて

も、現職教員の参加者数は少な く、 この分野で活動を行っている青年海外協力隊員

の多 くは教職未経験者である。今後、できるだ け多 くの現職教員に、青年海外協力

隊員 として教育 ・人づ くり分野の協力活動に参加す るよう求 めることにより、教職

未経験者 が参加す る場合に比べて、途上国の教育現場で、よ り効果的な支援 が期待

で きる。 さらに、帰国後 も、開発途上国の体験を 日本 の児童生徒への国際理解教育

等 に生かす ことができる。

② これ まで、現職教員の参加 については、校長等に事前の相談をせずに出願する

ケースや、派遣期間が事前研修の期間を合 わせ ると約2年3か 月 となるため、年度

途 中に職務を離れ るか、又 は復帰することとな り、学校現場のスケジュール と合わ

ないなどの ・・・問題 があった。

③ ・・・今後は、JICA、 文部省及び都道府県教育委員会等が連携 し、対象 を現職

教員に絞 った特別な制度を設 け、現職参加希望者 の募集 ・選考作業を行 うとともに、

支障が より少な くな るようスケジュールの改善 を図るほか、教員へ の広報活動、相

談体制の充実及び参加経験 を積極的 に評価す ることな どによ り、今後早急 に現職参

加者の大幅な増加がみ られるよ うに努 めるこ とが必要 である。
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こ うした提言を受 け、従来の現職参加 の制度的枠組 を生か しなが ら、「対象 を現職教員に

絞った特別 な制度」の創設が、文部省、都道府県教育委員会、外務省、国際協力事業団の

間で検討 され るこ とになった。こうして誕生 したのが 「現職教員特別参加制度」であった。

新 しい制度の特色は次のよ うなものであった。(1)教員の現職参加に限って通常は2年3

か月の隊員の派遣期間 を2年(派 遣前訓練3か 月、海外派遣期間1年9か 月)とす る。(2)選

考段階で一次技術審査が免除 され る。一般募集では 「職種」にかかる技術力 を第一次選考

で試験す るが、教員の場合 はこれが免除され る。(3)応募書類提出先がJICA(青 年海外協力

隊事務局)で はなく、学校長 を経由 して、公立学校 の場合は教育委員会、国立学校教員(附

属学校教員)の場合は国立大学法人に提 出する。文部省 は、教育委員会や国立大学法人か ら

提出 された応募書類 を集約 し、参加教員候補者 をJICAに 推薦する。JICAは 、推薦 され

た教員 に対 して、健康診断書の提出を求め、その結果等 を教員本人に通知す る。一次選考

合格者は、さらにJICAに お ける二次選考(個 人面接、技術 面接 および健康診断等)を受 け、

最終的な派遣者が決定 される、 とい う仕組み となった。

平成13年1月 の中央省庁の再編 により名称 を変更 した文部科学省は、この新 しい制度

に対応するために、2月28日 、文部科学省大臣官房長決定 として 「青年海外協力隊参加

公立学校教員推薦 要項」を定めるとともに、これ を 「青年海外協力隊への 『特別参加制度』

の創設について」 として各都道府 県 ・指定都 市教育委員会教育長宛に通知 し、管下の市町

村教育委員会、高等学校等に対 して趣 旨の周知を依頼 した。同要項は、現職教員特別参加

制度で派遣す る教員の条件を次のように定めてい る。

① 自ら海外協力隊活動 に参加 しよ うとす る自発的意志 と奉仕精神 を有 し、異文化の人々

と生活 をともにす る協調性のある者。

②現に教諭 として勤務 し、参加年度当初 に勤続3年 以上の実務経験 を有す る者。

③応募時点における年齢が39歳 以下で、 日本国籍を有す る心身共に健康な者。

④ 単身で赴任できる者(家 族 の同行は認 められない)。

⑤英語検定3級 程度又 はこれ以上の語学的素養を有 し、語学力の向上や新 しい言葉 の取

得に努力を惜 しまない者。

⑥参加期間終了後も、引き続 き教員 として勤務す る熱意 を有す る者。

この特別参加制度の下で、平成13年 度に募集が開始 され、平成14年 度か ら新制度 の下

での実際の派遣が開始 された。一般協力隊員の場合は、春、秋の二回にわけて隊員 を募集

しているが、この特別参加の場合 は、スケジュール の都合で、春募集のみ となる。4月 に

派遣前研修を開始 し、7月 に任 国に出発す る(協 力隊の派遣スケジュール では一次隊とな

る)。翌翌年3月 下旬 に、他の一般隊員 より3か 月早く任務 を終 了 して帰国 し、4月1日 に
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は、教員 として職務に復帰す ることになる。

Ⅲ.現 職教員特別参加制度の下での進展

新 しい制度の効果はす ぐに現れた。先の図1に もどろ う。平成14年 度の現職教員派遣

の人数 は、77人 へ と急増 した。 これは、理 由は不明であるがその前年の派遣実績 が35人

と落ち込んでいた こともあ り、前年度 の二倍以上 となる伸 びであった。JICA資 料 によれ

ば、各都道府県や政令指定都市の教育委員会 を通 じて文部科学省 に集約 され、JICAに 推

薦 された現職教員の人数 は、この人数 の二倍 ちか くの114人 であった。JICA側 としては、

この特別参加制度への期待が大 きく、毎年100人 の教員を派遣 できる体制を想 定して予算

の確保 につ とめている とい う。推薦人数 と実際の派遣人数 との格差はなぜ生 じたのか。こ

れ は、JICAの 設定 している 「健康診断」の基準において、問題 が指摘 され る者が予想外

に多 く出たことによるとい う。

確かに、JICAの 作成 した特別制度の案内のパ ンフレッ トには、次のよ うな健康条件に

関す る留意事項が掲載 されている。「自然環境や保健衛生環境が、また生活環境 も日本 と大

きく異なる開発途上国で長期にわた り暮 らして活動する青年海外協力隊には、何よ りも健

康 が必要です。また、 日本での生活 には差 し支 えなくても開発途上国では重い症状 をあら

わす病気 もあ ります。 そのため、JICAは 参加希望教員の選考 に際 して慎重 に健康チェ ッ

クを行い、問題が確認 された者については派遣 を行わない ことと しています」。

本人にはまった く自覚症状がなくても、潜在的なア レルギー発症の可能性な どが顧 問医

によって指摘 され るようなケースも少な くない とい う。 ちなみに、屈強、体力強壮 と思わ

れ る現職の警察職員が健康チェ ックでひっかかるよ うなケース さえあるとい う。平成14

年度 以降の、実際の派遣人数 の変動は、文部科学省側の推薦人数の変化やJICA側 の派遣

予算 の枠組み変化 によるのではなく、主 として、 この健康診断のチェ ックの結果 として生

じたもの と解釈す ることができよ う。文部科学省による推薦人数は、平成15年 度以降18

年度 まで、それぞれ、157人 、144人 、164人 、183人 と増加傾 向にある。

表2は 、平成18年 度にお ける現職教員派遣の職種 と派遣国の例を示 した ものである。

相 手国の要請によって、一つの国に、同一職種(小 学校教諭、養護等)で3～4人 が同時に派

遣 され るようなケース もある。 また、現職教員隊員 が実際に従事す ることを期待 される任

務 は、同 じ職種であっても、各国の事情によってその要請内容や配属先、資格条件 などは

さまざまに異なる。表3は 、同じく平成18年 度派遣隊員に関 して、開発途上国側か らの

要請 の事例 を紹介 した ものである。最近の新 しい傾 向として、隊員が、個別的に活動を展

開す ることに代わって、ホンジュラスの算数指導力向上プロジェク トのようにJICA本 体

が 当該国で実施す る技術協力 プロジェク トに協力隊員が参加 し、派遣専門家やシニア隊員

等 とチームを組み一体にな り支援・協力す るよ うなプロジェク ト支援型の活動 も見 られ る。
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表2平 成18年 度派遣の現職教員の職種 と派遣国

＜出典 ＞JICA提 供 の資料 か ら作成

表3現 職教員派遣の要請内容 と資格条件の事例
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＜出典 ＞JICA『 青年海外協力隊募集要項 平成18年 度春募集』64-75頁 か ら作成

現職派遣教員は、派遣期間中、所属す る地方公共団体か ら、教員 としての基本給与 ・賞

与の70～100%を 受け取る(各 自治体の派遣条例 によって相違 がある)。支給 され る給与 ・

賞与の額が100%な ら、JICAが その80%を 所属先 に補てんす る。残 り20%は 所属先が負

担する。 自治体が本人支給額を90%と 定めていれば、80%をJICAが 負担 し、残 り10%

を自治体が負担する。本人支給額が70～80%で ある場合は、所属先の負担 はな くなる。い

ずれにせ よ、派遣 され る教員の給与 ・賞与の1～2割 が派遣す る自治体の持 ち出 しとなる
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ケー スがある。また、代替教員 の確保のた めに、財政面、人事面での措置が必要 となるた

め、参加志望者全員を推薦す ることはできず 、事実上、参加枠が設け られている。

注 目すべき動き として、北海道では、平成17年 度か ら派遣中の給与 ・賞与の支給を従

来の基本額の金額支給か ら、70%に 減 らして自治体の負担をゼ ロとして、その代わ り、従

来隔年で2名 とされていた参加枠を撤廃 し、希望者全員 を推薦す る方式を導入 した。 この

ため平成18年 度に北海道か ら派遣 され る教員数 は、いっきょに19人 に増え、全国一の数

となった。 こ うした条件 の中でも、参加者が激増 した とい う事実は、あるいは今後 、他の

都道府県等 にも影響を与えることになるか もしれ ない。

平成14年 度 から18年 度 までの5年 間で、合計353人 の現職教員が特別参加制度 によ り

開発途上国に派遣 されている。かれ らのプ ロフィール を概観 してみよ う。図2は 、その年

齢層 と男女比を示 した ものである。

図2派 遣現職教員の年齢層 と性別(平成14～18年 度)

＜出典 ＞JICA提 供の資料か ら作成

年齢層であるが、これ は最年少の25歳 か ら最高41歳 まで とかな り幅がみ られ る。一般

の協力隊の応募資格 は、満20歳 ～39歳 であるが、教員現職派遣 の場合、22歳 で教職に採

用 された としても、最低3年 間の教職経験が要求 され るので24歳 以下の者はいない。年

齢別にみ ると、最 も多いのは30歳 の39人 で あ り、つづいて29歳 の35人 である。年齢層

別 に分類す ると、20歳 台がほぼ29%、30歳 台前半が41%、35歳 以上が30%と い う比率

となる。全体の平均年齢は32．4歳 となっている。新卒で採用 された とす るな ら教職経験が

ほぼ7～10年 くらい とい うこ とにな る。イメージ としては、若手教員 とい うよ りは、む し

ろ中堅教員世代の入 り口といった ところであろ うか。性別 をみる と、全体 の55%が 女性教
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員である。ただ し、30歳 台後半になる と男子教員が増えて、ほぼ同数になる傾向が見 られ

る。全体の8割 以上は独身であるが、既婚者 も17%ほ どみ られ る。既婚者は男子に多い。

平成21年 度か らは、青年海外協力隊 とは別のJICAの 海外ボランテ ィア事業である 「日

系社会青年ボランテ ィア事業」(1996年 発足、年間約50人 の派遣)に も現職教員派遣の枠

が設 けられ、主 として、中南米諸国の日系社会 の小学校で図工 ・音楽 ・体育等 を通 した 日

本語及び 日本文化 の指導にあたる教員が派遣され ることになった。 当面はブラジルのみで

あるが、将来 は日系移民の多い中南米国5か 国に拡大 され る予定 とい う。平成21年 度に

は、本プログラムによる最初の派遣 として11名 の現職教員が派遣 された。現職教員の派

遣期間や待遇等は、青年海外協力隊の現職教員特別参加制度 とほぼ同 じものである。

図3は 、制度発足以来、今 日まで の、青年海外協力隊 「現職教員特別参加制度」による

文部科学省かか らの推薦人数(希 望者数)お よび派遣実績、 さらに 「日系社会青年ボラン

テ ィア」 による現職教員の海外派遣の実績を表示 した もので ある。

図3現 職教員特別参加制度および日系社会青年ボランティア事業による現職教員

の派遣実績

※ ＜出典＞ 青年海外協力 隊事務局の資料。図1の 統計数値 と異なるところがあるが、

平成14年 度以降の数値に関 しては、図3の 方が正確 であると思われ る。

推薦人数(派 遣希望者)が 平成18年 度 をピークやや減少傾向をみせてお り、派遣実績

も80人 台にとどまっていることはやや気 になるところで ある。前述のように、推 薦人数
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と派遣実績 の差異 は、主に、 メデ ィカル ・チェックの結果 によるもの と推測 され る。現職

参加 を希望 し、また都道府県教育委員会そ して文部科学省 による推薦 を得た にもかかわ ら

ず、結果 として現職傘下の希望を果たせ なかった教員がかな りの数存在する とい うことに

なる。あるいは、こ うした結果 が知 られるよ うになるにつれて、現職教員参加制度への認

知 の広が りにもかかわ らず、現職教員や都道府県 ・政令指定都市の教育委員会サイ ドに、

やや消極的な姿勢 を生み出 しているのかもしれない。

ちなみに、都道府 県別 に見る と、この9年 間の合計で、最多は東京都の53人 であり、

続 いて北海道の50人 、横浜市30人 、愛知県27人 、 兵庫県22人 な どで派遣実績が多い。

また、9年 間での派遣実績が一桁台 にとどまる都道府県 も少な くない。また、平成20年

度には、地方公務員以外 に、国立大学法人か らの派遣、すなわ ち教育学部附属学校教員一

名の派遣の実績が初めて記録 された。

Ⅳ．拠点システムによる現職教員派遣事業への支援

現職教員の派遣が開始 されてまもなく、文部科学省 に第二次 の国際教育協力懇 談会が設

置 された。2002(平 成14年)7月 に提出された この懇談会の報告の焦点は、「わが国の教育

経験 を生か した国際協力」とい うことにあった。このため、「活用 しうるわが国の教育経験

を取 りまとめ、共有化 し、派遣者 に伝達 しておくこ とが重要であ り」、特に、先に発足 した

現職教員派遣制度に関 しては、「派遣 され る現職教員に対 し、あらか じめ基本 的な活動内容

の提示、協力 の事例集や共通して活用 できる教材等の提供、派遣前研修や派遣期間の中の

指導 ・相談を行 うな どの、サポー ト体制を強化 してい くこ とが重要である」と した。報告

書は、こうした機能 をはたすための国内体制の整備 として、新たに 「拠点システム」 を構

築することを求めた。それは具体的には、「国際教育協力に実績のある広島大学及び筑波大

学の 『教育開発国際協力セ ンター』を拠点 システムの中核 としつつ、国立、公立、私立(大

学)及びNGO、 民間企業等か らなるネ ッ トワー クを形成する」もの とされた。拠点システ

ムの具体的な機能 と活動 として、①我が国の(経 験の豊富な)主力 となる教育協力分野を強

化す るための 「協力経験 の共有化」、②派遣 され る現職教員 の支援(共 有化 された協力経験

の伝達)、③協力経験の浅い分野の活動促進 に対す る支援、を求めた。

懇談会報告 を受 け、翌2003年4月 、文部科学省 の拠点システムの事業が開始 された。

これは、上記 のような事業に参加す ることを望む大学、法人格 を持った教育NGO、 教育

関係団体等か らの応募申請を受け付け、採択 された課題 に対 して、契約によ り事業が委託

されるものである。②のように、派遣 され る現職教員への支援は、この拠点システム事業

の中心的なものの一つ とされた。特に、この事業に関 しては、筑波大学教育開発国際教育

協力研究セ ンター(CRICED)が 中核的な役割を担 うこととなった。後述す る、派遣前研修 、

帰国隊員の報告会 、アーカイブの構築な ども、ここを拠 点にな されてい る。
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拠点システム事業 は、平成19年 度 から 「国際協力 シニ シアチブ」教育協力拠点形成事

業を改称 され るが、平成19年 度 の同事業による 「青年海外協力隊派遣教員の支援」関係

の契約大学 とその活動テーマは次のような ものである。

19年 度 「国際協力イニシアチブ」教育協力拠点形成事業のうち派遣現職教員支援関係

実施機関名 活動テーマ

・お茶の水女子大学

・筑波大学

・筑波大学

・鳴門教育大学

・日本女子大学

・宮城教育大学

幼児教育分野における派遣隊員支援 と幼児教育協力の質的向上

筑波大学附属小学校を拠点とした派遣現職教員支援システムの構築

障害児教育分野における海外青年協力隊派遣現職教員サポー ト体制

の構築 ――現職教員研修事業 とテレサポー トシステムの活用――

派遣現職教員の活動の幅を拡げるハンズオン素材 とその活動展開モ

デルの開発

海外派遣隊員の家政分野に関連する活動支援教材等の開発

海外教育協力者に対する環境教育実践指導と教育マテリアルの支援

Ⅴ．帰国後の教育現場への還元活動

現職教員派遣 による国際教育協力活動は、開発途上国の国づ くり、人づ くりに重要な人

的資源 として貢献す るだけではなく、帰国後 には、その経験を、教育現場や地域社会にお

いて、 さまざまなかた ちで還元 し、活か してゆ くことも期待 されてい る。

特 に、現職派遣教員の帰国後の連携 と組織化の点で注 目され る事業がある。それは、文

部科学省 と筑波大学教育開発国際協力研究セ ンターの主催する 「開発途上国における現職

派遣教員 の活躍」 と題するシンポジュームの開催である。 これ は平成17年1月 にその第

一回が開催 された
。 ここでは、派遣 された教員たちによる任地での活動報告(ア ジア、中

南米、アフリカ、大洋州 ・欧州の四つの分科会 に分かれての報告)、 さらには、帰国後の派

遣経験を生か した教育活動報告、隊員支援ためのe-支 援システムの利用法(メ ー リング リス

トと電子掲示板 、web会 議，アーカイブな どを通 じたコミュニケー ションによって派遣現

職隊員 と帰国隊員、派遣予定教員の間での情報交換、支援教材 の提供 を行 うための仕組み)

な どの紹介が行 われた。シンポジュームは18年 、19年 、20年 と定期的に開催 されている。

こ うした活動の積み重ねによる経験の蓄積 と共有化 と人脈ネ ッ トワークの形成は、近い将

来、きわめて有用 な成果を もた らす ものと期待 され る。

地方や教育現場 レベルでは彼 らの経験は、 どの ように活か され、還元されてい るのか。

JICAの メールマガジン等を見る と、時折、地方 において、協力隊の教育隊員経験者 の帰

国報告会、あるいは、国際理解教育講座の開催 のニュースを 目にすることがある。地域の

公民館活動や学校への出前講座で協力隊体験を語 るといったイベ ン トの開催 もあるとい う。
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これ らは、主 として、協力隊の地方OB組 織な どが開催す るイベ ン トである。

おそ らく、いちぼん身近の ところでは、小 ・中 ・高校 の 「総合的学習の時間」等におけ

る 「国際理解教育」の教材作 りに 自己の経験を活かす といった ことでの還元が行われてい

ることが考え られる。 しか しなが ら、派遣元の教育委員会単位 でみ ると、帰 国後の派遣教

員による教育現場への還元活動に関 して、体系的に取 り組みは、まだ始 まったばか りであ

るのが実情である。特別制度発足以降の派遣者が帰国 したのは平成16年4月 以降のこと

であ り、まだ数年 しかたっていないことを考えれ ば、やむを得ない ところである。 しか し

ながら、ここ数年来は、毎年80人 台の派遣実績 を持ち、この傾向は今後 も持続すると想

定するな ら、その人材 の蓄積 は今後、ます ます拡大す ると予測 され る。かれ らの経験や知

識を単発的なイベ ン トの枠 をこえて、組織的、継続的に活か してゆくために、なんらかの

独 自のネ ッ トワーク組織等 を立ち上げることが期待 されてお り、また必要 になろ う。

同 じよ うに、文部科学省の関わる現職教員の海外派遣の制度 と して、海外の 日本人学校 ・

補習授業校 に現職教員 を派遣する 「在外教育施設派遣教員制度」(最 近は、毎年1，300人 程

度)、 海外の 日本語教育 を行 う教育機関に教員 を派遣するプログラム(「 外国教育施設 日本

語指導教員派遣事業」REXプ ログラム、毎年20人 程度)が ある。派遣期間は、いずれ も、

原則 として二年間である。前者 は、昭和37年 以来の歴史を持つプ ログラムであ り、すで

に累積で3万 人をこえる派遣実績 を持つ。後者 は、平成2年 に開始 されたプ ログラムであ

り、平成16年 までに累積で303人 の教員 を派遣 している。 これ らの制度での派遣経験者

については、前者では 「全国海外子女教育 ・国際理解教育研究協議会(全海研)」(昭 和49

年発足)、 後者は 「NPO法 人REX-NET」(平 成16年 発足)と い う任意の組織 を結成 し、そ

の経験や知識を共有の もの とし、それ を教育現場で活かす ことを 目指す活動 を行っている。

同 じ、現職教員の海外派遣 といっても、これ らのプログラムと協力隊現職教員特別参加

制度は、趣 旨が異 な り、そこで得 られ る経験や知識の質 も異なることは明らかではあるが、

帰国後に、所属先 の都道府 県 ・市町村 において現場教員 として復帰 し、それぞれの貴重な

経験 を生か して、教育現場 に還元することを期待 されていことに変わ りはない。 も し組織

化が進め られ るとするな ら、協力隊現職教員派遣のOB組 織は、新 しいカテ ゴリーの組織

となろ うが、前者 らの先行組織 と連携 を取 りつつ、各県、市町村教育委員会 レベル におい

て、海外派遣経験教員の一層の活用 ・登用、人事配置上の工夫、経験 ・知識の発信 の充実

等をはた らきか けてゆ くことなどが期待 され る。

Ⅵ．帰国現職教員による協力隊活動評価

平成16年4月 か ら特別参加制度で派遣 された現職 教員の帰国、職場復帰がはじまった。

これまで400人 をこえる教員が現場復帰 したこ とにな る。これ らの教員は、自らの途上国

での教育協力の経験 をどの ように評価 しているのか。 またその活動経験 を日々の教育実践
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の中で どのよ うに活か し、また活かそ うとしているのか。JICA青 年海外協力隊事務局は、

平成19年2月 に、現職復帰 した14～16年 度派遣の現職教員(187人)を 対象に、その活動

経験の評価 を求めるアンケー ト調査を実施 し、百名 を超える教員 から回答を得 ている。ア

ンケー ト結果の分析の概要によれば、その評価 はおおむね次のよ うなものであった。

協力隊活動に参加 したことの 「満足度」については、回答 した教員の大多数 は 「大変良

かった」「まあよかった」と答えてお り、多数の教員が積極的、肯定的な評価 を下 している。

具体的に 「協力隊 に参加 して教師 自身 として得たものは?」 とい う問いに対 しては半数以

上の教員が、「日本 の教育の長所や短所に気づ くことができた」「児童生徒を多角的かつ柔

軟 に見 られるよ うになった」「広い 目で学校教育を考え られ にようになった」「(教員以外 の)

他 の職 業 ・分野の隊員 とのつ なが りができた」こ とな どをあげてい る。

「帰国後、学校教育の現場で派遣中の経験が活か されていますか?」 とい う設 問に対 して

は70%が 「い る」と答えている。 さらに どのよ うに活か されているかの問いに対 して、半

数近 くが 「国際理解教育の内容が充実 した」「子 どもた ちへの接 し方にゆとりがで きた」と

回答 している。また少数 の者なが ら 「外国籍児童 ・生徒や その保護者 とのスムーズな意志

疎通 に役立った」ことを指摘 している教員もいる。自由記述 の中には、「日本 の良さ、特に

教育の充実や質の高さを実感 できた半面、いつ も背中を押 され続 け、走 らされてい る子 ど

もた ちが逆にかわいそ うに思 うことがある。そのため、何 が幸せかを考えた り、話 し合っ

た りする機会が増 えた。単に協力隊の体験談を話すだけでは心に残 らない」「日本の子 ども

達が、他の国々よりも大変恵まれてい る学習環境に置かれ ているのに、学習に対す る関心

や意欲を持 たせ ることにエネルギー を注がなければな らない現状にジレンマを感 じる」 と

い う発言 もみ られ る。

先 に紹介 した 「帰国報告会」では、 しば しば、 二年 間の途上国での生活 を終 えて3月 に

帰国 し、4月 か ら日本の教室の教壇に立つ ことは、当人 にとってはかな りハー ドなことで

あるとの発言が聞かれた。開発途上国のノンビリとした時間感覚 とリズム感 にようや く慣

れ親 しむ様 になった者に とって、 日本の緊張感 とス ピー ド感に満ちた教育現場に再適応す

るには、精神的にも肉体的に もある程度の時間を要す るとい うことであろう。かれ らにと

って 日本の教育現場の多忙感 が、よ り一層強 く感 じられ るのではないか。特に、派遣前の

前任校 に復帰するのではなく、帰国後ただちに異動 を経験するよ うな教員の場合、その負

担感は一層大 きいのではないか と推測 され る。今回のア ンケー ト調査の回答率が6割 程度

と予想外にのびなかった理由には、帰国 ・現場復帰か らまだ一年未満の教員も多 く、いま

だに再適応 、 リハ ビリのプロセスにあ り、めくるめ くよ うな自らの異文化体験を整理 し客

観視するだけの時間的余裕がないとい う事情があるのではないか とも推測 される。

平成21年 度 に行われ た同様の調査 によれば、現職派遣か らの帰国教員たちは、途上国

での国際教育協力活動への参加の結果 として、教員 自身の資質や能力の向上に関 して次の

よ うな意見を表明 している(佐藤 平成22年)。(1)コ ミュニケーシ ョン能力の向上、①外国
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語での児童生徒 との意思疎通が自身の コミュニケー ション能力の向上につなが った、②そ

れがわか りやすい授業 につながってい る、(2)問 題への対処能力 ・概 念化能力の向上 、③

JICAボ ランティアの経験 が問題解決的学習の構成能力向上にっながった、④問題解決的

な学習に以前よ り力を入れている、(3）日本の教育の再認識 、⑤異なる国の教育現場の体験

が 日本の教育の再認識 につながった、⑥それ が帰国後の教 育の質の向上に向けた取組につ

ながっている、(4)異 文化理解の増進 、⑦JICAボ ランティアの経験により自身 の異文化理

解が進んだ、⑧それが児童生徒や同僚な どに対す る異文化理解 の取組につながってい る。

また自らの海外経験 を、学校や地域社会 で活かすために、次のような 活動 を試みている

報告 している。

・海外経験を通常の教科指導や生徒指導 に織 り込む

・国際交流 ・国際理解への積極的取 りくみ

・外国語活動への取 りくみ

・外国籍児童への対応

・地域活動(PTA・ 地域を巻 き込んだバザーや物品回収 ・寄贈活動 の開催)

・学校外へ の出前講座 ・外部講師 としての参加

むすび

平成14年 度 に特別参加制度の下での第一期の現職教員 を送 り出 して以来、平成22年 度

までの9年 間に、合計583人 の現職教員が開発途上国に派遣 されてきた。「日系社会青年

ボランティア」事業で も、22年 度にあらたに7人 の現職教員 の派遣が予定 されている。国

内とは異なる環境 において教育協力活動に従事することによってコミュニケー ション能力

や異文化理解の能力を身につ けた教員、途上国の困難 な状況の中で問題解決的 な対応能力

を身につけた教員、 さらには、他の国での教育活動 に照 らして 日本の教育のあ り方 を再認

識 あるいは再確認す る機会 を持 った教員は、わが国の教育現場にとって も貴重 な人材 とな

る。 また、彼 らの経験 は、将来 の国際教育協力分野での人材の裾野を広 げることにも貢献

す る。国際協力機構は、今後の課題 として、(1)当 面、毎年100人 の派遣(こ こ数年 の実績

は80人 台)を 実現す るために 日本 の教育現場での広報啓発活動 を拡充す る、(2)帰国後の貢

献拡充のためのネ ッ トワークの確立(協力隊経験を活かす機会の拡大 ・充実に向けた取 り組

み)を 指摘する。青年海外協力隊に よる開発途上国への現職教員の派遣 とい う方式は、おそ

らく、外 国にも類例を見ないわが国独 自の制度である。帰国 ・復職の過程での支援 の見直

しな どの課題 もあると考え られ るが、本制度による現職教員に よる国際教育協力活動の一

層の拡充に期待 を寄せたい。

[参考 ・引用資料]
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国際協力事業団 「開発 と教育 分野別援助研究会報告書」 平成6年1月

国際協力事業団 『国際協力事業団25年 史』1999年8月

国際協力機構 「青年海外協力隊 募集要項 平成18年 春募集」

国際協力機構 ・青年海外協力隊事務局 『国家 ・地方公務員の青年海外協力隊への現職参加』

平成10年3月

同 青年海外協力隊事務局 『現職教員特別参加制度 評価報告書』平成19年10月

佐藤真久編 『青年海外協力隊 「現職教員特別参加制度」による派遣教員の社会貢献 と組織

的支援 ・活用の可能性』 平成22年3月

筑波大学教育開発国際協力研究センター 『派遣現職 隊員の教育活動上のニーズ調査報告』

平成16年3月

筑波大学教育開発 国際協力研究センター(ホ ームペ ージ)拠 点システム派遣現職教員支援

事業(www.criced.tsukuba.ac.jp/jocv/)

文部省 「時代 に即応 した興際教育協力の推進について」(時代 に即応 した国際教育協力の在

り方 に関する懇談会報告)平 成8年6月

文部省 「開発途上国への教育協力方策について」(国 際教育協力懇談会)平 成12年11月

文部科学省 「国際教育協力懇談会 最終報告」平成14年7月

文部科学省 「初等 中等教育における国際教育推進検討委員会報告― ―国際社会 を生きる人

材 を育成す るために」 平成17年8月

文部科学省 「大学発 知のODA― ― 知的国際貢献に向けて―― 」(国 際教育協力懇談会報

告2006)平 成18年8月

文部科学省 ・国際協力機構 「青年海外協力隊 『現職教員特別参加制度』 のご案内」

文部科学省 ホームペー ジ 「現職教員特別参加制度」

www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/genshoku/main6_a9.htm

※ 国際協力機構 ・青年海外協力隊事務局か らは、現職教員派遣事業 に関わる詳細な資料

の提供 を受 け、また、社団法人青年海外協力協会(JOCA)事 業部か らは、協力隊OB

組織 の活動全般 について情報の提供 を受けた。両者への感謝 を表 明 したい。
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1.文 部省 『東南アジア ・中近東 教育事情調査報告書』(要 旨)

1961年11月

は しがき

戦後、アジア地域には、数 多 くの独立国が生れた。そ して、 これ らの独立国も、古くか

らあつた国も、 ともに近代国家には程遠 いこ とか ら、国を挙げて新 しい国造 りに懸命 の努

力を している。 これ らの国 々の中には 自由陣営 に属す るもの、共産陣営 に属するもの、中

立的立場 に立つ ものな ど、 さまざまであるが、欧米各国は、それぞれの立場か ら、 これ ら

の国に、早 くよ り軍事援助 ・経済援助 ・技術援助 ・教育支援等い ろい ろの形での巨額 な援

助をはじめている。

わが国 として も、アジア諸国への協力援助の ことは、いまや二十世紀 の世界的使命で あ

ることに鑑 み、アジアの一員 としての責任 と使命の重大 さに鑑み、遅れ ばせなが ら、数年

前 より、それぞれの国の要請に応 じ、経済援助、技術援助を始めるに至つた。

このよ うな経済援助、技術援助の一環 として、あるいは経済 ・技術援助 に先行す るもの と

して、文部省 は新 しい人造 り、換言すれ ば、 これ らアジア諸国の指導者養成への協力方策

の一環 として、昭和二十九年度に、東南ア ジア ・中近東地域諸国を重点的対策 とす る国費

外国人留学生招致制度 を創設 した。以来、今 日まで外国人留学生を五五八人招致 したが、

この うち東南アジア ・中近東か らの留学生 は実に四二〇人に達 している状況 である。

このよ うに、留学生招致 のことを主軸 として、教育協力のことは進行 しつつあ り、 しか

も、将来、飛躍的な教育協力施策 を進展 させ ようとす る強い意欲 を持ちなが ら、率直に言

つて、文部省 は、東南アジア ・中近東の教育の実態については、あま り詳 しく知 るところ

がなかつた。

この意味においては 、文部省は、昭和 三十五年暮 か ら昭和三十六年春にか けて、この地

域 に四か班か らなる大規模 な調査 団を派遣 したので あるが、この冊子 は、 これ ら四か班 の

調査団か ら文部大臣に提出 された報告書を合本 した ものである。 ただ、 これ らの報告書の

うち、一般国情 ・教育事情等 につ いては、本文 を一々ご覧願 うほかないが、調査団の調査

結果 にも とづ く総合意見は、四か班の連絡会議 において一応 まとめ られ てい るので、それ

を左 に揚げ、ご高覧の次見 としたい と思 う。

○第一 基本態度

(一)施 策は、高いヒユーマニズムに立脚 して進め られるべきである。

(二)施 策は、それぞれの国の実態 と希望に応 じたものでなければな らない。

(三)施 策は、それぞれの民族の魂の琴線 に触れるものでなければな らない。

(四)教 育協力は、原則 として、経済協力を前提 として、ない しは経済協力 と相呼応 して

進 められ るべ きである。

○第二 具体方策

(一)ア ジア諸国に対す る教育協力の緊要性 についての国内広報 を徹底すべ きであ る。
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(二)文 部省 にアジア諸国教育関係資料室を設置すべ きである。

(三)各 国の教育指導者 を計画的に招致 し、わが国の産業 ・教育等の実態 を正 しく紹介す

べ きである。

(四)国 費留学生を大巾に招致す る とともに、イ ン ドネシア留学生 ・私費留学生 を含 めて

の受入体制を根本的に整備すべきである。

(五)学 者 ・技術者 の派遣お よび招致 を大巾に実施すべきである。

(六)中 級技能者の短期研修招致方式 を検討すべきである。

(七)現 地 における日本語教育 の実施 に協力するため、 日本語教師 を大量 に派遣すべきで

ある。

(八)学 術文献 ・教材教具等の計画的提供方式を検討すべきで ある。

(九)所 要の地に文化セ ンター を設置すべきである。

(十)将 来は各国に、 とりあえず はタイに文化アタツシエを設置す るべ きである。

ともあれ、これ らの調査成果は、去 る昭和三十七年四月 に東京で開催 され たユネ スコ加

盟国文部大臣会議の成果 とあいまつて、将来大きく生か され て行 くことであろ うし、また、

ぜひそ うしなくてはな らない と考 えるものである。

昭和三十七年九月一 日 文部省調査局国際文化課長 佐藤 薫

第一部 各調査団報告要 旨

一.東 南アジア第一班

2.総 合所見

以上、各国別 に、わが国 としてなすべ き教育協力施策のあ らま しについて述べたのである

が、これ らの国全体を通 じての総合的所 見は次 の通 りである。

(1)高 いヒユーマニズムに立脚 した施策

日本は、一体何のために東南アジア地域諸国家に対 し教育協力 を しよ うとす るのであろ

うか。それ は 日本民族 の将来の幸福 と繁 栄のために とい うこともあるであろ う。 しか し、

そのよ うな功利 的な態度のみで良いのであろ うか。私たちは今 回の旅行で、現代文化の恩

恵に殆 ど受 けず 、 しかも、それを不幸 とも思つていないのではないか と思われ る数多 くの

民衆 に接 したのであるが、その際、私た ちの胸 にこたえた ことは、 日本 民族 は真 に幸福 な

民族である とい うことと同時 に、同 じくアジアの民族であ りながらこの不幸 を不幸 とも思

つていないのではないか と思われ る人たちに、真 の幸福 とい うものを味わせ てあげ、そ し

て、 ともどもに人類文化の向上 につ とめたい とい うことで あつた。このよ うな気持 ちと態

度が、教育協力のバ ツクボーンになつてこそ、は じめて教育協力は大なる実 を結ぶ のでは

なかろ うか。

(2)そ れぞれの民族 の魂 をつかむ施策

前述の ことと関連す ることではあるが、施策は、それぞれの民族 の魂をつかむ ものでな
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けれ ばな らない と思 う。東南アジア地域諸 国家に対 して、 自由 ・共産両陣営は、 ともに経

済協力、教育協力面で莫大な財力をつ ぎ込 んでい るのであるが、それ にも拘わ らず、若干

の例外を除いては、それ らは、必ず しも当該民族の心 をつかんでいるとは思われ なかつた。

これ では、東西両陣営の経済協力、教育協力 は成功 しているとは言 えないであろ う。

従つて、わが国の経済協力な り教育協力な りを真に成功 させ るためには、あくまで誠 実

に、そ して相手国の立場 とプ ライ ドを十分に尊重 し、若 しくはそれ を傷つ けることのない

よ うに努 めなければな らない と思 う。か くて こそ両民族の魂 の琴線 が触れ あ う協力が可能

なのではなかろ うか。

(3)そ れ ぞれの国に応 じた施策

今回、私たちの廻つた国は、前述の ごとく東南アジア十三か国 中の僅か四か国に過 ぎな

いが、その四か国は全 く異 なつた特質-民 族性、歴史 ・生活 ・慣習 ・文化 ・政情な ど-を

持つ ものであるとい うことを、今 さらなが ら痛感 したので ある。従つて、今後の東南アジ

ア諸対策は 「東南アジア」 と十把一か らげに言わず、十二か国それぞれ に適応 した具体的

施策 を考えなければな らない とい うことを しみ じみ感 じた次第である。

(4)大 胆 にして特徴のある施策

カンボデイア、マ ラヤ、イン ドネシヤ、タイの四か国だけについて も、 これ らの国に対

す る東西両陣営特に米 ソの援助競争は激甚であ り、注 ぎこんでい る物量 は莫 大な ものであ

る。

このよ うな実情に鑑み、 日本民族 とそれ ら民族 との長 い将来に思い を致 し、国力 、国家

財政の許す限 りにおい て、みみつ ちい ことを言わず 、思いきつた施策でなければな らず、

しかも、 日本 のみのな し得る特徴 のあるものでなけれ ばな らない と思 う。中途半端 な特徴

のないものでは、 とて も米 ソには立ち うちできないであろ う。

(5)教 育協力は原則 として経済協力を前提 として

前述の如 く、(一)施 策は高いヒユーマニズムに立脚 したものでなければならない。(二)

施策はそれ ぞれの民族 の魂 をつかむものでなけれ ばな らない。(三)そ れぞれ の国に応 じた

施策でなければならない。(四)施 策 は大胆に、そ して、特徴のあるものでなければならな

い。 といつても具体的には、 どの ように教育協力施策を進めるべきなのであろ うか。

教育協力を強力 に進 めるためには、医学関係 とか、行政関係 とか警察関係 とかは別 とし

て、原則 として経済協力を前提 としなけれ ばな らない と思 う。特 にこれ ら四か国の実態に

応 じ、概 して言えば、 中小企業の振興促 進への経済協力がまず必要であろ う。何ん となれ

ば、 日本 において、いかに優秀な教育特 に技術教育 を受けて国に帰つた ところで、就職 口

がない とい うことでは意味がないか らである。

と言つて、経済協力だ けが跛行的に進んだのでは、そ こに生れる 日本 と当該国 との関係

は、単なる利害関係 のみに終つて、 日本 とその国 との永世 の友好 関係 な どは期待できない

であろ う。

ところで、 さらにわれわれの痛切に感 じた ことは、以上のよ うな態度 で教育協力 を推進
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す るためには、まず国内体制 を徹底的に整備す ることが、すべての先決条件 である とい う

ことで あつた。

二.東 南アジア第二班

2.総 合所見

要す るに東南ア ジア諸国に対す る教育協力 は、相手国のそれ ぞれ異つた要求をよ く考慮

し、 じゆ うぶんな体勢 をととのえた上で、特色の ある徹底 した施策 を持続的に傾 注すべき

である。そのためには、諸 国の実情、要求 をじゆ うぶんには握す ること、また、諸国の関

係者の 日本の教育に対す る認識 ・評価 を高めることがまず もつて必要である。

三.東 南アジア第三班

2.総 合所見

(1)全 体的にみて、何 よりも日本に関す る理解が不足 している、従つてまづ何 よ りも、

日本の実情についての継続的なPR活 動が、相手国の政治、経済、教育、技術、文化の各界

の指導者 を対象 と して行 われなければならない。特に トツプクラスの指導者 の 日本 に対す

る認識 を深 めさせ るこ とが、あ らゆ る援助 協力の前提条件 として必要であ る。 この意味で

短期視 察者 を大量に招致 して 日本の文化水準 の高 さを、まの あた りに見て もらい、実態 を

知 らせ ることは、各国に共通 した当面の急務 と考え られる。 この場合、都市のみでな く、

特に農村 における文化の普及度 について充分啓蒙す ることが、 とか く、 日本文化 を皮相的

に しかみていない先方の理解を改善す るためにも必要である。

また、 日本への短期招致 と並行 して、文化セ ンター、文化 アタツシエ等の 日本文化のPR

機関を先方の国に設置 して、教育協力に関す る各種の事業及び現地における宣伝活動を実

施することの必要性 も十分認め られ る。

(2)留 学生招致制度については各国 とも待遇についての不満 を訴えていた。留学生に対

す る給費額等 については、 日本の レベル と比較 して額の多寡 を論ず るのでは意味がない。

先方の学生が各国の留学条件 を比較 し、少 しでも条件のよい欧米諸国へ留学を希望す るの

は当然である。従つて、 日本 における給食額 の引上げは、 日本的な考え方 を離れて、再検

討す る必要がある。

待遇の改善 と並行 して留学生の選衡方式は統一すべきである。金持階級の子弟 に遊学の

機会 を与 えるとい うよ り、相手国の将来の指導者 を養成す る とい う留学生招致制度本来の

目的 と考 えれば、優秀な学生 を採用す るには統一的な選衡方式によるこ とが必然的 に必要

となる。 当面の国際親善だ けではなく、将来 の関係 を考えれば、至急改めなければな らな

い ことである。 日本へ留学 を希望する学生に、現地 において 日本語の予備教育を施行す る

ことも十分、考慮すべ きである。

(3)調 査団は短い期 間に四ケ国の各地をまわ り、一応の成果 を得 たのであるが、調査 の

結果が十分に して適確 なものであ るとはいい切れ ない。従つて、今後更に十分な期 間 と準

備 をもつて継続的に調査 を行 な うことが望ま しい。
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第三部 東南アジア ・中近東 に対す る教 育協力推進 のための、国の内外体制 の整備 に関す

る総合所見

以上の如き、東南アジア ・中近東諸 国家に対す る教育協力を推進す るた めには、何 と言

つて も、国内体制お よび国外体制 の整備が根本である と思 うのであるが、その要点は次の

とお りである。

一.東 南アジア ・中近東諸 国に対す る教育協力の緊要性についての広報 の徹底

二.国 内体制の整備

(一)東 南アジア ・中近東教育関係資料の収集整理

(二)教 育関係指導者招致体制 の整備

(三)留 学生受入体制の整備

1.国 費留学生関係

2.イ ン ドネシア賠償 留学生 関係

3.私 費留学生関係

4.全 留学生を通 じての教育補導体制等の整備

(四)学 者 ・技術者等招致お よび派遣体制の整備

(五)中 級技能者研修招致方式の検討

(六)教 材教具提供方式の検討

(七)学 術 文献資料提供体制の整備

(八)対 外教育協力関係文部省機構の整備

三.国 外体制の整備

(一)文 化 センターの設置推進拡充強化

1.イ ンフオメーシ ヨン機構 の強化

2.日 本語講習会の開催、 日本語学校の整備

3.世 話機構 の整備

(二)文 化アタツシエの設置

(三)東 南アジア ・中近東在留同胞子弟の義務教育確保対策の検討

1.一 般対策

2.タ イの 日本人学校教師問題 の解決
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2.対 外経済協力審議会 『開発途上国に対する技術協力の拡充強化

のための施策について(報 告)』(要 旨)

1971年7月

第1章 技術協力のあ り方

1.対 外 開発協力 の理念

わが国の対外開発協力 については、 これ まで、開発途上国の開発 の努力 に対す る先進国

の一員 と しての応分の協力 として、必ず しも積極的に考 えられて きた とはいい難いが、急

速な経済発展 を遂 げ、国際社会 において重要な地位を 占めるにいたったわが国に とって、

今や、世界共同体にお ける先進国 と開発途上国 との調和的発展を図 る積極的手段 としての

意味を持ってい るといえよう。

同 じ地球上における極端な貧富の存在 をなくし、正義 と豊かな社会 を共有す るためには、

いまや、先進 国は、 自国内において国民福祉 の向上を追求す るのみでな く、開発途上国に

対 しても同様 の理念を適 用せねばな らない。わが国の対外開発協力が、世界共同体 におけ

る先進国 と開発途上国 との調和を図る積極的手段 として役 立つためには、それが真 に開発

途上国の経済の発展 と住民の福祉 の向上に寄与す るとともに、有効需要の拡大 を通 じて、

世界経済の均衡的発展 を促す ものでなけれ ばな らない。また、わが国の開発協力が開発途

上国の住民 に深 い満足 と信頼感を与 えるためには、常に開発途上国の立場に立 って、かれ

らの 自助 的、効率的な経済社会建設 を側 面か ら助 けるとい う考えか ら出発す ることが必要

で あると思われ る。 このよ うに、開発途上国の 自助努力 を尊重 し、先進 国 としての真 の人

間的良心のあ らわれ としての協力 を実行 してい くな らば、必ずや、わが国の対外開発協力

についての国際的評価 も高まることとなろ う。

1970年 代を迎 えて、国際的には 「政府開発援助」を強化す る方向にあ り、なかで も、多

国間援助の拡充の方向へ、また、ひ も付 き資金援助 の廃止へ と進 んでい る。 わが国 として

も、これ らの国際的な動 きにそいつつ、 「政府 開発援助」を強化 してい くとともに、協力の

効果を高 めるた め、技術協力 をこれか らのわが国の対外開発協力 の重要な柱 とし、資金協

力特に無償の資金供与、超 ソフ ト・ローン供与 と一体化 した経済協力 を推進する等、新 し

い対外開発 協力 の構想が必要である。そ うしない と、せっか く高い対外 開発協力の理念 を

かかげても、わが国の協力 が開発途上国の経済、社会開発 と住民の福祉 の向上に大きなイ

ンパ ク トを与えるよ うな有効な協力 となることが難 しい と思われ るか らである。また、わ

が国の協力が、過去において、 ともすれば、輸 出振興に結びついてい るかのごとく評価 さ

れ てきたが、今後、教育、文化、医療等の面における協力 を一層積極的に行 うことによっ

て、わが国の対外開発協力の内容 を豊かに して行 かなければな らない。

2.国 民的支持 の必要(略)
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3.技 術協力の基本的な考え方

(1)技 術協力の意義

技術協力の意義は、開発途上国の各種開発の主要な推進力で ある人的資源の開発 、技術

水準の向上等 に資す ることによって、開発途上国 自身の 自助努力 を支援す る一方、資金協

力 とも結びついて、その ウエイス トをできるだけ少 な くし、その効率性を高めるとい う極

めて重要な役割 を果 たす ところにあ り、多種 多様な協力形態の中において技術以外 の他 の

要素―資金、機材等― と複雑に絡み あって、開発途上国の開発 の推進 に寄与す るものであ

る。従 って、技術協力をいかに組 み入れ、機 能 させ るかは、開発途 上国の開発 の推進上重

要なポイン トとな るものである。

さらに、開発協力は、単に直接経済的な面の協力のみな らず、その背後 に根深 く横 たわ

っている幾多の社会的阻害要因を排 除 して、社会構造の変化 をもた らすための非経済面へ

の協力をも含まな けれ ば効果的な協力 とはな り得ないので、技術協力も当然 この両面での

アプローチがな されねばな らない。

(2)技 術協力の量の拡大の必要

わが国の1969年 における援助総額に占める技術協力の割合は、次表の とお り1.5%で 、

DAC諸 国平均(11.3%)に 比べかな り低いので、今後急速 な増大 を図ることが必要で ある。

4.技 術協力の推進上留意すべき基本事項

(1)人 的資源開発への協力について

開発途上国の経済社会 開発 の推進 を停滞せ しめてい る重要な要因の一つは、人材が量、

質 ともに不足 してい ることであ り、開発途 上国の 自力開発の推進のために必要 とされ る人

材 の養成 は、焦眉の急である。この人材 の養成への協力は、人か ら人への技術の伝達であ

るため、双方の人間的信頼 あるいは相互 の理解 の上に成 り立つものである。従 って、これ

に携 わる人 には、精神面で強 く要求 され ることが多 く、真 に開発協力に理解 と情熱 をもつ

た人 をあてて事業を実施 しない と、かえって双方の関係を悪 くす るよ うな結果 を生むおそ

れ もあるので、各界の一層の協力を確保 し、適材 の発掘のための基盤 を整備す る等、これ

に従事する人の計画的養成に努めることが急務 である。

(2)開 発プ ロジェク トへの協力等の拡充

技術協力は、開発途上国の経済社会開発計画の策定、その基幹 となる開発プ ロジェク ト

の必要優先度、可能性、効果等の検討 、事業実施のプログラ ミング、事業遂行過程 での技

術補足、事業のアフターケア、周辺へ の普及活動等 の各段階において効率を高め るために

必要 とされる。従って、今後、で きるだけ資金協力 または無償の設備 、施設の供与(以 下、

無償供与 とい う。)等 と技術協力 とを最初か ら結び付 け、一貫 した一つ のサイクルまたはシ

ステムとして考 えて行 くことによって、経済的効率を追求すべきである。

また、できる限 り、その国の経済発展にイ ンパク トを与 え得 るような事業に協力す べきで

あ り、総合的開発計画の一環 としての大規模 なプロジェク ト等への協力の拡大を図 らなけ

ればならない。
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(3)教 育、文化、医療等 の協力 について

開発途上国において、その 自立発展を阻害 しているものとして、教育、学術研究、文化、

医療等の分野 における施策の貧弱 も決 して軽視できない。従って、経済面 における協力 と

併行 して、開発途上国の 自立発展の基礎 となる教育の普及、社会的 、文化的水準の向上等

をもたらす協力が極 めて重要である。 これまでのわが国の協力では、これ らの分野の協力

は必ず しも十分ではなかったので、今後、積極的にこれ らの部門に も協力の手を伸ば し、

開発途上国の社会 の進歩 を促す必要があろ う。

しか しなが ら、この分野は、相手国の民族が、過去、幾百年 にわたって 自ら形成 した独

自の文化、伝統、宗教、社会制度等 の上に成 り立 っているものであ り、徒 らに近代化、合

理化 を急 ぐことは混乱を招 くのみである。従って、 この分野での協力は早急な効果の追求

を避 け、長期的視 野の下に、相互の理解 を深 めた上で、相互の福祉増進 を図るとい う認識

をもって事業を実施 し、相互 の調和の確立 とい うことを目標 としなければな らない。

さ らに、 この事業 は、長期を要す る協力 であるために個人をベー スとした協力だけでは、

そ の成果が期 し難いので、国内の研究機 関、国別の友好団体組織等 関係 団体組織 を十分に

活用 した協力 をも推進す るよ うな施策が必要であ り、また、効率が高 く、波及効果のある

事業を重点的に行 うことが当面必要である。

(4)政 府技術協力 と民間技術協力 との関連づけ

技術協力は、その性格上、開発途上国の経済開発 、社会開発の あらゆる分野に関連 して

いるので、開発途上国か らの技術協力の要請 に効果的に対処す るためには、政府ベースの

技術協力 と民間による技術協力、投資、開発輸入、プラン ト輸 出等 とが相互に密接 に補完

し合 うよ う留意 しなければな らない。今後、政府ベースの技術協力は、従来立ち遅れてい

たインフラス トラクチュアの整備 等公共的分野 に対する協力 を重視 して推進する必要があ

る。

また、わが国の技術協力の拡大 とその効率性 の確保 を図 るうえか らも民間のイニシアテ

ィブと責任において行 われている民間技術協力の果す役割 は多大であるので、国は、必要

に応 じ援助を行 い、その一層の推進 を図 るべきである。

官民一体の対外 開発協力の推進 に当た り、従来、政府は、特定の民間企業 との結びつきを

警戒す る余 り、民間協力 との相互補完を不必要に避 ける嫌い もあったが、原則 として政府

ベース協力には先行的役割 りを果たす使命が与え られている とい う認識の上で対処すべき

であろ う。 さらに、経済面だけでな く、教育、学術研究、文化、医療等の分野を含 む政府

ベース技術協力実施に当た って、施設、 ノウハ ウ、人材等 を民間にも求めなけれ ば実施の

万全を期 し難い ことも少 なくないので官民一体 となって技術協力を推進す るための計画お

よび体制が必要である。

なお、この際、特 に強調 したいのは、民間の供 与する施設 、ノウハ ウない し人材 に対 し

て適正な対価 を支払 うことによ り、民間の協力を促進助長すべ きであって、このよ うな形

で直接 、間接 に民間参加 の層を厚 くし、広 くしてい くことが、技術協力への国民的支持 を
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得るた めの最 も着実な道 である。特にノウハウ、パテ ン ト等 については、商業べースで立

派に商品価値 のあるものであるとい うこ とを十分認識 して、その対価の支払いについて十

分の考慮をすべきである。

(5)国 際機 関、他 の先進国 との協力

① 国際機関を通ず る技術協力は、政治的中立性 が確保 され るので相手国に受け入れ られ易

いこ と、相手国に対 して思い切った助言 、勧告等がで きること、国際的 プロジェク トの

調査実施 については、その性質上、国際機 関を通ず るのが最 も適 してい ること等の長所

があるので、国際連合その他 の国際機関に積極 的に協力 して、指導的役割を果たす よ う

な取 り組み方 をすべきで あろ う。

なお、技術協力の一環 として、開発協力関係 国際機 関に勤務す る日本人職員の増加 を

図 るため、その養成に努 めるとともに、その職 員へのフォ ローア ップあるいはアフター

ケアについて も、 さらに有効な施策 を講ず ることが必要である。

② また、現在、多 くの先進諸国が種々の構想の下に援助事業を推進 しているので、単にわ

が国 と相手 国 との二国間の関係 のみな らず、その開発途上国に対 して他 の先進国が実施

している援助事業について も十分に知 り、それ との調整を図 ることも極 めて重要なこと

である。

第4章 教育、学術研究、文化の協力について

教育 、学術研究、文化 の分野 の協力 を進めるに当た っては、特 に、援助国 と被援助国 と

い う意識を取 り除き、相 互の交流 をはか りつつ、長期的、国民的 きずなをつ くりあげるこ

とを 目標 とすべきである。

なお 、以下に述べ るさまざまな協力事業の実施 に当たっては、 まず、相手国の事情 に関

す る基礎的な調査研究を行ない、相手国のニー ドを適切に把握 した うえで、これに即応す

る協力 を行な うべ きである。

1.教 育協力

教育 は、人 間形成の基本的手段であって、一面においては、人間の普遍的側 面にお ける

共通性 と、他 面において、それ ぞれの国の固有の文化的伝統 に根 ざす ところの異質性があ

ることを認識 した上で、教育協力 を進 める必要がある。

教育協力の分野においては、直接開発 につ ながるマンパ ワー養成のための協力 も重要であ

るが、 このほか、一国の 自立発展の基盤 を培い、社会、文化水準の向上 を促すための相手

国の要請に応 じた一般的国民教育への協力、文盲をな くすための普通教育、成人教育の普

及 、マス コミを通 じての大衆 の知識への関心 と水準の向上等に対す る広範 な協力の分野が

あることが忘れ られてはな らない。ただ し、開発途上国の教育主権 とナシ ョナ リズムにか

かわる問題で もあるので、特 に、一般的国民教育への協力については、能 う限 り慎重に行

うべき ことはい うまでもない。

なお、経済協力プ ロジェク トと緊密 に連携 して、システム として総合的 に実施するこ と
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がその成果 を高めることにもな ると考 えられ る。た とえば、漁業開発 、農業改良協力プロ

ジ ェク トが実施 され る場合 、これ に結びつけてそれぞれ水産教育、農業教育の教育協力 を

実施 し、その国のマ ンパ ワーの養成計画をシステ ムとして結びつけることによ り、協力の

実をよ り効果 的にす ることができるもの と考 えられ るか らである。

また、教育協力においても、二国間方式 と国際機関 を通ずる多国間方式 とがあるが、それ

ぞれの長所 を考慮 しつつ、なるべ く重複 を さけ、両者 の協力を適時適切 に組 み合わせ て行

な う必要がある。

(1)留 学生の受入れによる教育協 力の強化

① 留学需用に対応 した教育協力

わが国の外国人学生受入れ数 は、次表の とお り他の先進国に比べていまだ低い水準にあ

るが、近時わが国の国際社会に占める地位 の向上に伴い、開発途上国政府 の人材養成計画

に基づ く留学生の派遣等 日本への留学需用が漸次増大する傾 向にある。

開発途上国か らの留学生の受入れは、かれ らの祖国の緊急 の課題である経済開発、社会 開

発等に寄与す る人材 の養成 とい う重要な意味があ るので、留学の動機、希望 を十分 に理解

した上で、帰国後の活動 を有意義た らしめるよ う十分配慮 して、計画的に留学生の受入数

の増大をはか るべきであ り、また、受入方法の多様化 について検討す る必要がある。

② 受入体制 の整備

わが国での勉学に熱意 のある立派な留学生を受け入れ 、適切 な教育指導 を行 うため、受

入体制 の一層 の整備充実をはか らな けれ ばならない。 このた め、わが国の実情、特 に生活

条件、学校教育制度、内容、水準等 を十分 に相手国側、留学希望者等 に紹介 し、わが国で

教育を受 けるにふ さわ しい者 が選ばれ るよ う適切なオ リエンテー シ ョンを行 ない、かつ、

現地の実情に即 した適切な選考を行 うとともに、日本語教育の改善、奨学金、図書、資料、

教材の提供等 の改善、大学等の受入体制の整備、留学生のための世話事業を行なっている

日本国際教育協会、国際学友会等の拡充強化 、わが国の学生 との人間的交流 の場の拡充、

留学生用寄宿舎の増設、留学生受入家庭 に対す る税制上の優遇措置、補助金 の交付等の恩

典の付与 をはか る等の諸施策 を講ず る必要がある。特に大学が、 日本人学生に比べ教育、

補導に著 しく世話のかかる留学生 を円滑に受け入れ得 るよ うにす るためには、指導教官に

対す る留学生指導謝金の増額、チューター制度の設置、専任留学生担当者の設置等を考慮

す る必要が ある。なお、わが国へ の留学生の8割 を占める私費留学生のための援助奨励措

置 も積極 的に推進すべ きである。

③ 学位 の授与について

開発途上国 においては、学位 のもつ意味が大 きい実情に照 らして、学位 の取得 を切望 し

ている留学生が多いので、学位授 与の方法 について検討す る必要が あるが、教育制度 の相

違、 日本語能力の不足等か ら留学期 間内に修士または博士の取得が困難な場合 が多いので、

期間の延長等の措置 を検討する必要が ある。

④ 帰国留学生に対す るアフターケアー
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留学生が帰国後 におい て、 日本での修学成 果を十分 に発揮 し、 自国の経済社会発展のた

めに活躍することができるよ う、帰国留学生 との連絡 を密接に して、専門図書、研 究資料、

教材等の提供等 によるアフターケアーに配慮する とともに、現地国における帰国留学生 の

就職状況や待遇、 日本 で取得 した学位 、医師免許等の資格お よび技術 の取扱状況等 を緊急

に調査 し、すみやかに適切 な措置を講ず る必要がある。

(2)開 発途上国現地における教育協力の拡充

① 開発途上国の物理、化学、農業等の中等教育の教員 を行 なっているが、生物、工業等協

力分野の拡大、派遣期 間の延長、増員等 を考 える必要がある。

② 開発途上国の教育計画 に即応 し、施設、設備、専門家等 をパ ッケージ した教育研修セン

ター を設置 して協 力す ることがきわ めて効果的 と考えられ る。

③ 専門家の派遣のみでな く、相手国側 において協力 し、共 に指導 している人材を養成 しな

けれ ば協力 が真に相手国に定着 し、結実 しないであろ う。 この ような協力者 の養成 を促

進す るた め、これ らの人材 の養成教 育の機 関に対す る協力 を継続的に行 うこ とが必要で

ある。

④ 開発途上国における指導的人材 の育成 に資す るため、現地の大学生に対 し奨学金の供与

等 を行 い、その 中か らわが国に招致す る大学院学生 を選ぶ よ うにす ることも新 しい教育

協力 として有効なもの と考えられ る。

なお、開発途上国の教育指導者 、教育者の招致等を一段 と積極的に進めるべ きである。

⑤ 現地における一般 的国民教育の振興に対す る協力 を推進す るため現地語教科書等 の教

材 の開発 と提供(印 刷へ の協力等 を含む)、 学校施設、設備の提供等を進める等の施策 を

図るべきである。

(3)日 本語、現地語等の教育の振興

わが国へ の留学、研修 、 日本研究等のために 日本語 が必要であるので、開発途上国にお

ける日本語講座 、 日本語学校等の 日本語学習機 関を拡充強化 する とともに、国内における

東京外国語大学附属 日本語学校 、国際学友会 日本語学校等 の 日本語 習得機関を拡充強化 し、

また、 日本語教師の養成 、 日本語教育研究な らびに教科書、教材 の作成等のための 日本語

教育研究セ ンター、ラングェジ ・ドー ミ トリー等 を設置す ることが必要である。

また、わが国における現地語習得の機 関をも設置 し、国際語、現地語、 日本語 の組み合わ

せ によって交流 をはか り、 もってわが国対外 開発協力の一層の効 率化に資す るよ うに努め

る必要があろ う。

2.学 術研究、文化 の協力

開発途上国における必要性 に応 じて学術研 究、文化面の協力を進 める とともに、わが国

の学術研究の成果等 を進んで開発途上国に伝 えるよ う努めることも今後特に重視す る必要

があろ う。

(1)開 発途上国の学術 、試験研究機 関への研究者 の派遣、設置 、運営への協力、わが国

の研究成果 の提供 、教材 、施設の供与、開発途上国における共同研究の組織化 などの必要
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がある。

この具体化 として、 自然科学、技術、人文社会科学の分野の成果を国際語、現地語で こ

な しうる研究者 の養成、熱帯農 業研究セ ンター の行 なってい る共 同研 究の拡充、国際文化

会館 のアジア知的交流プログラムの拡充、京都大学東南アジア研究セ ンター とイ ン ドネ シ

アの レクナス との共同研究プロジェク ト等の発展、科学技術その他のわが国の研究成果の

国際語 、現地語 による提供(例 、東南アジア研究セ ンターの英文研究双書、アジア経済研究

所のオケージ ョナル ・ペーパー ・シ リーズ、熱帯農業研究センターの英文刊行物 、国際技

術振興協会の現地語 による技術書の刊行)、 図書、資料 の寄贈な どを積極的 に推進す るこ と

は極 めて有意義 な事業 となろ う。特にこれか らは、研究機関、大学間の機 関相互の協力 関

係 をつ くりあげてい くことによって、学術研究 協力 の長期的組織化 を目指す こ とが大切 で

あろ う。

(2)開 発途上国の専門家をわが国に招へい して、わが国の学術、研 究の現状 を理解 して

もら うとともに、共同研究 を組織 し、また、開発途上国 とも関連のある国際的なシンポジ

ウムを開催 し、先進国、開発途上国、 日本 の学者が共通の問題 を討議することとし、特に

開発途上国の優秀な学者 には参加 に必要 な援助 を与えることも必要で あろ う。

さらに、開発途上 国の要請に基づく研究開発 を進 めるとい う方式 も有効であろ う。

このためには、わが国の大学、研究機関で相手国の研究者 を受 け入れ る体制 を改善す ると

ともに、 日本学術振興会 の外国人奨励研究員制度 、ア ジア経済研究所の海外客員研究員受

入事業 の拡充、熱帯農 業研究センター、東南アジア研究セ ンター、日本経済研究センター、

国際 開発セ ンターの国際シンポジウムの拡大、経済開発、技術 開発 について の国際セ ミナ

ーの開催 な どを進 める。また、民間試験研 究機関にお ける開発途上国地域向けの研究の う

ち必要なものに対 しては、国の補助を与えることも必要であろ う。

(3)開 発途上国の 日本近代化、戦後 の高度経済成長等について関心の高 ま り等にも対応

して、 日本研究講座の拡充を図 るとともに、わが国の研究者 、学者等を短期間派遣 して、

講演、講義等 を行 わせた り、また、十分な準備 を した うえ、わが国に 日本研究セ ンターを

設置 して先進国、開発途 上国、日本の学者の共同研究を進める。さらに、アメ リカのUSIS、

イギ リスのブ リテ ッシュ ・カ ウンシルな どの先例 に学び、主要な開発途上国に 日本文化セ

ンターを設 置す ることも効果 的である。 また、開発途 上国の 日本研究者 に対す る援助 も考

えるべきである。

(4)研 究協力支援体制の確立等

多数の専門家が研究協力のため派遣 されたが、その協力はほ とんどが個人ベースで、そ

の人限 りで研究が断絶 した り、後任者 は別 の方式 で研 究す るよ うなことが少な くない。 こ

れ に反 して、た とえばマ レー シヤにおける稲 の品種改 良は、数人 によって受 け継 がれ、約

10年 の協力の後、マ リンジャ、マス リ、バハギヤ とい う極 めて評価の高い品種を作 り出 し

てい る。 これは太平洋戦争 中の 日本人技術者 の努力を受け継いでいるものであ り、農林省

の稲 の研究 グループの組織的支援 があって成 り立 ったもの と言え る。た とえ派遣 され る専
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門家は1人 であっても、支援組織があれば、協力研 究 も持続性が保持 され、その効果 も一

段 とあげ うるか ら、研究協力に当たっては、国内支援組織 を作 り、また国内研 究機関 との

共同事業 として派遣す る等 の方法 を考えるべ きである。

なお、研究協力の成果が相手国において円滑に活用 され るよ うに研 究が完 了 し、成果 を引

き渡 した後も、実施状況を把握 し、必要に応 じ適切な措置を とる必要がある。

(5)そ の他

① 技術協力用の科学技術 に関す る教科書、参考書等 の国際語、現地語版の出版に当たっ

て、それが採算にの り難い場合は、適切 な援助 の方策 を講ず ることが必要である。

② 開発途上国における資源開発の重要性にかんがみ、資源調査 について も配慮す る必要

がある。

③ 開発途上国および先進 国との間における科学技術情報の流通体制の整備 に協力 し、開

発途上国を中心 とす る科学技術情報資料 の作成 に協力することが重要である。

④ 研究協力のための調整費 の設置等資金面 において総合的かつ弾力的な運用 がで きる

よ う措置す る必要がある。

3.国 際機関 を通ず る協力

わが国は、従来 、ユネス コ、東南ア ジア文部大臣機構、アスパ ック文化社会センター等

と教育、科学 、文化等の事業に協力 してきたが、第2次 国連開発の10年 の戦略 をふまえ、

開発協力事業の一層 の拡充 を図るべきである。

(1)国 連その他 の国際機 関 との協力 による研修方式については、適切な分野 について、

今後一層拡充を図 るべきで ある。

(2)日 本ユネス コ国内委員会が開発 した巡回指導講師団の派遣は、国際機 関、受恵 国、

わが国の三者一体 の教育協力方式であ り、熟練 した一つの講師チームが、効果的に大量の

教育研修を行 う特徴 をもってお り、現在、農業教員研修 チーム、新教育技術指導チームが

派遣 されてい るが、さ らに他の教育、 コミュニケーシ ョン、科 学、文化 の面の拡充 を図 る

ことが期待 され る。

(3)ア ジア地域 の文化交流を促進す る とともに、伝 統文化の保存 、活用に協力 し、アジ

ア諸国の文化の振興 と相互理解 に究与することを 目的 として、本年4月 設立 されたユネス

コ ・アジア文化セ ンターの事業は、各国か らの期待 も大きいので、その拡充を図 るべ きで

ある。 ボロブ ドール等アジアの文化遺産の保存、活用のため、技術的、財政的援助の実施

は、第一に着手すべ き具体的事業である。

なお、将来はこのセ ンターの事業 を一層拡 充 し、教育発展や科学技術の開発へ の適用 に関

す るプ ロジェク トも取 り上げ、アジアの教育、科学、文化 の振興に も積極的に奉仕すべき

である。

(4)開 発協力の問題 について、各国の教授や学生が、共 に学び研 究す ることはきわめて

有意義であ るので、国連国際大学の設置の構想が実現 したあかつきには積極的 に協力すべ

きである。
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4.そ の他

(1)教 育、学術研究、文化の分野の協力の促進 をはかるため開発途上国所在公館 にこの

分野の協力アタ ッシュを配置す ること等が必要で ある。

(2)わ が国国民の開発途上国についての理解 を深 めるために、学校教育においてはもち

ろん、一般社会人に対 して も開発途上国に関す る知識 の普及 につ とめることが急務 である。

大学 においては開発理論、熱帯医学、熱帯農学等の講座 を設 けるとともに、初等中等教育

におい も、開発途上国の事情 についての知識を与 えるよ うな措置 を推進 してい くこ とが望

まれ る。
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3.外 務省経済協力局 「わが国教育協力の進め方について」

1971年8月

開発途上国の発展のためには、国民の教育水準の向上を図 ることが、緊急の重要性 を有

する との認識 に基づき、開発途上各国 とも、各種開発計画の策定に当って教育部門に重点

を置 くとともに、教育分野に対す る諸外国の援助(資 金お よび技術 両面)の 増大を強 く求

めている。

特 にわが国の場合 は、明治以来の経済発展 において教育が大きな役割 を演 じた経験が開

発途上諸国の関心を惹いてい るこ ともあ り、また、わが国の援助供与に当って経済面の考

慮 が優先 したこ とが一部の国 にお ける対 日批判 を招 いた との反省 もあって、わが国 として

は今後 この分野 における協力 を拡大することがわが国の経済協力全般を真に効率的なもの

とす る所以であると考えられ る。

しか しなが ら、教育は援助対象国の主権 とナ シ ョナ リズムにつながるデ リケー トな問題

で あり、 これに対する協力は押 しつ けがま しい もの とならない よ う各国 ごとの事情を斟酌

し、細心の注意 を払 って実施すべきものであることは言 うまで もない。

わが国のこれ まで実施 してい る教育協力の現況 は下記4に 述べ る通 りであるが、 この経

験の上に立ち、かつ下記1の 教育協力の意義 を考え合 わせて、今後 のわが国の教育協力の

進 め方 として下記2の ごとく、人的及び物的協力の大幅な拡充を検討すべ きであ り、また、

さし当 りの施策 としては、下記3の ごときものがあげられ よう。

1.教 育協力 の意義

(1)教 育 と言 えば通常先ず学校制度 を中心 に考えるが、開発途上国にあっては、特に、

学校以外 の場での組織的な職 業訓練や文盲追放のための識字教育 を含 めた社会教育等をも

加 えて考 えるべ きであって、教育協力 とは開発途上国にお けるかか る各種教育活動 に対 し

協力することであ り、その 目的 とす る ところは国民 としての意識 を覚醒 し、かつ、国民全

体 の知識や技術水準を高めることにより自国民 の力で自国の発展 をはか ることができるた

めの基礎 を築 くことにある。教育水準の向上はもとより一朝一夕で成 し得る ものではない

が、開発途上国の場合 には、出来る限 り短い期間でこの 目的を達成す ることが必要であ り、

そのためにこそ先進国の協力が望まれるのである。

(2)か かる教 育協力 を大別す ると、学校教育 に対する協力 と正規 の学校教育以外 の社会

教育及び職業訓練 とに分れ る。学校教育に対する協力の中には、(イ)近 代国家 としての意

識形成の基礎 をなす初等義務教育を中心 とする初 中等普通教育に対す る協力 、(ロ)中 等教

育又は専門学校 レベルにおける特定 の技術 習得 を 目的 とした技術教育 に対す る協力及び 、

(ハ)大 学 レベル での普通教育あ るいはそれ以上の研 究 ・教育機 関を対象 とした、高等教

育 に対す る協力があ り、これに(ニ)成 人教育その他の社会教育までを狭義の教育協力 と

い うこととしたいが、 さらに(ホ)職 業訓練 を含 めて広義の教育協力 と呼ぶ ことも可能で

111



あろ う。

2.わ が国の立場

(1)わ が国 としては明治以来の経 済発展に とって、教育の演 じた役割 が大 きく、明治政

府 が精力的に教育全般、特 に初等義務教育の普及、充実をはかった ことが、後 日の経済発

展の基礎 をつ くったことは、多 くの学者 によって指摘 され ている ところである。かか るわ

が国の経験 は、もとより、そのままでは現代の開発途上諸 国に当て嵌 るものではないが、

一部諸国には、参考 となる点 を多 く含んでいると考え られる。

(2)し か しながら、これ までのわが国教育協力の実績は、下記4に ある とお り、必ず し

も十分な ものではなく、その推進 に当っての主たる障害 として次 のようなものがあった。

イ.語 学力ハ ンデ ィキ ャップ

教育 自体に対する協力を考えれ ば、語学の重要性 はい うまでもな く、各先進国の この面

の実績 も、フランスの例な どにみ るように、 自国語 の普及事業 と表裏一体の関係 となって

い る場合 が多い。わが国の場合、 日本語 にそれだ けの国際性がなく、その他 の言語 による

協力 の拡充には自ら一定の限界があった。

ロ.経 済外的要因の軽視

これ までわが国の経済協力 は、わが国 自身の輸出市場の拡大あるいは海外資源の確保 と

いった経済的要因を主たる推進力 として進 められて来てお り、開発途上国自体の開発 に対

す る協力 とい う観点か ら見る場合 に も、個々のプロジェク トの経済効率に注 目して協力を

行 な うことが多かった。そのため、経済外的要因を含 んだ教育協力プ ロジェク トは、わが

国の援助対象 として とり上げ られることが少 なかった。

ハ.外 資分のみに対す る援助供与の原則

わが国の経済協力は原則 と して、外貨分の援助 を原則 とし、現地通貨分は受入国側 が負

担すべきもの とされて来た。 このた め、現地通貨分の多い教育協力 を援助対象 として とり

上げることはむずか しかった。

(3)今 後わが国 としては、 これ までわが国の経 済協力の供与 に当って余 りに経済的観点

が優先 していたことが一部東南アジア諸国にお ける対 日批判 を招いた との反省 もあ り、経

済外的要因を十分考慮に入れた援助 を増大すべ き時期に来てい ると考え られる。 かか る観

点に立てば、わが国の明治以来の経験に立脚 しつつ、開発途上国の国づ くりの基盤 を築 く

事業に協力す る教育協力 は最 も優先的に とり上げるべき分野である と思われ、 この分野の

協力 をわが国が積極 的に進めるこ とは、わが国の経済協力全体の効率化 に資する所以 でも

あると考え られ る。

教育協力を積極的に とり上げるに際 しては、わが方 の協力を単に外貨分 のみに限ること

なく、現地通貨分 の一部 も必要 に応 じわが方が負担す ることが、よ り効率的な協力を行な

う所以であろう。また、語学面のハ ンディキャ ップは、容易には克服 し難いが、た とえば、

設備 、機材の供与あるいは現地側 の行な う事業に対す る側面的援助 に重点をお く等によ り、

かか る障害を迂回す ることを考 えるべ きであろ う。
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(4)上 記1(3)の 教育協力各形態別のわが国教育協力の進め方 は、次の ごときものと

なろ う。

イ.初 中等教育に対す る協力

相手国の最 も重視す る分野 に対す る協力であ り、従 って効果 も大きいが、 この分野は相

手国の民族主義的心情を斟酌せず押 しつ けがま しい協力を行 な う場合には、相 手国側の反

発を招 きやすい分野であ り、実施に当って細心の注意を要す る分野である。わが国の場合、

語学的ハ ンデ ィキャップ もあるので、教育設備 あるいは教科書、図書、教材、視聴覚教育

機材及 び校舎等の無償供与な ど間接的、側面的協力を行な うことが適 当であ り、かつ、か

かる間接的 、側面的協力 に限って も、開発途上国側の援助需要はきわめて大 きい と考 えら

れる分野である。 ただ し、 これまで多少の実績のある理科教育の分野な どではある程度の

直接協力 も可能である。

ロ.技 術教育に対する協力

わが国がこれまで実施 して来た もの又はこれか ら実施 しよ うとす るものに韓国工業高校

設立援助等若干の例があ り、わが国 としては、今後 とも、校舎、設備 、教材等 の無償供与

あるいは種々の人的協力等 により、政府ベースでの協力 を積極的に進めるべ き分野である。

ハ.高 等教育に対する協力

この分野 においても、わが国は従来か ら医療協力(イ ン ドネシア大学その他 の大学、 ビ

ルマ、タイの ヴィール ス研究所等 に対す る協力)、 農業協力(カ ン トー大学に対す る協力)、

技術 訓練センター(タ イの電気通信セ ンター等)等 の形で、大学、研 究所に対す る協力を

行なって来 てお り、また、 日本研究助成及 び 日本語普及事業の一環 として大学 に対す る協

力を行なってい る例 も多いが、今後 はその一層の充実及び対象分野の拡大をはか るととも

に、大学対 大学ベー スの協力の組織化、現地研修及び第三国研修 のための奨学金供与等の

措置を強化すべきであろう。

ニ.社 会教育に対する協力

この分野 においては、実施 の緒についた ヴィエ トナム教育テ レビ計画が代表的な もので

あるが、多 くの開発途上国政府が学校教育 と並んで この分野 を重視 してお り、また、先進

国側に とってもこの分野は比較的協力 しやすい分野で あることにかんがみ、今後、教材、

視聴覚教育機材等の無償供与、マス メデ ィアに対す る協力等 を通 じ、この分野 に対す る協

力を増大すべ きであろ う。

ホ.職 業訓練

この分野は、狭義の教育協力には入 らないが、従来か らOTCAベ ースその他の技術協力

によ り多 くの実績 を有す るので、今後 ともその拡充 をはかるとともに、現地研修及び第三

国研修の考 え方を大幅に とり入れ ることも考えるべ きであろ う。

(5)わ が国の行 うべ き教育協力 は、 二国間ベースのものが主体 となろ うが、同時に多

国間ベースの協力 も無視すべきではな く、特 にアジア地域を対象 としたUNESCOの 諸事業
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に対す る協力 、SEAMEO、ASPAC文 化社会センター等のアジア地域の文化的国際機 関を

通ず る教育協力に対す る協力及び、AIT、IRRI等 の地域的研修 ・研 究機 関に対する協力 を

強化すべ きであろ う。

3.さ し当りの施策

上記 のごとき、教育協力に対す るわが国の基本的立場 をふまえ、かつわが国の経済協力規

模 の拡大 とともに、開発途上国側 のわが国 に対す る期待 も高 ま り、教育協力の分野におい

て も、わが国の協力に対する強い需要がア ジア諸国を中心に存す ると認 められ ること、な

らびにわが国 として も、わが国 自身 のイメー ジ向上の見地か ら真 に相手国のためになる援

助 の増大 をはかるためには、教育協力 の拡充が恰好 の援助形態であ り、開発途上国側の需

用に応 え、 この形態の協力 を大幅 に増大 して行 く必要があることを考慮 し、さ し当 りの施

策 としては次のご ときものを検討することが適当 と考 えられ る。

(1)技 術研修生 の受入数 の拡大及 びその受入体制の改善

(2)現 地の教育機 関及び研修機 関を利用す る現地研修及び第三国研修 の強化 、拡充

(3)技 術協力ベースによる教育関係専門家の派遣数及び教育用機材供与量の増大

(4)韓 国工業高校等の教育協力プロジェク トの無償援助による実施

(5)無 償援助 による教育協力 のための設備 、機材 、教材等の供与

(6)国 費留学生の待遇改善及び量的拡充

(7)開 発途上国における 日本語の普及及び 日本研究助成等の措置 の強化

(8)開 発途上国に対す る教育協力事業(教 科書、技術書、教育映画等の作成等)を 実施

している民間団体 に対す る助成

(9)SEAMEO、ASPAC文 化社会セ ンター に対す る協力の強化等国際機関を通ず る教 育

協力の拡充

なお、開発途上国(特 にアジア諸国)に 対する種々の文化交流事業 も、教育協力 と密接

な関連があ り、かつ、一部重な りあっているものもあるので、 この強化、拡充 も別途推進

す る必要がある。

4.わ が国の教育協力の現況

(1)わ が国がこれまでに実施 してきた開発途上国に対する教育協力(二 国間ベース)と

しては、技術協力によるもの と、教育 ・文化 協力によるものとに大別 され る(教 育協力の

概況表別紙)。

(イ)技 術協力 関係

技術協力 を通 じての教育協力は、専門家の派遣、研修員の受入れ、職業訓練セ ンターの設

置、機材供与、協力隊員の派遣等各種事業の一環 として行 なわれてい る。

(ロ)教 育 ・文化協力関係

教育 ・文化協力 による主な事業 としては、留学生の受入れおよび派遣、 日本語講師の派遣

お よびその他 日本語普及関係事業 、 日本研究講座の寄贈、理科 ・農業教育、アジア ・アフ

リカ教育指導者の招致等がある。
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(ハ)そ の他 の協力

賠償 による研修員お よび留学生の受入れ、学校建設資材(プ レハブ)の 供与、実験用器 具

等 の供与等が行なわれている。 また研究機 関による協力 としては、アジア経済研究所、熱

帯農業研 究セ ンター等の協力がある。 このほか、本年度 よ り韓国における工業技術高等学

校 の建設、運営に対 し無償の援助 を行 うこととなっているが、これ も着手 された暁にはわ

が国の教育協力の重要な実例 となろ う。

(2)技 術協力関係 による協力は多 くの場合 、単発的な協力が多 く、その量は少ない。 協

力分野をみる と研修員受入れ関係 は、教育一般、 日本語、医療等また専門家(協 力隊員を

含め)派 遣 は 日本語、職業訓練 、医療、体育等が主であ り、機材供与 としては、職業訓練

機材 、医療器材 が大半を占め、その他研究実験器具等がある。センターについては、多岐

の分野にわたってい るが、職業訓練的色彩のものが多い。

本格的な教育協力プ ロジェク トと しては、ヴィエ トナ ムのカン トー大学農学部設置、同

じくヴィエ トナムの教育テ レビ協力等数 える程 しかない。

また、教育 ・文化協力 関係 では、留学生受入れ は、受 入 れ体制が不完全 であることもあ

り絶対数が極めて少な く、 日本語普及関係事業、理科 ・農 業教育等についても、派遣教育

要員 の不足 してい る現状 にもかんがみ、その規模、内容等 において満足すべき ところまで

至っていない。
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アジア教育協力のための研究協議について

昭和46年7月12日

事務次官裁定

1.趣 旨

ア ジア諸国に対する教育協力の基本方策 について研 究協議す るため、次の学識経験者お よ

び関係機 関の職員に協力を煩 わす こととする。

市村 真一(京 都大学東南アジア研究セ ンター長)

岩村 忍(元 京都大学東南アジアセ ンター所長)

牛尾 治朗(ウ シオ電機社長)

衛藤 瀋吉(東 京大学教授)

岡 正雄(東 京外国語大学アジア ・アフ リカ言語文化研 究所長)

岡津 守彦(東 京大学教授)

小川 芳男(日 本国際教育協会理事長)

小倉 武一(ア ジア経済研究所長)

加川 隆明(外 務省情報文化局文化事業部長)

木村 宗男(早 稲 田大学教授)

黒田 音四郎(国 際学友会理事長)

沢木 正男(外 務省経済協力局長)

田付 景一(海 外技術協力事業団理事長)

堤 清二(西 武百貨店社長)

西川 五郎(東 京教育大学教授)

平塚 益徳(国 立教育研究所長)

藤井 丙午(新 日本製鉄副社長)

藤瀬 五郎(日 本放送協会顧問)

前 田 陽一(東 京大学教授)

2.研 究協議の事項等 につき、関係機 関 との連絡協力を密 にす るため、次の各省庁および

関係機 関の職員 をもって、ア ジア教育協力幹事会 を設 けるもの とする。

総理府 対外経済協力担当参事官

外務省 アジア局地域政策課長

経済協力局技術協力課長

〃 技術協力企画調整室長

情報文化局文化事業部文化第一課長

〃 文化第 二課長

文部省 大 臣官房審議官
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〃 調査室

大学学術局留学生課長

〃 国際学術課長

日本ユネスコ国内委員会総務課長

教育課長

文化庁 次長

長官官房国際文化課長

海外技術協力事業団海外事業部長

アジア経済研究所経済成長調査部長

3.ア ジア教育協力研究協議に関する庶務は、関係各課の協力を得て文化庁長官官房国際

文化課において処理する。

4.文 部省大臣官房調査課 『アジア教育協力について』

1972年3月

教育協力 の問題点

教育 とは人間の社会的活動の最 も基礎的な もの といわれ、それ は社会化のプロセ スとほ

とん ど同義語 と見なされて ぃる。 しか し開発、近代化 とい う立場 か ら教 育を見 るな らば、

その 目的は合理的 なものの見方、および有用な知識 と技能の伝播 、普及 とい うことができ

るであろう。

近代 における東南アジア社会の停滞 には深い歴史的背景があ り、一方では急速に この停

滞状態 を脱却 しなけれ ばならない とい う緊急 な課題がある。 この よ うな条件 の下におかれ

てい る東南アジアの教育近代化において は、先進諸国の単なる経験や教育のパ ターンをそ

のまま当てはめることはできない。 しか し現代 に出発点をもつ開発途上国は、ある意味で

は有利な立場にある ともい えよ う。 日本 を含 めて先進諸国は、その近代化 において幾多の

試行錯誤 を繰 り返 しつつ発達 して きたが、 これに対 して開発途上国は現在の時点 を出発点

としてい る。 したがって先進 国が 冒した錯誤や古い伝 統な どに囚われ ることなく、新 しい

方向に踏み切ることができるであろう。

対外教育協力 の計画、実施に当っての心構 え、あるいは基本的 な態度 と して三つの点が

ある。第一はその対象は 「人間」で あって 「物」ではなく、 しかもわれわれの社会 とは構

造 の異なる社会 に生きる人 間であるとい う事実である。第 二の点 は、 したがってわれ われ

は常に好意 ある助言者 の立場 にある とい う認識 であ り、第三は相 手国の実情 に即す る協力

でなけれ ばな らない とい う点 にある。

東南アジア諸国に対す る教育協力の計画 と実施に際 しては、つ ぎの点がまず 明 らかにされ

るべきである。
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(1)相 手国の要請 教育協力においてまず第一に明確 に しておかなければならない点は、

相 手国がその教育領域 の うちで どの部門における協力 を最優先に しているか とい うことで

ある。 この点については今 回の調査団が訪問 した諸 国に共通の ものもあれば、また異なる

ものもある。 さらには相手国といって も政府 当局 と現場 とで重点のおき所がちが うことも

あ るか ら、この点に も充分の注意 も払 う必要がある。政府 当局の意見はもちろん第一に尊

重 しなけれ ばな らないが、実施 に当って現場の意向を無視 しては効率的な協力 の実施は不

可能であろ う。 この点で先方の要請、意 のあるところを完全 に把握 してお くことが必要で

あ る。

(2)相 手国のニー ド 「要請」 と 「ニー ド」は区別 して考 えなければな らない。 要請は

先方の判 断にもとづ くものである。 ところが、当事者 の判 断が常に正鵠を得 ているとはい

えない ことは、 日常の経験が教 えて くれ るところである。 当事者 の判断は、時にはマンネ

リズムに陥ることはよく知 られ ている。 局外者 のほ うが当事者 よ りもより客観的 な見方が

で きることもある。相手国側 の要請は、常に必ず しも相手国のニー ドを尽 しているわけで

はない とい う場合 もあり得 る。国際協力にお ける助言の意義 はこの ような点にあると考 え

られる。

(3)相 手国の情況 教育 とい うものは、非常に領域の広 いものである。教育 とい うこ

とばを知識の伝達 と価値観 の形成 と考 えるな らば、それ は人間の社会化(socialization)の過

程 とほ とん ど同義語だ とい えよ う。 しか し教育における国際協力には自ら限界がある。そ

の範囲は主 として学校教育にあるとい えよ うが、その学校教育 の範 囲内においてもまた限

界が存在する。効率の高い協力を行 うためにはさらにまた限界 があ る。 ところが、 これ ら

の限界 は東南アジアの各国 においておのおの異なってお り、 どの教育 レベル に、あるい は

どの種類 の教育に重点をお くべきか とい うことは、国別、個別的に考 えなければな らない。

一般的 な学校教 育システム以外 の教育す なわち社会教育
、成人教育、技術教育、実用教育

な どといわれているものについては、各国の特殊事情が反 映 してい るので極 めて複雑だ と

いわなけれ ばな らない。それゆえ、この方面 における協力には特に慎重に臨むべきだ と思

われる。 また、これ らの各種 の教育は必ず しも行政管轄上において統一 されているわけで

はないので、その点の因難 も考慮す る必要 がある。以上の よ うに、相手国の事情、情況 に

応 じて協力方式 を立案すべきではあるが、各国に共通す る協力対象 も存在す る。た とえば

教員養成、理数科教育の充実、施設の改善な どがそれ であろ う。

(4)当 方の協力援助能力 今回の調査 中、 ある国の教育開発担 当官 との会談で 「どの

教 育分野 におい て 日本 の協力を期待す るか」 と質問 した ところが、即座に 「あ らゆる分野

において期待す る」 とい う答が返 って きた。 これはジ ョー クではあったが、また極 めて率

直な表現だ とも受取 られた。わが国の海外教育協力の能力 に限界があるこ とはい うまで も

ない。限界の一つは資金の問題 であるが、 さらに重要なのは協力 要員である。教育協力の

対象はあ くまでも 「人間」 なのである。施設、機材 、器具の不足、不備 は東南アジア諸国

を通 じての共通の現象で、シンガポールで さえも例外ではない。 しか しわが国 としても限
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りあ る資金 をもって協力援助を行 う以上最 も効率的 な援助 をす ることこそが真の協力であ

ろ う。そ うすれば、人的協力 と物的協力 との総合的計画が最 も必要であろうが、教育協力

において は、む しろ人的協力が主であ り、物的協力 は従でなければな らない。 ところが、

わが国の場合、海外教育協力のための要員 の適格者 は極めて少な く、 しか も現在でもなお

その養成策はほとん ど講ぜ られていない。 この ように、相手国の情況 を的確 に把握す るこ

とが効率的な協力 に不可欠である と同時 に、当方の協力援助能力 も明かにしておか なけれ

ばな らない。また東南アジア諸国のそれぞれの実情 に対応 して、 日本 が教育の どの分野に

おいて最 も有効、適切 な協力 を行 う能力をもっているかをはっき りしてお く必要がある。

(5)二 国間方式 と多国間方式 この問題 に関 してはいろいろの論議 と考え方が存在す

る。 しか しこの問題 の一般的な原則論 は困難で あ り、この二つの方式のおのおの範 囲を予

め規定 してお くことは実際的ではない。相 手国の実情 、要請、社会的ニー ドを充分 に勘考

して、ケース ・バイ ・ケースで どちらの方式を採用す るか、あるいは両者の混合方式 をと

るか を決 定すべ きであろ う。教育 の領域 における多国間方式ではユネスコを通 じての協力

が最 も重要な部分 を占めるこ とはい うまでもない。

(6)実 用教育 の問題 東南アジア諸国にお ける実用(技 術)教 育の重要性お よびこれ

に対する政府 の要請が強い ことは疑いのない事実である。今回の調査 中にも、初中 レベル

にお ける理数教育の重視には強い印象を受 けたが、 これが一般的な実用教育の強調 に繁が

るものであるこ とは明かである。 もし実用教育 の面において協力す るとすれば、ユネスコ

以外の国連専門機関、た とえばFAOと の関係 を考 えなければな らない。なぜ な らば、東南

アジアの多くの国 にお いては農業教育は農業開発関係 の政府機関の管掌になってい るか ら

である。 また教育 と極 めて密接 な関係 にある保健 に関 しても同様のことがWHOに ついて

いえよ う。

(7)量 か ら質へ この二十年 の間において、開発途上国 自身 の努力 と国連機関および

先進 国の援助協力 によって東南アジア諸 国の教 育はめざま しい発展 をとげた。識字率の飛

躍 的な増大、就学者 の画期的 な増 大、その他数 量的 あるいは統計的表現が可能 な範 囲にお

ける教育の発達 には驚 くべきものが見 られ る。 しか し質の面が これ に伴 なわなかったこ と

もまた否定できない事 実である。 たとえば、文字 は学習 したが、印刷物の不足 のため文字

の学習の意味がなくなって しまっている。就学後 の ドロップ ・ア ウ トが著 しい。生徒一人

当 りの教師の数 が少ない。 リキュラムが不備である。教材が欠乏 してい る。設備があま り

に も貧弱である。その他、例 を挙げればき りがない。 しか しこれ らの多 くの欠陥の うち特

に重大で緊急な問題 は教師の質の点であろ う。教育 の質的改善はまず教師か ら始ま る。教

育の実際に当たる教師の質的 向上は、設備や器材 の改善に優先 しなければな らない。人間

を対象 とす る教育開発 において、教師の質 の問題 が最優先 さるべきことは当然であろう。

(8)大 学 と研究 一般的 にいって、世界の開発途上国においては、各 レベルの教育の

伸び率は大学、中等、初等の順だ といわれてい る。東南アジアもその例外ではない。 初中

教育に較べると、確 かに大学 の成長率のほ うが高く、大学教育のほ うが より恵 まれ ている
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とい う印象が強い。 しか し、東南ア ジアの大学についても大きな問題点が存在す る。大学

も教育機関であることにちがい はないが、それだけではなく同時に研 究機 関で もある。研

究機能 をもたない大学は不具だ とい っても よい し、研究なしの大学教育は極 めて効率の低

い教育 とい える。東南アジアの大学の大部分 においては、大学教師の任務 のほとんど全部

が教室にお ける学生の教育 に占められていて、教師 自身 の研究の時間お よび施設 ・設備等

は著 しく貧弱である。せ っか く外国留学に よって近代的な研究法 を学んで も、帰国後は研

究を続 けていけない。このよ うな情況 では、学問研究を 自国で育ててい くことは不可能 で

あろ う。 この点は、受けいれ留学生のアフター ・ケヤー とも関連をもつ問題 であろ う。

以上において、東南アジアにおける教育協力 の計画、実施 に当って留意すべき と考え られ

る問題のい くつか を挙げてみたが、問題は決 して以上に尽 きるものではない。国別報告で

具体的に触れ られている多 くの問題 もある し、まだわれわれに明 らかになっていない問題

もあるにちがいない。 この報告書に見出 される問題への対策および未知 の問題の発見 のた

めに、今後 もさらに調査が広げ られ、研究が深 め られ ることが必要であ る。

調査団報告要 旨

B教 育協 力に対す る要請

(I)今 後考 えられ る教育協力 の方法 について

1.Joint Working Groupの 設置

対象国 との間にJoint Working Groupを 設 け、具体的にもっとも有効な協力事業の決定と、

事業内容 の細 目について、継続的 に検討 を行 な う。

2.重 点的協力の確立

協力事業においては、限 られた資源 を効果的に用い、効果 が波及的 に及ぶ よ う配慮 されな

ければな らない。そのた めには、重点的な協力事業 を計画すべ きである。

(1)協 力対象 として、教員研修センター、教員養成大学等 の拠点機 関を定め、その設置

拡充に協力 し、そこを核 として、各学校段階 の教育の向上を図ることが有効である。

(2)協 力効果をあげるためには、各教育段階(就 学前、初等、中等、高等)ご との、特

定分野(た とえば、理科教 育、職業技術教育)に 対象 を限定する必要がある。その際、そ

の分野 における教員の養成、再教育、専門家の派遣、施設設備の供与、カ リキ ュラムや教

材 の開発等 を各国の実情 に応 じて総合 的にセ ッ トして援助す ることが望ま しい。

(3)専 門家の派遣、教員および研 究者 の招致等、人物 の交流について も相手国 のニー ド

に基づき、特 定の分野(た とえば、農業、水産、教員養成)に 重点をお く必要がある。

3.継 続的アフター ・ケア体制の確立

協力事業 は、単年度ではな く、継続的に実施 し、たえず相互において事業の評価反省を

行 うことが、効果 をあげ うる うえに必要で ある。特に協力事業をい っそ う効果 あらしめる

ためには、事前の調査お よび事後のアフター ・ケアを継続的に実施す るこ とが肝要である。
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4.教 育協力行政専門家の派遣

教育行政 に関す る専門的知識 を持つ者 を各国に駐在 させ、対象国の教育行政関係者およ

び研究者等 と常に接触 を保たせ教育協力に関す る専門的意見交換 を行 ない、教育協力の効

果 をあげることが肝要である。

(Ⅱ)現 段階で強 く具体化が望まれ る事業

1.教 員養成へ の協力

教員(理 科、そ の他)を 各国 に派遣 し、教員の研修 、再教育 に協力する。教員養成大学に

Teaching Staffを 派遣する。(マ レー シア、 シンガポール、イ ン ドネシア、タイ、フイ リピ

ン)

2.拠 点地域(例 シンガポール)拠 点機 関(例 モデル校)を 設 け、そ こに重点的に協力事

業を展開す る。

3.日 本研究(者)に 対す る協力

(1)日 本研究に対 し熱意 を示す人々に対 し、研究費を支給する。(シ ンガポール、イ ン ド

ネシア、フイ リピン)

(2)日 本研究に関する図書(英 文、邦文)資 料 を寄贈す る。(シ ンガポール、イン ドネシ

ア)

(3)日 本研究講座、 日本語学科への協力 を拡充す る。(現 地人助手への財政措置、L .L.装

置の供与)(イ ン ドネシア、タイ)

4.機 材の供与(専 門家の派遣 と一体的に)

(1)学 校放送(教 育テ レビ放送)の 振興 を図 るため、機材の供与を行な う。(シ ンガポー

ル、マ レー シア)

(2)理 科教育お よび職業 ・技術教育の改善のため、教材 ・教具(視聴覚教材 を含む)実験用

の薬品等 を供与する。(タ イ、フイ リピン、ベ トナム、 シンガポール)

(3)理 科教員等研修センターの設立に、人的、物的協力 を行な う。(シ ンガポール)

5.国 内体制 の整備

(1)教 育協 力事業は総合的 に行 な う必要がある。 したがつて、各所管機関で行なわれ る

各協力事業が有機的総合的 に行なわれ るよ う努めるべ きであ り、そのための体制整備

が必要である。

(2)教 育協力事業 を推進するにあたって必要な教育協力の専門官の養成や実際の協力事

業に従事す る専門家の養成を行な う国内体制 を整備 する必要がある。

(3)日 本語 を外国語 として教育できるよ うな方法、教材 、技術 の開発研究 を行 な う必要

がある。
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5.ア ジア教育協力研究協議会 『アジア諸国に対する教育協力の

あり方について』

1972年3月

本協議会 は、昭和46年8月 以来、アジア諸 国に対す る教育協力のあ り方について、同年

秋ア ジア諸 国に派遣 された教育協力調査団の報告を も聴取 し、慎重に検討 を重ねてきたが、

ここに協議結果 をとりまとめ、以下の とお り報告す るので、教育協力の施策の推進 に当た

っては、これ らの点に じゅうぶん留意 されたい。

Ⅰ.教 育協力 の基本理念

1.教 育協力 の概念

教育協力の範囲 としては、広義 には各種の技術者 などの養成訓練にかかるもの も考 えら

れ るが、本協議会では主 として、学校教育および社会教育にかかわ る人的、物的協力 の問

題 を中心 として、研 究協議を行 なった。

2.教 育協力 の 目的 と必要性

対外協力が一般にその主要 目的のひ とつ とされている開発途上国の 自立発展 に資す るた

めには、単 に経済的開発の援助 に とどま らず、 これ ら諸国の自立発展の基盤 とな る教 育の

発展 に対す る協力が不可欠 と考え られる。また教育協力は、開発途上国の自立発展 そのも

のを促進す ることに大きな意義を有するばか りでな く、開発途上国 の文化的、知的水 準の

向上に資す ることによ り、対外協力全般 について、その効果 を高める うえに大 きな意義 を

有す るもの と認 め られ る。 さらに、教育協力が人 と人 との交流協力 関係 を通 じ、相 互理解

を深 め、わが国 との友好関係 を促進するこ とに大 きな意義を有す るところか ら、わが国の

広い意味における国益に も資す るもの と考え られ る。以上のような点を総合的にみる とき、

教 育協力の推進 は、世界の平和、人類の福祉の増大に寄与す ることとなることが大 きいも

の と期待 される。

ところで、わが国が教育協力のた めに投 じている経費の規模は、各国からの養成や先進

国の行 なっている協力規模 に比べ極めて小 さい といわざるをえないので(注)、今後わが国 と

しては、 このための予算を格段に増額 し、教育協力の拡充にい っそ うの努力を傾 ける必要

がある。

(注)政府は、開発途上国の経済開発の推進に積極的に貢献するため、昭和50年 までに国民総生産の1%

の援助目標を達成するよう努力する方針を発表しているが、昭和45年 度現在におけるわが国の援助総額

は、民間ベースの援助を含めても、国民総生産の0.93%、6832.8億 円に達する程度である。そのうち技

術協力予算はわずか約90億 円(0.01%)を占めるにすぎず、さらに教育分野の協力予算はそのごく一部(約

16億 円弱と見込まれる。)を占めるにすぎない。昭和47年 度において、教育協力関係予算は、約50億

円弱と見込まれる。
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教育協力関係予算には、以上のほか、技術協力予算として専門家派遣、研修員受入などの事業による教

育関係分があるが、区分が困難であるのでここには含めていない。

3.教 育協力の方式

対外協力には、二国間方式 のほかに、国際機 関を通ずる多国間方式が あり、一般的には、

多国間方式 は広い視野か ら多 くの専門的情報 を収集整備 し、 これを駆使 して有益 な指導助

言を行 な うプロジェク トに適 し、二国間協力では、相手国の直接的要請に対処 し、わが国

の特色 を活 か して確実迅速 に具体化 され るようなプロジェク トに有利 といわれるが、協力

の意図 に対す る誤解を避 けるため、必要 と認 められ る場合 には、国際機 関を通 じて協力 を

行な うのが適 当と思われ る。 いずれに して も、相 手国の要請 、協力プ ロジェク トの性質 な

どか ら前記 のような協力方式の長所を活か しつつ、両方式を適時適切 に組 み合わせて行 な

うことが必要であろ う。

4.教 育協力を進 めるにあたっての基本的留意事項

(1)教 育協力においては、相 手国の言語 、文化 、歴史、国民の価値観な どとのかかわ り

が多い ので、特に慎重な配慮を要す るとともに、わが国において も、すす んで相手国の言

語、文化 な どについての深い理解 をうるよ うにすべ きである。

(2)協 力に際 しては、相手国の要請 をふまえつつ、教育的にも真 に効果 のある協力方策

を見出す ことが必要である。特 にアジア各 国においては、教育成長 の基礎 であ りなが ら、

財政事情な どか らふ じゅうぶんな初等 中等教育の分野において、その発展 に資 しうる協力

方策を把握す るよ う留意すべきで ある。

(3)教 育協力の対象国 としては、わが国へ の協力要請 の強い東南アジアにまず重点を向

けるべ きであろ う。

(4)教 育協力は、人 とのつなが りによ り、また人間の形成 にかかわることなので、相手

国の関係者 との間に親密 な人間関係を確立 し、相 手国の立場や感情をふまえ、相互の深 い

理解 のもとに協力を行な うよ う留意すべきである。

Ⅱ.教 育協力の施策の重点

1.初 等 中等教育への協力

(1)こ の分野での協力 においては、教育行政や教育内容の改善は基本的には、相手国の

行な うべ きところである との観 点に立 ち、教育の場での直接的協力 よりも、む しろ相手国

の教員の養成、現職教育、教育関係機材の供与等 を通 じて教育の質的改善を図る如 き間接

協力を行 な うことに重点 をお くことが適切 である。 このためには、従来か ら協力 して来た

理科、数 学教育や農 業な どの職業教育お よび視聴覚教育 ならび に技術協力 の一環 としての

職業訓練 な どの実績を参考 とし、この種のプロジェク トの格段の拡充、改善をはか るべ き

である。

(2)教 育協力の方法 としては、相手国の教員 の現職教育等 に対 し、実習指導や、カ リキ

ュ ラム改善のための専門家 を派遣 した り、教育実習用の機材 を供与す るな どの方法が行な
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われているが、協力の効果を高めるうえか ら、 これ らの方法を総合的に組み合わせて行な

うとか、継続的 に協力 してゆけるシステムを考える必 要が あ り、 このよ うな総合的、継続

的な教育協力を行ない うる拠点 として、教育研修センターの設置供与を行な うことも有効、

適切 と考 えられ る。一方、アジア諸 国の 中には、専門家 と機材の供与 とを切 りはな して協

力 を望む ところもあ り、機材 の供与のみ を行な うこ とも必要である場合 もあるので、相手

国の要請等 もよく考慮 し、適切 な方法を とるべ きであろ う。

(3)初 等中等教育の分野では、前記の如 く、直接的な教育援助 よりも、教員養成へ の協

力の如き方法が適切 と考え られ るが、アジアの国の中には、初等中等教 育分野での教育改

善のための実験モデル校設立の動 きもあ り、これ らに対 して協力を行な うこ とも有効 とさ

れているので、今後の有力なプロジェク トとして考慮に価する。

2.高 等教育への協力

(1)高 等教育分野の協力については、わが国 と相手国の大学相互 の積極的な交流 を促進

し、そのため政府 は財政面その他に より側 面か ら援助す る方策を拡大す ることが適切 と考

え られ る。

(2)高 等教育の分野では、従来わが国は、農学教育(カ ン トー大学農学部)、 医学教育(イ

ン ドネシア大学な ど)、化学 ・化学工学教育(東 京工業大学 の国際大学院 コース)な どの分野

での協力 を行 なってい るが、今後 ともこの種の職業、技術面での人材養成 に対す る協力の

抜本 的拡大が要請 され よう。 この場合、相手国の当該協力大学において教官 となるべ き者

を、国費留学生制度において一般留学生 とは別枠で受 け入れ ることができるよ うな方法を

考える必要があろ う。

なお、協力規模の大 きなプ ロジェク トについては、わが国の一つの大学 で協力を行な うこ

とは、専門教授の確保 などか らも困難 と思われ るので、数個 の関連大学 がチームとなって

協力 を行な うとか、協力分野 の関係学会 を中心 として協力体制を作 るな どの くふ うが必要

であろ う。 また、 このために、大学への支援措置 を検討する必要があろ う。

(3)高 等教育の分野においては、以上の ほかアジア諸国での日本研究 、 日本語教育への

協力 が寄附講座 な どに より行 なわれているが、この分野にお ける協力の要請もおおい に高

ま りつつあるので、 この面での協力方法の改善をはかるとともに、国内での協力な らびに

研究体制 を強化する必要がある。

(4)わ が国は、昭和29年 以来今 日までに世界約60か 国から約2，500人 の国費留学生を

受け入れ てきてい るほか、かな りの数の私費留学生も来 日している。現在 、国費、私費あ

わせて4，600人 の留学生がわが国の高等教育機関に在学 してお り、その うちの80%以 上が

アジア諸国からの留学生であるが(注)、これ らの国々は、自国の社会的経済的発展に必要 と

され る人材 養成のために、わが国の国費外 国人留学生制度 を活用 してきてお り、その要請

に応 えて、今後特 に大学院 レベルでの国費留学生受入数 の増加 をはか る必要があろ う。

(注)ユネスコの留学生統計により外国人学生の受入れ数という点から国際比較をみると、米国(121、000人)、

フランス(37、000人)、西ドイツ(27、000人)、英国(16、000人)等先進諸国とくらべてわが国の外国人
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学生数(10、000人)はいちじるしく少なく、かつ、高等教育機関在学者総数に占める外国人学生の比率も、

1968年 現在、英国7.3%、 フランス7.2%、 西 ドイツ6.2%、 米国1.6%に 比べ、日本は0.7%に とどま

る。しかも上記ユネスコ統計のわが国の外国人学生数中には、いわゆる留学生のほかに、わが国に永住

許可された外国人または子弟で高等教育機関に入学した者等が含まれている。

3.そ の他

(1)一 般成人等 を対象 とす る識字教育な どの協力分野 については、従来か らユネ スコ等

の国際機 関がかな りの援助 実績をあげていることに鑑 み、わが国 としては、このよ うな国

際機関の事業を通 じて協力の促進 をはかってい くのが よい と考えられ る。 また、社会教育

に対す る協力分野につ いては、青年海外協力隊の派遣 、ア ジア奉仕活動指導者の受入れ、

東南アジア開発青年セ ミナー の開催 などによ り相 当の実績 を収めているが、今後相手国の

要請に応 じて、 この分野 においても、いっそ う適切な協力を行な うべきである。

(2)教 育協力 においては、これ までに も、アジアの文部省 の次官、局長 クラスの教育指

導者 を招致 し、効果 をあげてい るが、 さらに、直接教育に携わっているブジアの教職員 を

わが国に招 き、国内の研修セ ンターその他 の教 育機 関で研究する機会を拡充 し、またその

ための受入れ体制 の整備 をはかることが必要である。

(3)教 育研 究面で、わが国 は、ユネス コ事業等に協力 して、国立教育研究所 等において

カ リキュラムや指導法等に関する研究の協力を行なってい るが、教育の改善普及の実をあ

げるためには、このよ うな教育研究の振興が不可欠であるので、アジア諸国の要請 をふ ま

えて この面での協力拡充をはかることが必要である。

(4)教 育協力 に対す る評価 を行ない、協力方策についての改善をはかるためには、相手

国の教育計画や教育事情について的確 に把握 できる ように、常時資料の収集 、整備 に努め

るとともに、現地 の実情調査に も格段 の努力 を払 う必要がある。

Ⅲ.教 育協力体制の整備

1.国 内体制 の整備

わが国が従来アジア諸国に対 して行なって きた教育協力事業につ いては、主 としてわが国

の国内体制の不備 がその円滑な実施を妨 げてい る場合が少な くない。 したがって、今後増

大す る傾向にある各国か らの教育協力の要請 に適切 に対処 し、協力を効率的 に実施 してゆ

くためには、まず国内体制を整備す ることが急務であると考えられ る。この問題 としては、

(1)政 府機関相互の連携の緊密化 、(2)協 力担当実施機 関の体制の整備、(3)協 力専

門家の養成 ・確保 、お よび(4)予算の弾力的運用 などが あげ られ よ う。

(1)政 府機 関相互 の連携の緊密化

協力を担当す る各省庁の相互 の連携 をさらに緊密化す ることが必要であ るので、相互に協

力 して施策 を練 り、実施等については、各省庁お よび省庁内の部局相互の協力連携が促進

できるような措置を考慮する必要があろ う。

(2)協 力担 当実施機 関の体制の整備
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ア)留 学生等の受入れ については、留学生の勉学が効果があが り、日本について じゅ うぶ

ん理解 と友好を深め られ るよ うにす るこ とが必要であ り、そのためには、受入れる側の大

学な どの体制、特に教育指導や宿舎その他 の生活面での援助体制 について改善 をはかる必

要が あろ う。 またこのよ うなわが国の受入れ体制の改善によ り、多くの優れた留学生 をわ

が国 に誘致することが必要である。また、留学生以外の研修生等 について も大学側 の受入

れ について、 じゅうぶんな指導援助が行なえるよう予算措置 を講ぜ られ るべ きである。

イ)ア ジア諸国か ら招致す る学者 、研究者や教員等を拡大 し、また教育面での情報の交流

が増大す るのに応 えて、 これ らの人々に対す る宿舎の提供 その他 の生活上の世話に とどま

らず、各種の教育情報 の提供 などの業務 を積極的かつ総合的 に行 なえるよ うな体制 の整備

をはかることの必要が痛感 され る。

ウ)前 記のよ うに、アジア諸国の教職員や指導者 などをわが国において研修 させたい とい

う要請に応 えて、国内の研修センターや研 修所 などにおいて、これ らアジア諸国の教員等

の研修 をも受け持つ ことができるように体制 を整備 し、各研修機 関がその要請 に即 した協

力 ができるよ う、政府 が支援す ることが必要である。

エ)学 術研究面の協力 については、日本学術振興会が外国人奨励研究員および外国人流動

研 究員の制度 を通 じて、毎年 アジア諸国を含 めて一定数の学者、研 究者 を招致 してお り、

これ ら諸国 との学術協力 にも寄与 してい る。今後国際学術協力 をおおいに促進す るととも

に、アジア諸国 に対す るこの面の協力を強化す る必要がある。

(3)協 力専 門家の養成 ・確保

ア)教 育協力面での最 も大きな課題のひとつ は、優れた協力専門家の養成確保 をはかるこ

とであるが、そのためには、少 なくとも国際語(英語、フランス語等)の ほか現地語をも使用

で きる能力お よび相手国の諸般の事情についての専門的知識 をそなえた専門家 の養成 をは

か るこ とが急務 である。特にアジア各国が次第に自国の言語 を教 育用語 とす る方向 もある

ことに鑑み、わが国の大学 においてもアジアの言語をひろく学習できるよ うにす ることは、

アジア との交流 を促進 し、この面の研究者や 専門家を養成す る うえにも必要な課題である。

なお、適 当な教育協力 専門家を広 く国内か ら求めるためにも、一部の協力分野で行なって

い るようなアジア地域 の言語や事情に精通 した り、協力経験があ るな どの専門家候補者の

登録制度 も考えることも有効であろう。 また、 よい専門家 を確保 するには、協力専門家の

現地での努力をよく認め、帰 国後 も適切 に処遇のできるよ うな配慮 も必要である。

イ)特 定の国に派遣 され ることの決定 した専門家 に対 しては、事前に現地語または国際語

の短期集 中訓練 、現地 の社 会 ・文化事情等 について じゅうぶんな知識 をもち うるよ うな研

修 の機会 を提供す ることが、派遣先での相互の理解 と協力を円滑に行な ううえか らも必要

であろ う。

ウ)協 力専門家は、本務 の研究 ・教授等の片手間で協力事務 を行な うのでなく、協力事務

それ 自体 を本務 として行なえ るよ うな専門家の確保 されることが必要である。 さしあた り、

研究所または大学等の教員 を派遣す る場合 も、その研 究所または大学等が派遣教員の定数
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を確保 して交代で専門家 として派遣 できるよ うに した り、派遣先大学への代替講師確保の

ための予算措置を講ずることなど考えるべきであろ う。

エ)近 年、アジア諸国においては、 日本語 に関す る関心が高ま りつつあ り、 日本語教育

専門家の派遣 に対する要請 も増大 してきているが、この効果的な教授方法や、教材の開発 、

指導者 の養成は甚だふ じゅ うぶん と考え られる。 したがって、今後 日本語教育について、

その指導法や、辞書、教材 の開発 、指導専門家の養成 などを行なえるような機 関を設 けた

り、 日本語指導の専門家の資格 を認定す るよ うな制度 を考える必要があろ う。

オ)教 育協力については、相手国の指導的教職員をわが国に招致 し、研修帰国後、専門家

として協力分野の指導 に当たっても らった り、わが国からの派遣専門家 に協力 しても らう

等の方法 も考えるべきであ り、また派遣専門家 として現地で協力 に当たった人が、帰国後

もその経験や相手国指導者 との人的連携 を活 か して協力事業 に活躍できるよ うな体制が必

要である。

(4)協 力予算の弾力的運用

協力事業の実施 にあたっては、受入れ側の準備、現地の教育 システ ムや気候その他 の条件

な どか ら、単年度会計 システ ムのもとでは、事業の遂行に支障をきたす ことが多いので、

そのための改善措置を検討す るとともに、現行の会計 システムの中で、その年度区分、使

途方法な どにつ き、協力事業 についてできるだ け弾力的、効果的 に運用で きるよ うな措置

を検討す る必要があろ う。

2.対 外連絡協力体制の整備

(1)教 育協力について も、それが真 にアジアの実情 に沿い、適切効果的な協力を行な う

ためには、相手国の教育発展計画や、その中でわが国の協力 を特に期待する分野、個々の

国情 とわが国の能力 に即 した効果的な協力方法等 を的確 に把握す る必要がある。 このため

に、彼我の教育担 当の実務者や専門家 による相互 の連絡 と研究協議 の場を設 けることもこ

の趣 旨に則 した方法 として検討 に価す る。

(2)ま た、現地において、教育に関す る情報を的確 に把握 し、彼我の有効な情報交換 を

保 ち、教育協力の よりよい発展が促せ るよ う、教育協力に理解 を持つ担 当者 の養成、配置

をこの際積極的に検討す る必要がある。

(3)わ が国がアジア教育協力を行な うに当っては、UNESCO、SEAMEO、ASPAC等 国

際機 関が推進 しているアジア諸 国教育発展計画に十分配慮 し、必要 と認め られ る協力を惜

しんではな らない。例えば、ユネス コの信託基金制度の活用な どに より、教育分野にお け

る協力の拡大に努めることは、有効 な方策 と考 えられ る。
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6.『 教育 ・学術 ・文化 における国際交流』(中 央教育審議会答 申)

(要旨)

1975年3月

第2教 育 ・学術 ・文化における国際交流振興のための重点施策

Ⅰ 国際社会 に生 きる 日本 人の育成

我が国が、国際社会の一員 として、積極的 にその義務 と責任 を果たすためには、国民一人

一人が 日本及び諸外国の文化 ・伝統 について深い理解 を持 ち
、国際社会 において信頼 と尊

敬 を受 ける能力 と態度 を身につけた 日本人 として育成 され ることが基本的な課題 である。

今後は、 このよ うな認識に立って、これ らの能力 を備 え、知 ・徳 ・体の調和の とれた 日本

人の育成 を目指 し、学校教育、社会教育及び家庭教育の全般 を通 じて改善充実を図 る必要

がある。特にその場合、国際理解教育、外国語教育等の一層 の充実を図 り、国際協調 の精

神 を培い、国際理解 を深 めるよう配慮すべ きである。

1.国 際理解教育の推進

学校教育や社会教育における国際理解教育については、 ともすれば観念的な知識 としての

理解 にとどまって しま う点 も指摘 され ている。 したがって、今後 この教育の推進に当たっ

ては、具体的な実践にまでつながるよ うな工夫 をす る必要がある。

(1)小 ・中 ・高等学校にお ける国際理解教育の振興のために教育内容 ・方法 を改善すると

ともに、国際理解 のための実践 的活動 を行 う場の拡大 についても考慮す ること。

(2)青 少年及び勤労者 を含む一般成人 に対す る国際性 の啓培を推進するために、社会教育

の分野 において、国際理解 を深 め、国際協調の精神 をかん養す る教育活動を促進する

具体的な施策 を計画す ること。

(3)小 ・中 ・高等学校 の教員及び学校教育 ・社会教育 ・文化活動の指導者 に国際性を持た

せ るために、現行の海外派遣事業を更に拡充す ること。

(4)海 外勤務者 の子女の教 育については、国際性 を培 い、国際理解 を深 める とい う観点か

らも留意すべ きものでもあるので、その改善充実について特に配慮す ること。

2.外 国語教育 の改善

我が国民のコ ミュニケーシ ョンの手段 としての外国語能力は一般的 に見て極めて貧弱であ

る。 このことは、国際交流活動 を進める上で の大きな障害 となってい る。 したがって、 こ

の面にお ける外国語能力の向上を図ることは、今後の国際交流推進のために極 めて大きな

課題 であ る。

(1)中 学校 ・高等学校における外 国語教育については、コ ミュニケー ションの手段 として

の外国語能力 の基礎 を培 うための教育内容 ・方法及び教育環境 について一層の改善を

図る こと。
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(2)高 等教育機 関において も、外国語能力の向上を図るため、一般教育 としての外国語

教育の在 り方 について検討す ること。

(3)優 秀な外国人を採用 し、外国語教育において活用す ることを実態に即 して一層推進す

るこ と。

(4)外 国語教員の指導力の向上を図るため、語学研修のための海外留学について積極的な

施策を講ず ること。

3.大 学 の国際化

大学は歴 史的 に見て、国際的な性格 と役割 を有す るものである。各大学は 自ら国際的使

命 を 自覚 し、学 内におけるその本来の教育研究環境を確保 し、 日常的活動の一環 として国

際交流活動 を積極的に推進すべきである。特 に、国際性の啓培や国際理解の促進を 目的 と

した教育研 究活動や、教員 ・学生の国際交流活動 を推進す るとともに、その体制を整備す

る必要がある。

(1)従 来断片的であった外国に対す る理解及び研究 を総合 的な観点か ら促進す るため、地

域研 究や比較研究等 を一層推進す ること。また、教育面においてその成果 を反 映させ

るためにも、関係諸分野にお ける教育 ・研究体制 の整備 を図ること。

(2)留 学生交流担 当組織の拡充を図るとともに、留学生の受入れ及び派遣等大学の学生国

際交流活動 を積極 的に勧奨 し、援助すること。

(3)外 国人教員の採用 を容易に し、積極的に受 け入れ る必要がある。そのために、現行 の

処遇、任用等 に関 し、具体的な改善策を至急検討す ること。

(4)大 学にお ける国際的な研究協力を積極的 に推進す るために必要な援助措置を講ず る

こと。

(5)以 上のよ うな諸課題 を含め、国際化を促進す るための特別計画 を持つ大学に対 して積

極的 な財政援助 を行 うこと。

Ⅱ 人物等の交流事業の拡大

教育 ・学術 ・文化の国際交流のためには、人、作品、情報等の各般 にわた って総合的 な

交流 を推進す る必要がある。 この場合、教育及び学術の交流 においては、人物交流が主要

な形態であるので、特にその規模 の飛躍的拡大を図る必要がある。 一方、芸術 文化の交流

においては、芸術作品等 の交流が人物交流 に劣 らず重要であるので、これに対 しても積極

的な施策を推進すべ きであ り、また、学術交流における情報 の流通の重要性 にも留意す る

必 要が ある。

1.人 物 の交流

人物の交流 においては、派遣 ・受入れの両事業 ともに抜本的 、積極的な拡充策 を検討す

る必要があるが、戦後における推移や近年我 が国に対する諸外 国の関心が とみに高まって

いること、派遣に比べて受入れ が余 りにも少 ない こと等 を考慮 し、 さらに、我が国の経済

情勢にもかんがみて、特に受入事業の拡充 については、格段の努力を払 うべ きであ る。
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(1)国 費による留学生の受入れ については、大学及び宿舎等受入体制の整備 を先行 しつつ、

引 き続 き拡充するこ と。また、留学生の派遣 については、国際化時代 に活躍 し得 る人

材 を養成す るため、現行の国費による派遣制度 を更に拡大す る必要があ り、特 に発展

途上国へ の留学について も配慮す ること。 なお、受入体制 の整備 に当たっては、私費

による留学生につ いて も十分 に配慮すること。

(2)高 等教育機 関では、語学教育は もとより、それ以外の分野についても、教育研 究上の

必要 に応 じて外国人教員を積極 的に招致す る計画を一層強化す ること。

(3)社 会教育や体育 ・スポー ツの指導者及び青少年の国際交流活動は、相互の理解 と親善

を深 める上での効果が極めて大きいので、今後 は、 これ ら指導者や青少年の新 しい派

遣及び受入事業の企画や既存 の事業の拡充に積極的に取 り組む こと。

(4)学 者 ・研究者の派遣 ・受入れについては、学術研究上の要請に基づいて、一層その規

模 を拡充す ること。なお、国際的な研究協力事業への参加について特に配慮す ること。

(5)芸 術家 ・文化人等の交流を飛躍的に拡大 し、世界的な広が りをもって芸術文化各分野

にわたって活発 に展開できるよ うに、国は、関係団体 に対 し十分 な援助 を行 うととも

に、各種の交流活動計画を策定 して、その交流事業を積極的に推進す ること。 なお、

文化財 の発掘、修復、保存技術等に関する国際的 な研究協力 を推進す るこ と。

2.芸 術作品等 の交流(略)

3.学 術情報の流通

学術情報の円滑な流通を図ることは、学術 の振興 にとって、人物交流 とともに極 めて重

要 な意義 を有す るものである。学術研究の著 しい発展 に伴 い、学術情報量が急速に増大 し

てい る今 日、それに対応す る効果的な流通体制 を整備す ることは、国内的にも国際的に も

緊要な課顕である。 このた め、海外で生産され る学術情報 を的確に収集 ・蓄積 して国内研

究者 の需要に応 じ得 る体制 を整備 する とともに、我 が国における学術研究の成果 を積極 的

に海外に提供 して、学問の世界的進展 と普及 に寄与 し得るよう努 める必要がある。

Ⅲ 交流のための組織体制の整備

教育 ・学術 ・文化にお ける国際交流事業は、現在、文部省 、外務省 、総理府等において 、

それ ぞれ企画 ・実施 されているが、現状 は相互 の連絡調整が不十分で必ず しも有効適切 に

実施 され ているとは言 い難 い。

今後の教育 ・学術 ・文化における国際交流活動の飛躍的な拡充、発展 の要請に対処す る

ために、関係省府間の緊密 かつ強力な連絡調整 を行 うための組織 が必要であ る。なお、総

合的な観点に立 っての企画や効率的な予算執行 のための行政機構 の在 り方について、検討

すべ きである。

また、国際交流の実施 に当たる組織体制については、既存の実施機 関をそれぞれ の機能

や 目的 に則 して充実す る必要がある。その際、機能上の調整を図 りつつ、既存機 関の拡充 ・

改組や新機 関の創設 も考慮 して、下記の事項 の実現に努めるべきである。なお、それぞれ
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の機 関が効率的に事業 を遂行 し得 るように十分な連絡体制 を整備すべ きである。

(1)教 育交流 については、今後、留学生のみならず、教員 ・教育指導者 、学生 ・生徒等の国

際交流活動 を飛躍 的に拡大充実す るため、教育交流事業を積極的 に推進す るとともに、教

育交流に関す る情報の収集 ・交換や世話機 関 としての機能 な どを有 し、教育交流の中枢的

役割を果たす機 関を整備す ること。

(2)学 術交流については、内外 の学術研究の動向に即 し、さらに、諸外国の学術研究機関及

び国内の学者 ・研究者 の強い要望 にこたえ、学術の国際交流を画期的 に拡大充実す るため、

学者 ・研 究者 の交流事業 を積極的に推進す るとともに、学術協力の助成、学術情報の収集 ・

交換及び世話機 関としての機能な どを有 し、学術交流事業の中枢 的役割 を果たす機 関を整

備す ること。

(3)文 化交流 については、その基盤 となる国内の芸術文化諸活動 の格段の拡充を図 るととも

に、それ と一体的に交流活動 の飛躍的進展 を図るため、芸術文化 事業及 び芸術家に対す る

援助 、我 が国の芸術文化の振興にかか る国際交流事業 の促進 、情報 の収集 ・提供その他芸

術文化 の振興に関する事業を強力に行 う機 関を速やかに創設すること。

(4)国 際交流活動 を円滑に促進す るために、在外公館 に教育 ・学術 ・文化 に関 し、専門的な

知識 と経験 を有す るアタ ッシェを置くこととして速やかに整備 を進 めること。

さらに、海外の主要地域にアタ ッシェの機能 を補完す る意味で、研究者 、教員 、芸術家 ・

文化人、学生等の在外 邦人及 び来 目を希望す る外国人に対する情報提供、訪 問視察の便宜

供 与その他 きめ細かい世話業務 を行 う機能 を持 った施設の整備を進 めること。 なお、この

施設 においては、所在地の教育 ・学術 ・文化活動についての調査研究等 も行 うこと。

Ⅳ 宿舎等外国人受入れ環境 の整備

我が国の生活環境は、外国人 にとって特異 なものであって、留学生、教員 ・教育指導者、

研 究者、芸術家等 を受け入れ るに当たっては、特別な配慮を必要 とす る。特 に、住宅、寮、

そ の他 の宿泊施設については量的 に不足 しているこ とは言 うまで もな く、質的にも改善を

要す るものが多い。今後の交流活動を推進す るに当たっては、これ ら宿泊施設の整備 は真

に緊急 を要す る課題であるので、外国人のた めの宿泊施設 を増設 す るとともに、一般の宿

泊施設の利用や家庭の開放等 、受入体制の整備 を図 る必要がある。 さらに、これ ら外国人

に対す る処遇については、異 なった生活環境 における滞在 を考慮 して、短期者、長期者 を

問わず来 日の 目的を十分達成 させ るため、 きめ細かな措置を講ずべきである。

(1)留 学生のための宿泊施設 は単に国費留学生のみな らず、私費留学生 をも対象 とす る方

向で、全国主要都市に計画的に整備を進 めるこ と。その際、宿泊施設 の質の改善につ

いて も特に配慮す ること。また、留学の効果 を上げる上に、 日本人学生 との共同生活

は極 めて有意義であるので、 この施設 に一定数の 日本人学生の寄宿を認 めることも検

討す ること。

(2)教 員 ・教育指導者、研究者、芸術家等のために、全 国主要都市に低廉 な費用で利用 し
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得 る宿 泊施設 を建設すること。 なお、これ らの施設は、内外の関係者 の交流の場 とす

るために開放す ること。

(3)国 費留学生並びに我が国が招致 した教員 ・教育指導者、研究者、芸術家等が安ん じて

それぞれの活動に専念できるように、我が国の特異 な生活環境や経済事情等 にかんが

みて、滞在費 、医療保険、その他の処遇について特段の考慮を払 うこと。なお、医療

保険、その他の処遇 については私費留学生に対 しても配慮す ること。

Ⅴ 発展途上国に対する協力

発展途上国に対す る教育 ・学術 ・文化の各般 にわた る協力事業に取 り組む ことは、関係

国間の相互理解 と友好関係の促進に貢献す るばか りでな く、 これ ら諸国の 自立発展の基礎

を培 うとい う意味で特別 の意義 を有す るものである。 したがって、我が国 としても、相互

依存の度合 いを深 めつつ ある国際社会 に対す る責務 として、 これを積極的 に推進すべ きで

ある。 なお、協力事業の実施 に当たっては、特にその継続性 の確保 に留意 して、長期的観

点か ら計画的に推進す る必要が ある。

(1)協 力事業の実施に当たっては、相手側が真に何 を必要 としているかをは握することが

極めて重要な課題 となっているので、これ に対する所要の措置を講ずること。

(2)協 力の態様 としては、二国間協力及び多国間協力があるが、これ らは二者択一的なも

の としてでな く、それぞれその長所 を生か して各種協力事業 を積極的に推進す ること。

(3)協 力事業 における専門家派遣の重要性 にかんがみ、教員、研究者等 の派遣制度や事前

研修制度 を確立すること。

(4)発 展途上国からの留学生、教員 ・教育指導者、研 究者、芸術家等の受入事業の拡大に

つき、処遇 の改善や宿舎等受入れ環境の整備 に留意 して、積極的な施策 を展開す るこ

と。

(5)発 展途上国か らの研修生の受入事業等民間企業や団体等 における自主的な協力事業

の推進 を勧奨す ること。

Ⅵ 外 国人 に対す る 日本語教育 の振興

近年 、外国人の間に広 く日本語学習への関心が高ま りつつ あるが、この外国人に対す る

日本語教育の一層の振興を図るこ とは、国際交流を更に活発化 し、相互理解 を深 めるため

の基盤 を培 うものであ り、国際社会にお ける我が国の責務で ある。 このため、特に、教育

内容 ・方法及 び教材 の研究開発 の推進、教員の養成、研修体制 の整備、留学生に対する 日

本語教育の改善 ・充実等 について、特段の努力を払 う必要が ある。 なお、海 外における 日

本語教育の普及は重要な課題 であるので、国内にお ける 日本語教育の振興体制 の整備充実

と密接な連携 を図 りなが ら、一層 の推進 を図る必要がある。

(1)外 国人 に対す る日本語教育を一層振興す るためには、日本語 ・日本語教育に関 し、高

度の研究者 を養成 し、その研究水準の向上 を図る必要 がある。そのた め、大学院段階
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の組織の新設 ・整備 を検討す るとともに、教員需給の見通 しを勘案 しつつ、大学にお

いて 日本語教員の組織的な養成 を図 るこ と。

(2)現 に行われ ている 日本語教育事業 の充実向上 を図るため、日本語教育 に関す る教育内

容 ・方法の改善、情報資料の収集 ・提供、教材の開発 ・普及、教員研修の拡充等、各

種の振興施策 を速やかに進める必要があ り、 日本語教育関係機 関 と連携協力 しつつ、

これ らの施策を総合的かつ効果的に推進す る機 関として 「日本語教育セ ンター」(仮称)

を早急に設置す ること。

(3)留 学生が我が国の大学において勉学す るためには、相 当程度の 日本語能力が必要であ

るが、留学生の多数がほとん ど日本語 を身につけないで来 日せ ざるを得ない現状である。

日本語 の学習 は、来 日後の学習 の効果 と能率を高める上か らも、また、 日本文化の理解

を助 けるた めにも大きな意義 を有す るものであることにかんがみ、留学生 に対す る大学進

学前及び進学後 の 日本語教育を一層充実 させ るとともに、渡 日前に必要な水準の 日本語を

学習 してお くことを奨励す ること。

結 び

国は、以上の教育 ・学術 ・文化における国際交流の振興施策 を実現す るために、必要に

して十分な財政上の具体的 な目標を設定 し、短期長期の実施計画 を樹立 して、その推進 を

図 らなければな らない。 しか しなが ら、教育 ・学術 ・文化 の国際交流活動の 目標 を十分達

成す るためには、政府 と民間 との一致 した努力に待つ ところ極 めて大 きい。このため国は、

民間の有志、企業、団体等が国際的な交流事業に協力 し、あるいは 自ら実施す ることを勧

奨す るとともに、税制上の優遇措置 を講ず るな ど、 これ ら団体等の参加協力の体制 を整備

すべきである。特 に、海外進 出企業 につい ては、国際社会におけ るその役割 と責務 を自覚

し、教育 ・学術 ・文化における交流活動についても積極的 に参加す ることが強 く望まれ る。

＜備考＞ この答申で提言した重点施策の具体的展開、その他細目については、答申附属書 「教育 ・学術 ・

文化における国際交流振興のための具体的施策」に譲る。

教 育 ・学術 ・文化 にお け る国際交流振興 のた めの具体 的施策(答 申附属 書)

第1教 育の国際交流

Ⅰ 国際社会に生きる日本人の育成

1.国 際理解教育の推進

(1)国 際理解教育に関する資料や教材を準備 し、各学校が必要に応 じ、国際理解教育のため

の教材研究を行えるよう、国及び地方公共団体段階での情報提供のための適切な措置を検

討すること。

(2)海 外からの帰国子女を受け入れる研究協力あるいは特別学級、ユネスコ協同学校等にお

ける国際理解を推進するための活動を推奨 し、拡大するための具体的援助措置を検討す
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るこ と。

(3)姉 妹都市や姉妹校 の関係 を結ぶ ことは、自発的に国際交流 を進 める上で、極めて有効で

あ り、関係行政 当局 として もこれ を奨励 すること。

(4)成 人教育、青少年教育等社会教育の各分野の指導 に当たる者 の国際交流 を活発に し、社

会教育の場における学習活動 を通 じて国際理解 の推進 を図ること。

(5)婦 人や青少年の国際性 の啓培 を図るため、婦人学級、国立婦人教育会館、青年 の家、少

年 自然の家等、社会教育の実践の場を外国人 との交歓の場 として活用す るな ど、実効性

のある具体的施策を計画す ること。

(6)国 際協調、国際理解 の線 に沿って、外国人に対す る世話や交歓 を目的 として企画 された

民間団体や一般社会人のユネス コ活動等、各種有志活動を積極的に助成す るこ と。

第4発 展途上国に対す る協力

Ⅰ 協力事業の拡充

1.教 育協力 の推進

(1)理 科、農業、工業及 び視聴覚教育に関す る専門家の派遣や機材供与については、今後 と

も一層 の充実を図 るこ と。

(2)学 習用具、教材及び教育機器等の製作及 び書籍印刷についての技術協力や関連工場施設

の寄贈な どについても、相手国の要請に応 じて実施 し得 るよう検討すること。

(3)相 手国の教員研修計画に協力する意味 で、要請 に応 じて、我が国の負担において現地に

教員研修センターを建設 し、これを相手側 に寄贈することも検討す ること。

(4)相 手国の経済、社会の発展計画 を踏まえ、具体的な要請に基づいて、工業、農業、水産

等 の職 業学校、その他 の教育施設 を建設 し、寄贈することを検討す ること。

(5)現 在実施 している 「アジア ・アフ リカ諸 国教育指導者招致」事業を拡充 し、招致指導者

の増員及び招致対象者や対象国の拡大な どの措置 を講ず ること。

(6)初 等 中等学校教員 の研修 のための招致計画を推進すること。

(7)教 育政策の立案に協力す るため、相手国の要請 に応 じて専門家を長期 に派遣す ることを

考慮す ること。

(8)我 が国の協力事業の拡大に伴 い、日本語を解せ る現地人の協力専門家 を養成す ることが

重要である。 このた め帰国留学生の うち、適格者 を選 出考 し、養成す ることも検討する

こと。

(9)現 地で我が国の協力専門家の指導 を受 けた教員等を我が国に招致 して、専門分野別 に設

け られた短期研修 コー スに参加 させ る とい うような フォロー ・ア ップのための施策を今

後積極的 に拡充す ること。

(10)ア ジア地域の総合 的な教育協力構想 として、ユネスコが計画 している教育革新共同事

業計画の一環 としての教育工学部門の研究セ ンターを早急に設 立す るこ と。

(11)現 地農業教員 とプ ログラム学習担 当者 の現職研修 のため、我が国がユネス コと協力 し

てアジア諸 国に派遣 してい る巡回講師団についても、派遣陣容 の充実、派遣地域 の拡大
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も検討 の上、この種事業 の充実に努めること。

(12)ユ ネス コと国立教育研究所が共同で実施 しているアジア地域教育研究調査事業 の拡充

を図ること。

2.学 術協力 の推進

(1)発 展途上国の研究者 を我が国の大学、研究機 関に積極的に受 け入れ、十分 な研究の機会

を与えるとともに、我が国で実施 され る国際協力研究や国際会議、国際研究集会等への参

加 を容易にす るための特別 の措置 を講ず ること。

(2)相 手国の学術振興計画に留意 しつつ、具体的要請 に応 じて、研究者 の交流や実験、実習

設備 の供与につ き積極的に措置す ること。また、現地 において、必要な施設 の建設 、供与

も検討するこ と。

(3)我 が国がユネスコと協力 して、東京工業大学(化 学、化学工学)及 び大阪大学な ど5大 学

(微生物学)で 開設 している国際大学院コースの増設、拡充につき、一層努力す るこ と。

(4)ユ ネス コが推進 している東南アジア諸国の基礎科 学振興 のた めの地域協力事業に積極

的に参加 、協力すること。

(5)個 々の協力の内容に応 じて、当該専門事項について特徴 を持つ大学、研 究所等が協力事

業 を推進する中心的機 関 とな り、 これが責任 をもって相手側 と密接な連絡 を保 ちつつ、効

率的な協力 を行 い得 るよ うな体制 について検討す ること。

3.芸 術文化 交流の推進

(1)国 が行 ってい る芸術文化の普及事業等 を通 じて、発展途上国の特色 ある文化の我 が国の

紹介に努 めること。 また、民間の紹介事業に対 し、積極的に財政援助 を行 うこと。

(2)こ れ ら諸国か らの我が国芸術文化に関する研究者、研修生等の受入れ に関 し、奨学金 そ

の他所要の便宜供与 を行 うこと。

(3)人 物派遣、公演、展示、放送、資料配布等に より、これ ら諸国への我が国文化の積極的

紹介に努めること。

(4)こ れ ら諸 国に図書館、展示館等の文化施設 を供与 して、現地住民に親 しまれ る事業が実

施できるよ うにす ること。

(5)ア ジア諸 国間の共同事業 として、公演 、展示会等 を総合的 に催すア ジア芸術祭 をは じめ

各種 フェステ ィバル 、コンクール、国際会議等 の実現に努 めること。

(6)我 が国が文化交流の一環 としてユネスコ と協力 して推進 しているユネスコ ・アジア文化

セ ンター及び東アジア研 究セ ンターの事業を引き続 き拡充す ること。特にアジアの文化

財保存事業(ボ ロブ ドール、モヘ ンジ ョダロ等 の保存事業)、アジア地域の出版技術向上の

ための援助事業、児童用読み物 の共同出版事業及 び東アジア文化の研究 と文献整備事業

に対す る財政援助を強化す ること。

Ⅱ 協力事業推進 のための体制整備

1.現 地側ニー ドのは握

(1)継 続 的に現地側ニー ドをは握するためアタ ッシェの配置のほか、現地に長期間滞在する
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協力専門家の情報や地域研究の成果も活用す ること。

(2)協 力事業の実施方法や協力専門家 の受入条件等 について、相手国との間に専門的協議 の

機会を設 けるな どして、十分意見の調整 を図ること。

2.協 力専門家 の養成 ・確保

(1)優 秀な協力専門家を派遣要員 として確保するため、現地での協力実績 が国内にお ける教

育研究上の業績 に結び付 くように特別の考慮 を払 うな ど、教員及 び研究者派遣 を容易に

す るための措置について具体的に検討す ること。

(2)教 育 ・学術 ・文化 に関する協力専門家候補者 の登録制度を創設 し、各界か ら広 く優れた

専門家 を募 ること。

(3)海 外 に派遣 され る協力専門家が所属す る民間諸機関に対 しては、補償措置 を別途検討す

ること。

(4)協 力専門家に対す る派遣前研修 として、語学や現地事情に関す る研修コースを設 け、一

定の事前研修期間 中、これ ら派遣要員が本務を離れ て研修 に専念できるよ うな体制 を確

立す ること。

3.発 展途上国研修生の受入体制 の整備

(1)現 地において 我が国の協力専門家の指導 を受 けた研修生 を我 が国へ受 け入れ るに際 し

ては、処遇について留意す るほか、宿泊施設等、生活環境の整備 に努 めるこ と。

(2)発 展途上国か らの研修生の受入れを容易にす るため、関係教育研究施設の充実、外国語

による研修 コースの増設等の措置 を講ず ること。

(3)各 都道府県の教育センターな どにおいては、発展途上国か らの教育行政官及び教員 の受

入れ を促進 し、各種 の講座や研修会等 を企画 し、併せて我が国教員 との交流 の機 会を提

供す ること。 特に国立教育研究所が、 このような研修生等 の受入れに関 して国内のセ ン

ター的機能 を果たすために、その機構 を整備 し、積極的に協力体制を確立す ること。

第6海 外勤務者子女の教育

Ⅰ 在外子女の教育の振興

1.日 本人学校に対する助成

(1)日 本人学校の現状 は、設立後、 日浅い とい う事情 もあって、設備や教材 の整備が不十

分であるので速やか に整備充実す ること。

(2)日 本人学校の教職員に対 して、各 日本人学校間の情報交換や研究協議の機会を提供す る

とともに、国内の新 しい教育情報や助言を与 えるため、 日本人学校教職員 を対象 とす る研

究協議会を現地において計画的に開催す ること。

(3)日 本人学校の運営に際 しては、できるだけ、閉鎖的 なや り方を避 け、現地語や現地事情

を適宜教育課程 に加 えた り、現地の児童 ・生徒 との交歓 を図ること。

2.補 習授業校に対す る助成

(1)補 習授業校 は、海外子女が現地の学校 に通学す るかたわ ら、 日本語教育な どを中心 と

す る教育 を施す定時制 の教育施設であるが、その運営は必ず しも容易ではないので、講
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師給与、施設借料 、教材整備等 に要す る経 費の一部を補助す るな ど、 これ に対す る助成

を画期的に拡充す るこ と。

(2)日 本人学校 に準 じた教員派遣を実現す るとともに、教員に対す る現地研修会 も積極的に

催す こと。

3.通 信教育の充実

帰国後 円滑に学校教育 に適応 できる素地を養 うため現在実施 している通信教育について

は、小学校段階のみでな く中学校段階の邦人子女に対 しても行 うこ と。 また、独習用学習

書のほか、視聴覚教材 を活用す ることも検討す ること。

Ⅱ 帰国子女受入 れ等 国内体 制の整備

(1)帰 国子女を受 け入れる学校は、単に、帰国子女に対 して一般の教育に順応 させ ること

を 目的 とす るいわゆる適応教育を行 うに とどま らず 、子女が海外 で得た経験や能力 を

本人のためにも、学校全体のために も活用することのできるよ うな教育を進 めること。

(2)帰 国子女の受入れについては、特に小学校高学年以上の場合 、一般 の学校では、教育

上困難 を伴 うことが多いので、帰国子女教育研究協力指定校や帰国子女特別学級の増

設な ど、高等学校段階 を含 めて、受入れ に必要 な人的物的条件の整備充実について、

特段 の努力 を払 うこと。

(3)帰 国子女の高等学校や大学への編入学 については、不利な取扱 いを受 けることのない

よ う、具体的措置を検討すること。

(4)海 外子女に対す る教科用図書無償配布制度等 に関す る情報提供 も含め、渡航前及び帰

国後の相談体制を一層充実 させること。



7.国 際協力事業団 『開発と教育 分野別援助研究会報告書』

1994年1月

Ⅰ.開 発 と教育に関す る基本認識

Ⅰ-1.教 育の役割

(1)人 的資源開発か ら人間開発へ

人 は学ぶことで成長 し、 自己の可能性 を開花 させ る。 また、社会 は、教育を通 して、知

識 ・経験 ・技術 ・行動様式 ・価値観 などを次代に伝 えることができる。 このよ うに、教育

は人間 自身 と社会の両方 にとって不可欠な働 きである。

近年 、開発 における教育 の重要性に対する認識が高ま っている。開発の 目的が人々の生活

の物 心両面にわたる向上にある とすれば、教育が開発の基礎 として重要であることは、誰

もが首肯す るところであろ う。 さらに、教育は開発 を推進す る力であるばか りでな く、教

育の普及は個 々人の全人格的な開発につながることか ら、教育その ものが開発であ り、人々

の教育水準の向上なくしては開発が行われたことにな らないとい うこともできる。

1961年 秋の国連総会で、アメ リカのケネデ ィ大統領 が、60年 代を 「国連開発の10年 」

とす る構想 を呼びかけ、 これ を契機に世界的な規模 で途上国への開発援助が強化 された。

同時に、援助国や国際機関は、 「開発 のための教育」、つ まり、教育 が、途上国の社会や経

済の開発に資するための人的資源 を開発す る手段 であることが認識 されるよ うにな り、開

発 に寄与す るための知識 ・技能 ・能力の育成 を目指す教育援助が活発に行われ るようにな

った。

80年 代は、経済開発が比較的順調に推移 し経済的離陸を成 し遂 げようとする国が現れた

反面、「失われた10年 」と表現 されるように、政治的混迷や経済的危機 を深めた国も多 く、

特 に、アフ リカや ラテ ンアメ リカでは、教育予算や 国民一人当た りの教育費が減少 し、就

学率が低下す る国が現れた。 また、援助国の教 育援助 も停滞 し、DAC全 体の対外援助 に占

める教育援助の割合 は、70年 代の16.5%か ら80年 の終 りには10.7%に 減少 した。 さらに

この ころか ら、経済成長 のみを 目指す援助のあ り方 が見直 され始め、貧 しい人々を対象 と

す る基礎 生活分野(Basic Human Needs:BHN)へ の援助の必要性や人 口抑制、貧困対策、

WID、 環境保全、難民対策等の地球的規模の課題に対す る取 り組 みが始まった。

教育に関す る国際思潮は、80年 代 と比べ大きく変化 し、経済開発のための 「人的資源の開

発」か ら、人材育成だけでな く一人一人を尊重する 「人 間の開発」(Human Development)

とい う視点が重視 され るようになった。主な援助国 ・援助機関による現在の教育援助の傾

向は次のよ うにまとめることができよ う。

ア.人 的資源開発論 の見直 しによる初等教育重視の姿勢が一段 と強 まっている。

イ.教 育分野のみならず、 さまざまなセクターにお ける課題 の解決には、基礎教育水準の

抜本的な底上げが必要である との認識 が強い。
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ウ.教 育は、基本的人権であるとい う考え方が広 く認識 されている。

エ.女 性 に対す る教育 は、途上国の人 口問題や社会経 済開発 に深 く結びついてお り、重要

である とい う認識が一般的である。

オ.貧 困層 ・少数民族 ・障害者 に対す る教育が重視 されている。

(2)万 人のための教育

1990年3月 にタイで開催 された 「万人のための教育世界会議Jは 、世界銀行、ユネスコ、

ユニセフ、UNDPの4機 関が共同主催 した会議であ り、途上国、援助国及び国際機 関等か

ら大統領や 閣僚 を含む1，500名 の参加者があった。我が国もこの会議 開催 のために25万 ド

ル を拠出 し、準備段階か ら積極的に参加 した。 この会議で採択 された 「万人のための教育

世界宣言」は、現在 の教育援助に対する国際的 な思潮 を形成す る上で大きな役割 を果 た し

た と思われる。

この宣言 では、“80年代 の経済的困難や政治的危機等 により、途上国 にお ける教育の普及

が後退ない しは停滞 したため、現在 も9億6千 万人 の成人非識字者が存在 し、その内の3

分の2が 女性 である”こと、“1億 人の子 どもが依然 として初等教育 を受 けることができな

い” こと、そ して “教育 は個人の向上 と社会 の改善のための不可欠な鍵であ ることか ら、

基礎 教育を全ての人に与 えることが必要であ り、またその達成 も可能で ある” ことな どが

訴え られている。 また、今後の中期 目標 として、例 えば、2000年 までに全ての子 どもが初

等学校に入学 し、14才 児の80%が 初等教育終了 レベル に達す ること、成人非識字率を1990

年の世界平均25%、 途上国地域平均34%か らそれぞれ半分に低下 させ ることなどが提示 さ

れた。

この宣言 で使 われた 「基礎教育」 とい う言葉は、人々が生きるために必要 な知識 ・技能

を学習す るための教育を意味 し、公 教育制度 における初等教 育のみな らず 、伝統的教育、

宗教教育、地域社会教育や成人教育等 をも基礎教育 の範疇 に含んでい る。

この宣言 によ り、万人のための教育 を実現するには、 これまで教育機会 が比較的限 られて

いた女性や少数民族、障害者等に対す る教育機会の増大が必要であ り、既存の学校教育の

みによる教育普及の行 きづま りを打破す るために、新 しいアプローチを模索する必要があ

るとい う認識 が広まった。そ のためには、教育行政機 関のみの取 り組みだけでは不十分で

あ り、福祉政策、農村開発 、女性 問題等 の施策 を教育政策に関連 させ ることな どが具体的

にあげ られた。

「万人のための教育世界会議 」の成果 は、これ らの 「宣言」を採択 した ことのみにある

のではなく、これまでの国際会議の枠 を越 え、多 くの機 関や途上国か らの参加 を得て、途

上国の教育問題が真剣 に検討 された ことにあると考えられ る。会議後 、主催4機 関は教育

援助への対応方針 を具体的 に表 明 し、 さま ざまな形で教育分野への援助 を実施 してきた。

また、多くの途 上国では、 「万人 のための教育」を実現す るための行動計画が作成 され、実

行 されは じめている。

(3)開 発 の基盤 としての教育
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開発 とは、生産 ・流通 ・行政な どのシステムを刷新 し、それ らを利用す る人々の態度や

行動 を変革することと考えることができる。開発 は人々の幸福 を増大 させ る働 きであ り、

経済的な発展や経済成長 のみを 目指す ものでな く、生活環境 等の社会的な側面の改善をも

目指す、複合的な過程である。

一つの国の開発 の方向性や速度は
、資本 ・資源 ・環境だけではな く、人 々の意識や能力

に負 うところが大 きい。教育は、人 間の能力を開花 させ、意識の形成に大 きな働 きを有 し

てお り、教 育に よって国の開発に必要な人材が育成 され る。 それゆえに、教育は、一国の

開発 のあ り方、将来のあ り方を強 く規定す る。

また、教 育は、人々が職 業を得るために必要な能力や資格 を付与す る。学校教育を受け

ることによって得 られ る資格 、学歴、専門分野等は職業選択 の可能性を開 くものである。

さらに、国の開発 の進展 に伴 い、高度 な技術を持ち技術 革新 に取 り組む ことのできる人材

は、各分野 で大量 に必要 となる。例 えば、 タイでは、 こ うした技術者の不足が開発 を妨げ

るボ トルネ ックの一つ となっている。 それ ゆえに、技術教育や高等教育の適切 な拡充 は、

開発 を促進す る大きな要因 とな る。

以上のよ うに、教育は、国のあ り方や開発 の方向性 を決定 し、人々の生活 を大き く変 え

てい く可能性 を持ってい るがゆえに、開発 を進めるにあたっての前提とな り基盤 とな る役

割 を担 ってい る。

Ⅰ-2.教 育 と関連分野(略)

Ⅰ-3.途 上国の教育の現状(略)

Ⅰ-4.教 育援助への取 り組 み(略)

Ⅱ.教 育援助 の実施 に関す る提言

教育は人間の基本的なニーズであるとともに開発 の基礎である。 そ して、教育の普及や

教育の質的改善それ 自体が開発の重要な部分 を占めている。また、Ⅰ章で述べたよ うに、人

口やWID、 環境等のいわゆる世界的規模 の課題 を解決するために、教育は不可欠 な手段で

ある。

わが国は、明治以来、近代国家建設 の基盤造 りのために、教 育の普及 と発展に、国を挙

げて力を注いできた。その結果 、今 日見られ るような高い教育水準 を達成す るに至ってお

り、 こうした高い教育水準は、わが国の産業開発 を支える基礎 であったと広 く認 められ て

い る。

このよ うに、全て の開発の基本 として教育開発が急務 であ り、 これ には各国政府 の強い

イニシアティブ とコミッ トメン トが必要であるが、途上国の社会経済状況や歴史的経緯は

必ず しもそれを許 さない。 こうした途上国の開発に果 たす教育援助 の役割 とその重要性に

鑑 み、わが国の政府 開発援助 において、教育援助は重点的な援助項 目として位置付 けられ

ると共に、各国にお ける教育開発へのコ ミッ トメン トを支援することが必要であろ う。

Ⅱ-1.教 育援助の基本方針
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(1)教 育援助の拡大 を図 る

教育はあ らゆる開発の基礎であ り、また、人間の基本的ニーズであるにも拘 わ らず、途上

国 における教育開発は遅々 として進 まず、教育機会 に恵まれない子 どもや、劣悪な教育環

境 で学ばざるを得ない子 どもは依然 として膨大 な数 である。 このよ うな状況の中で、世界

的 に教育援助の重要性 に対す る認識 が高まってい る。

92年 に開催 されたDACの 「基礎教育に関す る援助国会合」では、教育援助拡大の 目標

値 として、70年 代のDAC諸 国の平均教育援助比率である16～17%を 回復す ることが論議

された。教育援助の重要性 と各援助国 ・援助機 関が教育援助重視 の姿勢 を強めてい るこ と

か ら、この 目標値は妥当性がある と考 えられ る。

一方
、わが国の1991年 の教育援助比率 は二国間援助総額の6.3%(DAC報 告)で あ り、職

業 訓練等 も含めた本研 究会の分析では8.1%で あった。わが国の教育援助は、これまでアジ

ア地域にお ける高等教育 と職業訓練領域 を中心 としていた。今後 は、教育援助 ニーズの国

際的な高 ま りと トップ ・ドナー としてのわが国の責任 と役割 に鑑 みて、アフ リカ等への地

域的拡大 と基礎教育分野への領域的拡大が必要である。

それゆえに、少なくとも、2000年 までに、わが国の教育援助比率の目標 を、現在の約2

倍 である15%程 度に増大 させ ることを真剣 に検討すべきである。

わが国の教育水準の高 さは国際的 にも評価 され てお り、国民の教 育への関心 も非常に高い

ことか ら、途上国にお ける教育の重要性 と教育援助 拡大の必要性 は、国民に理解 され、強

い支持を得 られ るもの と確信する。

(2)基 礎教育援助を重視する

現在、国際的に基礎教育の重要性が広 く認識 され、多くの援助 国の教育援助 の中心は基礎

教 育領域 に移行 しつつ ある。 また、基礎教育は開発 における基本的な土台を作るもので あ

り、その重要性 と緊急性に鑑みて、今後最 も重視すべ き援助領域である。

これまでのわが国の教育援助においては、初等教育や成人識字教育等の基礎教育領域への

援助が少 なかった。その背景には、基礎教育に対す る援助 は、国民の道徳や価値観 ・慣習

に関係 していることか らそ の国の文化 ・主権 に強 く関わってお り、さらに、基礎教 育は、

対象者が非常に多 く地理的 に広い範 囲にわたっているため、援助 に向か ない とい う考え方

があった。 しか し、教育行政の組織 強化や学校建設 、教員養成、教科書 ・教材開発等、援

助 の枠組み に適 した領域 も多く、慎重かつ柔軟 に対応す ることで大きな成果が期待 できる。

特 に、サブサハ ラ ・ア フ リカ、中近東、南アジア等 を対象 として、女性の就学率を向上 さ

せ るための視点 を取 り入れた基礎教 育普及を 目指す援助や、中南米等における中途退学者

を減 らすための基礎教育の質的改善 を目的 とした援助が考 えられる。

(3)教 育開発の段階 に応 じた援助 を実施す る

途上国の教育開発の段階 はさま ざまであ り、量的拡大が必要な国、教師や カ リキュラム

な どの質的改善が必要な国、理数科教育の振興が必要な国等 、い くつか に分 けられ る。 ま

た、基礎教育がある程度普及 した後 には、中等教育 、さらには高等教育の拡充が必要にな
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る。 そのため、教育援助にあたっては、相手国の教育の現状 を見極 めた上で、 どの ような

教育援助 を行 うかが慎重に検討 され なければな らない。

国際機 関や援助国は、基礎教育重視の姿勢 を強め、 これまでの職業技術教育 ・高等教育

か ら基礎教育へ、急速 に援助対象領域 をシフ トす る傾 向にある。 しか し、基礎教育、職業

技術教育、高等教育の3つ の領域は教育開発 における3本 の柱であ り、 この3つ の領域の

バ ランスを考え、被援助国の教育開発全体を視野に入れ、各国の教育開発 の段階に応 じた

援助 を実施すべきである。

3つ の領域のバランスを考える際には、各 国の教育の現状に即 したきめ細かなアプ ロー

チが必要である。そのためには、それぞれの国 ・地域 にお ける教育分野の個別研究 を踏 ま

えて重点領域を設定 し、国の特性 に配慮 した教育援助 プ ロジェク トを形成 してい く必要が

ある。例 えば、アフ リカや南アジア地域では、識字教育や基礎教育分野の援助ニーズを抱

えてい る。また、東ア ジアや東南 アジア、中南米においては基礎教育 の質的改善、 中等教

育や 高等教育における量的拡大や科学技術教育 の振興が課題 となるであろ う。

Ⅱ-2.重 点分野 と重点内容

わが国の教育援助 における重点分野及び重点内容 を考える場合には、途上国側のニーズ

と問題 の緊急性、援 助 の波及効果、 さらには、国際的な援助動向に配慮する必要がある。

しか し、援助を実施す るにあたっては、援助効果を高めるために、わが国の教育の現状や

特質、これまでの教育援助実績 に基づく援助の実施 可能性 を考慮す ることが重要である。

こ うした点を踏まえ、教育援助 における重点分野及び重点内容 として提言する。

(1)重 点分野

ア.基 礎教育

(ア)理 数科教育

理数科 は工学 ・理学のみ ならず、あ らゆる科学の基礎 となる学科であ り、初等 ・中等教

育 において特に重視 されね ばな らない領域である。途上国において、理数科 は他の教科 と

比べ、教員の質 ・量、教科 内容、教授方法、機 材等 の面で立ち後れている。 一方で、わが

国が この分野の教育 に優れ た実績 を有 していることは国際的にも認め られてお り、人材 ・

経験 ともに豊富である。理数科の実験設備や機材の供与、理数科教授 法 ・実験手法の開発 、

実験器具 のプ ロ トタイプ開発、 コンピュータ教育等 の分野 は積極的に援助を行 う必要があ

り、また援助可能な分野である。

(イ)女 子教育

女子教育の拡充は、女性の地位 向上のみな らず、公衆衛生 ・人 口 ・環境等他の分野へ の

波及効果 の大き さか ら、緊急性及び重要性の高い課題である。

女子教育の拡充を支援す るにあたっては、女子の就 学を妨げている要因を取 り除 き女子

教育を活性化す るために、親 への啓蒙、女性教員の増加 、女性 に配慮 したカ リキュラム ・

教材開発等、女子の通学 しやす い学校環境作 りや教育環境の整備が必要である。

(ウ)社会的弱者に対する教育
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教育の拡充 には、これまで教育機 会が不十分であった障害者 、少数民族な ど社会的弱者

に対す る援助 を拡大す る必要がある。途上国では、こ うした社会的弱者 に対す る教育の取

組みは遅れ てお り、また、援助要請のプ ライオ リティも高 くない。それ ゆえに、政策対話

等 を通 して、わが国が障害児教育 には長い伝統 と優れた実践 の歴 史を有 していること、 こ

の分野におけ る援助をオファーす る用意 のあることを知 らせ てい く努力 が必要 となろ う。

具体的には、障害児教育や少数民族教育 の基盤作 りのための教育施設 ・機器 の供与、教員

養成 ・研修 、教科書作 りや遠隔教育等が考えられ る。

(エ)ノ ン ・フォーマル教育

識字教育は緊急かつ最 も重要 とされ る課題 である。具体 的には、林業や農 業等の他分野

のプロジェク トにおける教育研修や放送等のメデ ィアを利用 した識字教育、識字教材 の開

発 、指導者 の養成等が考えられる。

また、地域社会にお ける教育活動 を促進 させ るための社会教育施設や放送教 育施設の建

設及び技術指導等の援助 も必要である。

イ.高 等教育

わが国の高等教育に対す る援助 実績は、無償資金協力における施設建設のみな らず、技

術協力分野 において も豊富である。特に、農学 、医学、理 学、工学等の分野は、わが国が

国際的に高 く評価 され てい る分野であ り、途上国か らの援助要請 も多い。高等教育は、産

業開発や指導者層の育成に直接関係 し、途上国の国造 りに重要 な意味 を持 ってお り、今後

共引き続 き重点的に援助すべ き分野である。

高等教育 において も、発展段階や援助 ニーズに合わせて、支援 内容 を検討する必要が あ

る。例えばタイのよ うに、中心的な大学 と地方 の大学の間に大 きな質的格差が存在 してい

る国にお いては、中心的な大学へは共同研究 を含めた研究協力的な援助 が必要であるが、

地方の大学へ は大学教員の訓練や教材 開発等が必要 となる。

(2)重 点内容

ア.教 育行政の強化

教育開発 は途 上国 自身が 自らのイニ シアチブで推進 してい くべき課題 であ り、その中心

となるのは教育行政部 門である。教育行政部門は、教育全般 にわたる計画立案や教育財政

の管理運営 を担 ってお り、教育開発の要であ り、途上国が教育 の課題 を自ら解決 してい く

ことができるようになるためには、対象 を絞った教育プロジェク トだ けでなく、途上国の

教育行政 を強化す るための援助がその波及効果の大き さか らも非常に重要である。

具体的 な内容 としては、教育行政全般へのア ドバイス、教育計画立案 ・策定のための職

員研修や学校長 ・教頭 に対す る教 育経営研修等 の人的側面への援助が考 え られる。また、

教育行政上必要 となるさまざまな技術的知識、教育統計のための機材や技術 の供 与、地震 ・

洪水台風対策 を含 めた学校建築設計技術の指導等 も必要である。

イ.教 師の養成 と質的向上

教育水準 を上 げるには、教師の質的向上が不可欠 である。それ ゆえに、教員養成 大学の
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整備 ・拡充、教員現職教育及 び資格付与研修のための施設拡充や指導者 の養成等が必要で

ある。 また、女子教育を促進す るために、女性教員の養成 も重要である。

ウ.カ リキュラム、教科書 ・教材開発

カ リキュラムの改善や教科 書 ・教材の開発 ・普及は、子供 の学習 に直接関わってお り、

教育の質を大き く左右す るゆえに、重点的 に援助すべき課題で ある。

カ リキュラムや教科書 ・教材開発 にあたっては、途 上国の教育実践 を重視 した援助 を考

える必要がある。例 えば、現地で入手で きる材料 によるローコス ト教材 の開発 ・普及 、地

域 における教師の教材活用の実践例 の収集分析 ・普及等、適切な教材を開発 ・普及 してい

くための支援 が重要である。

また、視聴覚教材の開発普及 は、わが国に経験 と実践の蓄積が あ り得意 とす る領域であ

る と共に、わが国に対する援助要請の高い分野であ り、積極的 に対応すべきであ る。

エ.学 校施設の整備

就学率の低い国においては、教育施設の新設 ・増築な ど量的拡大が重要な課題であ る。

また、校舎や設備 が老朽化 し、早急 に補修 ・改築が必要な学校 も多い。 こうした学校施設

や設備 に対する援助 は、非常にニーズの高い緊急課題である。

Ⅱ-3.教 育援助 の実施方法

ここでは、上記 の基本方針、重点分野、重点内容を踏まえ、教育援助 を実施す る際の方

策について述べ る。

(1)複 合的なアプローチを取 り入れ る

教育は さまざまな開発の分野 と有機 的に結びついているために、教育援助 と他の分野へ

の援助を組合せた複合的なアプローチが必要 となる。例 えば、環境保護やエイズ対策では、

人々の態度、知識、行動様式 と密接 な関係があるため教育啓蒙活動が重要な要素である。

また、林業普及活動を促進す るためには、住民への識字教育や栽培技術め教育が必要 であ

る。

このよ うに、教育は、環境、人 口、公衆衛生、医療、農業等 の分野のプ ロジェク トにお

ける重要な コンポーネン トとして位置付 けられねばな らない。 さらに難民支援 、WID、 貧

困対策 においても、教育の要素を取 り入れた援助が必要である。

(2)相 手国 と共同で計画 を策 定する

教育開発 は全ての国民を対象 とした国の基礎 を作る重要な役割 を担ってお り、各国政府

の強いイニシアチプを必要 とす る。それ ゆえに、教育援助 は、他の分野以上 に各国の自助

努力への支援 でなければならない。 このた め、政策対話等 を通 して教育開発 の重要性 を強

調 し、各国政府 の教育開発への関心を高める必要がある。

また、教育は、国民意識の形成、文化の継続性 に深 く関わってい ることか ら、援助実施

の際には、それぞれの国の歴史、組織、制度、慣習、価値観 に十分配慮 しなけれ ばな らな

い。特 に、アジア各 国とは歴史的 な関係 に鑑 み、慎重に対処す る必要がある。

さらに、教育援助には、多 くの地域 ・国に当てはまる処方箋があるのではな く、それぞ
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れ に個別的なものであ り、いわば多種類少量生産方式のよ うな きめ細かな計画 と実施体制

を必要 としてい る。それゆえに、わが国の教育 の経験 に学ぶ と共に、途 上国の教育実践か

ら学ぶ姿勢が重要であ り、例 えば ドイツの よ うに援助計画設定にあた って、現地セ ミナー

を実施 し、両国の関係者が一緒に討議を行 うな ど、相手国 と共同で計画 を策定す ることが

大切であろう。

(3)教 育援助 に関する国際的ネ ッ トワークへ積極的に参加す る

援助国や国際機関はそれぞれの援助の重複 を避 け、効果的な援助を実施す るために、 さ

ま ざまな援助調整活動 を活発 に行ってい る。例えば、世銀、ユネス コ等が 中心となって設

置 されたアフ リカ教育援助会議(DAE)の よ うな援助調整活動が あり、また、教育援助 に関す

る援助機 関の連絡会議が定期的に開催 され ている途上国もある。

国際的な教育援助ネ ッ トワー クに参加 し、他 の援助機関 との調整、意見交換、交流、情

報 の収集 ・分析 を行 うことによ り、援助 の重複 を避 け、 これ らの国際機関 と共同の教育援

助 プロジェク トを実施 し、また、わが国の教育援助に対す る考 え方や方向性 を国際的に認

知 させ ることが可能 となる。

わが国が教育援助に一層 力を入れて取 り組 んでい くには、今後 これ らのネ ッ トワー クに

積極的に参加 してい く必要がある。

(4)途 上国 とのコ ミュニケーシ ョンを確立す る

途上国政府の教育関係者 は、 日本 の援助方式や教育援助 の実態についての情報を得てい

ないばか りか、 日本の教育 についての情報 も得 るこ とが少ない。 この情報不足は 日本 に対

する適切 な教育援助要請が なされにくい要因の一つ である。

それ ゆえに、 日本の教育 についての情報や教育援助方針 等の情報提供 を活性化す る必要

がある。大使館、JICA事 務所の役割 が大きいが、その活動 を補完す るため、途上国の教 育

関係者 との コミュニケーシ ョンを確立 し相互 の情報交換 を行 うこ とを目的 として、教育援

助専門家を地域別ない しは国別 に派遣 し、定期的に対話の場を設定す る必要がある。

(5)新 たな援助アプローチ を開発す る

既存 の援助形態による柔軟な対応、取 り組みに よって、今後、一層教育援助 を拡充 して

いかねばな らないが、基礎教育等の新たに充実 しなければな らない領域に対 しては、 これ

までの枠組み にとらわれ ない援助 の形 を考える必要がある。

ア.総 合的プ ログラム援助の導入

これまでの技術協力は、あ る限 られた領域 を対象 とした技術移転 タイプの協力 が多かっ

た。 しか し、教育行政 の基盤整備や基礎教育分野 には多 くの援助形態が関係す るこ と、多

数の対象者 に対す る協力で あることから、多様 な援助形態を組合せ て1つ のプ ログラム と

して体系化 し、総合 的な視 点か ら実施す ることが必要である。例 えば、93年 度 よ り始まっ

たフ ィリピンの 「理数科教育開発パ ッケー ジ協力」は、無償 、プ ロ技、集 団研修 、協力隊

員派遣 と行政機関へ の専門家派遣等の支援 も組み合わせた総合的なプ ログラムである。

また、現在のプロ技や ミニプロジェク ト等の援助形態 をさらに発 展 させ 、教育省のい く
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つかの部署への専門家派遣や研修員受け入れな どの単独 の援助形態 をま とめて1つ のプロ

ジェク トとした り、教育制度 の実態調査や分析 に基づ く総合 的な教育改善計画の策定 を開

発調査 を通 じて行 う等、ニーズ に応 じた柔軟な対応 を検討すべきである。

イ.住 民参加型 アプローチの必要性

小学校等 の学校校舎の建築にあたっては、資材 が地域で手に入 りやす く保守 しやす い工

法である必 要があり、そのため、設計 ・建設の過程 に地元 の住民や教師が参加す ることが

重要であ る。

また、学校 は教育の場 としてだ けでなく、一種 の コミュニテ ィーセンター として機 能 し

てお り、 自然災害時には避難所や連絡場所 になるな ど、地域社会 の核 としての役割 を持 っ

てい る。 このため、教育援助プ ログラムの形成 と実施過程 では、住 民のニーズ を広 く取 り

入れた住民参加型開発 を目指す必要がある。

ウ.資 金協力 と技術協力の協調

近年、 ローンによる学校建設や教育関連施設 の建設、奨学金プ ログラム等が多 く行われ

るよ うになっている。援助効果をよ り高めるためには、計画段階から資金協力 と技術協力

を有機的に組み合わせ る必要がある。今後、そ のための実施体制 を、一貫 した援助 プロセ

ス として確 立すべきである。

エ.難 民等へ の教育援助

難民への援助 は、食糧 ・水 ・衣料 ・医薬品等 の物 資援助が中心であるが、難民キャンプ

の子 どもは、それ以外 に教育 を必 要 としてい る。また、青年 ・成人層は、新 しい生活 を開

拓す るための新知識 と技能を必要 としている。

それ ゆえに、緊急援助等で難民援助 を行 った場合のフォローア ップ として、教育活動や

技能 ・技術教育をコーデ ィネー トできる専門家や教師を派遣す る等、教 育をコンポーネン

トとして組み入れた援助の実施方法 を検討すべ きである。

オ.NGOと の協調 ― 現地NGO、 国内NGOと の共同プロジェク ト

基礎教育分野 においては、NGOを 通 した援助が活発に行われてい る。例 えば、バ ングラ

デシュの初等教育やタイの貧 困層 ・少数民族への教育には、NGOが 非常に大きな役割を果

た してお り、NGOへ の支援 を含む教育援助も検討 されるべきである。NGOと 協調 した援

助 プログラム としては、プロ技の共同実施 、協力隊員 との共同活動や、国内外のNGO教 育

援助要員の研修 訓練の実施、情報交換等が考え られ よ う。

Ⅱ-4.教 育援助 実施にあた っての留意点

今後わが国が教育援助 プロジェク トの計画、立案、実施等にあたって留意すべき点を次

に述べ る。

(1)長 期的視野 に立つ

教 育分野の援助が効果を上げ るには、長い時間が必要であ り、他の分野に比べ長期的な

視野 に立って援助を実施す る必要がある。 また、教 育援助 はその効果 が多方面にわたるた

め、効率性の追求や定量的な評価 には適 さない面がある。従って、教育援助プ ロジェク ト
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の形成 ・実施に あたっては、プロジェク トの期間及び評価 を長期的な視野に立って検討す

る必要がある。

(2)教 育の質的改善 に留意す る

教育機会の拡大は もとより重要 な課題 であ るが、 この拡大に加 えて教 育の質的向上が図

られねばならない。例 えば、学校建設にあたって、学校施 設自体 が通学 に便利 で教育環境

として優れていること、保守管理 が容易 であること等が必要であるが、学校 の増加 に伴 う

教員養成 、校長や教員 の研修、カ リキュラムや教授法の改善、教科書の普及 、図書の充実、

管理運営 に必要 な予算措置等 の質的 な側面 の充 実に留意 して援助計画 を作成する必要が あ

る。

(3)女 性に配慮す る

教育援助の形成 ・実施においては、女性 の置かれ ている状況 を十分配慮す る必要がある。

女子の就学率 を上げるた めには、教育施設 を増加す る等の教育機会の拡 大だ けでは不十分

で ある。なぜ ならば、宗教的規律や社会慣習が女子教育を疎外す る要因だか らである。 そ

のため、教育援助 の実施にあたっては、女子 の教育を疎外 している要因 を把握す るこ とが

非常に重要 となる。 これ らの要因 を把握 するための調査 を行 うことによ り、例えば学校建

設 にあた っては、女子 の両親への啓蒙活動や女性教員の配置 、女子生徒 のための保健室や

更衣室の設置、通学手段 の整備等、女性 に配慮 した実施上 の工夫 を検討す るこ とが必要で

ある。

Ⅱ-5.教 育援助 の実施体制の整備

今後教育援助 を実施するにあた って、整備すべき実施体制 を次に述べる。

(1)教 育援助専門家 を養成、確 保する

教育援助の拡充には、優れた教育援助専門家 の養成確保 が緊急 の課題で ある。教育援助

の専門家 は、教育援助 に関す る企画や実施、評価 、また、各援助機関 との調整 を行 うこ と

が期待 され る。

潜在的には、教育行政 を担 当 してい る行政官、教員研修担 当の指導主事や教員 、海外 日

本人学校教員経験者等が、教育援助専門家 として考え られ る。それゆえに、教育援助 の実

施機関は、文部省や 地方 自治体の協力 を得て、 リソースパー ソン ・リス トを継続的に提供

しても らうな ど、彼 らが積極的に教 育援助 に参加で きる方法 を検討すべきであ る。

教育援助専門家 を組織的に養成す る機 関は少ないが、現在 の ところ、大学の教育学部や

国際開発学科 の卒業生がその予備 軍である。 しか し、大学や大学院 では学問的調査研究 が

中心であるため、実際に途上国において、教育援助の活動 を体験す る機会 を可能 な限 り設

けてい くことが望ま しい。

教育援助専門家 には、海外での教育援助 の経験 が重要 とな る。青年海外 協力隊は教育分

野での多 くの隊員派遣実績 があ り、隊員は、途上国の学校 で実際に生徒を指導 した り現職

教員訓練 を行 う等貴重 な経験 を得 てい る。彼 らを教 育援助 専門家の予備軍 として養成す る

ための研修を拡充すべきである。
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さらに、教育援助の現場では、語学能力が非常に重要であるが、わが国は この点で大 き

なバ ンディキャップを負 ってい る。 このた め、協力 隊員や 専門家の研修では、語学研修 を

重視 し、国内のみ ならず海外や現地での研修 を充実 させ るな ど、研修 内容の強化 ・研修機

会の拡充を検討すべ きである。

(2)国 内の体制を整備する

今後一層拡大 していくと思われ る教育援助 要請に対応 してい くには、教育援助に関わ る

機 関や研究者 、専門家 を結ぶ国内のネ ッ トワー クが形成 され る必要がある。 こ うしたネ ッ

トワー クは、研究者や実践者の交流の場であるばか りでなく、教育援助 に関係す る各省及

び援助実施機 関が定期的に意見交換す る場 として活用 されねばな らない。 そのためには、

援助実施機 関が中心 となって、大学等 との教育援助 に関す る共同研究、共同調査、人材 の

交流 ・活用 を含 めた多元的 なコミュニケーシ ョンの場 を創設す る必要がある。

また、適切 な教育援助計画を策定す るためには、途上国 に関す る充分な教育情報が必要

である。 これ まで もい くっかの国内機関が途上国の教育情報の収集を行 っているが、援助

とい う視点か らの情報はまだ不十分で ある。そのため、援助 実施機 関が中心 とな り、途上

国の教育関連情報を組織的 ・体系的に収集 ・分析す るとともに、定期的に途上国や援助機

関の研究者 、教育行政担 当者 を招聘す るな ど、わが国の教 育援助計画の支援並びに教育援

助の質的向上に資す ることを目的 とした研 究部門が設置 され るべきである。

さらに、教育援助を促進す るためには国内での開発教育や援助理解活動 を通 して、その

必要性 をひ ろく訴 えてい くことが大切である。そのためには、教育援助実施機 関が中心 と

な り、途上国の子 どもや教 育の現状、現地での援助活動等 を内容 とす る教材 を作成 ・配布

し、開発教育に関わる教員の研修支援 などを行ってい く必要がある。

(3)JICAの 体制 を整備する

教育援助はさまざまな形態で行われている。特 に、技術協力 の実施機 関であるJICAで は、

各部で実施す る教育援助 を取 りま とめ、調整す る体制が必要である。このため、JICA内 に、

教 育援助 を担 当する職員を置 き、教育援助案件の情報が集 中しやすい体制を取 ると共に、

教育分野の国際協力 専門員 の数 を増や してい くべきである。また、 これ らの教育援助を担

当す る職員 ・専門員 を、恒常的に教育援助調整 の場 に出席 させ、国際的ネ ッ トワー クと国

内のネ ットワー クを結ぶキーパー ソンとして育成 してい く必要がある。

また、教育に関す る基礎デー タの収集や プロジェク ト形成調査及 び開発調査等の実施に

あたるコンサル タン トの育成 を図 る必要がある。そのため、教育援助情報 を対外的に適宜

発表 した り、また、他 の援助国や 国際機 関 と共 同で教育援助プ ロジェク トの調査 を行 うな

どの機会を提供す る必要がある。 さらに、途上国の現状を熟知 してい る現地 コンサル タン

トを活用 したプ ロジェク トが形成 できるよ う、在外事務所 を通 じたローカル コンサル タン

ト情報の取 りま とめを行 う等の体制作 りを進めてい く必要が ある。

Ⅱ-6.今 後 引き続 き検討 を要する課題

本研究会終了後 も引き続 き検討すべき点 は、以下の通 りである。
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(1)リ カ レン トコス トの問題

近年、国際会議 の場におい て、途上国 自身が教育開発を開始できるよ うになるためには、

ある程度 の リカレン トコス トを援助す るこ とが必要 であるとの論議がな されている。 また、

世銀 等は、教育行政の組織強化や教員育成 のた めの給与の補填等 に対す る資金協力に積極

的で ある。今後、わが国に対 しても教育分野の リカ レン トコス ト援助に対す る要請が強ま

る と考えられ るところ、その可能性について広 く検討 してい く必要がある。

(2)各 国 ・地域別の研 究

教育援助のマル チセ ク トラルな特性、国際的 な援助協調が必要なこ とに鑑み、本研 究会

終了後も、JICAに おいて、国別 ・地域別の教育分野の情報や各部にお ける教育援助情報に

ついての収集分析や、教育援助方策 の検討 ・立案 を行 うな どの調査研究 を引き続 き行 うべ

きである。

「開発 と教育」分野別援助研 究会委員一覧

座長 飯田経夫 国際 日本文化研究センター 教授

委員 金子元久 東京 大学 教育学部 助教授

委員 黒 田円参 海外経済協力基金 経済部 参事

委員 豊 田俊雄 東京国際大学 教養学部 教授

委員 中野照海 国際基督教大学 教養学部 教授

委員 西野文雄 東京大学 工学部 教授

委員 渡辺 良 国立教育政策研究所 国際教育協力室長

149



8.『 時代 に即応 した国際教育協力の推進について』

―時代に即応 した国際教育協力の在 り方 に関する懇談会報告―

1996年6月

は じめに

開発途上国の経済 ・社会開発 には、優 れた人材 の養成 ・確保が不可欠であ り、近年、我

が国に対 し、施設 ・設備な どのハー ド面の援助 とともに、人づ くりに対す る ソフ ト面での

積極 的な国際貢献を求 める声が、国の内外や国際機 関か ら高まっている。

我 が国 においては、これまで も、教育協力 として、留学生交流やユネスコ等 を通 じた多

国間協力 を行 うとともに、開発途上国に対す る大学等の教職員の派遣や留学生 ・外国人研

修員の受入れなど、教育分野にお ける国際協 力への取組が関係機 関によ り行 われてきてい

る。 しか しなが ら、今後増大す ることが見込 まれる開発途上国か らの協力要請 に一層積極

的に対応 してい くためには、国内体制の強化 とともに、その中核 となるべき文部省、大学、

地方公共団体等 の実施体制 の整備 、開発援助人材 の養成、 さらには、教育協力の意義につ

いての関係者の理解 と認識 を一層深 めることな ど多 くの課題がある。

本懇談会は、文部省 学術国際局長の要請 を受 けて、平成7年12月13日 に第1回 会合を

開いて以来、教育協力の意義、文部省 ・教育関係機 関等が今後果たすべ き役割 を改めて明

確化す るとともに、これ らが有す る豊富 な人的 ・知的資源 を活用 し、開発途 上国に対する

教 育協力 を効果的 ・効率的 に推進 してい くための方途 について、有識者か らのヒア リング

を実施 しつつ検討を進め、このたび以下 の とお り各協力者 の意見を取 りま とめたので、報

告す る。

なお、教育協力は留学生交流やユニネ スコ等 を通 じた多数国間の協力 と相補 ってよ り効

果 的に行 われ る面があるが、本懇 談会においては、原則 として、これ ら以外 の二国間協力

に重点を置いて検討 を行った。

これを機に、この報告書 に盛 られた考 え方 と各種 の提言 が関係者並びに関係機関の共通

の認識 とな り、具体的に実施 に移 されるこ とによって、我 が国の教育協力が飛躍的に発展

す ることが強 く期待 される。

Ⅰ 増大す る国際教育協力 への要請

1.国 際教育協力の意義

(1)国 際教育協力は、工学 ・農学 ・医学 ・経済学 ・法律学等の高等教育、初等中等教育、

社会人等 を対象 とした専門技術教 育や識字教育等を含 めた幅広い分野において、開発途上

国の人材養成 に対 して行われ る協力(い わゆる人づ くり協力)であ る。

教育は、人間が資質 ・能力 を伸ば し、主体的に成長、発達 してい く上で重要な役割 を担っ

てお り、教育の普及 が人々の自己の充実や生活 の向上への意識 を高め、生産活動 を促 し、

ひ いては国の経済 ・社会の発展に寄与す ることになる。 このよ うに、すべての者が教育を
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受 ける権利 を有す る とともに、教育は、国の経 済 ・社会開発 に必要な人材 を養成 し、開発

を進めるための基盤 となるものである。

また、世界全体で早急に取 り組まなければな らない、飢餓、貧 困、人 口、エイズ、麻薬 、

環境、開発 と女性(WID)等 の地球的規模の問題 についても、教育水準 の向上はその解決のた

めの有効 な手段 とな る。

(2)こ のよ うな教育分野 における国 レベルでの協力 は、政府開発援助(ODA)と して実

施 され る。ODAは 、人道的立場に立って、開発途上国の飢餓 と貧困の克服 、福祉の向上、

経済発展、技術進歩 などのために 自助努力を支援す ることを 目的 とし、開発途上国の平和

と安定が世界全体の平和 と繁栄に不可欠であるとい う相互依存の認識 に基づいて行 われ る

ものであるが、教育協力は、開発途上国の教育分野 の人づ くりを通 じて教育水準 を高める

効果がある とともに、教育分野の人的交流を促進す ることによ り、開発途国 との相互理解

の増進 、友好 関係 の構築 にも資す る重要な役割 を担 っている。

(3)教 育協力を進めるに当たっては、開発途上国の自主性 を尊重 しつつ、その 自助努力

を支援す ることを基本 とし、長期的視野に立って、相手国の歴史、制度等 にも配慮 して、

相 手国の関係機 関 と十分 な連携 を図 りつつ、そのニーズに合致 した協力が実施 され なけれ

ばならない。

2.国 際教育協力 が求め られ る背景

(1)1990年3月 「万人のための教育世界会議」がユネ スコ、国連開発計画、ユニセ フ、

世界銀行 の主催で開催 され 、初等 中等教育、識字教育等の基礎教育の重要性が指摘 された。

これ を契機 として、基礎教育の普及 ・充実への取組が一層重視 され るよ うになった。

しか し、開発途上国の多 くは、教 育開発を重要政策 として取 り上げているものの、厳 しい

財政状況の下で、負担の重い教育投資 に向ける財源 が十分ではなく、また歴史的経緯等か

ら、教育制度、教育 内容 ・方法の改善に関す る経験 に乏 しい国もある。

一方
、我が国の教育 ・研 究水準の高 さは国際的に評価 されてお り、我が国の近代化及び戦

後の急速な経済発展の基盤 と して優れた教育のあったこ とが広 く認 め られ てい る。そのた

め、我が国に対す る開発途上国の教育協力 に対す る期待 は大き く、開発途上国か らの教育

協力の要請が増大 してきている。

(2)こ のような状況の下で、我が国のODAに おいても、開発途上国にとつて人的資源の

開発 が重要 との認識 に立って、大学等への留学生 ・研修員の受入れ、学術協力、無償資金

協力による学校、研究施設等の供 与、技術協力専門家、青年海外協力隊員の派遣等、国造

りの基盤 となる人づ く り協力を拡 充 してきている。 また、有償資金協力において も教育施

設の整備 、留学生派遣プ ログラムの創設 などの協力が行われ てい る。

(3)1995年3月 の社会開発サ ミッ トにおいて、村山内閣総理大臣(当時)は 、「途上国の教

育や職業訓練 に対す る援助 を、過去10年 間で四倍以上に拡充 してきてお りますが、今後 と

もこの分野の協力を重点的 に進めてい きたい と考えます。」 と言明 してお り、また、1996

年4月 第9回UNCTAD総 会 において、池田外務大臣がアフリカに対す る教育支援を含む人
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づ くり支援措置を表明す るなど、開発途上国に対す る教育協力が、今 日ます ます重要視 さ

れているところである。

(4)1995年9月 に北京で開催 され た第4回 世界女性会議において表明 された 日本 のWID

イニシアティヴにおいては、開発援助 の実施に当たって、 「教育への女性の参加」 を重点分

野 に掲げ、教育における男女格差の是正 と女子の教育機会の保障への支援を明示 してお り、

開発途上国における 「教育への女性の参加」に十分配慮 した教育協力が必要になっている。

(5)最 近は、いわゆる旧社会主義国が、市場経済化、民主化へ の移行 にともなって、人

材養成や制度改革 ・整備 のために我が国に支援 を求めて きてい る。

3.我 が国に とっての意義

教 育協力を推進す ることは、我 が国の国際貢献の観点か らも重要であるのみな らず、大

学等教育関係機 関の国際性 を高め、国際的 に開かれた もの とする とともに、地城研 究、熱

帯医学、熱帯農 学、地球環境、人 口 ・食糧問題 など、国内だけでは困難 な課題 の研 究を促

進 させ るほか、開発途上国の研 究者 との交流 ・協力を通 じて、新 たな研究対象 の発 見や研

究方法の開発が可能 となるな ど、大学等 の教育研究機能の活性化 、学術研究の振興 に大き

く寄与するものである。

また、大学 ・高等専門学校や小 ・中 ・高等学校 の教員、教育行政官等の海外派遣や大学等

における外国人研修員 の受入れを通 じて、教員等の国際感 覚 ・適応力 ・指導力等を養い、

諸外 国の文化への理解 を深 めるとともに、学校 における国際理解教育が進展す ることが期

待 され るなど、我 が国の教育の国際化や人材養成 にとっても極 めて有意義である。

Ⅱ 国際教育協力の方向 と課題

1.教 育の質の向上 を図るための協力

(1)我 が国のODAに おいては、ODA全 体 に占める教育協力の割合は、8.37%(1994年)

であ り、その割合 は極 めて厳 しい財政事情 の下、ODAの 量的拡大が抑制 され ている所にあ

って年々増大 してきている。

(2)開 発途上国の多様なニーズに対応 し、効果的な教育開発を進めるためには、教育行

政の強化、総合的 な教育計画 の立案、教 育統計 、学術研究能力育成のための研究協力や研

究者や教員の養成、カ リキュラム、教科書 ・教材の開発な ど、開発途上国にお ける教育の

質 の向上 を図ることがます ます重要 となってきている。

(3)留 学生交流や研修員受入れ といった ソフ ト面での教 育協力 を効果的に行 うため、 日

本語教育の内容の一層 の充実が望まれ る。

(4)通 信衛星、 コンピュー タネ ッ トワークな ど各種メデ ィアの活用は、協力の新たな形

態 をひ らく可能性 を有 してお り、 このよ うな新 しいメデ ィアの活用の可能性 についても検

討 を進 め、教育協力を効果的 ・効率的に展開す る。

2.初 等 中等教育 レベルでの協力への積極的取組

(1)Ⅰ1(1)で 述べた ように、教育協力 の領域 、対象 とす る段階は多岐にわたるが、我 が国

の教育協力 は、高等教育 ・専門技術教育の領域 において多 くの実績 をあげてい るが、初等
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中等教育 レベルでは、ユネス コ等の国際機 関を通 じた活動が活発で あるものの、二国間ベ

ースでは
、 フィリピン理数科教師訓練セ ンターの設置協力 など多 くはない。 これは、初等

中等教育はその国の独 自性 と深 くかかわってお り、また地域的にも広範囲 に及ぶ ことなど

から、二国間の協力にな じみ にくい ことに よるものである。 しか しなが ら、理数科教育、

職業教育を中心 とした教員養成や教材 開発、 さらには学校建設、施設 ・設備の整備な ど、

二国間ベースの教育協力に適 したものがあると考 えられ、国造 りの基礎 となる初等中等教

育について も、今後 は二国間ベースの教育協力の展開が期待 され る。

なお、高等教育 レベルでの協力 については、学術協力 も含めその内容の一層の充実が望ま

れ、また、社会人等を対象 とした専 門技術教育、識字教育等 についても引き続 き協力の推

進 を図ることが期待 され る。

(2)開 発途上国における教員 の養成に対す る協力については、教員養成大学の整備 ・拡

充、教員 の現職研修の充実等 への支援が考 えられ る。 また、カ リキュラムや教科書 ・教材

については、我が国は豊かな知識 ・経験 を有 してお り、現地 で調達 可能な安価な素材 を使

った教材や教育用 ビデ オソフ トの開発な ど、開発途上国の状況等に応 じた開発 ・普及の支

援の在 り方の検討 を進めることも有益である。

3.教 育関係機 関の主体的 ・組織的取組 の意義

(1)技 術協力専門家の派遣や プロジェク トへ の参加 ・協力については、今 まで、 ともす

ると個人ベースで、場 当た り的に対応 され ることが多 く、組織的な対応のための体制は確

立 されていなかった。 この よ うな体制の確立には、国際教育協力についての大学、都 道府

県教 育委員会等におけ る十分な認識 、明確 な位置付 けが必要である。そ もそ も大学 は、国

際的な性格 と役割 を有 してお り、各大学はその使命 を自覚 し、国際教育協力 を重要 な任務

として明確に位置付 け、主体的 に教育協力に参画す ることが望まれ る。

(2)こ の ような観点か ら、大学等においては、プロジェク トの事前調査等 に積極的 に参

加するな ど、JICA・ 海外経済協力基金(OECF)等 と密接に連携 して、組織 として主体的に、

プロジェク トの発掘 ・形成段 階か ら協力事業の企画 ・実施に参画 してい くことが重要であ

る。 このことに より、相手国への波及効果 が大 きく、大学等に とっても教育 ・研究機 能の

活性化、学術研究の進展 に資す るような質の高い協力事業の形成 が可能 になる。

最近では、JICAの プロジェク ト方式技術協力について、マ レーシア農科 大学拡充計画など、

複数の大学でコンソーシアム を形成 して対応す る例が見 られ るが、 この よ うな方式は、国

内支援体制 を強化 し、教職員 の派遣 、外国人研修員の受入れ等 に柔軟に対応で きるため、

このよ うな組織的な対応 が推進 され るべ きである。

4.教 職員 の派遣

(1)大 学、研究所、地方公共団体等にお いては、派遣教員 の後任 の補充が行われた場合

の帰 国後の処遇、派遣経験についての業績 としての評価等の問題か ら、開発途上国か らの

協力要請に対 して、長期間にわたって若 く優秀 な人材 を派遣す ることは難 しく、 さらに国

立大学等においては、教員が開発途上国へ派遣 される場合、派遣職員 と して現職参加 が認
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め られてい るが、派遣枠の制約 の問題が ある。 このため、教育協力は、 これ まで少数の特

定の教員 の熱意 によ り、限定的に実施 されてきた面がある。 しか し、 このよ うな受動的な

対応 では、継続 的で効果的な協力 は期待 し得ない。教育協力 についての大学等 の認識が重

要である。

(2)教 職員の派遣については、 これまで参加が個人ベースで行 われ るなど、組織的な対

応が不十分であ り、十分 な人材の確保、協力の効果、広が りの面で問題 があった。教育協

力に関心のある人材 は潜在的には相当数いるもの と思われ、 これ らを発掘 ・確保 し、教職

員の派遣 を組織 的 ・継続的 に行 っていくことが求め られている。

5.関 係機 関の間及び事業 間の連携

(1)我 が国の教育協力の現状を見る と、国の機関、特殊法人、公益法人、国際機関、NGO、

ボランテ ィア団体等の機関 ・団体によって、開発途上国か らの留学生受入れ、学術交流、 日

本語教育、ユネスコ等の国際機 関を通 じた協力、無償資金協力、技術協力、有償資金協力

な ど様 々な形で教育協力が進 められているが、従来、これ らの協力事業の間で十分な連携

が図られ てきた とは言 えない。 これ らを有機 的に組 み合わせ、総合的な教育協力が実施 さ

れ ることが望まれ る。 また、他の先進諸 国が行 っている開発途上国に対す る協力事業 との

調整 ・連携について も考慮す る必要がある。

(2)例 えば、開発途上国の理数科教育改善計画 を実施す る場合には、JICAの プ ロジェク

ト方式技術協力に関連付 けて、相 手国の教育大学教員等 を留学生 として受 け入れ るととも

に、ユネス コ事業によるカ リキュラム ・教材 開発、国際セ ミナーの開催、 日本学術振興会

事業による研究者交流等 を実施す ることに より、相乗的 な効果 が期待できるよ うな場合 も

ある。 なお、教育協力を促進す るため、帰国留学生や学術交流協定校 を活用す る方途につ

いての検討 も必要であろう。

(3)教 育協力の企画 ・実施に当た っては、各開発途上国で既 に実施 されてい る他 の協力

事業 とリンクさせ、その成果をできるだけこれに活用 してい くことが重要である。 しか し

なが ら、これまでは、種 々の教育協力によって得 られた開発途上国の教育状況、教育内容 ・

方法等 の情報、経験 、ノウハ ウ等が他 の協力事業に十分に活用 されていないので、開発途

上国のニー ズを的確 に把握 し、教育協 力を効果的 ・効率的に推進す るために、関連情報 を

集積 ・分析 ・提供するシステム を構築 し、 この貴重な成果を他の協力事業 にも広 く活用で

きるよ うな機関 ・組織 を設置することが必要である。

6.開 発援助 人材

開発援助 に携 わる人材、特に教育協力に携わる人材は充実が必要であ り、その計画的な

養成が緊急の課題 となっている。 開発援助人材 としては、(1)国 際開発 ・国際協力等につ

いての専門知識を備 え、 国際機関 ・援助実施機 関の職 員等 として従事す る者 と、(2)医

学、工学 、農 学等 の開発途上国の開発に活用できる専門性 を身に付 け、当該分野の技術協

力専門家 として開発途上国で一定の期間国際協力に従事す る者がある。

(1)に つ いては大学の国際開発 関係研 究科等において養成 されてお り、近年 その整備が
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進んでいるほか、(財)国際開発高等教育機構(FASID)が 実践面での支援 を行 っている。

(2)に ついては、人材不足が顕著 となってお り、各分野の教職員に対 し教育協力 に関す

る実践的な研修機会 を提供 し、開発 途上国での国際協力 に当たれ る技術協力専 門家を養成

す るなど、協力人材 を確保 して いく必要がある。 このため、今後、大学にお ける開発援助

に関す る調査研究 の一層 の充実 を図るとともに、派遣 を希望する人材 に対 し必要な専門知

識 を与 えるための研修機 会を整備 す ることが望ま しい。

また、自給的農業 、鉱 業、結核 ・感染症な どの分野 における援助人材 の養成 は、開発途上

国への協力の観点のみな らず、我が国における技術 ・ノウハ ウの確保 の観 点か らも重要で

ある。

7.教 育協力案件 の発掘 ・形成

教育協力には、開発途上国か ら我が国に対 し協力要請があることが、原則 と して前提 とな

るが、開発途上国の中には、教育開発の重要性 の認識 にもかかわ らず、必ず しも教育案件

に高い優先度が付 され ない場合やそのよ うな要請の形成について十分な体制を有 していな

い場合 もある。そ こで、文部省等教育関係者の経済協力総合調査団等へ の参加 を通 じて、

相手国の教 育協力関係者 との連携 を密 にする とともに、在外公館、国際協力事業団(JICA)・

ユネスコ ・日本学術振興会等 を通 じて現地に派遣 されている大学等の教員 ・研究者、青年

海外協力隊、帰国留学生のネ ッ トワーク、学術 交流協定校等か ら情報を収集 して、開発途

上国 のニーズに合致 した案件の発掘 ・形成 に積極的につなげてい くことが必要である。

また、開発途上国の教育開発 には、総合的 な教育政策 ・計画の策定 とこれを運営する行政

組織 の整備が必要であ り、そのためには、開発途上国 に対す る教育行政全般について助言

のできるア ドバイザーの派遣、教 育行政官へ の研修等 を通 じた教育行政 の強化が望まれ る。

Ⅲ 国際教育協力推進のための具体的方策

以上述べてきた教育協力 の現状 と課題 を踏まえ、今後関係機 関において取 られ るべ き具

体的方策 を以下に示す。 これ らの方策は、 関係 する機 関が多岐にわ た り、かつ、中 ・長期

的な取組 を必要 とするものを含 む ものであるが、特に文部省 ・大学等をは じめ とす る教育

関係機 関においては、国際教育協力の重要性にかんがみ、実現可能 なものか ら着実 に具体

化に着手 されることを期待す る。また、 これ らの方策 の実効 ある具体化 のためには、 これ

まで述べてきたよ うに、国際教育協力の諸活動が我が国の教育機 関の果 たすべき重要な任

務であるとの大学、研究所 、地方公共団体等の教育関係者 の理解、及び、それ ら教育関係

者 による支援が不可欠であるこ とを明記 しておきたい。

1.関 係機 関の連携 ・協力の強化

教育協力の推進のためには、文部省、外務省、JICA、OECF、 大学等教育研究機関、教育

関係団体、地方公 共団体等の関係機 関による緊密な連携 ・協力が必要である。 関係機 関に

おいて、連絡会議等 を設置 して、定期的 に連絡調整 、意見交換を行 うこ と等によ り、国内

のネ ッ トワークを形成 してい くこと。 また、ユネス コ、ユニセフ、世界銀行等の海外 の関

係機 関 との連携 を図るよ うに努 めること。
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特に、今後ますます重要性が増大す ると考え られ る初等 中等教育分野 の協力については、

組織だった情報 ・意見交換の場 が従来存在 していなかったが、都道府県教育委員会等の教

育関係機関 との連携 も含めた、ネ ッ トワー クの形成 が望まれる。

2.教 育協力のための事務、情報収集 ・活用体制 の整備

(1)文 部省、大学等の関係部局の国際交流 ・協力の組織体制の整備 を推進 してい く中で、

語学力 と併せ、国際協力 に関す る専門的 ・実践的知識 と経験 を有す る職員の配置を進 める

こと。そのため、大学等 においては、担 当職員が必要な語学力及び専門的知識 を習得す る

ための研修等を充実する必要がある。

(2)開 発途上国の教育政策 ・計画の立案など教育行政の強化 のため、JICAの 専門家派遣

制度等 を活用 して文部省職員、大学教員等を教育ア ドバイザー として派遣す ること。

(3)開 発途上国のニーズを継続 的に把握す るため、在外公館、JICA、OECF、 国際交流

基金等の海外事務所 、現地に派遣 されてい る技術協力専門家、大学等の研 究者、青年海外

協力隊員等 との連絡体制 を整備 し、その情報や地域研究の成果 を活用すること。

(4)文 部省等関係機 関において、大学、地方公共団体等の協力 を得て、教育協力への参

画を希望す る機関、人材 等について実態調査を行 うとともに、 これ まで実施 され た協力事

業等 を通 じて、各開発途上国 の社会 ・経済事情 、教育状況や教科書 ・カ リキュラム等 の教

育内容、方法等について、清報収集 ・分析、調査研 究を行 うこと。 これ らの調査結果等を

基に、教育協力に関す るデータバンクを設けて、関係機 関に対 し情報 を提供す ることによ

り、効果的 ・効率的な協力を推進す る。

3.国 際協 力センター(仮称)の 設置

(1)我 が国の大学等高等教育機関の有す る人的資源を最大限に活用 し、教育協力 をより

効 果的 ・効 率的に実施する とともに教育協力 を大学等 自らの活動 として主体的展開を進 め

る観 点か ら、各大学における教育協力のための体制 を整備す る必要がある。また、大学等

間の連携 ・協力 を促進するネ ッ トワークの形成 を図る必要があるので、教育協力の推進の

ためのネ ッ トワークの拠点的機能 を果たす 国際協力セ ンター(仮 称)の 整備 を検討す る必要

がある。

(2)そ の検討 にあた っては、医学、工学、農学、教育学 、社会科学等 の教育協力 の需要

の高い専門分野において、大学の国際開発研 究科等が理論的側面に重点 を置 くのに対 して、

開発途上国の現場にお ける実践的協力に焦点 を当てつつ、国際機 関、開発途上国の教育関

係機関、国内の大学 ・援助実施機 関等 と連携 し、全 国的な視野に立 って、教 育協力 の内容 ・

方法等の実践的な調査 ・レビュー ・研究及び開発、教育協力の企 画 ・調整、教育協力 に関

す るデー タベース構築(デ ータバンク機能)、派遣教職 員や外国人研修員等に対す る研修の実

施 な どの機能を重視す ることとし、特に、教育学分野 においては、初等教育段階か ら高等

教育段階まで一貫 した教育協力の確立が必要で ある。

(3)さ らに、複雑 ・多様化する開発途上国のニーズにこたえるために複合的領域 の企画 ・

調整 、各 専門分野 の統合的な調整 に配慮す ることが重要である。
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4.教 職員 の派遣の促進

(1)開 発途上国への教職員 の派遣 を円滑 に進 めるため、文部省において、派遣職員の拡

充を図るこ と。

また、初等中等教育分野においては、近年、小 ・中 ・高等学校教員で技術協力専門家や青

年海外協力隊員 として教育協力に参加す る者 が増加 しつつあるが、この ような教育協力の

経験は国際協力の観点のみな らず 、帰国後の教育活動 に資す るとい う観点か らも意義深い

ことである。今後、教員による教育協力 の参加が一層積極的かつ 円滑に進む よ う、文部省、

地方公 共団体、国際協力事業団等の関係機 関間で検討を進 めること。

(2)開 発途上国の協力ニーズの高度化 ・多様化 に対応す るためには、大学 ・研 究所の研

究者等が教 育協力 のために出掛 けやすい環境 を作 る必要があ り、比較的長期間の派遣が可

能 となるよ うな教育 ・研究上の配慮 がな され るようにする とともに、帰 国後の処遇や現地

での教育協力が業績 として充分に評価 され るよ うに配慮すること。

(3)教 育 関係機 関等か ら優れた開発援助人材 を広 く派遣することを可能にす るため、2

(4)で 述べた教育協力のデータバ ンクを活用す ること。特 に、今後増 大す ることが見込

まれる初等 中等教育分野の協力ニーズに対応す るため、地方公共団体の協力を得て、 日本

人学校 、青年海外協力隊等で海外勤務の経験を持つ小 ・中 ・高等学校の教員 を中心に、退

職教員等 を含め教育協力 に関心のある人材 を登録 ・活用 していくことが重要である。

5.開 発途上国か らの研修員の受入れ体制の整備

(1)開 発途上国からの研修員の受入れを容易にす るため、大学等 において、開発途上国

のニーズの多様化に対応 した研修プログラムの作成、受 入施設の整備 を図る。

(2)地 方公共団体が教育セ ンター等 において、開発途上国か らの教員 、教育行政官等の

受入れ を促 進 し、各種の研修会を企画 ・実施す るとともに、我が国の教員等 との交流 の機

会 を提供す ること。

6.コ ンサルタン トの育成

コンサル タン トは、援助実施機関か らの委託 を受 けて、国際協力に係 る各種調査等の業務

に従事 し、協力案件全体の円滑な実施 に重要な役割 を果たす もので ある。

特に、教育分野につい ては、我が国では、他の分野に比べ、コンサル タン トが育っていな

いのが実情 であ り、 このことが教育協力 を積極 的に展 開す る上か らも一つのあいろ隘路 と

なっている。

教育協力 を円滑に進 めるた め、協力事業の準備 、運営管理等に携 わるコンサル タン トを今

後育成 ・確保 してい く観点か ら、教育協力の様 々な分野で専門性 を発揮 した り、ネ ッ トワ

ー クの活用が期待できる教育関係の法人 ・団体 の教育協力活動への参加 を促すほか、今後、

コンサル タン トとして育成 してい く方策の可能 性について援助実施機 関な どと連携 して検

討す ること。

7.開 発援助人材の養成等

(1)大 学の国際開発研究科等の整備 とともに、医学 ・工学 ・農学 ・教育学 ・社会科学等
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関係研 究科 ・学部において開発援助関係分野の整備充実を図ること。

(2)大 学における開発援助人材 の育成 のためのカ リキュラムについて、改善 ・充実を図

ること。特 に、学生に対 して海外 での フィール ドワークや インター ンシ ップの機会 を拡充

す るな ど、理論 と実践 を兼ね備 えた国際的に貢献で きる人材 を養成す る必要がある。

(3)国 際協力に関心のある大学等 の教職員、行政官等 に対 し、援助技術 に関す る現職教

育、研修 の機会 を整備 し、開発援助人材 としての質 を高め、層を拡充 してい くこと。

(4)大 学等 において、公益法人、民間企業等か ら資金 を受 け入れて、開発援助 に関す る

寄附講座 の開設、受託研究、共同研 究等 の実施を促進す る こと。

(5)人 々の国際性 を培 い、国際協力等に関す る理解を深 めるため、小 ・中 ・高等学校 に

おいて、教育内容 ・方法等の改善 ・充実を図 るとともに、社会教育の分野 においても、学

級 ・講座等の学習機会を拡充するな ど、国際理解教育を推進す ること。

「時代 に即応 した国際教育協力の在 り方に関す る懇談会」協力者一 覧

猪 口邦子 上智大学法学部教授

開原成允 国立大蔵病院長

河西 明 国際協力事業団技術参与

杉下恒夫 読売新聞社解説部次長

仙石 敬 千葉経済大学経済学部教授

豊島正夫 埼 玉県立和光国際高等学校長

中川博次 立命館 大学理工学部教授

西野文雄 埼玉大学大学院政策科学研究科長

廣野 良吉 成蹊大学経済学部教授

前 田瑞枝 日本芸術文化振興会監事

松木正一 東京都教育委員会教育次長

(会長)森 島昭夫 上智大学法学部教授

山極 隆 富山大学教育学部教授

山下興亜 名古屋 大学農 学部長

和気邦夫 国際連合児童基金 日本 ・オーストラリア・ニュージーランド事務所長

渡邊 良 国立教育研究所国際研 究協力室長(五 十音順)
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9.国 際教育協力懇談会 『開発途上国への教育協力方策について』

1999年11月

Ⅰ は じめに

国土が狭 く資源 に恵 まれない 日本人に とって、教育は古 くか ら国造 りの基本 と考えられ、

教育を重ん じる国民性が育まれ てきた。特 に戦後 の奇跡的 ともい える社会発展 を成 し遂げ

る原動力 となったのは、この国民性 と、機会均等の実現 を基本理念 として教育の普及 が図

られ るとともに、社会経済の変化に対応 して教育改革 の努力が払われてきた ことで あると

考 えられ る。 このよ うな教育 を重視 した国造 りは、広 く海外か らも認識 され ている ところ

である。

他方、開発途上国の 中には、負担 の大 きい教育投資に充てる財源 が十分でな く、児童 が

教育を受 ける権利 が十分に保障 されてい ない国 もある。また、現在 、教育の制度、内容、

方法等 の改善を模索 している国も多い。そのた め、我が国の教育協力に対す る開発途上国

か らの期待が高ま るとともに、要請が増大 してきている。

これまで、我が国の開発途上国に対する協力は、「経済協力」 の名が示すよ うに、経済的

に重要な社会基盤 の整備 を重視す る傾向が強かった。 しか し、昨年8月 に公表 され た 「政

府開発援助 に関す る中期政策」において 「基礎教育」や 「人材育成」 を重点事項 としたこ

とに続 き、内閣総理大臣の諮問機関である対外経済協力審議会が本年9月21日 に とりまと

めた意見(「『人間を重視 した経済 協力』の推進 について」)で は、21世 紀の経済協力の在 り

方を規定す る重要な要素 として、教育 ・人づ くり分野 を含 めた 「人間中心の開発」の考 え

方 を採 り入れている。

国際社会において も、開発援助 に関す る考え方は次第に変遷 してきてい る。かつての経

済成長を優 先す る産業基盤整備中心の経済協力 だけで は、開発途上国にお ける貧困が解消

されず、む しろ貧富の差が拡大す るとの指摘 も受け、人間の生活の質 を改善す ることが主

張 されるよ うにな り、近年は基礎 教育を含む 「人間中心の開発」を重視す る考え方が国際

的に主流 とな りつつあ る。

このよ うに、基礎教育の重要性 に対す る認識が高まる中、本年4月 にユネスコなどが主

催 し、世界各国が参加 してダカール(セ ネガル)で 開催 された 「世界教育フォー ラム」iで は、

「万人のための教育」に関す る行動の枠組みが合意 され、今後、国際機 関や先進国が、開

発途上国の教育計画の立案、実施 を支援す ることが求められている。

情報通信技術(IT)の 進歩などの要因によ り、国境 を超 えたグローバルな関係 が形成 されて

きてい る今 日、開発途 上国が持続 的に成長 を遂 げていくことは、国際社会の安 定のために

も重要 となっている。持続的成長 のためには教育を通 じた人材育成が不可欠であることを

考慮すれ ば、今後我が国が開発援助 において教育 ・人づ く り分野の協力を一層重視 し、開

発援助関係者 と教育関係者が互いに連携 ・協力 してこれに取 り組 んでい く必要がある。
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Ⅱ 今後 の教育協力 を考える上で重要 な視 点

1本 懇 談会 における検討の対象

本懇談会は文部大臣か らの要請 を受け、国際教育協力につ いて検討を行 ったが、その対象

となる 「教育協力」 として、①開発途上国の学校教育や学校外の人材 育成を含 めた教育 ・

人づ くり分野に関す る援助全般のほか、②我 が国の教育機 関にお いて開発援助 に携 わる人

材 を養成す ることや、③我 が国の教育関係者 を開発援助に貢献す る人材 として確保す るこ

とについても視野に入れた。

2ODAに おける教育 ・人づ くり分野の比率の向上

(1)我 が国の政府開発援助(ODA)実 績 は、昨年では約1兆7，500億 円 となってお り、9年

連続世界一の水準 を維持 しているが、教育 ・人づ くり分野の支出比率については、例えば、

1998年 では約6%(OECD調 べ)と 、他の先進国の平均(約10%)に 比べて低い状態 にあ り、

その大半は外国人留学生の受入れ に関す る支出であ り、その他は青年海外協力隊や 専門家

派遣、研修員受入れ、学校施設建設等 となっている。

(2)今 後政府 として 「人間を重視 した経済協力」を実践 し、ODAの 「ソフ ト化」を図っ

てい くことが期待 されてお り、国際協力事業団(JICA)や 国際協力銀行(JBIC)な どの援助機

関 とともに、施設整備や機材供与などのハー ド面での支援 のみな らず、留学生支援等 ソフ

ト面での支援 を含んだ教育 ・人づ くり関係 プロジェク トの積極的な形成 に努 めてい く中で、

教育 ・人づ くり分野の比率を大幅 に高めてい く努力が必要である。

(3)こ の うち、有償資金協力ii(円 借款)は 、支援規模が大き く、開発途上国自身 による主

体的な取組が期待できる制度であ り、今後、教育 ・入づ くり分野 における有益な手法 と し

て重要な役割 を果 たすこ とが期待 され る。 また、無償資金協力iiiや技術協力iVに よる支援

との有機 的な連携 を促進す ることによ り効果 的な支援 となるよ う、検討 していくことが望

まれ る。

3教 育協力への理解及び国際協力 に関す る教育の推進

(1)こ れ まで、我が国の開発援助関係者や教育関係者の間で、教育協力の重要性 につい

ての理解が十分 に進んでいる とは言い難い状況 にあり、このことは、ODAの 中で教育 ・人

づ くり分野の 占めるウエー トが他 の先進国等 に比べて小 さい ことの一つの原因に もなって

いる と考 えられ る。 したがって、援助関係者及び教 育関係者の双方が、まず教育協力の重

要性について理解 を深 めてい くことが、教育協力推進への第一歩である。

特 に、 日頃国際協力に関す る情報 に触れ る機会の少 ない教育関係 者が適切な情報 を入手で

きるよ う、文部省、都道府県教育委員会、大学等の会議や研修の機会 を通 じて、国際協力

に関す る情報の提供や交換が行われ ることが必要である。

(2)他 方、開発援助 に関 して、国民一般 、特 に青少年が、その意義や背景 を理解 するこ

とも重要である。近年、初等 中等教育 レベルで、国際理解教育への取組 が盛んにな って き

てお り、社会や公民等 の教科や 「総合的 な学習の時間」V等 を通 じ、教育関係者が開発途

上国の課題や地球的規模の課題等を含めた国際協力 に関す る教育に取 り組む ことや 、これ
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に対す る援助関係者の協力が期待 される。

(3)ま た、開発援助人材 の養成 においては もとよ り、学校教育一般 につい ても、語学教

育は極めて重要であることか ら、その一層 の改善、向上が望まれ る。

(4)な お、広 く国民一般や海外 を対象に国際教育協力に関す る広報 を実施す ることは、

我 が国の教育協力への理解 と関心 を高める とともに、円滑な協力活動 の実施 にも資す るこ

とが期待 され るので、そのための媒体の一つ として、専用のホームペー ジを開設 し、イン

ターネ ッ トによる各種の情報提供 を行 うとともに、援助機関等 の情報も入手 しやす くして

お く必要がある。

4IT革 命 とIT技 術 の活用

(1)本 懇談会が取 り急 ぎ、本年7月17日 に提言 したよ うに、IT革 命は国際的な情報格差

を深刻 なもの としている一方で、大学 レベルの遠隔教育をは じめと して、教育 の在 り方に

も大きな変化をもた らしてお り、ITの 適切な利用に よって教育を大いに広め、向上 させる

ことも可能 となってい る。

また、同 じく本年7月 に開催 された九州 ・沖縄サ ミッ トにおいて採択 されたG8共 同宣言

において、開発途上国へのITを 活用 した教育支援が盛 り込 まれ たところである。

(2)こ のよ うな状況の下、開発途上国におけるIT利 用の条件整備 を支援す ることは、先

進国の課題 となってお り、我が国と しても、開発途上国の実情やニーズを把握 しなが ら、

効果的 な支援の実施について考慮 しつつ、今後の教育協力を進めてい くことが重要である。

国際遠隔教育プ ログラムの実施をはじめ、別紙(「IT革 命に対応 した教育協力について」平

成12年7月17日)の 提言について、引き続 き関係省庁 ・機関による実施に向けての取組 が

望まれ る。

5教 育協力 に関す る政策評価等の確立

一般に
、国の政策や事業に評価を導入す ることは、国民に対する説明責任(ア カ ウンタビリ

テ ィ)を撤底 し、評価結果を活用 して効率的な質の高い行政 を確保す る上で重要であ り、教

育 ・人づ く り支援事業に関 して も、中長期的な視野 に立って、十分な評価を実施 してい く

ことが必要である。

今後 「人づ くり」に関す るODA政 策の評価等の実施 に当た り、人づ くり関係 施策 を行 う省

庁 ・機 関が連携 し、評価のための指針 の策定や評価及び評価結果 の活用に関す る手法を確

立 してい くことが期待 され る。教育 ・人づ くり支援施策 を実施 してい る文部省 においても、

自らの施策等の評価 の在 り方について、積極的 に検討を進める必要がある。

Ⅲ 具体的提言

1教 育協力ニーズの把握、計画の策定及び必要 な体制整備

(1)ニ ーズの把握 と計画策 定の必要性

① 開発途上国の教育事情は当該国の社会 ・経済的要因により多様であるが、効果的な支援

を行 うには様々な手段 を通 じ、各国の教 育事情 とニーズを把握 し、計画を策定す ることが
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重要である。

② 今後の教育支援が見込まれ る開発途上国に対 し、きめ細 かい支援策 を講 じるためには、

小学校 か ら大学 までの学校や地方の教育の実態を含 め、教員養成、校舎等建物、情報通信

環境、教科書、教具 ・文具、学校保健 ・給食 などの各事項 にわたる実情の総合的な把握 が

必要である。

③ さらに、政府 として、援助機関 と協議 しつつ、国別援助方針等を踏 まえ、各国の実情 に

即 した教育協力計画 を策定すべ きである。その際、地域研究の成果 を十分活用す る必要が

ある。

④ また、国際教育協力を行 っているNGOや 民間企業 と連携 し、より協力の効果が上が る

よ う、協力体制 の構築を図ってい くこ とも重要 であるので、計画の策定に当たって これ を

考慮する必要が ある。

(2)調 査の実施及び教育政策ア ドバイザーの派遣

① 各国の教育事情 を総合的に把握 するには、大学、援助機 関な どの持つ既存資料の収集、

整理及 び分析 を行 うとともに、必要に応 じて調査団を派遣す る必要がある。

② また、これ まで も、我が国か ら開発途上国の中央政府 に教育政策ア ドバイザーを派遣 し、

各国の教育事情 め把握や協力案件 の発掘等に寄与 し、大い に有効 であったので、今後 とも

必要に応 じ、その方式 の活用を図 るよ うに努める必要がある。

2小 、 中、高等学校関係者 による国際協力活動の推進

(1)青 年海外協力隊への現職教員 の参加促進

① 現在、小学校 、中学校及び高等学校の教員は合わせて90万 人を超 えるが、教育関連分

野における開発途上国か らの青年海外協力隊員派遣要請数(平成11年 度は483名)に 比べて

も、現職教員の参加者数は少なく(同年度 で57名)、 この分野で活動を行 っている青年海外

協力隊員の多くは教職未経験者 である。

今後、できるだけ多 くの現職教員 に、青年海外協力隊員 として教 育 ・人づ く り分野の協力

活動に参加 するよ う求 める ことによ り、教職未経験者が参加 する場合に比べて、途上国の

教育現場で、よ り効果的な支援 が期待できる。 さらに、帰国後 も、開発途上国の体験 を日

本の児童生徒への国際理解教育等に生かす ことができる。

② これまで、現職教員の参加 については、校長等 に事前の相談をせずに出願す るケースや、

派遣期間に事前研修等の期間を合わせ ると約2年3か 月 とな るため、年度途 中に職務を離

れ るか、又 は復帰することとな り、学校現場のスケジュール と合わないなど、出願 ・選考

手続及び派遣 スケ ジュール に関する問題が あった。加 えて、都道府県に よっては派遣 中の

公立学校教員給与の一部 を負担viす ることとしてい るため、予算事情か ら派遣人数の限界

が生 じることな どもあ り、教員身分 を有 したまま新た に参加する公立学校教員 は、開発途

上国か らの要請件数に比べ、前述のよ うに低い水準にとどまっている。

③ 青年海外協力隊へ の参加 を希望す る現職教員 については、できるだけ多 くの者が教員身

分を有 したまま参加できることが望まれ る。したがって、これまで文部省及びJICAに おい
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て教員の現職参加 推進のための措置を講 じてきたが、今後 はJICA、 文部省及び都道府 県教

育委員会等 が連携 し、対象 を現職教員に絞 った特別な制度を設け、現職参加希望者 の募集 ・

選考作業を行 うとともに、支障がよ り少 な くなるよ うスケジュール の改善を図 るほか、教

員へ の広報活動 、相談体制の充実及び参加経験 を積極的に評価す ることなどにより、今後

早急 に現職参加者 の大幅 な増加がみ られ るように努めることが必要である。

④ また、帰国 した青年海外協力隊員 が教員 に採用 されることに よっても、開発途上国での

多様な経験 を我 が国の教育 に役立て ることが期待できるので、引き続き文部省 から教育委

員会 に対 し、協力隊へ の参加経験 を教員採用選考において積極的に評価す るよう働 きかけ

る ことが必要である。また、NGOの 事業における、開発途上国での協力活動 の経験 につい

て も、採用選考において積極的に評価す るよう働 きかけるべきである。

(2)シ ニア海外 ボランテ ィアviiへの現職 ・退職教員の参加促進

① 退職教員については、活動可能な年齢が高 くなってお り、十分な体力、能力、意欲及び

豊富な経験 を持 った者 が多 く、かつ、海外派遣に関す る制度的な制約が少 ない。また、現

在、初等中等教育教員については、シニア海外 ボランティアの対象年齢である40歳 以上の

教員が多い ことか ら、現職 ・退職教員を活用す ることによ り、教 育協力 のニー ズに こたえ

てい くことが可能 と考えられ る。

② このことからも、シニア海外ボランティアについて、現職及び退職教員の参加が促進 さ

れ るよ う、 中堅以上の教員を対象 に広報活動等 の充実に努める必要がある。なお、現職教

員の参加 については、青年海外協力隊 と同様、派遣期 間中の身分や帰国後の処遇等の問題

についても検討の上、促進のための環境整備 を図る必要がある。

(3)教 育委員会 による専門家派遣等への協力

①JICAが 文部省 を通 じて都道府県等教育委員会に要請を行 い、「所属先人件費補 てん制

度」viiiを活用 しなが ら、公 立学校教員等 を専門家 として一定期間職務 として、現地に派遣

す ることは、開発 途上国の初等中等教育支援 において重要 な役割 を担ってい るが、そ の件

数は少なく(平成11年 度は17件)、 今後一層 の推進が必要である。

② また、開発途上国の初等 中等教育支援に関す る技術協力プロジェク ト(例えば トル コ共和

国の工業教育改善への群馬県教育委員会による支援 など)について は、特定の都道府県等の

教育委員会が組織 的、継続的に対応 することによ り、援助 の実効性 を高めるとともに、援

助先 との交流を継続的 に深 めている例もあるので、 自治体 間の国際交流が活発 に行われて

い ることを踏まえ、 このよ うな、いわば 「一県一国支援」 といった形 により、教育委員会

の主体的な取組 を行 うことも有効な方策の一つで ある と考 えられ る。

(4)教 育援助人材データベー スの充実

① 現在、教育 ・人づく り分野においては、開発途上国や援助機 関からの専門家等の派遣要

請に必ず しも応 じ切れていな い状況 にあるが、 この原 因 としては、絶対的な人材不足のほ

か、活動内容等に応 じて適切 な人材 を推薦 し、派遣す るシステムが整備 されていない こと

が挙げられ る。
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② このため、小、中、高等学校教員の うち、開発途上国での教育協力活動 を希望する者 を

体 系的に登録す るための制度 を創設す るとともに、開発援助に関す る研修の受講等 を促進

す ることが重要である。大学関係 者の人材デー タベースを合わせ、常時1万 人程度 を目途

に、総合的な教育援助人材データベースの構築 と維持を図 ることが望ま しい。

③ その構築に当たっては、個人情報を保護 しつつITを 活用することにより、援助機 関が

予定する援助案件や協力活動の内容等 に応 じ、開発援助人材 が 「適材適所」で活用 され る

よう、既存のデータベー スとも緊密に連携 しつつ、システムの充実を図るこ とが望まれる。

3大 学関係者等による国際協力活動の推進

(1)国 際教育協力研 究セ ンターの整備充実及び機能強化

① 最近 、教育 ・人づ くり分野以外 のODA事 業 においてもソフ ト面を重視す ることの必要

性が強調 され、それ に伴い学識経験者の役割が高ま り、大学教員の開発途上国への短期派

遣のニーズが増大 している。

また、教育政策 ア ドバイザーや教育 ・人づ くり分野の技術協力 については、長期派遣 の必

要性 も高まっているが、他方で派遣すべき人材 の不足や適切 な人材 を派遣す るシステムの

欠如が指摘 されてお り、人材 の確保 と派遣の円滑化が急務 となっている。

② このため、教育協力 に関す る人材データベースの整備や援助事例に関す るノウハ ウの蓄

積 を図 りつつ、教育協力に関す る大学間の連携 ・協力 を促進す るための拠点的機能を果た

す機 関として、近年 、国際教育協力研 究セ ンターが、教育、農学及び医学の各分野 ごとに

一つずつ
、国立大学に設置 されてきてい る。

③ 今後、教育協力に関するニーズの高い分野の国際教育協力研究センターの整備 に努 める

とともに、各セ ンターにおいて、JICAの 国内セ ンター等とも連携 を図 りつつ、機能の充実

を図ることが望まれ る。

(2)援 助機関等か らの経費 の受入れ による人材の確保

一般 に大学は
、担当す る分野の援助事業 に自ら参画す る能力を有 していても、定員 に余裕

が ないため、人材を現地に派遣す ることなどについて、ニーズに十分 こたえることが困難

になっている。 したが って、大学が開発援助事業に一層積極的に協力 してい くためには、

援助機 関等か ら経費 を受 け入れるな どして講座 等を設置 し、人材 を確保 して具体の援助事

業に も活用できるようにす ることが望まれ る。

(3)退 職教員 の活用

① 退職教員については、活動可能な年齢が高 くなってお り、十分 な体力、能力、意欲及び

豊富な経験 を持 った者 が多 く、かつ、海外派遣 に関す る制度的な制約 も少 ないこ とか ら退

職 して間 もない教員を長期派遣専門家又 はシニア海外 ボランティア として活用するこ とは、

派遣すべ き人材 の充実を図る上で有効である。

② このため、退職後の長期派遣をスムーズに行えるよう、教育協力 に関するニーズの高い

分野の教員や退職後 の派遣 を希望す る教員 を対象に、前述 の教育援助人材デー タベースに

国際教育協力研究センター等か ら登録す る制度 を設 けるとともに、現職教員 である間に専
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門家等の短期派遣 による途上国支援の経験 を持たせ ることが望ま しい。

(4)開 発途上国における教育協力活動の評価 等に関す る検討

各大学等が、教育協力 に進 んで参画す るこ とによ り、大学の国際化に資す る とともに、そ

の経験を通 して教員の視野を広げ、教育能力等を高めてい くこ とができると考え られ る。

このため、教育協力に関す る教員、研究者の取組や学内の組織的な取組 を学 内で積極的に

評価する姿勢が望まれる。

4コ ンサル タン ト業務 における大学の機能 の活用

(1)教 育協力 に関するコンサル タン ト業務への参画

①ODAに おいて、コンサル タン トは、援助機関か らの委託を受けて、各種の調査や実施

に関す る業務 に従事 し、協力案件全体の円滑な実施 に重要 な役割 を果たす ものであ り、我

が国で も建設分野な どで多数 の企業 コンサル タン トが活躍 してい る。

② 近年、教育の分野 においても、協力のニーズが高まってきていることか ら、 コンサル タ

ン ト業務 に従事す る人材で、教育に関す る知見を有す る者 を確保す るか、又はコンサル タ

ン ト業務 に教育関係者が参画す ることが求め られてい る。

③ しか しなが ら、教育 ・人づく り分野については、コンサル タン ト業務を行 う能力を十分

に備 えた組織が我が国では十分 に育っていない現状 にあ り、教育関係 のコンサルタン ト業

務 を担 う組織 をなるべ く早期 に育成 してい くことが期待 される とともに、 これに大学教員

等が協力 してい くこ とが望まれ る。

(2)開 発援助 に関する受託研究ixの 推進

① 前述のよ うに、教育に関す るコンサル タン ト業務 を行 う組織が我が国では十分 に育って

いないが、特定分野で複数の専門的人材 が組織的に対応 できる といった大学 の特性 を活用

す るこ とが可能である。また、大学 と援助機 関又は コンサルタン トとの間で、開発援助 に

関する受託研究契約 を締結することにより、大学が開発援助に関す る調査 、実施、評価等

の各般の業務 に対 して組織的に対応す ることが容易 となるので、委託者の意 向を十分踏 ま

えた契約 内容 となるよ うに配慮 しつつ、今 後、受託研 究を推進する必要がある。

② 今後 我が国の大学が国内の援助機関だけでなく、国際援助機関の事業や調査研究につ

いても積極的 に受託するよ う、開発援助 に関する受託研究 に取 り組んでい くこ とが期待 さ

れる。

(3)コ ンサル タン ト業務に関す る兼業許可

① 専門的知識 の豊富な大学教員は、開発援助 に関す るコンサル タン ト業務 について、助言

を行 うことな どによ り協力することが可能である。国立大学教員は、国家公務員法(第104

条)に基づ く兼業の許可 を受 けることにより、関係者 の要請に応 え報酬を受 けてコンサル タ

ン ト業務 に個人的に協力す るこ とが可能である。

② 今後、各国立大学は、国立大学教員が開発援助 に関す る各種 の調査、実施 に参画する際

には、ODAに お けるコンサル タン トの役割の重要性 を考慮 し、兼業許可制度 の積極的な活

用 を図ってい くことが必要である。
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5開 発援助人材 の育成体制の充実

(1)開 発大学院にお ける実践的人材の育成体制の充実

① 近年、各分野 の開発援助に関す る研究科、専攻又は コースが、国立及び私立大学の大学

院に開設 されてきている(開発大学院)。 これ らの研究科等では、開発途上国か ら多数 の留学

生 を受 け入れ る一方、学生の国際的 な業務分野への就職 について も一定の成果を上げてい

る。 しか し、国際機関等で活躍す る高度に実践的な援助人材 を多数輩出す るには至ってお

らず 、国際協力以外の分野に就職す る卒業生 も少 なくない現状 となってい る。

② 教育内容 としては、国際機関等への就職 にも生かす ことのできる専門性の育成を重視 し

つつ、開発途上国における現地実習、国内の援助関係機 関における実務 実習な どを行 うと

ともに、実務家や外国人客員 の活用等に より講師陣の多様 化を図 り、 より実践 的な ものと

す ることが望まれ る。 また、大学院 によっては、社会人のための夜間開講 を行 うことも期

待 され る。

③ また、学位取得後の進路と して、国際機関等への就職な どを 目指 した、高 度に実践的な

人材育成 を行ってい くことが望まれ るほか 、今後教育協力を含め、政府開発援助に関す る

評価事業が活発化、多様化す るこ とが予想 され ることか ら、政策等の評価 を行 い、又 は研

究す る人材 を開発大学院で育成す ることも期待 され る。

(2)短 期 の現職研修プ ログラム等の充実

第一線 で実務 に携わる専門家に対 しては、短期間で効率的 にその能力を向上 させ るよ うな

研修機会の充実に取 り組む ことが重要で ある。 このた め、大学等に よる、現職教員等に適

した開発援助 に関する知識や語学の修得のための研修プ ログラムの提供が期待 され る。 ま

た、JICAの 専門家養成研修 と して、開発援助や教育協力に関す る研修が行 われ ているが、

これ らの研修機 会が、 より効果の高いもの となるよ う、文部省か ら大学等 を通 じて適切に

受講者 を募 る必要がある。

6国 際的な遠隔教育プ ログラムの開発等

今後の各種のIT関 連技術の進歩 により、いずれは従来型のインフラが未整備 な地域 におい

て も遠隔学習が可能 とな り、開発途上国にいなが らに して世界 中の遠隔教育プ ログラムに

アクセス し、単位や学位 の取得が可能 になるもの と予想 され る。

既 に諸外国の一部の大学では、イ ンターネ ッ トな どにより(国際的な遠隔教育 を始 めてお り、

今後、各国の大学 によ り、国際的 な自由競争 が展開 されてい くものと考 えられ る。我 が国

の大学がITを 活用 した国際的な遠隔教育に参入することは、開発途上国への知的支援 とな

るだけでな く、 日本 の大学教育 が、国際的な魅力 と競争力 を備 えた ものに発展 してい く契

機 にもなる と考え られ る。

既 に本懇談会では、当面の方策 と して、既存のインフラを活用 しつつODAと しての遠隔教

育 ・研修 にITを 活用す るための調査研究を行 うことや 、その中で、放送大学をは じめ関係

省庁 ・機 関等 との連携 によ り、 日本語教育を含む遠隔教育 ・研修プ ログラムの研究開発 を

行 うことなどを提言 した。
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今後 とも、我が国における国際的な遠隔教育プ ログラムの開発や実施 に向けその取組 が加

速 され ることが期待 され る。

7外 国人留学生及び研修員 の受入れ体制 の充実

(1)留 学生の受入れ体制の 充実

① 我が国の教育協力において、留学生受入れ事業は重要な役割を担ってお り、その中でも、

文部省の国費留学生制度等が大 きなウエー トを占 めている。高等教育 において、我が国が

今後一層教育協力 を推進 してい くためには、 この国費留学生制度等の施策を継続的 に充実

していくことが必要で ある。

② 我が国への留学が、開発途上国の学生に とつて、よ り魅力的なもの とな るよ う、渡 日前

入学許可の推進等による留学生の入学選考システムの改善、入学時期の多様化、英語に よ

る講義の拡充な どを含む各大学等 における留学生受入れ体制の一層の充実が望まれる。

③ また、留学生のための低廉で良質な宿舎の確保 は、留学生受入れの重要な環境整備で あ

るので、特 に宿舎の不足が深刻 な地域では、国、大学、地方公共団体、公益法人、民間企

業の関係機関等が連携 しつつ、多様な方法で宿舎確保 を図 る必要が ある。

(2)学 位授与プログラム等の拡充

① 近年、関係省庁 ・機 関の連携により、円借款(留 学生借款)の 供与や、無償資金協力(留学

生支援無償)等 に よる新 たな事業が実施 され 、開発援助 の一環 としての留学生受入れの方途

が広が りつつある。 これ らの制度が さらに広 く活用 され るよ うに してい くためにも、学 位

取得への要望な ども踏 まえた、開発途 上国のニーズに合った多様 なコースなどが より多 く

の大学に置かれ ることが重要である。 また、留学生借款については資金が有償で あること

か ら、開発途上国 による借款活用を促進す るためには、留学生及び母国の双方に とつて魅

力 あるプログラムの整備が期待 され る。

② このような観点か ら、最近積極的に検討が進 められてい る 「ツイニング ・プ ログラム」

(日本留学の前 に大学教育の一部を外 国の高等教育機関で実施 し、残 りの教育を 日本の大学

で行 い、学位 を授与す るもの)な どは特 に高 く評価できるものである。 このよ うな我が国の

新たなプログラムや制度については、各大学において導入 を検討 してい くとともに、開発

途上諸国での周知 を図 り教育機 関 ・学生の積極的な参加 が得 られ るよ う、情報提供 を行 う

必要がある。

③JICAで は、開発途上国の人づ く り協力の一環 として 「研修員」を我 が国に招 き、数週

間か ら1年 程度我が国の大学の各種の コースに受 け入れている(平成11年 度は561名)。 そ

の際、教育内容や研修員の在留資格等に よっては、科 目等履修生の制度を活用す ることに

よ り、単位を認定す る課程 とす るな ど、コースの一層の多様化が望まれる。

(3)外 国人留学生 による実務実習(イ ンター ンシ ップ)の推進

① 我 が国への外国人留学生の多 くは、 日本の企業や産業技術に関心 を持 っている。 日本で

受けた教育や研修 の効果 を高めるとともに、 日本の社会や産業へ の理解 を深めるためにも、

在学中に、大学の指導 ・管理の下で、企業や官公庁において行 う実務実習(イ ンターンシジ
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プ)の 機会 を拡大す る こ とが重 要 で あ る。

② この ため、一 部 の民 間企 業 等 で は既 に我 が国や 外 国 の大 学 に在 学す る学 生 のイ ンター ン

シ ップ を受 け入 れ てい るが、 文部 省 な どの官 公 庁 にお い て も留学 生 を対 象 とす るイ ンター

ン シ ップ を試行 的 に開始 し、 その 結果や 留学 生 等 の要 望 を踏 ま えつ つ 、順 次拡 充 を図 っ て

い くこ とが期待 され る。 ま た、大 学 等 にお い て も、 留学生 が この制度 を活用 し うるよう積

極 的 に取 り組 む こ とが 期待 され る。

(4)派 遣 中の大 学教 員 に よる留学 生や研 修 員等 の推 薦

技 術 協力 の機 会 を生か し、 開発 途 上 国 の優 秀 な人材 に対 し、我 が国 で の高度 な研 修 等 の機

会 を与 え るた め、我 が国か ら開発 途 上国 の高 等教 育 機 関等 に長 期 専 門家 と して派 遣 され て

い る教員 が、 日本 に派 遣す る留学 生や研 修 員 の募集 ・選 考 にお いて在 外 公館 と連携 す る こ

と も有益 であ る。 この こ とか ら、 教員 が優 秀 な人材 を見 出 し、 日本 に派 遣す る留学 生や 研

修 員 と して推 薦 した場 合 に は、 これ に配慮 す る こ とが望 ま しい。

(5)開 発途 上 国 にお ける 日本留 学 ・研 修 経験 者 の活 用

開 発途 上 国 に、優 れ た専 門性 を有す る帰国 留学 生や 日本 で の企業 研修 等 の経 験者 がい れ ば、

これ を雇 用 して我 が 国に よる現地 の援 助 事業 に従事 す る こ とが で きる ので 、援 助機 関に お

い て、帰 国 留学 生や 日本で の企 業研 修 等 の経 験者 の その後 の状 況 の把 握 と活 用に努 める こ

とが期待 され る。

Ⅳ お わ りに

本 懇 談会 は、短 い期 間 で精力 的 に議 論 を行 い、 開発 援助 人材 の養成 ・確保 に関す る提 言

を中 心 に本 報 告 を まとめ たもの で あ り、今 後 、本 報 告 にお け る各種 の提言 が具体 的 に実 施

され る こ とを期 待 す る。教 育 ・人 づ く り分 野 の援助 方 策 や 、本 報告 で提 言 した施 策 の一 部

に 関 して は 、引 き続 き専 門家 レベ ル での検 討 が必 要 と考 える。

さ らに 、本懇 談 会 にお い て 、一定期 間の フ ォ ロー ア ップを行 うこ とと した い。

(注)

i「 世界教育フォーラム」

1990年 の 「万人のための教育(EFA:Education for All)」 会合(1990年 にタイのジョムティエンで開催)

に引き続き本年4月 に同趣 旨の世界教育フォーラムがダカール(セ ネガル)で 開催され た。180か 国の政府

代表 、31の 国際機関、関連NGO等 が出席 し、2015年 までにすべての児童に無償初等教育へのアクセスを

確保す るなどの内容を含む 「行動の枠組み(Dakar Framework for Action)」 をとりまとめ、今後ユネスコ

を中心にフォローアップを行 うこととした。今後、すべての国が国内計画を立案 ・実施することとなって

お り、アジア太平洋などの各地域毎に各国の国内計画について協議を行うとともに、各国際機関や先進国

が必要な協力を行 うことを期待されている。

ii「有償資金協力」 開発途上国に対 し長期低利の緩やかな条件により資金を貸 し付けるものをいう。 「円

借款」 とも呼ばれる。
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iii「無償資金協力」被援助国である開発途上国に返済義務を課 さないで資金を供与する形態の援助をいう。

iv「技術協力」 開発途上国の国造 りを担 う人材の育成等に協力するため専門家の派遣、研修員の受入れ及

び機材の供等を行 う協力。

v「総合的な学習の時間」

各学校が創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開 し、国際理解、情報、環境、福祉、健康など横断的 ・

総合的な学習などを行 う時間。新学習指導要領(平 成10年 度改訂)に より創設 され、小学校3学 年以上から

週当たり3時間程度、

中学校では週当た り2～4時 間程度、高等学校では卒業までに3～6単 位配当される。新学習指導要領の

実施は平成14年 度か らであるが、平成12年 度からの移行措置により多くの学校が 「総合的な学習の時間」

を適切な授業時数で実施 している。なお、小学校においては、国際理解に関する学習の一環 として、外国

語に触れた り、外国の生活や文化などに慣れ親 しんだ りするなどの活動を行 うことができるようになって

いる。

vi「派遣中の公立学校教員給与の一部 を負担」

現在、青年海外協力隊に参加する現職教員については、派遣される教員の給与の8割 がJICAか ら都道府県

に人件費として補てん(所属先人件費補てん制度)さ れているが、都道府県によっては、青年海外協力隊に

参加する場合、派遣中も給与の10割 を支給することとしてお り、JICAか らの補てん分を除く2割 を都道府

県が負担 していることか ら、予算事情により一定人数以上の参加が困難 となっている。他方、一部の都道

府県においては、派遣される教員の給与をJICAか ら補てんされる上限額である8割 のみを支給し、残り2

割を支給 しないが、JICAの 選考に合格 した教員の派遣を基本的に認めるよう取 り扱 っている。

vii「 シニア海外ボランティア」

開発途上国からの技術援助の要請にこたえることと、中高年の開発途上国への貢献希望を実現させること

を目的として、派遣先国の公的機関に所属し、指導、助言、調査等を通じて開発途上国の人材に技術移転

を図ることにより、人づ くりひいては国造りに協力するもの。派遣期間は1年 ないし2年 で、年齢は40歳

か ら69歳(派 遣時)と なっている。

v
iii「 所属先人件費補てん制度」

海外に派遣 される専門家の派遣期間中も所属先が給与等を支払 う場合には、所属先からの申請に基づき、

所属先が支払った給与等をJICAが 規定限度額内で補てんする。また、自家営業主や所属先のない専門家に

ついてもJICAの算定により本人に直接支給 され る。なお、国家公務員の場合には、 「派遣法」(「国際機関

等 に派遣 される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律」)の適用により国が措置することから、JICA

による補てんは行われない。

ix「受託研究制度」

国立大学等において外部からの委託を受けて委託者の負担する経費を使用 して公務として研究 し、その成

果を委託者へ報告する制度である。受託研究は、当該研究が国立大学等の教育研究上有意義であり、かつ、

本来の教育研究に支障を生 じるおそれがないと認められる場合に行 うことができる。

国立大学等において外部か らの委託を受けて委託者の負担する経費を使用 して公務として研究 し、その成

果を委託者へ報告する制度である。受託研究は、当該研究が国立大学等の教育研究上有意義であ り、かつ、
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本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に行うことができる。

【国際教育協力懇 談会協力者名簿 】

小 林 陽太郎 経済同友会代表幹事

斉 藤 邦 彦 国際協力事業団総裁(平 成12年9月 ～)

篠 沢 恭 助 国際協力銀行副総裁

高 久 史 麿 自治医科大学長

遠 山 敦 子 国立西洋美術館長

内 藤 喜 之 東京工業大学長

中 川 博 次 立命館大学教授

中 根 千 枝 東京大学名誉教授(座 長)

平 野 次 郎 日本放送協会解説委員

星 野 昌 子 敬愛大学教授

藤 田 公 郎 国際協力事業団総裁(平 成12年6月 ～8月)
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10.「 成 長 の た め の 基 礎 教 育 イ ニ シ ア テ ィ ブ 」

BEGIN:Basic Education for Growth Initiative

2002年6月

米百俵 の精神(注1)

国がおこるの も、まちが栄 えるの も、ことごとく人にある。

学校を建て、人物 を養成す るのだ。

小林虎三郎長岡藩大参事(1870年)山 本有三著戯曲 「米百俵」よ り

2001年 のジェノバ ・サ ミッ トにおいて、小泉総理は 「米百俵の精神」を紹介 し、国造 り

における教育の重要性 を訴 えた。 この精神 に象徴 される 自助努力 に基づ く教育への投資こ

そ、途上国の貧 困を削減 し、経済成長を促進す る有効な手段であるとの認識か ら、 日本の

今後の基礎教育分野 での支援 のあ り方 を 「成長のための基礎教育支援イニシアティブ」 と

してま とめカナナスキス ・サ ミッ トの機会 に発表することとす る。

1.基 礎教育(注2)の 意義 と 「万人のた めの教育」実現 に向けた取 り組み

(1)基 礎教育 は社会の一員である一人ひ とりが人間 としてふ さわ しい生き方 をし、自ら

の手で 自らの未 来を選び取るために必要な知恵 と能力 を身につ ける(エ ンパ ワーメン ト)と

い う 「人間開発(human development)」 の観点か ら重要であるのみな らず、「米百俵 の精神」

に象徴 される国造 りのための人造 りとい う点で、途上国の開発 にとり不可欠の要素である。

また、基礎教育は他者及び異文化への理解 と寛容の精神 を育み、国際協力の基盤 をつ くる

とい う観点か らも重要である。

(2)こ のよ うな基礎教育の重要性 を踏 まえ、 日本 は、途上国に対 し校舎建設 、教育関連

資機材 の供与や 、教科教育、教員研修及 び教育システムの構築等の支援 を積極的に実施 し

て きた(注3)。また、UNESCO、UNICEFと いった国際機関への支援や、世銀及び地域開発

銀行を通 じた支援 も積極的 に行 ってきている。

(3)過 去 半世紀の間に途上国における教育事情は改善 した面 もある(注4)。しか しながら、

世界人 口の急激な増加 によ り、世界には依然 として1億1千3百 万人の未就学児童 と、8

億8千 万人の非識字者 がお り、その3分 の2が 女性 とい う深刻 な状況が続いている(注5)。な

かで も、アフリカにおいては、成人の識字率は54%、 小学校就学率は74%と 低い状況にあ

る(注6)。

こ うした中、国際社会は、2000年4月 に開催 された 「世界教育 フォーラム」において、

6つ の 目標(「 ダカール行動枠組み」(注7)を掲げ るとともに、2000年 の国連 ミレニアムサ ミ

ッ トで ミレニアム開発 目標(注8)を採択 し、更に2002年 の5月 の 「国連子 ども特別総会」に

おいて具体的 目標を定める(注9)など、国際杜会が協調 して、基礎教育の普及に向けた取 り組

みを加速 させている。また、2001年 の ジェノバ ・サ ミッ トを契機 に、ダカールの 目標 を追
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求す るため 「G8教 育タスクロフォース」(注10)が設置 され、EFA達 成 に向けた取 り組みを

促進す るための方途について提言 をまとめている。

(4)こ のよ うに、次代を担 う青少年が質の高い基礎教育 を等 しく受ける機会 を得 られる

ことは、国際社会の一致 した願 いであ り、共通の 目標で もある。かかる観点か ら、日本は、

世界の主要援助 国 として、また古 くか ら教育の重要性 を認識 し各種政策 に反 映させ てきた

国 として、教育が 「人間の安全保障」(注11)の観点か らも重要であることに留意 し、今後 「万

人のための教育(EFA:Education for All)」の実現に向けて、G8を は じめとす る国際杜会 と

協調 しつつ、本イニ シアテ ィブに沿って、開発途上国が行 う基礎教育促進のための取 り組

み に対する支援 を強化 してい く。

2.支 援 に当たっての基本理念

今後基礎教育分野の支援 を行 うに当たっては、以下の基本理念に基づき実施す る。

● 途上国政府 のコ ミッ トメン ト重視 と自助努力支援

ダカール 目標 の達成には、何 にもま して、途上国政府 自身による強い政治的 コ ミッ トメン

トが不可欠であ り、その強い意志の下での基礎教育の機会の拡大及び質的向上に向けた主

体的取 り組みが前提 となる。 日本援助の 目的は、途上国のその よ うな 自助努力を尊重 しか

つその醸成を支援す ることにあ り、そのために不可欠な制度構築や人材育成への支援を行

う。その際、地域や国、更 には地方毎の個別 の事情 に配慮 し、特に、現場 では、相手の立

揚 に立ち、同 じ目線 から協力を進 める。

● 文化の多様性への認識 ・相互理解の推進

文化の多様性は、豊かな人 間生活を確保す る上で不可欠である。 グローバル化の進展が、

経 済や生活様 式などで画一化 をもた らす傾向を一面に有す る中で、青少年の頃か ら異なる

文化への関心、理解及び受容 を育む ことの意義は少 な くない。基礎教育は、人々に考える

力 を与 え、対話を通 じて他者や異文化 を理解する力 を育むこ とが出来 るため、支援に際 し

ては、基礎教育が有す るそ うした役割 に十分留意する。

● 際社会 との連 携・協調(パ ー トナー シップ)に基づ く支援

「万人のための教育」(EFA)の 実現に向け、国民各層の幅広い参加 を得た途上国側 の努力が

不可欠である と同時に、この努力を支える国際社会の側でも二国間 ドナー、国際機 関、NGO

など全ての関係 当事者が連携 ・協力 し、効果的な開発パー トナーシ ップを発揮す るこ とが

必要である。特に、ダカール 目標の達成に向け中心的な役割 を担っている国連教育科学文

化機関(UNEESCO)、 世界銀行等 の国際機関 との連携 を重視する とともに、国 レベルにおけ

る ドナー間の援助協調 を促進 し、教育分野へのセ クター ・ワイ ドロアプローチ(注12)にも対応

してい く。 また、限 りある リソースを有効に活用す るとの観点か ら、文化的、言語的類似

性を有する近隣諸国間の協力 として、南南協力を支援 していく。

● 地域社会の参画促進 と現地 リソースの活用

基礎教育の普及及 び持続的な教育活動の促進 を確保す るためには、教育内容や制度に対す

る地域社会、特に子 どもの親の理解 が不可欠である。教育開発計画の策定やその実施 にお
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いても、地域社会の積極的な参画を促 してい く。 また、子 どものみな らず、親 、青年、成

人 を含めた地域社会のメンバー全体 を対象 とす ることが重要である。その際 には現地のニ

ーズに適合 したかたちで現地の リソースを積極的に活用 していく。

● 他の開発セ クター との連携

基礎教育は広範 な経済 ・社会開発 の基礎 であ り、貧困削減は もとよ り安全な水の供給、感

染症対策 を含む保健 ・衛生等の他の開発セクター とも密接 な関係 あることかち 、これ らの

他 のセクター との連携 を強化 してい くことにより、基礎教育を地域社会開発 の促進 に向け

た包括的な開発努力の中に有機的に結びつけてい く。

● 日本 の教育経験の活用

教育を国づ くりの根幹 とし、公教育の普及 と教育の質の向上を両立 させて きた 日本 の教育

経験を活 用 し、途上国の教育発展に効果的に役 立ててい く。ただ し、途 上国の抱える教育

ニーズは、伝統や文化の影響 もあ り多様であることか ら、 日本の経験を途上国に どのよ う

に活用できるか、相互の対話 に基づ き、協力を進 めてい く。

また、協力活動を通 じ、途上国 と日本の学校 、教員、生徒相互 の交流を促進す ることに

よ り、両国の友好 を深 めてい く。

3.重 点分野

日本は、教育の 「機会 」、「質」、「マネージメン ト」を支援の今後の柱 としてい く。なお、

対象国の状況 に応 じ、以下の中か ら重点分野を特化 してい くこととす る。

● 教育 の 「機会 」の確保に対す る支援

－多様なニーズに配慮 した学校 関連施設の建設(注13)

地域社会が抱 える多様なニーズ(ト イ レ、給水施設等)に 配慮 した学校施設の建設促進及び計

画段階か らの地域住民の積極的な参加促進 と、地域社会に開かれた施設 としての利用の促

進(図 書館 、防災機 能、地域 コミュニテ ィー ・セ ンター等)

－ ジェンダー格差の改善のための支援(女子教育)

ニーズの高い地域での女子校の建設、ジェンダー差別 を改善 したカ リキュラム、教科書、

教授法の開発支援、女子教 育に関する教員研修

－ ノン ・フォーマル教 育へ の支援(識 字教育の推進)(注14)

識字教育プロジェク トの推進、特に同分野で協力す るNGOへ の支援。女性 の能力開発 とい

う観点か ら成人女性の識字能力向上支援。

－ 情報通信技術(ICT)の 積極的活用

遠隔地 における教育及び遠隔教育 の促進を含めた情報通信技術(ICT)の 積極的活用

● 教育の 「質」向上への支援

－理数科教育支援

理数科教員の養成 、派遣、カ リキュラム、教科書、教材の開発等 に関す る支援

－教員養成 ・訓練 に対す る支援(注15)

専門家派遣、研修等を通 じた教員養成校等にお ける教員の養成 、及び現職教員の能力向上
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に必要な訓練に対す る支援

－学校の管理 ・運営能力 の向上支援(注16)

地域住民の積極的な参加等を通 じた学校の管理 ・運営能力の向上支援

● 教育の 「マネージメン ト」の改善(注17)

－教育政策及び教育計画策定への支援 の強化

国家開発計画に位置づけられた教育政策及 び教育計画策定への支援

－教育行政システム改善への支援

教育政策担 当者 の研修 、統計 ・モニ タ リング、スクールマ ッピング等教育行政 向上に向け

た支援(特 に地方分権化の動きに配慮す る)

4.日 本の新たな取 り組み

(1)現 職教員の活用 と 「拠点システ ム」の構築

日本 による協力実績 が多 く、且つ、教育の 「質」向上支援 の柱で もある理数科教育、教員

研修、学校運営 などに対す る協力 をさらに拡充 し、教育の ソフ ト面に対する協力を促進す

るため、 日本の教育現場に密着 した実践的な経験や能力を有する現職教員を積極的に活用

してい く。

また、 日本による教育協力の経験の蓄積や共有化 を図 り、協力モデル の開発や、現職教員

への伝達を組織的に進めてい くために、拠点 となる大学の もと、その他の大学、NGO等 か

らな る国内体制の強化(拠点 システム)を行 な う。これ を通 じて、協力経験の浅い分野におけ

る協力の促進 も図ってい く。

(2)国 際機 関等 との広範囲な連携の推進

●UNESCO支 援

－ 日本がUNESCOに 設置 している各種信託基金(注18)を活用 し
、EFAに 関連 したUNESCO

の活動 を支援す る。

●UNICEF支 援

－ 国連子 ども特別総会のフォローア ップ として
、引き続 きUNICEFの 実施する女児 に対す

る教育普及事業を支援す る(注19)。

● 世銀 ファス ト・トラック ・イニシアティブ(Fast Track Initiative)(注20)への配慮

－本イニシアテ ィブに基づ く基礎教育支援 の強化 に当たっては
、世銀のファス ト ・トラッ

ク ・イニシアテ ィブに配慮す る。

● ア フリカ教育開発連合(ADEA)(注21)へ の参加

－サブ ・サハ ラ ・アフ リカ諸国
、 ドナー及び国際機 関が参加 してアフリカの教育政策 を討

議 し、情報交換 を行 うネ ッ トワー ク組織であるADEAに 参加 を表明 し、理数科教育の作業

部会を設置す る。

(3)紛 争終結後 の国づ くりにおける教育への支援

紛争地域 での紛争終結後の国づ く りにおいて教育は、復興の基盤 となるばか りでなく、

歴史や宗教、民族 について相互理解 を促進 し、長期的な発展 に大きな役割 を担 う。かかる
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観 点か ら、紛争 終 結 後 の復 興支援 にお い て は、現 地 の ニー ズ を踏 ま えつ つ、 教 育分 野 で の

支援 に取 り組 む。 特 に、2002年1月 に 日本 で 開催 され たア フガ ニス タ ン復 興 支援 国際会議

を踏 ま え、 ア フガ ニス タ ンの緊急 な教 育 ニー ズ に対す る支援(学 校 の教 育環境 の改 善、女性

教員 を含 む教 員養 成 等)を 促 進 す る。

(注釈)

(注1)「 米百俵の精神」

明治初期、厳 しい窮乏の中にあった長岡藩に、救援のための米百俵が届けられたが、当時同藩大参事を

つとめていた小林虎二郎は、藩の武士や住民に分けてしまったのでは数 日でなくなって しまう米百俵を、

将来の千俵、万俵 として活かすため、学校の設立資金に使った。その結果、設立された学校からはその

後、人材が陸続 と輩出された。この精神は 「米百俵の精神」と呼ばれ、教育への投資こそ国造 りにとっ

て最 も重要な投資であるとの考え方である。

(注2)「 基礎教育」

人間が生涯学習していくための基礎 となる知識、価値そ して技能を獲得することを目的とする活動。基

本的には、初等教育、就学前教育、成人識字教育等を指すが、例えば、国によって初等教育そのものの

定義自体が変わってくるため、固定的な概念ではない。(アジアでは、基礎教育とい う場合、中等教育ま

で含むことが多いが、アフリカのような地域では、初等教育が3年 間のみとい う国もあり、その状況に

より様々である。)

(注3)「 政府開発援助に関する中期政策」

1999年8月 に日本が発表した日本ODAの 重点課題、地域別援助のあ り方、援助手法等を定めた政策文

書。同政策は 「基礎教育」を重点課題の一つ と位置づけ、以下のような支援を行 う旨謳っている。

(1)校 舎 ・資機材のようなハー ド面での協力 とともに、学校運営等の組織 ・能力強化への支援、カ リキ

ュラム ・教材開発、教員教育など、教科教育 ・教育行政両面にわたるソフト面での協力強化を図る。

(2)特 に女子の基礎教育支援を重視 していく。

(3)開 発の主体である住民への啓蒙活動や、協力案件の実施において住民参加を進めるため、青年海外

協力隊の活用や民間援助団体(NGO)と の積極的な連携を図る。

(4)基 礎教育への支援が各地の実情に応 じ職業教育の促進や就業能力の向上に結びつ くよう努める。

(注4)戦 後50年 の間に、初等教育未就学児童の割合は半減 し、成人識字率は半数弱から3分 の2に まで向

上 した(OECD/DAC「21世 紀に向けて:開発協力を通じた貢献」1996年5月 及びUNDP人 間開発報告

1997年 より)。

(注5)世 銀 「教育開発戦略」(1999年)よ り

(注6)UNESCO「 世界教育報告」(2000年)よ り

(注7)「 ダカール行動枠組み」

2000年4月 、セネガルのダカールで行われた 「世界教育フォーラム」で採択された目標で、具体的には

以下の6つ 。

(1)就 学前教育の拡大 ・改善
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(2)2015年 ま で に 、 す べ て の 子 ど もの無 償 初 等 教 育 へ の ア クセ ス確 保

(3)青 年 及 び 成 人 の 学 習 ニー ズ に 対 す る充 分 な対 応

(4)2015年 ま で に 成 人 識 字 率 の50%の 改 善 と、 成 人 の 基 礎 教 育 へ の ア ク セ ス の 平 等 の確 保

(5)2005年 まで に 初 等 中等 教 育 に お け る 男女 格 差 の解 消 、2015年 ま で に 教 育 の 場 に お け る男 女 平 等 の

達 成

(6)教 育 の 質 的 向 上

(注8)「 ミ レニ ア ム 開 発 目標 」

2000年 の 国 連 ミ レニ ア ム ・サ ミ ッ トで採 択 され た 途 上 国 の貧 困 削減 に 向 けた 開発 目標 。教 育 を は じめ貧

困削 減 、保 健(感 染 症)、環 境 、市場 ア ク セ ス等 に 関す る18の 開発 目標 と48の 指標 か ら構 成 され て い る。

(注9)「 国 連 子 ど も特 別総 会 」 は 、2002年5月8日 ～10日 、 ニ ュー ヨー クの 国 連 本 部 に て 開催 され 、187

カ国 の政 府(内 首 脳 級65カ 国)が 参加 し、最 終 日の10日 に は、 児 童 の権利 の 保 護 ・促 進 及 び 児 童 の 福 祉

の 向上 の た め の今 後10年 間 の 国 際社 会 の 取 り組 み につ き 定 め る成 果 文書 「子 ど もに ふ さわ しい 世 界」が

コ ンセ ン サ ス採 択 され た。 同成 果 文 書 は 、 「健 康 な生 活 の促 進 」、 「良質 な教 育 の 提 供 」、 「虐 待 、搾 取 及 び

暴 力 か らの保 護 」 及 び 「HIV/AIDSと の闘 い 」 を4つ の重 要 分 野 と し、 そ れ ぞ れ の分 野 につ い て具 体 的

な 目標 とそ の 達 成 の た め の 戦 略 を定 めて い る。 教 育 に つ い て は 、 以 下 の6項 目が 目標 と され て い る。

1.男 児 及 び 女 児 、特 に最 も脆 弱 かつ 不 利 な 立場 に あ る 子 ど もの た めの 包 括 的 な幼 児 ケア と教 育 の拡 大 ・

改 善

2.2010年 ま で に 基 礎 教 育 を 受 け て い な い 子 ども の 数 を50%削 減 し、 選択 的 か つ 良 質 な 初 等 教 育 へ の 総

就 学 率 あ る い は 参加 率 を少 な く と も90%ま で 高 め る。

3.女 児 が完 全 かつ 平 等 に 良質 な基礎 教 育 を受 け、基 礎 教 育 を達 成 で き る こ とに焦 点 を あ て、2005年 ま で

に初 等 及 び 中等 教 育 にお け る 男 女 格 差 を無 く し、 教 育 に お け る男 女 平 等 を2015年 まで に達 成 す る。

4.子 ど も及 び 若 者 が 、 特 に 算 数 、 識 字 及 び 必 要 な 生 活 技 術 に つ い て 、認 定 され 、 か つ 測 定 可 能 な 学 習 成

果 を 得 る こ とが で き る よ う、 教 育 の 質 を全 て の 面 にお い て 改 善 す る。

5.適 切 な 学 習 及 び 生 活 技 術 プ ロ グ ラ ム を受 け られ る よ うに す る こ とに よ り、 す べ て の 若 者 の 学 習 需 要 の

充 足 を 確 保 す る。

6.2015年 ま で に 、大 人 、 特 に 女性 の 識 字 率 を50%改 善 す る。

(注10)G8教 育 タ ス ク ・フォ ー ス

2001年 の ジェ ノバ ・サ ミ ッ トで 立 ち 上 げ られ た教 育 に 関す る タス ク ・フ ォー ス で、ダ カー ル 行 動 枠組 み 、

特 に2015年 ま で の無 償 初 等 教 育 の 普 及 と2005年 まで の初 等 中等 教 育 にお け る男 女 間 格 差 の是 正 につ き 、

G8と して提 言 を 纏 め る こ とを 目的 と し、G8の 教 育 分 野 の シ ニ ア ・ア ドバ イ ザ ー 間で6回 に 亘 り会 合 が

行 われ た。 そ の 提 言 は カ ナ ナ ス キ ス ・サ ミ ッ トで発 表 され る予 定 。

(注11)日 本 の 「人 間 の安 全保 障 」 の 考 え 方

「人 間 の安 全 保 障 」の概 念 は1994年 の 「人 間 開 発 報 告 書 」で 国 連 開 発 計 画(UNDP)が 提 唱 した新 しい概

念 。 「人 間 の安 全 保 障 」 の 定 義 は様 々 あ る が 、 日本 の 考 え る 「人 間 の 安 全 保 障 」 は 次 の とお り。

(1)人 間 の安 全保 障 とは 、人 間 の 生 存 、生 活 、尊厳 に 対 す る脅 威 か ら各 個 人 を守 り、そ れ ぞ れ の 持 つ 豊 か な

可 能 性 を 実現 す るた め に、 一 人 ひ と りの 視 点 を重 視 す る取 組 を強 化 しよ う とす る考 え方 。
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(2)現 下の国際社会は貧困、環境問題、紛争、対人地雷、難民、薬物、HIV/AIDS等 感染症などの様々な脅

威に直面 している。このような冷戦後の国際社会における多様化した脅威に対処 していくためには、各

国政府のみならず、国際機関、NGO等 を含む市民社会等の様々な主体が協力し、人間個人の潜在力が現

実化するような社会を造 り、持続 させていくことが重要である。 このことが、 日本外交の重要な視点の

一つである 「人間の安全保障」の考え方が目指すものである。

(注12)セ ク ター ・ワイ ドロア プ ロー チ(SWAps)

従来の開発支援は、援助国や国際機関がそれぞれの計画に基づき行われていたが、この方式では、個々

のプロジェク ト相互の調整が十分でない場合があり、被援助国の吸収能力の問題 も相まって、効果的な援

助が実現できない場合があった。このため、援助国等と被援助国が協力 して、保健や教育な ど個別の分野(セ

クター)毎に整合性がある開発計画(プログラム)を策定 ・実施するとい うセクター ・ワイ ド・アプローチが

提案され、特にサブ ・サハラ ・アフリカにおいて主流になっている。

(注13)多 様なニーズに配慮 した学校関連施設の建設

特に、途上国においては初等教育における教室不足等の理由で二部制、三部制授業を余儀なくされてい

る。そのような状況において基礎教育の拡充には基盤 としてのハー ド面での整備が不可欠であり、円借

款、一般プロジェク ト無償、草の根無償等を活用して、従来通 り校舎等の整備、機材の供与などハー ド

面の支援を継続する。その際、維持管理 ・持続的実施の確保に配慮 しつつ、教育環境の質の向上や、地

域における教育施設の有用性の観点から、施設の付加価値(例えば、 トイ レ、給水施設、運動場などの整

備、校舎の防災拠点としての活用(災害時の避難場所等)、地域コミュニティの集会所としての機能の付

与)を高めるとともに、そ うしたハー ド面の整備 と併せて、学校保健 といった専門家派遣等により前述の

教育の質の向上を実現するためのソフ ト面の支援を一体的に実施する。

(注14)ノ ン ・フォーマル教育への支援

正規の教育制度へのアクセスに困難を抱える人々に効果的、かつ柔軟に教育の機会を提供することは「万

人のための教育」を実現するためには不可欠である。

特に、学校のない遠隔地、貧困地域へのノン ・フォーマル教育支援については、現地事情を踏まえフィ

ール ドレベルで支援を行うNGOと 積極的に連携 ・協力 していく。

(注15)教 員養成 ・訓練に対する支援

教員の能力及びその熱意に教育の成果の多 くが依存することから、研修や専門家派遣、更には国費留学

生制度等を通 じた教員や管理職、教育行政官の養成、訓練及び再訓練への支援の強化を検討する。

(注16)学 校の管理 ・運営能力の向上支援

効果的な基礎教育実施の鍵となる学校における教育の 「質」の向上への支援を推進するため、マクロ ・

レベルの政策支援との連携も念頭に置きつつ、学校の管理 ・運営能力の向上、青年海外協力隊等による

理数科等の教員派遣など、これまでの経験を踏まえて、学校教育の質の向上支援を検討 していく。

(注17)教 育の 「マネージメン ト」の改善

途上国による 「万人のための教育」に向けた国家行動計画など、国家レベルを中心とした教育分野の計

画策定(教育セクターロプログラム)、そのための地方 レベル を中心とした基礎調査(例えばスクールマッ

ピング(地域の学校の配置調査等)、マイクロ ・プランニングなど)、さらには途上国教育政策担当者への

177



助 言 あ るい は研 修 な ど、分 野 全 体 を視 野 に 入 れ た 協 力 を重 視 す る。そ の 際 、貧 困 削減 戦 略 ペ ー パ ー(PRSP)

等 国 家 全 体 の 開 発 計 画 との 関 連 を考 慮 し、国 家 開発 計 画 の 中 で教 育 分野 の計 画 が 明確 に位 置 づ け られ る

よ う配 慮 す る。

(注18)ユ ネ ス コに 設 置 して い る 日本 の信 託 基 金

日本 は ユ ネ ス コの 活 動 を幅 広 くか つ 積 極 的 に支 援 す る 目的 か ら、各 種 信 託 基 金 を設 置 し拠 出 して い る。

EFAを 支援 す る信 託 基 金 は 以 下 の 通 り。

・ユ ネ ス コ人 的 資 源 開発 信 託 基 金(外 務 省)

・EFA信 託 基 金(文 部 科 学省)

・IT教 育 信 託 基金(同 上)

・エ イ ズ 教 育 特 別 信 託 基 金(同 上)

(注19)日 本 は 、特 に女 児 に 対す る教 育普 及 を支 援 す るた め 、1995年 よ り毎 年100万 ドル 程 度 をUNICEF

の実 施 す る 女 児 教 育 事 業(毎 年2件)に イ ヤ ー マ ー ク拠 出 して い る。

(注20)世 銀 フ ァ ス ト ・ トラ ック ・イ ニ シア テ ィブ

2002年4月 の 世 銀 ・IMFの 合 同 開発 委 員会 に お い て 発表 され たEFA行 動 計 画 に盛 り込 まれ た イ ニ シ ア

テ ィブ。特 に 、低 所 得 国 で 外 国 か らの援 助 な しに はEFAの 目標 達成 が危 ぶ まれ る途 上 国 を 対象 とす る も

の で 、 世 銀 は6月 中旬 に 最 初 の イ ニ シ ア テ ィ ブ対 象 国18か 国 を 選 定 した。

(注21)ア フ リカ教 育 開 発 連 合(ADEA:Association for the Development of Education in Africa)

ア フ リカ の 教育 開発 を推 進 す る た め 、 同 地 域 で の 教 育 政 策 に関 す る討 議 と情 報 交 換 を 実現 す る 目的 か ら

1988年 に 設 立 さ れ た ネ ッ トワ ー ク組 織 。 事 務 局 はUNESCOのIIEP(International Institute for

 Educational Planning)の 中 に あ り、 ア フ リカ 各 国 教 育 大 臣 、援 助機 関 教 育 担 当 専 門 家 、 教 育 関 連NGO

が2年 に1回 開催 され る総 会 に参 加 して い る。2001年10月 に行 われ た 第6回 総会 に は ア フ リカ45か

国 の代 表 及 び 援 助 機 関やNGOか ら約250名 が 参 加 した 。 ア フ リカ 各 国 で教 育分 野 の援 助 を積 極 的 に実

施 して い る 関係 か ら、 以 前 よ り 日本 のADEAへ の参 加 を求 め る 声 が 高 か っ た。
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11.国 際教育協力懇談会 『最終報告』

2002年7月

Ⅰ.最 終報告書 の特徴

本懇談会は、文部科学大臣の私的懇談会 として、平成13年10月 に設置 されたものであ

る。平成12年6月 か ら11月 まで開催 され た前回の 「国際教育協力懇談会」における検討

結果を踏まえつつ、その後 の新たな課題 に対応 し、更に議論 を深 めることを 目的 とした。

具体的には、第1部 として、急務の課題 である、「万人のための教育」 を実現す るための

「ダカール行動枠組み」へ の対応 を、また、第2部 として、我 が国の大学の知的な資源に

着眼 し、大学 による国際開発協力の促進 の在 り方を主要議題 として取 り上 げた。

本最終報告 書は、その主要な議論を取 りま とめたものであ り、我が国による協力 の質的

な転換を図 るため、国内体制の抜本的な整備 に関 して提言 を行 った ことが最大の特徴であ

る。

なお、カナナスキス ・サ ミッ トの機会に小泉総理 か ら発表 された、我が国の国際教育協

力 の基本的な考 え方である 「成長のための基礎教育イニシアティヴ(BEGIN)」 においても、

本懇談会の議論 が反映 され ている。

1.最 終報告書の基本的な考え

昨年のジェノバに続 き本年のカナナスキス ・サ ミッ トにおいても 「万人のための教育」

の実現について改めて強い支持が確認 されるなど、国際教育協力、 とりわけ、初等 中等教

育分野の協力重視は、世界的な潮流 となってい る。 この ような動 きを踏まえ、我が国 とし

ても開発途上国の 自助努力 を促 しつつ、国際教育協力を促進す る重要性がますます高まっ

ている。

また、国際教育協力は、学校や非政府機 関(NGO)等 を含 め、我が国のあ らゆる層 の国民

が参画可能な協力分野であ り、協力活動を通 じて、我が国の 「内なる国際化」 を促す とと

もに、開発途上国 と我が国の国民の共生 を深 めてい くとい う意義 も大きい。

我が国 としては、 「米百俵 の精神」をもって教育を国づ くりの根幹 としてきた我が国の教

育経験を、現職教員の派遣 などを通 じて活用す ることにより、 「万人のための教育」 の達成

に効果的に役立て、 「日本人 の心」が見 える協力を実現することが重要である。

なお、アフガニスタン等の紛争終結後の国づ くりにおける協力は、教育が一 日た りとも

休 むこ とのできない営みであることにかんがみ、平和国家である我 が国が、応用問題 とし

て積極的に取 り組んでいくべき課題である。

また、我が国の知的な資源 を有す る大学 は、今後一層、様 々な分野の国際開発協力に貢

献 していける大きな可能性を有 してい る。 これ を実現す るためには、従 来の大学教員個人

に よる協力活動 から、大学組織 としての協力に転換することが不 可欠である。一方、政府

開発援助(ODA)全 体の戦略研 究をす る場 としても大学は期待 されてい る。
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2.国 内体制 整備に関す る提言(知 的インフラの構築)

(1)初 等中等教育分野の協力強化のための 「拠点システム」

― 「個別対応」か ら 「体系的対応」へ―

初等中等教育等の分野において、我が国による協力の実績が多 く、ニーズ も高い理数科

教育、教員研修制度 、学校運営 など、我が国の主力 となる協力分野等 について、中核 とな

る大学の もと、他の大学やNGO等 が、我が国の国際教育協力における経験の共有化 を図 り、

協力モデルの開発や現職教員への伝達 を行 うための 「拠点 システム」の構築 について提言

す る。 また、 これを通 じて、協力経験 の浅い分野におけるグループの形成 を支援す るとと

もに、我 が国の教育経験を整 理 し、ワークショップ等の対話のプ ロセス(過程)を 通 じ、情報

提供の拡大を図ってい くこ とが肝要である。

なお、 「成長のための基礎教育イニシアテ ィヴ(BEGIN)」 においても、 「現職教員 の活用 と

国内体制の強化(「 拠点システム」 の構築)と して、本提言 が反映 されている。

(2)大 学における国際開発協力 を促進す るためのサポー ト・セ ンター

― 「大学教員個人」か ら 「大学組織 」による協力へ―

意欲 と能力 を有す る大学が国際援助機 関(我 が国及び多国間の援助機 関を含む)と の組織間

契約に基づ き、有報酬 ・有責任 の体制 で国際開発協力に参画 してい くことは、大学 にとつ

ても、実践的な研究や教育 を進 め、それぞれ の特色 を生か した大学づ く りを していく上で

大 きな利点 と考え られ る。 ただ し、そのためには、我が国の大学 と国際援助機 関 との間、

あるいはコンサルタン ト企業 ・国内外 の大学 などの連携機 関 との間の結節点 とな り、両者

の関係強化を図る 「サポー ト・セ ンター」の設置が必要で ある と提言す る。 また、分野 ご

との国際開発 協力戦略の形成については、既 に国立大学に設置 され ている分野別 のセンタ

ー との密接な連携が必要である。

(3)国 際開発戦略研究セ ンター(仮称)

―ODA戦 略研 究の強化―

大学には、学問的省察を通 じ時々の政策の妥 当性 を吟味す る学問の府 として、国内外の動

向を的確に捉 えた上でODA政 策 を客観的に研 究す るとい う役割 も期待 されている。こうし

た期待に応 えるため、我が国の大学にODA戦 略に関す る研究 ・分析 を担 う独立 した 「国際

開発戦略研究センター(仮 称)」 を設置す るこ とを検討すべきであると提言す る。

なお、(2)(3)の 両センターの機能の相乗効果 にかんがみ、両者 の密接な関係 を確保 で

きるよう、設置形態も含 めて、十分 な配慮が必要である。

なお、上記(1)(2)(3)の 体制整備 とともに、国別援助計画め重点化等、ODA政 策の戦

略化 ・重点化等の政府全体 の取組みに対応す るため、文部科学省 と して も、関係省庁 との

連携、大学等機 関による国際開発協力 に関す る企画 ・調整 をよ り一層、組織的に充実 して

い くこ とが必要である。

3.そ の他本懇談会の議論を踏まえて進捗した具体的事

(1)紛 争解決後の国づ くりにお ける国際教育協力(ア フガニスタン)
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本懇 談会 において、アフガニス タと復興 をは じめ、個別の紛争終結地 に対応 した具体的 な

国際教育協力に関 しては、文部科学省 が、関係機関 と連携 しつつ施策 を検討すべ きとの議

論があった。 これに基づき、文部科学省 は、アフガニスタンに対 しては、4月 にア ミン教

育大臣(当時)を我が国に招へい聘す るな ど、外務省 と連携 しつつ、各種の施策 を検討 ・実施

している。

(2)国 民参画型の国際教育協力の展 開(NGO・ 地方 自治体等 との連携)

アフガニ スタン教育支援の進 ちょく捗につれて、教育関係者 、NGOが 多 く参画 し、また報

道 を通 じ、国民各層 が関心を示す など、国民多数が国際教育協力を意味ある支援 と受け止

めている。国際教育協力は、国民が協力の有効性を実感 し、 「日本人の心」の見える協力 を

期待 し、参画を欲 している分野である。

一方
、本懇談会の議論 に基づき、NGOや 地方 自治体(教育委員会)と 連携 し、本懇談会にタ

スクフォース(作 業部会)を 設置 した結果、初等 中等教育分野等における協力強化 のための

「拠点システム」や国際教育協力における現職教員の参加 な どを、NGOや 地方 自治体 と協

力 して実施 してい くこととなった。また、アフガニスタンとの協力について も、女子教員

支援 のための女子大学 コン ソー シアムや教育支援募金等、具体的なNGOと の連携が進捗 し

ている。

(3)国 際機 関 との連携 を通 じた我 が国の教育経験 の活用

国連教育科学文化機 関(ユネ スコ)等の国際機関が開発途上 国において協力実績 を有 してい

る分野に関 し、我が国の教育経験 を付加価値 として活用 し得 る場合 には、これ ら機 関 との

連携 を図 るこ とも有意義 と考 えられる。

これに基づき、我 が国として協力経験 の浅い健康教育分野 に関 し、開発途上国での実績

を有 している世界食糧計画(WFP)及 びユネ スコ との連携 を図 りなが ら、我が国の栄養教育 を

含む食の教育の経験の活用など、 どのよ うな協力が可能か、検討が行 われてい る。

第1部

Ⅱ.国際教育協力 の意義

我が国は、貧困、環境、人 口爆発、食糧、エイズ、紛争 な ど、 さま ざまな問題 を抱 える

開発途上国への人道上 の観 点か ら、またアジアな どの開発途上国 との共生を通 じ我 が国の

生存 と繁栄 を維持す るとい う観 点か ら、これまでにイ ンフラ(基幹施設)の 整備か ら保健 ・医

療 に至るまで、幅広い分野においてODAを 実施 してきているが、以下のよ うな理 由か ら更

に国際教育協力を推進す る必要が痛感 され る。

教育は、家庭教育、学校教育、社会教育な どの様 々な形 におい て、人間の一生 を通 じて

実現 され るべきものであ り、人格形成 と、人権、環境、経済産業等のあ らゆる領域 の基盤

を形成す るものである。 とりわけ、最大の課題である貧困に対 して教育 は、人間の潜在的

な能力の開発 を促す ため、開発途上国が 自らの努力 によって貧困か ら脱 出 し持続的 に発展

してい くための基盤づ く りに大きな役割 を果 たすこ とができる。 さらに、教育は、人々に

自ら考える力を与え、対話 を通 じて他者や他文化を理解す る力、国際協調の精神 を重ん じ
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る態度をはぐくむ ことができる。

我 が国は、戦後 、教育 を国づ くりの基本 とし、「米百俵」の精神をもって復興 してきた。

国民生活、経済活動のあ らゆ る領域 の墓盤 となる教育 に人的 ・物的資源を傾注す る、 この

よ うな経験は、開発途上国、そ して、世界各地で見 られる紛争地域での紛争解決後 の国づ

くりにとって も大いに参考にな り得る。

一方、我が国においては、教育に関 して学校や草の根 レベルで様 々な交流が行われ てい

る。こうした交流が土台となって、よりきめの細かいODA協 力へ と発展 してい く可能性が

ある。政府のODAで 実施 されている国際教育協力 を、我が国の国民が参画 した交流へ と結

び付 け、すそ裾野の広い協力に発展 させてい くことも考 えられ る。

このよ うに、国際教育協力は、あ らゆ る層で我 が国の国民が、開発途上国の国民 とつな

が りを緊密化す ることを促 し、 日本 とアジアをは じめ開発途上国 との共生 をよ り深い レベ

ルで実現 してい く可能性 を有 している。

また、教員が開発途上国において国際教 育協力に従事す ることによって、コミュニケー

シ ョン、異文化理解や概念化の能力を身 に付 け、国際化のた めの素養を児童 ・生徒に波及

的 に広めるならば、「内なる国際化」を促進 し、相互理解 と相互依存の必要性がますます高

まる国際社会 に対応できる日本人の形成にも資す ることができる。

さらに、開発途上国 と我が国 との間では、教育の背景 となっている歴史や社会 ・文化が

大き く異なるこ とか ら、我が国か ら派遣 された教員が、両国の教 育経験 を比較するこ とに

よ り、我 が国の教育の良い点 を再認識でき、また、国内の教育に生かせ る点を見出す こと

ができる。 このため、国際教育協力 に参加 した教員は帰国後 に自身の経験 を教育の現場に

還元できるようにな り、我が国の教育 の質を結果的に高 める とい う効果 もある。

このように、国際教育協力において我が国の教育経験 を活用す ることにより、「日本 の顔」

だけでな く、「日本人の心」が見 える協力 となる。 そ して、多 くの 日本人 が協力の有効性 を

実感できることになる。この点か ら、国際教育協力は国民によるODA理 解を増進 してい く

上でも大きな意義を持つ分野である。

Ⅲ.「 ダカール行動枠組み」に対す る我 が国の対応

1.初 等中等教育分野等に対する協力の重視

「ダカール行動枠組み」の 目標 の中心である初等中等教育等(就学前教育、女性教育等 を

含む)は 、高等教育や その他 あらゆる分野での人づ くり協力の基盤 であ り、このよ うな基礎

的な人材 の土台があってこそ初 めて、技術協力 をは じめ とする各種の協力の成果が点か ら

線 、線か ら面へ と発展 してい く。

この意味において、初等 中等教育分野等に対す る協力は、我が国のODA協 力全体 の効果

を底上げ し、発展 させてい くためにも重要な役割を持ち得 るものであ り、我 が国は今後、

初等中等教育分野等に対する協力を重点的に強化 し、「ダカール行動枠組み」の目標達成に

向けて協力 していくことが重要である。
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なお、協力を進 めていく際に、全般的に留意すべ き点と して、開発途上国における子供

のみ ならず 、親、青年、成 人を含めた地域社会のメンバー全体を取 り込みなが ら、協力 を

計画 ・実施 してい くことの重要性が挙げ られ る。

また、当該分野における我 が国のこれまでの協力は、学校施設 の建設な どハー ド面の協

力が中心 となってきたが、 これ らと我が国か らの人の派遣を通 じた ソフ ト面での協力を組

み合 わせることが、初等中等教育分野等におけ る協力の効果 を一層 高め るこ とにも留意す

べきである。

「成長のための基礎教育イエ シアティヴ」(BEGIN)に おいても、以下に示す 「我が国の

教育経験の活用」 とともに、これ らの議論 が反映、明記 されてい る。

2.我 が国の教育経験を生かした国際教育協力

教育を国づ くりの根幹 と して きた我 が国の教育経験 を活用 し、得意な分野に対 して重点

的に協力 を進 めてい くことが重要である。 このことは、我が国による主体的な協力 を確保

す る上で重要 であ るとともに、我が国が培ってきた具体的な成果 を生か し、それぞれの国

の教育発展に効果的 に役立てることになる。

一方 において
、開発途 上国の抱 える教育ニーズは、伝統や文化のあ り様 によって多様 で

あることか ら、我 が国の経験をそのまま現地に適用す ることは困難 である。 したが って、

開発途上国におけるニー ズに我が国の教育経験を適 合 させてい くことが必要になる。その

際、これまで我が国が関係省庁やその他国際援助機 関等のODA事 業を通 して蓄積 してきた

成果 を十分勘案 しつつ、開発途上国が 自らの努力 により自立 してい くことを促す必要があ

る。

こ うした観 点か ら、開発途上国における共通の教 育課題 である 「ダカール行動枠組み」

の六つ の目標 と、我が国の教育経験分野を照 らし合 わせた結果、「別紙3」(略)の よ うに、

開発途上国への国際教育協力 に活用できると考えられ る分野が現時点で10分 野 ある。ただ

し、これ らに関 しては、我が国による協力経験 が浅い分野(7分 野)と 協力経験の豊富な分野

(3分 野)に分かれ る。

また、 これ らに加 え、教育行政や学校運営 など分野横断的課題 については、公教育の普

及 と教育の質の向上を両立 させ てきた我 が国の歴史そのものが貴重な参考事例であ り、開

発途上国か らの関心が高 く、 「ダカール行動枠組み」の 目標すべてに関連 して有意義なもの

と考 えられる。

(1)開 発途上国での協力経験の豊富な分野

理数科教育、教員研修制度、職業教育+分 野横断的課題(教育行政、学校運営等

① 協力経験の共有化 と伝達

これ らの分野や課題 は、開発途上国か らのニーズが高い と考え られ るこ とか ら、開発途

上国 ごとの状況の違い に配慮 しつつ も、要請 ごとの個別的 な対応ではな く、分野や課題 ご

とに共通 して活用できる経験を取 りま とめ、共有化 し、派遣者な どに伝達 してい くことが

重要 である。
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なお、当面は、開発途上国か らのニーズが引き続 き高い、「理数科教育」、「教員研修制度」

と 「分野横 断的課題」 を中心 とすることが適 当である。

② 考 えられ る具体的な方策

○ 様 々な協力形態別や協力機関別の経験や ノウハ ウの集積。

○ 関係機 関との協力の下、成功事例や教訓の抽 出。

○ 現地での協力 に共通 して活用できる各種 の教材等(開 発途上国の教員のための指導書、各

種教材 、問題集 、到達度評価試験な ど)の整備。

○ 現地での協力 に共通 した活動 内容 の研究 と整備(あ わせて、国 ・地域な どの特殊事情に関

す る留意点を含む)。

○ 派遣 される人員への、共有化 された内容の伝達。

(2)開 発途上 国での協力経験の浅い分野

幼児教育、環境教育、家庭科教育、女性教育、障害児への教育、健康教育(学校保健 ・学校

給食を含む)、学校施設1)

① 我が国の教育経験 に関す る情報提供 と対話 プロセ ス(過程)の 強化

これ らの分野 に関 しては、我 が国の教育経験につ いて、開発途上国に必ず しも十分な情

報や理解がある とは限 らない ことか ら、相互に対話 ・検討 を重ね、開発途上国の現場で

の我 が国の教育経験 の有効性を実証 してい く過程が重要である。

② 考えられ る具体的 な方策

○ 開発途上国関係者 の我が国への招聘や、ワークショップの開催等。

○ イ ンターネ ッ ト等を通 じた我 が国からの情報提供 による助言 ・交流。

○ 開発途上国 と共同での現地における問題の分析や 、協力可能性の調査。

○ 開発途上国か らの要請に基づ く、ODA等 を通 じた協力の検討。

なお、並行 して、関連法規等 の英語化や、我 が国の教育現場の映像化な ども含 め、情報

提供 に必要な資料の整理 ・作成 を行い、又その管理体制 を強化する。

(3)国 際機 関 との連携 を通 じた我が国の教 育経験の活用

ユネ スコ等 の国際機関が開発途上国において協力実績 を有 している分野 に関 し、我が国

の教育経験を付加価値 として活用 し得 る場合 には、 これ ら機 関 との連携を図 ることも有意

義 と考 えられ る。

例えば、我が国 として協力経験 の浅い健康教育分野に関 しては、世界食糧計画(WFP)や ユ

ネス コに開発途上国での実績が相 当ある一方、我が国の栄養教育を含む食 の教育の経験 を

付加価値 として用いることが可能であるため、 これ ら機 関 との連携を進め、アジアを中心

に我が国の健康教育の経験 を役立たせ ることが肝要である。

また、識字教育や ノンフォーマル教育 においては、 これ らに実績 を有す るユネスコと連

携 し、我が国の経験 を活用 しつつ、寺子屋運動や 「コ ミュニティー学習セ ンター」な どの

活動を引き続 き充実 させてい く必要がある。

184



3.現 職教員 の活用に よる 「日本人 の心」が見 える協力の促進

全国の現職教員2)は 、指導案の作成、教材開発、各種 の指導技術 など、子供 に密着 した

実践的な教育経験や能力を有 してお り、 「日本人の心」が見える国際教育協力を進 めてい く

ための、重要な人的資源 と考 えられ る。 しか も、これ ら現職教員の うち、4.3%(約4万 人)

が国際協力活動に従事す ることを希望 しているとの推計 もある3)。 また、現在 、国際開発

協力に携わっている人材 の多 くが中高生時代 に国際協力 に携 わった人に触発 されているこ

とか ら、開発途上国で活躍 した教員が我が国の教育現場 に増 えることによ り、将来の国際

開発協力人材 の裾野 が広が るこ とが期待 され る。

これ ら現職教員のODA事 業への参画 は必ず しも活発ではなかったため、前回(平成12年

度)の 国際教育協力懇談会の提言に基づき、青年海外協力隊 に 「現職教員特別参加制度」4)

が創設 された(平成13年 度募集 においては、合計63名 を派遣予定)。

自治体によれば、青年海外協力隊への参加 は、教員 自身のための研修 としても大きな効

果がある と評価 されている。その一方で、依然 として応募数が十分ではない理 由として、

(1)事 前 の活動場所の状況や活動内容が十分に分か らないために、校長 として奨励 しづ

らい面があること、(2)開 発途上国での経験が少ない現職教員が 自分の専門性や能力 を開

発途上国で十分に発揮できるか不安で あること、(3)自 治体の財政負担 を伴 うことか ら、

派遣数に制約 があ ること、な どが主要な要因 として挙げ られてい る。

したがって、現職教員 の参加 を更に促進 してい くためには、現職教員の活動参加 に対す

る広報活動を更に積極的に行ない、幅広 く関係者の理解 を求めることが必要である。また、

派遣 される現職教員に対 し、あらか じめ基本的な活動内容の提示、協力の事例集や共通 し

て活用できる教材等の提供 、派遣前研修や派遣期 間中の指導 ・相談を行 うなどの、サポー

ト体制を強化 していくことが重要である。

また、 自治体 としては、 自治体の顔の見える援助活動 に結び付けたい との意向 も強いこ

とか ら、派遣元 としての主体性 を高め、 より長期的な計画を もって派遣を可能 とす る派遣

方法な どの検討が必要である。

さらに、現職教員の参加促進 に際 しては青年海外協力隊の対象 とな らない40才 以上の現

職教員について も併せ て考 えることが課題 となっている。平成10年 度10月 時点で現職教

員の平均年齢は41.8才 となってお り、40才 以上の現職教員が全体の6割 近 くを占めるに至

っている。実際、40才 以上の現職教員か らも参加 を強 く希望する声が多 く挙がってい る。

このため青年海外協力隊の場合 と同様 、①派遣前研修 と活動期間を我が国の学校年度 に

合わせ、②各 自治体の教育委員会 を通 じた募集 ・応募 を行っことでシニア海外 ボランテ ィ

ア制度への40才 以上の現職教員 の参加促進 を図ることが望まれ る。

他方、これまで40才 以上の現職教員を対象 とした開発途上国の教育機関か らの要請案件

がなかった ことか ら、開発途上国のニーズ発掘 を進 めてい くとともに、現職教員 の募集及

び派遣につ き地方 自治体 ・学校長等の理解 と協力 を促進することも必要で ある。 これ らを

踏 まえ、シニア海外 ボランテ ィアへの現職教員 の参加 については、開発途上国のニーズに
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応 じ試行的 ・段階的に進 めることが肝要である。

また、退職教員 についても、その知識及び経験を国際教育協力 に活か したい と希望する

者も多い ことか ら、 これ ら退職教員のデー タを有する各 自治体教育委員会 を通 じた応募勧

奨を行 い、シニア海外ボランティア制度への参加促進 を図ることが望ま しい。

なお、言語の問題であるが、現地語での意思疎通は、国際教育協力 を進 める上で最 も重

要な点であるため、JICAが 行 う派遣前語学研修、並びに現地語学訓練 の充実はもとよ り、

派遣 された教員の不断の努力によ り、言語問題の克服に努めてい くことが強 く望まれる。

4.初 等 中等教育分野等の協力強化 のための 「拠点 システ ム」

(1)拠 点システム」 の必要性 と意義(個 別対応 から体系的対応へ)

前節 までにおいて、我が国の教育経験の活用及び現職教員 の活用 を促進 していくことの

重要性 とその具体的な方法 について検討 を行 ってきた。 これ らを実現す るためには国内の

実施体制 としての 「拠点システム」が必要である。

我が国における協力経験 を直接開発途上国へ移転できない ことは、 これまで議論 されて

きた とお りであ り、 とりわけ、初等中等教育分野等 においては文化や社会的な背景への配

慮が不可欠である。

しか しなが ら、 これまでは多 くの場合、個別の要請に応 じて個 々に協力の活動内容や教

材等の検討が行われ、 しかも、派遣 された専門家やボ ランテ ィア個人による現地での努力

に負 うところが大 きかった。

これに対 し、「拠点システム」は、あらか じめ我が国の協力経験や ノウハ ウを国内で整備

してお くことによ り、協力要請に前もって備 えてお くことを可能 とし、協力の質的、量的、

さらにはタイ ミングの観点か らも、開発途上国の要請 に対 して、的確かつ体系的に対応 し

てい こ うとす るものである。

これを可能 とす るた めに、国際教育協力に実績のある広 島大学及び筑波大学 の 「教育開

発国際協力研究セ ンター」を拠点システムの中核 としつつ、国立、公立、私 立及びNGO、

民間企業等か らなるネ ットワー クを形成 し、省別又は官民 とい った枠に縛 られることな く、

関係機 関の協力の下、以下に述べる活動を行 う。

(2)具 体的な機能 と活動

① 我が国の主力 とな る教育協力分野等を強化するための 「協力経験の共有化」

「理数科教育」、「教員研修制度」、及び分野横 断的課題 である 「教育行政」や 「学校運営」

等 は、「成長のための基礎教育イエ シアテ ィヴ(BEGIN)」 において も、「重点分野」の柱 と

されてお り、かつ我 が国の協力経験の豊 富な分野である。 これ らの教育分野に関 し、これ

までの協力経験 を蓄積 ・分析 し、協力に共通 して活用 できる協力モデル(活動内容や教材等)

の整備 を図る。

また、協力経験の浅い地域 ・国や、新 たな協力手法等に関 して も研究を実施 してい くこ

とが必要 である。

さらに、個 々の分野 あるい は分野横断的な課題に加 え、教育協力全般 にっき、国際動向
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分析 を行 うとともに、我が国の協力経験 を積極的に国際社会 に発信 していくべ きである。

② 派遣 される現職教員の支援(共 有化 され た協力経験の伝達)

上記 に示 した中核 となる大学 の指導 ・助言の下、特に地域の教育大学の積極的な協力 に

よ り、青年海外協力隊、シニア海 外ボランテ ィア等 として派遣 され る現職教員 に対 して、

蓄積 された経験や協力モデルを伝 達 し、開発途上国での活動経験の浅い現職教員の適格性

を培ってい くことが重要である。

具体的には、協力モデル等について、派遣前研修 を通 じて伝達 し、現職教員 に協力 の内

容や活動のイメージを明 らかにす るとともに、インターネ ッ ト等 を通 じた派遣中の相談を

通 じて、現地活動での課題 に対す る助言 を与えてい く。

なお、開発途上国の現場における現職教員の体験 は、「拠点システ ム」に還元 され、我 が

国の協力経験 に、新たな付加価値 を与えてい くことが期待 される。

③ 協力経験 の浅い分野の活用促進に対する支援

我が国としての協力経験の浅い分野(学校保健、環境教育等)に関 しては、分野別 のグルー

プ、又は中心機 関を形成 してい くことを促進 し、我が国の教育経験 の整理 を行い、開発途

上国 との対話の過程等 を通 じ、情報提供 を拡大 してい くことが肝要である。

これに対 して拠点システムの中核 となる大学が、 この よ うなグループ等 による検討会に

参画 し、教育行政な どの分野横断的課題や、教育協力の国際動向等につき助言す ることは、

極 めて有効であり、協力経験の浅い分野の活用促進 を側面か ら支援 してい くことになる。

なお、現職教員 の支援 と同様、協力経験の浅い個々の分野 における協力 の進捗や開発途

上国での応用 は、 「拠点システム」に還元され てい くこ ととなる。

Ⅳ.紛争解決後 の国づ くりにおけ る国際教育協力

冷戦の終焉後、頻発す る地域紛争 は人間の生命や生活のみならず、それ を支える経済 ・

社会基盤 な、どの開発成果 を損な うとともに、その後の復興 ・開発 を困難 とす る様々な問題

を引き起 こしてい る。紛争地域での紛争解決後 の国づ くりにおいて、教 育が果たすべ き役

割は とりわけ重要であると考え られ る。す なわち、教 育は国民生活や経済活動な ど、復興

に関す るあ らゆる分野の基盤 とな るばか りでな く、歴 史や宗教、民族 について相互理解 を

促進 し、平和構築 と長期的な発展のために大 きな役割を持つか らである。

したがって、紛争解決後の復興期 において、地域 に次の世代 を担 う子供 が現存す ること

にかんがみ ても、教育は一 日た りとも休む ことができない営みであ り、平和国家である我

が国が、教育分野において積極的 な支援 を行 うことは大きな意義 と効果がある。

地域の行政機構 の安定が図 られつつある段 階にあっても、平時 とは異なる緊急対応的な

国際教育協力が必要 となることがある。このよ うな対応 としては、国際機関及びNGOに 多

くの活動経験があるため、 これ ら諸機 関 との連携 も含め、我 が国 として どのよ うな役割 を

果た し得 るのか検討することが必要である。 しか し、緊急暫 定的対応 もや がて平時の国際

教育協力に移行 してい くため、このよ うな連携 に際 して、我 が国の二国間教育協力を視野

に入れた検討が必要である。その際、上記で検討 され た平時の対応 を応用 しつつ、段階的
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かつ長期的な対応 を検討す ることが肝要である。

また、紛争解決後 の国々においては、宗教 上の問題な ど、社会的文化的な要素が教育に

大きな影響 を与えている場合が多いので、我 が国が これ までに同様 の背景 を有す る国々で

行って きた協力の成功例な どを分析 し、その経験 を援用す ることが有益である。

アフガニスタン復興をは じめ、個別 の紛争終結地域に対応 した具体的な国際教育協力 に

関 し、文部科学省 は上記 を十分 に踏 まえ、関係機 関と連携 しつつ施策の検討 を行 ってい く

べきであるとの議論 がな された。

特 に、アフガニスタンに対する国際教育協力については、本懇談会の議論 を踏まえ、ア

ミン教育大臣(当時)の本邦招聘 など、着実に施策が実行 され てきてお り、引き続 き、積極的

に検討 ・実施 していくこ とが必要である。

Ⅴ.国民参画型 の国際教育協力の展開

前述のアフガニスタン教育協力が進 められ るにつれて、教育関係者、NGOが 多 く参画 し、

また報道や募金 プロジェク トを通 じ、国民各層が関心 を示 してい ることにかんがみれば、

多 くの国民が国際教育協力 を意味 ある支援 と受 け止 めていると考 えられ る。決 して我が国

の国民がODAや 開発途上国への支援 を一律に批判 した り、無駄であると考えているわけで

はない。国際教育協力は、このように多くの国民が協力の有効性 を実感 し、「日本人の心」

の見える協力を期待 し、何 らかの形での参画を欲 してい る分野である。

一方
、国際教育協力を展開す るに当っては、独 自の交流 を行 ってい るNGOや 地方自治体

(教育委員会)等 と、ODAを 推進 している政府 とが連携す るこ とによ り、一層稗益効果の高

い協力を実現 していくことが期待 され ている。このため、本懇談会ではNGOや 地方 自治体

(教育委員会)と 連携 したタスクフォースを設置 し、我が国の教育経験や現職教員を活用 した

国際教育協力に関す る具体的な検討 を行 った。

我が国の教育経験の活用を検討す るタス クフォースでは、日本の教育経験がNGO等 と共

有化 され るとともに、Ⅲ-4.の 「拠点システム」にお けるモデル開発等の研究にも、NGOが

参画 していくこととなってい る。また、NGOか らも大学教員等の専門家 によるNGO活 動

へ の参画 ・評価が要望 されている。今後 、政府 とNGO双 方の協力関係 の下、更なる国際教

育協力の質の向上が期待 されている。

現職教員の参加促進のためのタスクフオースにおいては、多 くの地方 自治体の教育委員

会 と意見交換 を行っていく中で、校長会や教頭会等、様 々な教育層 と連携す ることにより、

現職教員 の参加 を促 してい くことが可能 であることが判明 した。

また、アフガニスタン教育支援 についても、NGOの 協力 を得て 「アフガニスタン女子教

育支援 のための女子大学 コンソー シアム」が形成 され るとともに、文部科学省の協力の下、

NGOに よる 「アフガニスタン教育支援募金」プ ロジェ ク トが実現す るな ど、幾つかの連携

事例が始動す るに至ってい る。

今後は、国内にお ける 「内なる国際化」 とよ り深い レベルの開発途上国 との共生を促進

してい くためにも、本懇談会 を通 じて生み出されたNGOや 地方 自治体 との交流や連携 を、
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更に多 くの国民各層 に発展 させてい くことが望まれ る。そのための布石 として、本懇談会

の シンポジウムを開発途上国 ・国際機関等の関係者の参加 を得つつ 、全国各 地で開催 し、

国内にお ける国際教育 協力活動の理解促進を図るとともに、よ り深い国民各層の参画の機

会 を模索 してい く必要がある。

第2部
Ⅵ.大学における国際開発協力の促進

1.大 学教員個人に よる協力か ら、大学組織 による協力への転換

我が国の大学が国際開発協力 に参画 してい くことは、援助関係者 の裾野 を拡大するのみ

ならず、我が国の知的な資源を国際開発協力 に活用 していき、 日本 の 「顔の見える援助」

を実現 してい く面か らも、大 きな期待 が寄せ られている。

しか しなが ら、大学 による従来の協力 は、ほ とん どが大学教員個人 による協力 であ り、

無報酬 、す なわち、大学 に対す る人件費の補てん等がな く、協力期間中に授業や研究活動

に欠員が生 じる状況 となっている。 このため、大学側 に とって長期間あるいは頻繁 な協力

が困難になっている。

この ような問題 を解決す るため、大学が国際援助機 関との契約 に基づ き組織 的に携 わ り、

人件費、間接経費を得て、欠員等の補充に対応す ることが必要である。

このよ うな国際援助機 関 との契約に基づ く国際開発協力プロジェク トの実施 は資金 的な

利点のみな らず、教育 ・研究 面においても意義 が大きい。例 えば、工学、医学、環境 、農

業分野 の各種 の調査 ・研 究や評価 ・分析等、我 が国の大学がその特色を生か した研究等 を

進 めるのに適 したプロジェク トが多 く存在 してお り、研究資源 としての魅力 が大 きい。

また、国際機 関のプ ロジェク トに参画 してい くことは、大学の国際的な認知度や名 声に

も反映 され 、個性豊かな大学づ くりに資す る と考え られ る。教育面においては、学生 に対

して開発途上国にお ける実地経験 を通 じた教育を施す ことが可能 とな るため、実践的 な人

材輩 出にも効果が高い。

このよ うに、今後 は、国立大学 の法人化 も視野に入れつつ、能 力 と意欲 を有す る国立、

公立、私立の各大学がその特色を生か し、国際開発協力プ ロジェク トに組織 として主体的、

戦略的に携わることが望ま しい と考 えられ る。その際 には、大学が果たすべ き使命や機能

にかんがみ、また、民間の コンサル タン ト企業 との仕分の観点か らも、大学本来の教育 ・

研究 の業務及び それに密接にかかわる事業に限定 した上で、参画 を促 してい くことが必要

である。

なお、大学が この ように組織的に国際開発協力活動 に携 わってい くことは、国際援助機

関にとっても安定的な協力体制の確保の点か ら望ま しい。我 が国のODAに とっても、我が

国の知的資源 を活用 した 「顔 の見 える援助」 の実現が可能 となる。 さらには、我が国か ら

の国際機 関への就職者 の拡大 も期待 され る。

2.我 が国の大学による国際開発協力の制約要因 ・課題 とその対処方法

(1)国 立大学における制度上の制約要因
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現在 の国立大学には、契約上の問題(国 立大学 と外部機関 との契約形態には、一般的な契

約の慣行にな じまない点がある)と ともに、任用上 の制約か ら大学教官が協力活動に従事す

る際に、授業等 に欠員が生 じるといった問題 が起 こっている。

しか しこれ らに関 しては、国立大学の法人化によ り、国の機関 としての諸規制が緩和 さ

れ、各大学の 自主性が拡大 され ることに伴 い、基本的に解消の方向に向か うものと考 え ら

れ る。

ただ し、 これまで も組織的な協力が可能 であつた私立大学においても、必ず しも協力活

動が活発でなかった実態 にかんがみれば、この よ うな制度上の制約要因が解消 された とし

て も、直 ちに国際開発協力活動が進展す る とは限 らない。 したがって、今後、国立大学が

このよ うな活動 に参画するた めには、以下の(2)に 示す国公私立大学共通の課題 に対応

す る活動が必要であるとともに、イ ンセ ンティブをいかに して付与 してい くか も検討する

必要がある。

なお、国立大学法人(仮称)が 国際援助機 関 と契約 を行 う場合の間接経費の在 り方や、受託

可能な業務 の範囲等については、国立大学法人が本来果たすべき使命や機能に配慮 しつつ、

外部資金の導入が より積極的に可能 とな るよ う、今後の国立大学の法人化 に際 して反 映さ

せていくこ とが重要である。

(2)国 立、公立、私立大学に共通の課題 と必要 とされ る対応(活 動)

① 大学における国際開発協力活動の基盤の醸成

・大学における国際開発協力活動の理解 を増進す るための
、国際援助機関の要人による

大学での講演会や大学経営層 との懇談会の開催。個 々の大学の国際開発協力 に関す る

相談 ・助言の実施。

・大学 に関する評価において
、国際開発協力活動 を観点の一つ とす ることを検討。また、

教員の業績評価 において、国際開発協力 に携 わった教員の実績 を評価す るシステムに

ついても各大学で検討。

② 国際援助機 関との関係構築

・国際援助機関か ら我が国に対す る
、国際開発協力プ ロジェク トへの対応 可能性等につ

いての照会 に対応するため、データベース(大学組織 、大学教員)を整備 し、専門家を紹

介 ・あっ斡旋。

・国際援助機関に
、我 が国か ら専門的な提案 を行 う機会 を設けるため、大学教員の渡航

機会に国際援助機 関の担当者 を紹介 し、会合 を設定。 また、大学 と国際援助機 関 との

人事交流が重要であ り、そのために大学教員、国際援助機 関の担 当者又はその経験者

等 をそれぞれに紹介 ・斡旋。

・国際協力事業団(JICA)や 国際協力銀行(JBIC)に よる各種セクター調査やプ ロジ
ェク ト

評価 などの調査研究業務に一層大学が活用 され るよ う、同機 関の登録制度 などを含む

環境 を更に整備。

③ 国内大学間、大学 とコンサル タン ト企業 ・海外の大学間の連携の促進
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・国際開発協力プロジェク トは、規模 が大きく、複数 の専門領域 にまたがってい る場合

が多 く、コシソーシアム(事業共同体)を形成す ることが世界的潮流であるため、連携可

能性 がある機関(国 内コンサル タン ト企業、国内外大学等)か らの照会に対応す るため、

データベース(大 学組織、大学教員)を 整備 し、専門家を紹介 ・斡旋。

・コンソーシアムを形成す る際の契約条件等 、連携 に関する課題 の研 究 ・助言の実施。

・また、諸外国の大学等 の連携機 関が集まるALO5)、GDN6)等 の会合への大学教員の参

加や、人事交流を促進。

④ 大学における実務能力の向上

・大学が国際開発協 力プ ロジェク トを受託す るためには、委託者 である国際援助機 関の

業務 の進め方 を理解 し、対応能力を向上す ることが必要であるので、大学教員及び事

務局職員 を対象 に、プロジェク ト実施に関す る基礎知識、各種の調査 手法、英語によ

るプ レゼンテーシ ョン、企 画提案書作成 、英文契約書作成事務な どに関す る研修 を実

施。

⑤ 分野別の国際開発協力戦略 の形成

・大学が分野別の専門性を生か し、主体的、効果的に国際開発協力プ ロジェク トに参画

してい くため、論文等によ り国際的にも裏付 けされた、我が国の比較優位 に照 らして

戦略を策定。

・具体的には、既に国立大学に設置 され てい る、教育、工学、農学、法学、医学な どの

分野別 の国際協力教育 ・研究センター が中心 とな り、国内外の大学、コンサル タン ト

企業、国際援助機 関等 とワークシ ョップ ・研究会 を開催 し、分野別 の戦略形成 を促進。

3.大 学にお ける国際開発協力 を促進す るためのサポー ト・セ ンター

上記(2)の ①か ら④までの活動は、基本的に、我が国の大学 と、国際援助機 関 との間、

あるいは、連携機関(コ ンサル タン ト企業や国内外の大学な ど)との間を結び付 ける活動であ

るため、個々の大学、個々の分野を横断 したサ ポー ト・センター を設置 し、大学の教育 ・

研究の一環 としての国際開発協力活動を支援 してい くことが肝要である(ただ し(2)① の

大学評価 、及び② における国内援助機関の環境整備を除 く)。

それに対 し、上記(2)⑤ の分野 ごとの国際開発 協力戦略の形成については、それぞれ

の分野に特色を持った大学機 関等 が中心 とな る。ただ し、サポー ト・セ ンター に国際援助

機 関や連携機 関から寄せ られ る専門的な照会事項に関 しては、サ ポー ト・セ ンターか ら、

分野別の大学セ ンター に相談するな ど、両者 の密接 な連携 の下に活動を行 うことが肝要で

ある。

なお、 これまでは、我が国の大学が国際開発協力に契約 に基づ いて参画 した例はほ とん

どないため、性急な成果 を求 めるのではなく、大学 と国際援助機 関、あるいは連携機関 と

の 中長期 的な関係構築 を模 索 しなが ら、試行錯誤 しつつ、かつ着 実に取 り組 んでい くこと

が肝要である。

4.国 際 開発戦略研究セ ンター(仮 称)
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大学には、そ の知的な資源 を国際開発 協力活動 に活 かす とい う役割のほか、学問的省察

を通 じ時 々の政策の妥当性 を吟味す る学問の府 として、国内外 の動向を的確 に捉 えた上で

ODA政 策を客観的に研 究する とい う役割 も期待 されてい る。 こうした期待 に応 えるため、

我が国の大学にODA戦 略に関す る研究 ・分析 を担 う独立 した 「国際開発戦略研究センター

(仮称)」 を設置す ることを検討すべきである。

このセ ンターにおける研究成果 を、外務省の 「ODA総 合戦略会議」をは じめ とす る政府関

係機関に発信す ることにより、我が国 の叡智を結集 した我が国ODA戦 略の形成が可能 とな

る。

「国際開発戦略研究センター(仮 称)」が行 う研究 ・分析 を通 じて得 られた人脈 は、サポー ト・

センターに とっても有用である。 また、サポー ト・セ ンター との連携 に基づ き、分野別 の

大学セ ンターが我が国の優位性 を検討す る際にも、「国際開発戦略研究セン ター(仮称)」 に

よる研究 ・分析は有益である。 このよ うな両センターの機能 の相乗効果 にかんがみ、両者

の密接な関係 を確保 できるよう、設置形態 も含めて、十分な配慮 が必要である。

(添付資料)【 国際教育協力懇談会協力者名簿】(敬 称略、五十音順)

荒 木 光 爾 ㈱国際開発ジャーナル社代表取締役 ・編集長

川 上 隆 朗 国際協力事業団総裁

佐 藤 禎 一 日本学術振興会理事長

篠 沢 恭 助 国際協力銀行総裁

團野 廣 一 ㈱三菱総合研究所常勤顧問

千 野 境 子 産経新聞社論説委員

中 根 千 枝 東京大学名誉教授(座長)

西 尾 珪 子(社)国 際 日本語普及協会理事長

平 野 次 郎 日本放送協会解説委員

宮 田 清 蔵 東京農工大学長

矢 崎 義 雄 国立国際医療センター総長
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12.国 際教育協力懇談会報告 『大学発 知のODA― 知的国際貢献

に向けて』

2006年8月

は じめに

「国際教育協力懇談会」は、文部科学大臣の私的懇 談会 として、国際開発協力において

教育関係者 が果 たす役割や 具体 的な参画 のあ り方等 を議題 に開催 され 、 これ まで、平成

12(2000)年 と平成14(2002)年 に計2回 報告を行っている。

過去2回 の報告の主要事項は、平成12年 では、①学校教員の参画促進のた めの青年海外

協力 隊 「現職教員特別参加制度」の創設 、②国立大学への分野別の国際教育 協力研究セン

ターの設置促進、の2点 が挙げられる。 また、平成14年 では、①EFA(Education for All:

万人のための教育)日標達成のため、基礎教育分野における我が国の知見 ・経験の集約 ・体

系化 を行 う 「拠点システム」の構築 、②大学の国際協力プロジェク ト受託促進のための 「国

際開発協力サポー ト・センター」プロジエク トの実施、の2点 が柱であった。

今回 は、 これ らの報告 に基づ き実施 された施策 の レビュー とともに、その後の国内外 にお

ける援助潮流等の変化 も踏まえ、大学を中心 とした教育関係者の国際開発協力への参画の

あ り方等 について審議 し、一定の結論に達 したため、ここに報告を行 うものである。教育

関係者 ・文部科学省 のみな らず、外務省、援助機 関な ど関係する各方面に広 く御参照いた

だければ幸いである。

Ⅰ.議 論の背景

(国際開発協力 を取 り巻 く国際的な潮流)

国際社会においては、2000年 に国連総会において採択 された 「国連 ミレニアム宣言」を

契機 に 、 それ ま で に国 際 社 会 で 合 意 され た国 際 目標 も踏 ま えつ つ 策 定 され た。

MDGs(Millennium Development Goals:ミ レニアム開発 目標。極度の貧困 ・飢餓 の撲滅や

初等教育の完全普及 な ど2015年 までに達成すべき8つ の日標を定めた もの)の 達成が困難

であるとの見通 しが、昨年国連の とりまとめた中間報告等において示 された。また、2004

年 末 に発生 した スマ トラ沖地 震 をは じめ とす る災害や 地域 紛争 終結 後 の復 興 問題 、

HIV/AIDSや 鳥インフルエ ンザ等の感染症問題 、環境問題 、エネル ギー問題な ど地球的規

模 の課題が山積 してお り、先進各国には課題解決 のた めの資金面での貢献のみ ならず 、 リ

ー ダーシップの発揮 と知的貢献が求められている。

また、教 育開発に 目を向けると、2015年 までの初等教育の完全普及等を 目指すEFA目

標達成 に向けた取組 を進 める中で、開発途 上国政府の脆弱な教育行財政 ・制度等に起因す

る開発進捗の遅れや、児童労働等に よる教育へのアクセ ス不平等や質 の低 さ等 に起因す る

中途退学者 の増加 とい った状況が、サブ ・サハ ラ ・ア フリカや南アジア等を中心に伝 えら

れてお り、教育の質的向上、持続的発展が大きな課題 となっている。
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一方
、初等 中等教育就学率が向上 した国においては、次の課題 と しての高等教育 ・職業

教育開発の需要が高まってお り、我 が国に対す る期待 も増大 している。

さらに、持続的成長 に向けた開発途上国 自身 の能力形成 を進める観点か ら、政策 ・制度等

の整備や人材育成に関す る協力要請も多 く寄せ られ ている。

(我が国の状況)

平成15(2003)年8月 に閣議決定 された政府開発援助大綱は、我 が国の援助方針 を明確 に

指 し示 している。大綱においては、個 々の人間に着 日した 「入間の安全保 障」の視点 とと

もに、「貧困削減」や 「持続的成長」、「地球的規模の問題への取組」、「平和の構築」 とい う

4つ の重点課題 を示 し、ODA(Official Development Assistance:政 府 開発援助)を 通 じて、

開発途 上国国民の生活 レベルにおける質的向上 ・持続的成長の達成 を開発 ターゲ ッ トとし

てい る。 さらに、協力に当た り国内のNGOや 大学等 との連携によ り、我が国が有する技術

や経験 ・知見 を積極的に活用す るとい う基本方針 を示 している。 これ らの方針に沿 って策

定 した国別援助計画 においては、 「選択 と集 中」による協力内容の明確化が進んでいる。

また、本年4月 の海外経済協力会議新設に象徴 され るよ うに、戦略性 の重視、量か ら質へ

の転換 といった、効果 的 ・効率的なODA実 施が各方面か ら求められ ている。

翻 って我が国の国際教育協力 の成果 を振 り返る と、例 えば、初等 中等教 育分野 において

は校舎建設等 のハー ド面のみな らず 、理数科教育や教員研修への協力 を中心に、JICA(独 立

行政法入国際協力機構)が 教育関係者 の参画 を得 て、開発途上国に対す るきめの細 かいサポ

ー トを行い、開発途上国の教育 の質的向上 ・持続的発展 に貢献 してきた ことが大 きな特徴

といえる。また、高等教育 ・職業教育分野においても、国費留学生制度やJBIC(国 際協力銀

行)の 円借款等による留学生 ・研修生受入れ、大学教員等 による長期 に亘る人的協力 ・交流

など、人間関係の構築を重視 した協力を通 じて多 くの成果を挙げてきた。

このよ うに、各協力分野にお ける我が国の知見 ・経験や専門人材 を有効 に活用 しつつ、

開発途上 国の状況に応 じた柔軟 な対応 によ り根本的な課題解決 を支援する姿勢が我が国の

特徴であ り、教育協力のみな らず多 くの協力分野において国際的な比較優位 を有 している。

(大学 をはじめ とする教育関係者の状況 と役割)

ここで、我 が国の教育関係者 が置かれている状況 に 目を転 じると、近年のグローバル化

の中で大きな変化 を見て取ることができる。

特 に、高等教育 については、近年 、欧米諸国の多 くの大学がアジア地域 に海外分校 の設置

や留学プ ログラムの整備 とい った取組 を積極的 に展 開 してお り、この結果、アジア地域か

ら域外への留学生が増加 の途 を辿 っている。我が国において もアジア地域 との連携 ・交流

を重視す る大学は増加 して きているが、成長著 しいアジア地域 の高等教育需 要に応 えてい

くことが求められてい る。

また、平成16(2004)年4月 の国立大学法人化などを契機 として、国公私立大学を通 じ、

個性化 ・活性化の観点か ら国際展 開を大学の特色 として掲 げる大学が増 えてお り、中には、

国際開発協力 に積極的に参画 し、教育研究機能の活用及びその向上に取 り組む大学 も見 ら
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れ る。

初等中等教育においても、平成12(2000)年 に開始 されたOECDのPISA(Programme for

 International Student Assessment:生 徒 の学力到達度調査)等 の国際的な教育評価 の取組

に参加 している ところである。 また、平成14(2002)年 度 から本格 実施 してい る 「総合的な

学習 の時間」において国際理解 に関す る教 育の取組な どが見られ る。教員が国際開発協力

に参画す るこ とで、教員の問題対処能力の向上や、国際理解教育 ・各教科教育にお ける指

導力 の向上 などが期待できることか ら、積極的に取 り組 む教育委員会 も増 えている。

このように、教育界におけるグローバル化 とい うタイ ミングを活か し、NGO等 の教育協

力の関係者 を含めた我 が国の教育関係者 が有す る知見 ・経験を国際開発 協力に活用す ると

ともに、協力現場への教育関係者の一層 の参画促進 を図る とい う視点が援助関係者 ・教育

関係者双方 にとって重要である。

(基本的 な方 向性)

以上 のよ うな状況を整理 してみると、概ね以下のとお りである。

＜教育協力 を中心 とした援助にお ける課題 ＞

・貧困や感染症、災害、平和構築、エネル ギー、環境な ど地球的規模 の課題の解決

・初等中等教 育の完全普及過程 における質的向上 ・持続的発展やEFA目 標を達成 した国に

おける高等教育 ・職業教育開発の必要性

・「選択 と集 中」による我が国ODA予 算の効果的 ・効率的活用 ・我が国が有す る強みを最

大限活かす とともに、相手国の状況に柔軟 に対応 した質の高い国際開発協力の実践

＜我が国の教育にお ける課題 ＞

・教育全般 を通 じた国際化 ・グローバル化へ の対応

・アジア地域 を中心 とした高等教 育需要への対応

・国際開発協力への参画 を通 じた我が国の教育改善 ・大学改革

これ らを踏 まえ、我が国の国際開発協力にお ける大学等の教育関係者が果たす役割 を中

心に審議 を重ねた結果 、以下に基本的な方向性 を示す とともに、第 Ⅱ 章で 「我が国の特色

が活 きる戦略的な教育協力の推進」について、また第 Ⅲ 章で 「我が国の大学が有す る 「知」

の活用」について具体的な改善 ・取組方策 を提案す る。

① 教育協力 については、我が国が有す る様々な教育上の知見 ・経験を有効 に活用できるよ

うな分野や地域 ・国を選択 し、ノウハ ウの一層 の蓄積 を進めるとともに、開発途上国の

教育セ クター全般の改善 と持続的発展 を支 えるための取組 を強化す るアプローチが必

要である。 また、特に、アジア地域 を中心 とした高等教育のグローバル化や途上国の

国づ くりを支 える人づ く りの必要性 を踏 まえ、高等教育 ・職業教育協力 に関す る戦略的

な取組 が必要である。

② さらに、我 が国の国際開発協力の質の向上の観 点から、教育分野 に留 まらず、広 く大学

関係者が有す る知見を活か し、開発途上国の多様な開発課題の解決 に向けた知的貢献を
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行 うための 「知的コミュニテイ」(※)の 構築な ど、大学の援助 リソースを国際開発協力

に役 立てる仕組みを整備 していくことが必要である。※ 国際開発協力 に活用可能 な大

学 の多様 な援助 リソースに関す る情報が提供 され、これ らの リソース と開発途上国のニ

ー ズとのマ ッチ ングが有効 に行われ、国際開発協力 に効果的に活用できる全体システム

なお、審議過程において、本懇談会の検討範 囲を超 えてはい るが今後 の国際 開発協力を

検討する上で極 めて重要と考 えられ る意見が多 くの委員か ら示 された。代表的 な2例 のみ

を以下に付記す るが、今後、適切な場 において検討が進 められ ることを期待する。

① 国際開発協力全般 を通 じ、限 られ た リソースの中で効果的 ・効率的な協力 を行 うために

は、政策 レベルでの一貫 した戦略 に基づ く 「選択 と集中」 を徹底する とともに、実施 レ

ベル においても、必要に応 じ、各種ODA事 業 を有機的 に組み合わせて実施す るこ とが必

要である。

② 国際 開発協力における国際潮流の 中で我 が国の存在感 を高めてい くた めには、援助政

策 ・方針等 の理論面について、政府や援助機 関は大学 を中心 とした教育関係者 と一層緊

密に連携 して、国際社会に対 して我が国発の援助哲学 とその基盤 となる理論 を明確 に発

信 してい くことが必要である。

Ⅱ.我 が国の特色が活 きる戦略的な教育協力の推進

1.今 後 の教育協力の基本的な方 向性

開発途上国の教育セクター全般 の改善 と持続 的発展 を支える教 育協力 を進めるためには、

以下の方針 に基づ き、適切なアプ ローチを取ることが有効である。

(基礎教 育協力)

基礎教育(※)協 力については、2015年 までのEFA等 の目標達成 とい う国際潮流を踏 まえ、

我 が国が有す る教育上の知見 ・経験 の中で も国際的 に比較優位 を有する分野や 高い効果が

見込まれ る地域 ・国を選択 し、開発途上国の教 育の量的 ・質的向上や持続的発展 を促す各

種 ノウハ ウの蓄積 ・共有化や人的 協力 ・交流 を重視 した協力体制の整備 ・充実を進 める。

※ 人々が生 きるために必要 な知識 ・技能 を獲得す るための教育活動を指す。具体的 には、

就学前教育、初等教育、前期 中等教 育、識字教育、地域社会教育な どが含まれ る。サブ ・

サハラ ・アフ リカ等における多 くの最貧 国では、開発の最重要課題 となってい る。

(高等教 育 ・職業教 育協力)

アジア地域 を中心に、我が国の知見 ・経験が活 かせ る高等教育 ・職業教育分野 における

協力に戦略的に取 り組む。

また、協力の有効性 を向上 させ る観点か ら、大学の国際展開 との整合性 を図 るとともに、

大学関係者等の積極的な参画を促す。

(共通事項)

教育協力全般 にわた り、限 られた リソースの中で効果的 ・効率的な教育協力 を進 めるた

め、関係者相互 の緊密な連携体制を整備す る。

2.取 組 を期待する具体的 な方策
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(1)基 礎教育分野にお ける質 的向上 ・持続 的発展の促進

① 教育関係者 を通 じた教育 ノウハ ウの提供

我が国が有する教 育ノウハ ウの提供 とともに、開発課題の解決 に貢献す るため、政策 ア

ドバイザー派遣や 青年海外協力隊現職教員 特別参加制度による教員派遣 を一層推進す る

とともに、豊かな経験 を有す る退職教員について も積極的な活用方策 を検討す る。

② 理数科教育 などの我が国の教育上の知見 ・経験のオープン リソース化

前回懇談会報告 を受 けて開始 した 「拠点 システ ム構築事業」 について、国際的な援助動

向も踏まえつつ、理数科教育や教育行財政、学校改善 ・校 内研修 な ど、我が国が比較優

位 を有す る分野 を選択 した上で集中的に取 り組む とともに、①で述べた派遣教 育関係者

を含 む国内外 の援助関係 者への情報提供 ・広報の一層の充実を図る。

③ 礎教育協力 に携 わる国内関係者相互のネ ットワー クの形成

基礎教育協力に携わる援助機 関、NGO、 コンサル タン ト、教育関係者及び行政機 関等に

おいて、定期会合 の開催や人的交流等 を通 じた緊密 な連携 体制を構築す る。

④ 南南協力へ の積極的貢献

我が国が推進 している開発途上国相互の協力(南 南協力)を 支援す るため、これまで 二国間

援助やユネ スコ関連活動 、大学独 自の活動等 を通 じて教育関係者 が形成 して きた開発途

上国の人的 ・組織 的ネ ッ トワークに関す る情報や教育上の ノウハ ウの提供な ど積極的 な

貢献に努める。

(2)高 等教育 ・職 業教育分野 における協力 の拡充

① 息の長い協力 ・交流を進める戦略の実現

高等教育 ・職業教 育協力 は大学関係者等 による息の長い関与が必 要であ り、技術協力や

留学生借款等 のODA協 力終了後 も継続 した人的交流が求め られ る一方、協力を通 じて得

られ る開発途上国 との人的ネ ットワー クは我が国の社会共通の貴重 な資産 となる。また、

人的交流を通 じたアジアの知の活用は、少子高齢社会を迎 えた我 が国の社会発展の原動

力 ともな り得 る。このため、各種ODA予 算 を有効に活用 し、積極的に取 り組むことが必

要である。

また、協力効果を高めるため、我が国の大学が実施 してきた国際交流 ・共同研 究等の諸

活動をODA協 力においても有効 に活用す るとともに、長期 的な視点に立 ち、将来的 に

ODA協 力か ら大学 問交流等へ と円滑に移行 できるような計画 の立案 を促す。

② 高等教育 ・職業教育分野における知見 ・経験の蓄積 ・共有化

高等教育 ・職 業教育分野 について、アジア地域 を中心に開発途上 国か ら高い関心が寄せ

られている我 が国の大学経営 ・運営に関す るノウハ ウな ど、知 見 ・経験等 の蓄積 ・共有

化を進め、情報発信 を行 う。

③ アジア地域にお ける高等教育に関す る相互理解の促進

我が国との地域的 ・社会的関連性 の深いアジア地域において高等教育に関す る相互理解

の促進を図るため、例えば、APQN(ア ジア太平洋質保証 ネ ッ トワーク)等の既存 のネ ッ ト
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ワー クの積極的な活用等に よる、質保証制度等 に関す る情報交換を促す。 また、現在ユ

ネスコにおいて検討が進 められている高等教育に関す る情報 ポータルの構築に積極的に

貢献す る。 さらに、域 内における大学の単位互換制度 な ど共通性向上のための取組を推

進す る。

(3)我 が国教育関係者の連携の促進等

① 協力における連携の促進

NGO、 コンサル タン ト、教育 関係者等が連携 し国際開発協力に携 わることによ り互いの

長所 を最大限発揮で きるよ う、情報交換 の機会の提供や連携 による取組 事例の紹介等を

実施す る。

また、前回懇談会報告を受けて開始 した 「国際開発協力サポー トセンター」プロジェク

ト(以下 「サポー トセンター」)について、NGOを 含めた教育関係者の国際協力活動全般

に対す る支援 を活動内容 に追加 し、関係者相互の連携促進や各種情報 の発信等の拠点 と

しての役割 を担 う。

② 国際開発協力人材の育成のための連携協力

NGO、 援助機 関等 と大学 との連携 により、開発現場にお ける学生のイ ンターンシップ受

入れや大学における援助関係者 の能力開発支援な ど、相互補完的な役割の下に国際開発

協力 に係 る人材育成の強化を図ることが必要である。また、国際開発協力に対す る理解 ・

参加 を促進す る観点か ら、大学 において、開発協力 を主専攻 としない学生を対象 に広 く

講義等 を提供す る等の取組に努 める。

③ 国際機関 との連携の促進

地震や津波、台風等の災害対策 をは じめ我 が国が国際的にも比較優位 を有す る分野 につ

いては、ユネス コその他の国際機 関 との連携 による取組 にも戦略的に参画す ることによ

り、我が国の存在感 を高めるよう努 める。

④ 初等中等教育現場における国際理解教育の充実

我が国の初等 中等教育現場のニーズに応 えるため、国際理解教育や開発教 育等の取組に

対 し、NGOや 援助機関、大学等には、教育委員会や学校現場 との連携 の下、講師派遣や

ノウハ ウ提供 といった支援 を積極的に行 ってい くこ とが期待 され る。 また、青年海外協

力隊員 として派遣 され帰国 した教員が実施す る開発教 育活動について、拠点 システム構

築事業を通 じて、授業計画の立案や教材作成等 に関す る支援 を行 う。

⑤ 地域 における外国人のための 日本語教育 の充実

外国人が仲間 として、近隣住民 と日本語 でもコミュニケー シヨンがで きるよ う、 日本語

学習支援 の積極的 な推進が必要であ る。このため、大学において、NGOと も連携 して、

地域の外 国人向けの 日本語教室の開設や 、専門的な立場か らの指導 ・助言、学生や留学

生 を講師 として派遣す るな ど、地域における 日本語教育 の充実を図 る。

Ⅲ.我 が国の大学が有す る 「知」の活用

1.大 学の知 を活用す る意義 ・大学が担 う役割
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(1)大 学の知 を活用す る意義

貧 困 ・飢餓、災害、地域紛争、感染症 とい った地球的規模 の困難 な課題解決 に向けて、

先進各国には資金面だけではな く、知的貢献が求 められている一方 、これ らはいずれ も複

合的で学際的取組が必要 となる大きな課題であ り解決 が容易ではない。 こ うした背景の下、

我が国が国際社会 において責任 ある役割を担い、知的貢献 を果たす ためには、知的源泉 と

して大きな責務 を有す る大学 を有効活用 し、国際開発 協力の質的向上 に役立てていくとい

う視点が必要で ある。

このよ うな国際貢献は、教育、研 究、社会貢献 とい う大学の役割 の一翼を担 う重要な取

組であると言 える。特に、 自然科学分野に比べ競争的研究資金の種類が少 ない といわれ る

人文 ・社会科学分野 においては、国際開発協力への参画により、外部資金を得て、社会貢

献 とともに教育研究 に役立つ実践 フィール ドの確保 が期待できるな ど、大学側 に とつても

参画する意義は大きい。

(2)大 学が担 う役割

大学の知を広 く国際開発協力 に活用す るた めには、開発途上国が抱 える各種 の開発ニー

ズ と大学が有す る援助 リソース(研 究成果や高度人材 育成機能)双 方 に関する情報 をオープ

ンに し、相互のマ ッチングを行 うことが必要である。 このため、国際開発協力に参画す る

大学 としても、開発ニーズの把握 に努め るとともに、 自らが有す る リソースに関す る情報

を収集 ・公開す る等の組織的な役割 を果たす ことが求め られ る。

なお、上記のマ ッチングを機能 させ るためには、個 々の大学の努力 に加 え、大学、援助

機 関、政府機関等 の関係者が一体 となって、第 Ⅰ章の 「基本的な方向性」において提案 した

「知的 コミュニテ ィ」を構築す ることが不可欠である。

(3)留 意事項

大学は、 自らの個性 ・特色 を踏 まえた上で、国際開発協力に参画す るに当たっては、例

えば、まず は数 多くの実績 を有す る留学生受入れや大学問学術交流 を中心 とした活動に戦

略的に取 り組む とともに、必要に応 じ、他大学や外部 の援助関係者 とも連携 しなが ら国際

協力活動を充実 させていくといつた視点が重要 とな る。 この際、大学 として国際開発協力

を本来業務 として明確 に位置付け、学内のサポー トを得なが ら取 り組 む とともに、併せて

学内における組織的な体制整備 を進 めてい くことが重要 となる。

2.取 組 を期待す る環境整備 の方策

(1)大 学の知 を活か し得 る体制 の整備

① 大学の援助 リソースに関す る見本市機能の創設

サポー トセンターが核 とな り、大学の援助 リソー スに関する情報を一覧化す るとともに、

開発途上国の開発 ニーズや大学の援助 リソースについて援助機 関等 と大学の双方が情報共

有 ・意見交換できる場 を整備す る。

② 知的ネ ッ トワークの形成

開発途上国の研修員受入れやODA評 価 ・調査業務 な どを対象 に、サポー トセンターが核
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とな り、援助機 関等 と大学のネ ッ トワーク化 を進 め、我 が国の大学総体 として開発途上国

のニーズに柔軟かつ的確 に応え られる知的ネ ッ トワー クを形成す る。

③ プ ロジェク ト・コーディネー ターの育成 ・確保

サポー トセンターが核 とな り、大学における国際協力活動の企画 ・実施を担 当するプロ

ジェク ト ・コーデ ィネー ターの発掘 ・育成 に努め る。各大学 において も、キャ リアパ スと

しての位置付 けな ど、国際協力活動を担 う専門人材への配慮が期待 され る。

(2)大 学の国際協力活動への支援

① 援助 リソースの活用のための支援

大学の援助 リソースを新たに国際開発協力に役立てるためには、開発途上国での活用に

先立ち、開発途上国のニーズに応 じて研究成果等の改善や実証 ・実験を行 うことが必要で

ある。将来的には、援助機 関等にお いて、 こうした改善等に必要 となるア ドバイスや資金

の提供 を行 うことが期待 され るが、当面は、大学の知の活用に関す る検証を行 う観 点か ら、

サポー トセ ンターが核 とな り文部科学省 において試行的に支援す る。

② 競争的研究資金 における国際開発協力への配慮

競争的研 究資金は、その性格上学術的見地か ら選考 され るのが当然であるが、開発途上

国の開発 ニーズに対応した研究に対 しては研 究成果の社会還元 とい う観点か らの配慮も期

待 され る。特 に、地域研究等の中には、国際開発協力を進 める上で有益な研究 も多 く、ODA

予算による支援 を含 め、特段の配慮が期待 される。

③ 国際協力活動を支 える基盤 的資金の確保

大学が国際開発協力に参画 し、継続的 ・安定的に国際協力活動を展開 してい くためには、

上記(2)② の競争的資金における配慮 に加 えて、大学の教育研究組織の存立を支 える基盤的

資金 を十分確保す る必要がある。

(3)国 際開発協力に参画す る大学 に求め られ る改善事項

国際開発 協力に参画す る大学 は、国際協力活動 を本来業務 として位置付 け、大学 として

取組を行 うことが重要 となる。 この際、国際協力活動に従事する教員の活動実績 が学内に

おいて適切に評価 され るような仕組みが望まれ る。

また、特 に、国際協力プロジェク ト受託 による参画の場合 、教員組織 ・事務組織双方に

亘 る対応が必要で あ り、上述 したプ ロジェク ト・コーデ ィネーター を含 めた学内体制の整

備が求 められ る。

(4)サ ポー トセ ンターの抜本的見直 し

サポー トセ ンターは大学の国際協力プ ロジェク ト受託促進 を 目的 として平成15(2002)年

か ら活動を行ってきたが、 これに留 まらず 、広 く大学の組織 的な国際協力活動に対する支

援を行 うこととす る。加 えて、NGOを 含 めた教育関係者が参画す る国際協力活動全般に対

す る支援を行 う。 その際、開発途上国の多様なニーズに応えなが ら、先方 と発展的かつ継

続的な関係 を築いていくために、学術交流に関連 した事業 を実施 してい る機関 をは じめ、

種々の機関 との連携 ・協力 を強化す る。 このため、本 報告書において既 に記載 した新 たな
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取組 に加え、以下の取組 を開始す る。

・目利 き人材 によるコンサルテーシ ョン

援助機 関や大学OBな どのシニア人 材 も活用 し、大学の有す る知的な援助 リソースに関

し専門的見地か ら技術的なア ドバイス等を実施す る。

・大学間相互 の協力体制構 築のためのコーデ ィネー ト

複数の大学等が参画す る国際協力活動 におけ るネ ッ トワーク化 を促進す るため、サポー

トセ ンターがコーデ ィネー ト機能を担 う。

なお、サポー トセ ンターについては、大学の国際開発協力に対する支援が中心であるこ

とに鑑み、将来的 には、大学関係者による主体的な運営体制の下、NGOや 経済界など援

助関係の多様な人材が集 う場へ と移行 してい くことが望 ましい。

おわ りに

以上のように、本報告書においては、 「我が国の特色が活 きる戦略的な教育協力の推進」

及び 「我が国の大学が有す る 「知」の活用」に関する基本的 な方向性及び取組方策を示 し

た。今後、文部科学省において、関係機関 との緊密な連携 の下、本報告書に沿つた種 々の

具体的 な取組 が進 められ、報告内容が早期 に実現 されるよう、強 く期待する。

[国際教育協力懇 談会 協力者名簿]

荒木 光彌(株)国 際開発 ジヤーナル社代表取締役 ・主幹

内海 成治 大阪大学大学院人間科学研究科教授

片山 信彦(特 活)ワ ール ド・ビジ ョン ・ジヤパ ン常務理事 ・事務局長教 育協力NGO

ネ ッ トワーク代表

木村 孟(独)大 学評価 ・学位授 与機構長(座 長)

工藤 高史(社)日 本経済団体連合会産業第三本部長(前(社)日 本経済団体連合会国際

協力本部長)

工藤 智規 公 立学校共済組合理事長

白石 隆 政策研究大学院大学副学長

千野 境子(株)産 経新聞社論説委員長

廣里 恭史 名古屋大学大学院国際開発研 究科教授

弓削 昭子 国連 開発計画駐 日代表

渡辺 利夫 拓殖大学長 ・大学院長
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13.高 村外務大臣政策演説 「万人のための教育― 自立 と成長をええ

る人材育成 のために」

“Edu
cation for All:Human Resource Development for Self-Reliance and

 Growth”

2008年4月

「万人 の ため の教 育(Education for All:EFA)」 に取 り組 む世 界各 国 の皆 さん 、 よ うこそ

い らっ しゃい ま した。我 が 国 は、ユネ ス コが 主導す るEEAプ ロセ スを終 始一 貫 、支援 して

まい りま した。 今 後 ともそ の方針 に 変わ りない ことを 、始 めに 申 し上 げ た い と思 い ます。

本 日は、 「世界 一大 きな授 業(the World’s Biggest Lesson)」 の 日であ ります 。世 界 の子 ど

も達 が 、教 育 の大切 さを、 日に ち を決 めて 同時 に学 ぼ うとい う試 み で あ りま して 、 日本 で

は243校 、28415人 の 子供 た ちの参加 があつ たそ うであ ります。 成 功 に向 け、努 力 され た

皆 さん に心 か ら敬 意 を表 した い と思 います 。

本 年 は、世 界 に とって も、日本 に とって も重 要な 年 に当た ります 。EFAダ カール 目標や 、

ミ レニア ム 開発 目標(MDGs)が 、 ち ょ うど中間年 を迎 え るのが本 年 、2008年 で あ ります 。

また第4回 ア フ リカ開発 会議(TICAD IV)を 来月 、7月 にはG8北 海道 洞 爺湖 サ ミッ トを開

く我 が国 に と りま して も、本年 は開発 にま つわ る問題 を集 中 して 考 え る とい う意味 におい

て 、大 変重 要 な意 義 を もつ て お ります。

本 日は、 開発 と教 育 の 関わ りにつ いて 私 の考 え を 申 し述 べ たい と思 い ます 。 あわせ て、

TICAD IV、G8サ ミ ッ トを通 じ、 日本 は何 を 目指 す のか、 具体 的 な提 案 を させ てい ただ き

た い と思い ます 。

初 めに ざっ と、 これ まで の経 緯 を振 り返 っ てお き ます 。

世 紀 の節 目 とな った2000年 を境 とし、 以来 国際 社会 は途 上国 の教 育 を充実 させ るため、

大い に力 を合 わせ るよ うに な りま した。 ユネ ス コが 音頭 を取 って打 ち立て たEFAダ カール

目標 はその顕 著 な表れ で した し、G8の 主導 で始 まった 「フ ァス ト・トラ ック ・イ ニ シアテ

ィブ(FTI)」 は 、初等 教 育 にお い て国際連 携 を進 め る画期 的 な試 み で あ りま した。

こ こで まず 踏 ま えてお くべ きこ とは 、初等 教 育 を充 実 させ る取 り組 み が 、好 ま しい成 果 を

生み つつ あ る とい う事実 で あ ります。

ユ ネ ス コの報告 に よれ ば、1999年 か ら2005年 まで の6年 間 に、世 界全 体 の未就 学児童

数 は 、9600万 人 か ら7200万 人 へ と25%も 減 少い た しま した。特 に、サ ブサ ハ ラ ・ア フ リ

カ と、南 ア ジア及 び 西ア ジ アで 改善 が 目立 つわ けで あ ります。

もち ろん 、7200万 人 もの子 どもは、未 だ学 校 に通 えて いな いわ け で あ ります 。成人 の識

字 率 を上 げ てい く、 あ るい は ジェ ン ダー 間 で教 育機 会 を平等 に してい く とい う課題 もある

わ け で あ ります。 教 育 の ア クセ ス、 質 、公 平性 を高 めて いく 試み は、 ま だ道 半 ば と言 わ な
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ければな りません。

しか し、小学校 に通 えない子供が25%も 減 った とい う成果は、やればできるとい うこと

を教 えてくれます。途上国の 自助努力 と国際支援がかみ合 えば良い結果 につながることが、

今や実証 されたわけであ ります。

ここで教育の支援についてわた くしの考 え方 とい うよ り、多 くの 日本人が大切 に考えて

きたに違いないポイン トを、かいつ まんで 申し上げてみたい と思います。

子 どもを育て るのは、地域社会総 ぐるみの仕事 なのだ とい うのが、第一のポイン トであ

ります。それか ら、基礎教育 と、技術教育 ・職業訓練や 中 ・高等教育の関係 についてであ

ります。 まず基礎教育を広め、その後で次 を、 とい うよ うに、時間的な順序 を立て るので

な く、 この2つ は同時に進めてい くべきだ、とい うのが第二のポイ ン トであ ります。

基礎教育 の大切 さは、今 さら多言を要 しない と思います。人間が 自ら才能 を伸ば して自

己実現を図 り、尊厳を もって生きるには、読み、書 き、考 える力 を身につけることが必要

であ ります。

それな くしては、恐怖や貧 困か らの解放 は結局の ところあり得 ません。す なわ ち 「人間

の安全保障」は、実現できないわけであ ります。

この点、女性の場合基礎教 育に接す る機会が乏 しくな りがちな現状は、一刻 も早 く正す

ベきであ ります。社会 ・経済問題の克服に早 く近づ くためにも、ジェンダー間 に平等をも

た らす大切 さは強調 して しすぎることはあ りませ ん。

しか し忘れてな らないのは、地域社会に育まれ てこそ、基礎教育 とは根づ くものだとい

うこ とであ ります。 日本の学校 には、 「校歌」 とい うものがあ ります。歌詞 は、地元の豊か

さ、美 しさを称 えるもので あ ります。 これ が 日本 中の学校 とい う学校 に例外 なくあること

に、アフ リカか らお見 えになった方 などは驚 かれ ると聞いた ことがあ ります。

学び とは、地域社会か ら滋養 を得て こそ続 くものだ とい う認識 が 日本では深 く根づいてい

ると思われ たよ うであ りますが、この捉 え方は、確かに真実 を突 くものがあろ うか と思 う

わけであ ります。

第二に申 し上げたいのは、基礎教育 を 「超 えた」、次なる段階の教育が大切だ とい うこと

であ ります。

一国の 自立 を勝 ち取 り
、成長 を成 し遂げてい くには、多様 な人材 が育っていかなけれ ば

な りません。医師や法律家が要 ります し、 自動 車修理のエ ンジニア も必要であ ります。 こ

うい う人材 を、基礎教育の充実 と同時に育 てていかねばな らない ことは、 自明であろ うと

思います。

す なわち、技術教育 ・職業訓練、中 ・高等教育 まで様 々な段階の教育が、「今」、必要な

のであ ります。

これは 日本人が心の底か ら信ず るところであ りま して、 日本が実施す る開発援助 を貫 く

理念で もあ りま した。

このよ うな考 えか ら日本が支援 をした学校の中には、イ ン ドネ シアのスラバ ヤ電子工学
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ポ リテクニ ックのよ うに、国際ロボ ッ ト・コンテス トで優勝す る実例 が現れ ています。

アフ リカの例 としては、80年 代 に日本がセネガルで建設 した職業訓練セ ンターがあ ります。

ここには近隣国からも研修生がやって きます。修了 した若者は、その75%以 上が、身につ

けた専門技術の活かせ る分野に就職 して地元産業に貢献 してい るわけであ ります。

残 りの時間で、わた くしか らの具体的提案 を紹介 して参 りたい と思います。

EFAの 達成 と、ひいては各国の 自立 と成長 につながる教育の実現 に向け、国際社会 は何 を

す る必要があるで しょうか。

私は、 申し述べて きま した点を踏 まえ、第一に、質量両面における基礎教育 のさらなる

充実、第 二に、基礎教 育を超 えた多様な教育段 階の支援強化 、第三に、教育 と他分野 に相

乗効果 をもた らして、第四に内外 を通 じた全員参加型 の連携 を目指す とい う四点を提唱す

る とともに、各国が同様の努力をなす よう期待す るものであ ります。以 下で もう少 し具体

的に、我が国の施策 をご紹介いた します。

初 めに基礎教育については、何 はさてお き多 くの子 ども達が学べ る場 を確保する ことが

必要であ りますから、我が国は、特に教室数が足 りないアフリカで、今後5年 間に約1000

校、5500教 室を建設 し、およそ40万 人の子 どもに学び舎を提供 してまい ります。

学校ができた ら、次には子 ども達に勉強 の喜び を教 えなければな りません。学習の効果を

感 じさせ ることであ ります。わた くしどもは、中米や、ケニアを始め とす るア フリカ各国

での経験 を通 じ、それ には理科 と算数で先生の教え方をよ くすることが決定的な意味 を持

つの を見てきてお ります。

そ こで我 が国は、理数科教授法の向上を主眼と して、今後5年 間に全世界で約30万 人、

うちアフ リカではおよそ10万 人の教師 を対象 として、能力 向上の手助けをしてまい ります。

また、地域社会が学校運営に参画す る方式 であ ります 「みんなの学校」モデル を、発祥の

地ニジェール はもとよ り、周辺各国に広めてまい ります。今後5年 間で1万 校 の学校 運営

を改善 し、結果 として100万 人以上の生徒が良い環境で学べるようにす ることを目標にい

た します。

他 方、国難の度合いを見定めつつ基礎教育強化 を一気 に図 らなければな らない場合 があ

ります。アフガニスタンはその例に当たる と言 えるで しょ う。我が国はユネス コと連携 し、

アフガニスタンの人々30万 人を対象 として、識字力の強化 に乗 り出 してお ります。

これ ら、基礎 教育充実のため、あ らゆる手段を使いたいと思います。世界銀行 など開発金

融機 関との連携 も視野に入れ、支援の量 と質、両面で充実を目指 します。

第二の技術教育 ・職業訓練や、中 ・高等教育に至 る包括的な教育 を支援 してい くことの大

切 さは、あえて繰 り返 しません。

チ ュニジアの例が説明上好都合であ りますが、 ここで我が国はテ クノパ ークとい う研 究

開発拠 点づ くりを支援いた しま した。 これに昨年来留学制度 を組み合わせ 、チ ュニジアか

ら技術や工学の学生 を日本の大学院に呼んで きて、勉強 して もらってお ります。

このよ うにす ることで、相手国や アジア ・アフ リカ域 内各国な どを巻き込む共 同研究 、
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研修 ・留学 とい った多様 な制度 を活用 し、途上国の人材 育成に力を注 ぎたいと思います。

先 ほど第三の提案 として、教育 と他分野 に相乗効果 をとい うことを申しま した。これは、

学び舎が もつ色々な可能性 をなるべ く活 か してい くとい うことであ ります。

例 えば学校で、給食 を始 めます。 それか ら井戸、 トイ レを整備 します。給食 は無論子 ど

もの栄養状態 を改善 しますが、食べ物 を持 ち帰 らせ ることにする とそれ は恐 らく夕餉 の食

卓に並び、両親 を喜ばせ るで しょう。 「明 日も子 どもを学校 にや ろ う」、 とい うこ とにな り

ます。

トイ レについては、 これが もしないとす る と、まず女の子は学校に来なくな ります。単

に衛生上必要 とい うだけでな く、女性 を強 くしてい くためにも トイ レが大切なのであ りま

す。 つま り学校 が整えてい く制度や施設 とは、地域全体の生 きる力、育 てる力を強めてい

くのに活用できるし、またすべ きなのであ ります。

エ イ ズ の予 防 とか 、干 ば つや 洪水 に備 える 防災 意識 の 向 上 とか 、 また い わ ゆ る

ESD(Education for Sustainable Development)と いって、持続可能な開発に向けた教育 と

い う課題 を推 し進 めるために も、学校が地域の核 となることは言 うをまちません。教育 と

は工夫次第で、 このよ うにいろいろ と相乗効果を挙げる事業であろ うと存 じます。

最後に第四の項 目とは、内外 を通 じた全員参加型の連携を 目指す とい うことであ りま し

た。誰 と誰が連携するかといいます と、教育 とい う事業の性質上、あた うる限 り重層的、

かつ広範囲に、 と言 うにつきます。援助国 ・機 関や途 上国政府の対応だ けでは不十分なこ

とは言 うをまちません。現地の地域社会や学界、民間セクター、NGOな ども含む全員参加

型 の協力を進める必要が あ ります。

この点 日本の官 と民、NGOが 東南アジア各国で手がけてきた教育支援 の実績に、先行き

雛形になるものを見出せ ると思ってお ります。

日本のNGOと 、同 じく日本の企業が組んで、環境保護 、公衆衛 生の教育を進める、とい

った方法。あるいは 日本企業が奨学金を提供 し、それ を日本のNGOが 切 り回す といったよ

うな多様 な組み合 わせ が現 に進みつつあ ります。 この種の連携 が さらに活発 とな るよう、

「オール ・ジャパ ン」の体制をつ くっていきたいものであ ります。

わたくしは初めに未就学児童の数が減 り始めている事実に触れなが ら、 「やればできる」

と申し上げました。

まさしくこの 「なせばなる」 とい う進取の精神 がサブサハ ラ ・ア フ リカです とか、途上

国の各所で根づきつつ あることに、わた くしは勇気づ けられ るもの を感 じてお ります。来

月、横浜 で開くTICAD IVの テーマであ ります 「元気 なアフ リカ」 とい う標語 も、ほかな

らぬア フリカにみなぎ りつつある前向きな精神 を表 したものにほかな りません。

いまこそ、教育支援 に国際社会挙 げて力 を注 ぐ絶好 の機 会が訪れ た と、わた くしはそ う

思ってお ります。好機 を逃 さず、 日本 として支援 に一層の努力 を傾 注 して参 ることをお約

束 し、締 めくくりとさせ ていただきます。

ご清聴 あ りが とうございま した。
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14.日 本 政府 「日本 の 教 育 協 力 政 策2011-2015」

人間の安全保障 の実現のための教育:教 育協力 を通 じた人づ くり・国づ くり・平和づ くり

2010年9月22日

1.わ が 国 の教 育 協 力 の役 割

教 育は、すべての人が享受すべき権利であり、一人ひ とりが 自らの才能 と能力 を伸 ばし、

尊厳 をもって生活することを可能にす ると同時に、それ ぞれの国の経済社会 開発 において

重要な役割 を果たす。 また教育は、他者や異文化 に対す る理解 を育み、平和を支 える礎 と

もな る。我 が国は従来よ り政府 開発援助(ODA)大 綱の下、人間の安全保障を推進す るた

めに不可欠 な分野 として、教育 にお ける支援 を重視 してきた。 また、 日本の近代化 と戦後

の高度経済成長の要因の一つ として教育における成 功があげ られ、我が国は自らの経験 を

活か して教育協力 を実施 している。 「万人のための教育(EFA)」 目標及び 「ミレニアム

開発 目標(MDGs)」 とい う国際 目標の達成期 限(2015年)ま で残 り5年 となった今、開

発途上国の多様 なニーズを踏 まえながら、国際 目標 の達成 に貢献するとともに、ポス ト

MDGs及 びポス トEFAも 見据えて、開発途上国の自立的発展 を支 えるため、包括的なア

プ ローチによ り教育セ クター全体への協力を効果的 ・効率的に実施す る。 また、 このよ う

な教育協力 を通 じ、人間の安全保障の実現 に努 める。

そのた め、教育分野 において今後2015年 までの5年 間で35億 ドル の支援 を行 う。また、

この支援 により少なくとも700万 人(延べ2、500万 人)の 子 どもに質の高い教育環境 を提供

す る。

(1)教 育 分野にお ける 国際的な 目標及び課題 と我 が国の貢献

[すべての人 に教育 を]

め ざま しい進展はあったものの、世界には学校 に通 うことのできない子 どもが依然約7、

200万 人(そ の半数以上は女子)、 基礎的な読み書きのできない成人が約7億5、900万 人

(その3分 の2が 女性)い る。特に教育の普及が遅れているサブサハ ラアフリカでは小学

校学齢児童のほぼ4人 に １人が学校に通っていないほか、全世界の不就学児童の35%に あ

たる2、500万 人 を超える児童が紛争の影響下にある低所得国に住 んでいる。このよ うな状

況の改善に向け、国際社会 は2000年 にすべ ての人 に基礎 教育を提供す る 「万人 のための教

育(EFA)」 目標 と 「ミレニアム開発 目標(MDGs)」 とい う2つ の重要な開発 目標群 を

設定 し、2015年 の目標達成を 目指 して取 り組んでいる。我が国も、国際 目標 であるEFAと

MDGsの 達成 に引き続 きコ ミッ トしてお り、2015年 までの 目標達成に向けて基礎教育支

援 をよ り一層 強化 してい くことは我が国の責務である。

[包括 的視 点に立った教育支援]

EFAの 進展 に伴い、よ り多 くの子 どもが小学校に通い、進級 していくにつれ、中等教育
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以降における教育のニーズが拡大 している。また、7、100万 人近 くの若者が学校 に通わず、

また若年層 の失業率は15%と もいわれ、世界的な課題 となってお り、若者 に対す る教育 と

職業訓練の機 会の提供が緊急課題 となってい る。 さらに、知識基盤社会 に対応 し、グロー

バル化する中でそれぞれの国の経済発展を先導 していく人材を育成す るためには、高等教

育機 関や学生に対す る支援 も不可欠で ある。 このよ うに途上国は多様なニーズを抱 えてお

り、国際社会は こうした教育セクター の様 々な課題 に包括的に取 り組んでい くことが求め

られ ている。我が国は、2015年 及びそれ以降を見据 えて、教育セクター全体 を包括的に視

野に入れた うえで、途上国のニーズに応 じた支援 を行い、基礎教育に加 えて、後期中等教

育、職業訓練、高等教育、留学生受 け入れな ど、国づく りや経済発展 を支える人材 育成 も

含め包括的な支援 を行 う必要がある。

(2)人 間の安全保 障の実現 と教 育―― 人権 ・開発 ・平和の統合的アプローチ

教育は、それ 自体全ての人が等 しく享受すべき権利 の一つであ り、個人の能力強化 を実

現す るものであるが、それだけではな く、貧 困削減や格差是正、保健 ・衛生 の改善、民主

主義の定着、環境 の保全等持続可能 な開発の促進 に重要 な役割 を果たす。また、世界各地

で紛争が多発 し、また気候変動や感染症 といった一部の国家だけでは対応できない よ うな

地球規模 の課題に世界が直面 している今 日、教育を通 じて他者や異文化への理解 を育み、

国際理解 を増進することは、世界平和の実現 に貢献する。我が国が外交政策 の重要な柱の

一つ として国際社会に提唱 してきた 「人間の安全保障」の概念は、このよ うな国際教育協

力における重要な 「人権」 「開発」 「平和」の3つ のアプローチを統合的 ・有機的 に関連

づ ける非常に重要な概念 であ り、我 が国が 「人間の安全保障」 を実現す るために不可欠 な

分野 として教育支援 を積極的に推進す るこ とは、極 めて有意義である。

2.基 本 原 則

教育分野 における支援 を行 うにあたっては、以下の基本理念 に基づ き実施す る。

(1)自 助努力支援 と持続可能 な開発

開発途上国の 自助努力 を支援 するため、開発途 上国のオーナー シップ(自主性)を 尊重 し、

その開発戦略を重視す ること、及び持続可能な開発 を進めてい くことは、我が国ODAの 基

本方針である。教育分野において も、途上国政府 自身に よる強い政治的コ ミッ トメン トは

不可欠であ り、我が国の支援は、途上国のそのよ うなオーナー シップを尊重 し、かつその

醸成に資す るものでなければな らない。また、教育協力を推進す ることによって、行動の

変化が促 され、環境を損なわず、経済活動 を継続 し、公平な社会を構築 し、現在及 び未来

の世代 にとってよ り持続 可能な未来が創造 され る。

(2)疎 外 された人 々に届 く支援

MDGs及 びEFA目 標の達成には、 もっとも弱い立場、不利な立場 に置かれた人 を含む

すべての人が質の高い教育の恩恵を公平に享受できることが重要であ り、国際社会 はその
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よ うな協力をこれまで以上に強化 していかなくてはな らない。貧困層、女性、障がい を持

った人々、HIV/エ イズの影響を受けた人々、僻地や農村部、紛争 地に住む人 々、少数民族

や言語的マイ ノリテ ィなど、様々な要因によ り質の高い教育 を受 ける機会か ら疎外 されて

い る人々に十分 に対応 した支援を行 う。

(3)文 化の多様性の尊重 と相互理解 の増進

教育は、人々に考 える力を与え、対話 を通 じて他者や異文化を理解す る力を育むこ とが

で きる。 また教育は、言語や宗教 など社会や文化 と密接 に関係 している。教育を通 じて文

化の多様性の尊重 と相互理解を増進することは、紛争後の社会 の結束や和解 を進め、暴力 ・

紛争の再発を予防 し、平和を実現す ることに貢献する。我 が国は教育が果たす このよ うな

役割 を重視 し、教育セクターへの支援 を実施する。

2.重 点 分 野

我が国は、基礎教育分野及びポス ト基礎教育分野、紛争や災害の影響 を受 けた国におけ

る教育支援について、特に以下の取組 を重視す る。

(1)す べての人 に の高い教育を― ―包括的な学習環境の改善 とFTI支 援強化

すべての人に基礎教育の機会を提供す るこ とは、人間の安全保障を推進す るうえで最 も

重要な支援であ り、我が国は、 これまで基礎教育分野 において、機 会確保 、質の向上、マ

ネジメン トの改善を重点項目 として、学校建設、教師教育、学校運営改善等の支援を行っ

てきた。我が国 としては、すべての子 どもと若者が質 の高い教育にアクセスでき、それを

修了 し、かつ学習成果をあげることができるよ う、基礎教育分野における支援 を引き続き

積極的に実施 してい く。基礎教育分野における効果の高い支援は、教育施設、教師、コミ

ュニテ ィの参加 、行政の取組、衛生や栄養 な ど複数の要素が相互 に関連 しあって実現する

とい う包括的な視点 に立ち、以下の 「School for All」 の コンセプ トの下、多様 な開発パー

トナー とも連携 して、包括的な学習環境の改善を行 う。 また、二国間の支援に加 え、国際

的支援枠組みであるEFA-フ ァス ト・トラック ・イニシアティブ(FTI)へ の支援 も強化する

ことに より、EFA及 び関連するMDGsの 促進 に貢献す る。

School for All(ス クール ・フォー ・オール)モ デル:包 括的な学習環境改善

「School for All」 モデル は、学校 ・コミュニテ ィ ・行政が一体 となって包括的な学習環

境 の改善 を行い、質の高い教育環境 をすべての子 どもと若者 に提供することを 目指す概念

である、相互 に関連す る以下の5つ の項 目を重視 し、各国のニーズに応 じて適切な支援を

実施する。

＜質の高い教育＞

教育の質の確保、特 に子 どもの学習成果 向上のためには教員の能力 向上が もっ とも重要。

教科書等の学習教材の調達のほか、授業研究や教師教育を通 じて学習のプ ロセスを改善 し、

子 どもにとって授業が楽 しく、わか りやすい ものとなるよ うにす る。

＜安全な学習環境 ＞
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教室や トイ レ等の学校施設 ・設備、耐震構造 を有す る校舎、学級規模 の適正化等子 ども

の安全に配慮 した支援によ り、子 どもが学校 にアクセス しやす く、かつ継続 しやすい環境

を整備す る。学校保健 や学校給食、安全 な水の確保 など保健 ・衛生分野の支援 は子 どもの

学習成果 との相関が高いこ とか ら、他のセクター との連携 による相乗効果 を重視する。

＜学校運営改善 ＞

父母 ・教員 ・コミュニテ ィが協働で学校運営 に参画することで、子 どもの教 育にオーナ

ーシ ップ と責任 を持 ち
、子 どもや地域の多様 なニーズに対応 できる自立的な学校づ くりを

支援す る。また、学校運営改善のための体制を強化す るために地方行政官の能力強化 を行

い、学校 ・コミュニテ ィ ・行政が一体 となった学校運営を行えるようにす る。

＜地域に開かれた学校 ＞

学校 は地域社会 の一部。学校が、成人識 字教育や保健教育などノンフォーマル教育 を含

む地域の教育ニーズに対応 してい くことによ り、学校が地域 に開かれた教育の場 として機

能す るよ うにす る。

＜インクルー シブ教育＞

貧困、障がい、HIV/エ イズ、紛争、児童労働 といった様 々な不利 な状況下におかれてい

る子 どもたちの多様 なニーズに対応 し、他 のセクター と連携 して支援す る。

ファス ト ・トラック ・イニシアティブ(FTI)支 援強化

FTIは 初等教育の普及 を加速 させ るため、2002年 に始動 して以来、低所得 国に向けた支

援 を行っている。我が国はFTIを 支持 し、 この改革 プロセスにかかわ る議論 と実践 に積極

的に参画す るとともに、FTIが 設置 してい る基金への拠 出を増額す る。 また、各国の教育

計画 が着実に成果 としての教育改善 につながるよ う、計画実施お よびモニタ リングを強化

させ る取組に参画 し、現場における機能強化を支援す る。

(2)知 識基盤社会 に対応す る教育―― 職業訓練拠点の整備 と高等教育ネ ッ トワー クの構

築

基礎教 育はそれ以降の教育段階の基礎 として重要であるが、グローバルな知識基盤社会

においては、よ り高度 な学習や技能の習得 が各国の経済成長、国際競争力の向上、貧困削

減 に不可欠 となっている。 また、職業訓練 を通 じて、個人の就 労や収入向上の可能性 を高

めることは、経済成長 を加速 させ るとともに、失業対策や貧困層の経済参加の機会提供 に

つ ながる。 さらに、高等教育機関で質 の高い教 師や教育行政官 を育成す ることは、EFAや

MDGsの 達成 にも大 きな貢献をする。我が国は各国のニーズに対応 したポス ト基礎教育セ

クターに対す る支援 として、特 に以下を重視す る。

拠点 となる職業訓練校 の強化

途上国における多様な技術 ・技能 のニーズに対応 できる人材育成への要請に基づき、各

国で拠点 となる技術専門学校及び公的職業訓練校 に対する支援 を行 う。 民間セクター と連

携 し、教員 ・指導員の能力強化、訓練校の運営能力強化 、カ リキュラム改善を行い、教育

と労働 市場 との結びつきをより強化す る。また職業訓練 の制度設計 ・整備等政策 レベル に
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お ける支援 も実施す る。これ らの訓練校は、地域の南南協力における研修員受 け入れの拠

点 として も活用す る。

高等教育ネ ッ トワーク促進

高等教育分野においては、途上国の高等教育に係 る協力ニーズに対 し、 日本 の大学の協

力 を得て、 日本及び各国の経験 ・知見を共有 し、共通 ・類似の教育課題に取 り組んでい く

ための地域内及び地域 間のネ ッ トワークの構築を促進す る。工学、農学、保健分野等 にお

いて、留学プ ログラムによる教員能力向上、共同研究、教育機材調 達、大学運営体制 の改

善など各地域 ・国の拠点 となる大学の能力拡充支援によ り、高等教育機 関の持続的 ・自立

的発展に寄与す る。

アジアにおいてはアセアン工学系高等教育ネ ッ トワーク(AUN/SEED-Net)へ の支援 を推

進す る。アフ リカ地域においては 「エジプ ト・日本科学技術大学(E-Just)」 の新設を支

援 し、将来的にはエジプ トのみな らず北アフ リカ ・中東地域の拠点大学を 目指 して強化 を

行 ってい く。また、ア フリカ ・アジアの研究者及び教育行政官のネ ッ トワークを促進 し、

初等教育の完全普及など各国の教育政策や教育改革の改善を支援す る。

国内においては、多様なステー クホルダーの参加 による、オール ジャパ ンの高等教育協

力戦略策定や、工学 ・農学な どの分野別大学 コンソー シアムの強化等、実施体制 を整備す

る。

留学生受入 ・交流 の促進

質 の高い外国人留学生30万 人の受入れ を目指 して留学生受入を促進す るとともに、東ア

ジア諸国 を中心に質の保証 を伴 った大学間交流 を促進 し、双方向の人的交流を飛躍的 に拡

大 させ る。 また、留学生のイ ンターンシップの促進によ り国際的に活躍す る高度専門人材

を輩 出す る。 日本への留学 に係 るインセンテ ィブの付与、留学による学習効果 の拡大 を企

図 し、留学前 ・留学中の 日本語教育を強化す る。留学前の 日本語教育に当たっては、併せ

て若年層 日本語教員の海外派遣 を重視 し、幅広い途上国側人材 との相互交流を推進す る。

また、我が国が強みを持つ産業分野の技術等に関する高質の教育を提供す るため、専修学

校 においても留学生受入の大幅増加 を目指す。

(3)平 和 と安全のための教育―― 紛争や 災害の影 響を受 けた国に対す る教育支援

紛争や 災害は、健康や生命への脅威であるとともに、これ まで築かれた教育システムを

破壊 し、子 どもや人々の未来 に対す る大きな障壁 となる。 不就学児童の約35%を 占める2、

500万 人の子 どもが紛争の影響 下にある低所得 国で生活 してお り、多 くの子 どもが地震や

津波等の影響 を受 け、学校に通っていない。 また、紛争 の影響を受 けた国においては、復

興 に必要な知識 ・技能 を有す る人材が著 しく不足 してお り、生産性や所得の向上につなが

る職業 ・技能習得 の機会 を拡大する必要がある。我が国の教育支援がこれ らの国の平和構

築 の一助 とな り、緊急支援か ら復興 ・開発までの切れ 目のない移行 を支援できるよう、特

に以下の4つ を推進す る。

・紛争や災害後の国においては
、い ち早 く社会機能の回復を進めることが平和の定着に不
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可欠である。 国際機 関やNGOと 連携 した教 育分野 での復 旧段階にお ける支援を通 じ、子

どもや若者が身体的に安全で必要な情報や支援を受 けることができる教育環境 を提供す

るとともに、学校や教育施設 を正常化 させ ることによ り、紛争や災害による人 々の心理

社会的イ ンパ ク トを緩和す ることに貢献す る。

・基礎教育支援 に加え
、復興 に必要な人材 を育成す るとともに、除隊兵士や国内避難民な

どニーズの高いグループに対 して、社会復帰や生計の向上 につながる職業訓練及び基礎

技能訓練 を支援す る。

・教育は復興の基盤 となるだけではな く
、文化の多様性の尊重 と相互理解 を促進するな ど

紛争の予防的役割を果たす。 国際機 関やNGOと も連携の下、特 にアフガニスタン等にお

ける識字教育支援、教師能力強化支援を実施す る。

・他 のセ クター と連携 し
、防災教育や地雷回避教育を含む身 を守 る技能な ど、人々や コミ

ュニテ ィが生存 ・生活す る上で晒 され る脅威 から自らを守 るためのエンパ ワー メン ト促

進 を支援す る。

4.支 援 効 果 向上 の た め の 取組

(1)現 場重視 の強みを活か した支援

我が国の教育支援の比較優位 は、現場で成果を生む実践的 な成功モデル の確立 にある。

我が国は、各国のニーズや課題 の解決 に適 したきめ細やかなプ ロジェク トを実施 し、教員

研修や学校運営改善な ど、複数の成功モデル を確立 して きた。今後の支援 に当たっては、

こうした我 が国の強みを最大限活か した案件の形成 ・実施を行 う。

(2)教 育政策策定への参画 と中長期的協力 の推進

教育分野は、セ クターワイ ドアプ ローチ(SWAPs)や ファス ト・トラック ・イニシアテ

ィブ(FTI)の ようなプログラムベース型支援が最 も進 んでい るセクターの一つである。被

援助国の教育政策協議 ・策定プロセスに積極的に参画 し、我が国がプロジェク ト型支援 に

よって現場で得た知見や経験 を政策内容や制度改革に反映 し、また政策 目的を実現する具

体的施策づ くりにも参画する といった双方向的な関与を通 じて、援助効果の向上 に貢献す

る。また、政策協議に参画で きる専門的知見を有する人材 の育成 も強化する。 なお、教育

支援の成果 は必ず しも短期的 に得 られ るものでない ことか ら、各国の教育セ クター政策及

び計画に基づ き、中長期的視野 に立って支援を実施す る。

(3)国 別ニーズに応 じた援助 リソースの戦略的投入

各国のニーズや開発 の レベル に応 じて二国間支援(有 償資金協力 ・無償資金協力 ・技術

協力)及 び多国間支援(国 際機 関経 由)の リソースを戦略的 に活用 し、または組み合わせ

ることに より、教育セクター全体 を視野に入れた、効果 的な協力 を実施す る。特 に、い く

つかの国においては、新たな試み として、今まで活用 していなかった貧困削減戦略支援無

償資金協力(特 定の開発途上地域 に対 して、財政支援 を行 うために必要な資金 を供与す る無

償資金協力)の 拠出を通 じ、他 ドナー と協調 しつつ、我が国教育支援 を国際潮流化 し、拡大
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普及に努力す る。 また、比較的実績の少なかった有償資金協力についても可能かつ適切 と

判断 され る場合、他 ドナー との協調融資 を含 め、実施に向け努力する。具体的には、技術

協力案件 によって実証 された成功モデルを有償資金協力 を活用す ることによって拡大 ・普

及 させ ることや、プール ファン ドへの支援 を行 うことで現場における知見を政策に生かす

ための具体的ツール とす ることなどを検討 し、実施 を図 る。

(4)国 際社会 の多様 な関係者 とのパー トナーシ ップの強化

2015年 の 目標達成 に向けて、多様な開発パー トナーが連携 ・協調 して支援を行 う重要性

は一層 高まっている。特に、教育分野において中心的な役割を果た してい る国際機 関や地

域的な機関、新興国を含む他の ドナー、NGO、 民間企業、 さらには国際的なイニシアティ

ブ(FTI、UNGEI[国 連女子教育イニシアティブ]等)と 政策及び現地 レベルで連携す る。

また、現地 レベル においては、途上国の教育分野における優先事項や計画に基づき、政府

及び他 ドナー等 と連携 ・協調 した支援 を行 う。 このような連携 を通 じ、国際的な援助潮流

を二国間の援助政策へ反映 させ るとともに、我 が国が実施す る効果的な二国間援助のアプ

ローチや各国の現場にお ける成果 を国際場裡 に提言する。 また、国際機 関の援助(含 む我が

国の国際機 関支援)が 二国間援助 と相互補完的 にな るよ う国際機関 と連携す る。

(5)他 の開発セ クター との連携

教育は、保健や水 ・衛生 など他の分野 と密接 な関係のある分野である。教育 を開発支援

全体の中に位置づ け、適切 な場合には、他の開発セクター との連携 を強化 してい くことに

より、よ り効果的な支援を実施す る。案件形成 の段階か ら、他のセクターにお ける我が国

や他 ドナーの取組を把握 し、連携 の可能性 を高 める。

(6)南 南協力、三角協力 の促進

地域 内及び地域間の協力 を促進す る南南協力、 これに先進 国も加わった三角協力は、知

見を共有 し国境を超 える課題 に取 り組む効果的なアプ ローチである。教育分野でも、ケニ

アにお ける理数科教員研修 の成功例 をアフ リカ諸国で共有 し、地域 内連携 を促進 してい る

SMASE-WECSAの よ うなモデル も存在 している。 このよ うな支援 を継続 し、教育分野 の

連携 を促進す る。

(7)成 果 を重視 したアプ ローチの強化

モニタ リング ・評価 を強化 し、成果重視の支援 を行 う。なお、支援に際 しては、途上国

側のオーナー シップの下、教育セ クター計画に基づき、他 ドナー と連携 して成果 を出 して

い くことが重要であ り、 日本 単独支援による成果 のみ を追求す るのではなく、教 育セクタ
ー計画の指標 の改善を目標 とし

、その進展状況 をモニ タリング してい く必要がある。その

ためには、これ まで以上に合 同セ クター レビューな どに積極的に参加 し、教育セ クター全

体の改善を目指 したモニタ リング ・評価 を行 うことが重要である。

(8)オ ール ジャパ ン体制 ・連携 の強化

教 育分野での支援は、ODAの みならず、NGO、 市民社会、国際機関、民間企業、大学や

研究者等様 々なステー クホル ダーが関わってお り、それ ぞれの比較優位 を活か し、連携 し
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て、最大限の効果を引 き出す ことが有益 であ る。また、関係省庁が連携 して、共通の国際

課題 に取 り組 んでい くこ とも不可欠である。また、2008年 に情報共有や意見交換の場 とし

て設立 された 「国際教育協力連絡協議会」注)継続 し、役割の強化を 目指す。具体的には、

特 に以下の4点 の連携 を進め、オールジャパン体制 の強化 を行 う。

・ノンフォーマル教育
、就学前教 育、緊急支援等の実施 における、NGOと の連携強化 を図

る。

・教育におけるICT利 用や企業のCSR活 動 など
、民間企業の知見や技術 を活か し、連携強

化に より革新的な取 り組を行 う。

・高等教育支援等 において我が国大学の参加 を促進 し
、大学の知の活用 によ り国際協力の

高質化、多様化 を図る。

・国内の国際協力 に関す る理解 を拡大す るとともに
、将来の国際協力の担い手となる人材

を拡大するために、多 くの市民に途上国及び本邦 にお ける国際協力及び国際交流 に関わ

る機会を提供する。特に、現職教員を含むJICAボ ランティアによる経験 の市民への共有、

ユネ スコスクール等を活用 したESD(持 続可能な開発 のための教育)の 普及を促進す る。

5.モ ニ タ リ ン グ ・評 価

モニ タリング及び評価に関しては、投入 された資金 を効果的に活用 し、以下の3つ の レ

ベルにおいて、その進捗 と成果 をモニタ リング してい く。

プロジェク トレベル

・二国間支援 で実施す る案件 については
、各プロジェク トの計画時点で設定 した指標に基

づき、モニ タリング及び評価 を行 う。

・国際機 関経 由で実施す る案件 については進捗または最終 レポー トに基づいて
、成果を確

認す る。

各国プログラム レベル

・教育セ クター計画の下で
、モニタ リング及び評価を途上国政府お よび ドナーが共同で行

ってい る国においては、 このプロセスに積極 的に参加 し、教育セ クタープログラムの進

捗 および達成状況を確認す る。

グローバル レベル

・DAC統 計を用いて教育サブセ クター毎及び各地域毎のインプ ッ トをモニタ リングす る
。

・ 「国際教育協力連絡協議会」において
、関係者 によ り、定期的に本政策 の レビュー を行

う。

・2015年 に本政策 の第三者評価 を実施す る
。

注)関 係省庁(外 務省 ・文部科学省 ・財務省)、 有識者、MGO、 国際機関、民間企業等で

構成 され る。
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